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独立行政法人森林総合研究所の平成２０年度の評価結果について

１ 評価結果
（１）評価の考え方

農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会は 「独立行政法人森林総合研究所、
の業務の実績に関する評価基準 （以下「評価基準」という ）により、中期目標及」 。
び同目標に基づき作成された中期計画の達成度合いを客観的に判断するため設定し
た評価単位ごとに、独立行政法人森林総合研究所が行った自己評価結果の提出・説
明を受け、当該資料の調査・分析を基本として、取り組むべき課題の達成状況を評
価した。

なお、平成２０年４月に森林総合研究所は、旧緑資源機構の業務の一部を承継し
たことから、平成２１年３月に評価基準を承継業務にも対応したものに改訂してい
る。

（２）評価単位
５２評価単位の大半については、中期計画に対して業務が順調に進捗している、

と判断した。また、研究の成果が現場の業務に貢献するもの及び計画していた目標
を量的にも質的にも上回る成果を挙げたもので、特に優れた成果を挙げたと判断し
た２評価単位については、中期計画を大幅に上回り業務が進捗している、とした。
一方で、現場レベルに密接に関係した課題であり、より迅速な研究等の推進が求め
られると判断した１評価単位については、中期計画に対して業務の進捗がやや遅れ
ている、とした。

（３）大項目
大項目については、各評価単位の評定を基に、達成割合を計算した結果 「業務運、

営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 「国民に対して提供するサ」、
ービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 「財務」、
内容の改善に関する事項」及び「その他農林水産省令で定める業務運営に関する事
項」について、いずれも「Ａ」と評定した。

（４）総合評価
、 、 「 」総合評価については 上記の評定結果をもとに 評価基準に定める方法により Ａ

と評定した。

２ 業務運営に対する総括的な意見
・ 現場レベルにも有益なマツノザイセンチュウ検出試薬キットを開発したこと、
農用地関係事業において計画を大幅に上回り新技術・新工法を開発したことを高
く評価する。

一方、森林総合研究所は森林・林業・木材産業における我が国唯一の中核的な
研究機関であり、研究成果やその普及、また関係機関との連携などに対する期待
は引き続き高いものがある。このため、今回高い評価を与えた項目のように現場
の業務に貢献する研究や、我が国の林業全体の活力向上に向けた技術開発をより
一層推進するとともに、共同研究に向けて関係機関との連携に積極的なリーダー
シップを発揮されることを期待する。

・ また、平成２１年３月３０日付で政策評価・独立行政法人評価委員会から送付
された「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」等に記載されている事
項や整理合理化計画で講ずべき措置とされている項目について、法人に追加資料

、 。の提出を求める等により確認したところ 着実に対応しているものと考えられる
今後も、取り組むこととしている事項について、引き続き確実に対応されたい。



評 価 項 目（大項目） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を Ａ

達成するためとるべき措置

第３ 財務内容の改善に関する事項 Ａ

第４ 短期借入金の限度額 Ａ

第５ 重要な財産の譲渡に関する計画 Ａ

第６ 剰余金の使途（評価項目なし） －

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等 Ａ



評価単位ごとの評価シート（総括表）

評 価 項 目（評価単位） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 経費の抑制 ａ

２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用 ａ

３ 資源の効率的利用及び充実・高度化 ａ

４ 管理業務の効率化 ａ

５ 産学官連携・協力の促進・強化 ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

1(1)ｱｱa 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技 ａ

術の開発

1(1)ｱｱb 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発 ａ

1(1)ｱｲa 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発 ｓ

1(1)ｱｲb 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発 ａ

1(1)ｱｲc 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発 ａ

1(1)ｱｲd 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発 ａ

1(1)ｱｳa 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発 ｂ

1(1)ｱｳb 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発 ａ

1(1)ｲｱa 森林生物の生命現象の解明 ａ

1(1)ｲｱb 木質系資源の機能及び特性の解明 ａ

1(1)ｲｲa 森林生態系における物質動態の解明 ａ

1(1)ｲｲb 森林生態系における生物群集の動態の解明 ａ

1(2) 研究の基盤となる情報の収集と整備の推進 ａ

1(3) きのこ類等遺伝資源の収集及び保存 ａ

2(1) 林木の新品種の開発 ａ

2(2) 林木遺伝資源の収集・保存 ａ

2(3) 種苗の生産及び配布 ａ

2(4) 林木の新品種の開発等に附帯する調査及び研究 ａ

2(5) 森林バイオ分野における連携の推進 ａ

3(1)ｱ 事業の重点化の実施 ａ

3(1)ｲ(ｱ) 公益的機能の高度化 ａ



3(1)ｲ(ｲ) 期中評価の反映 ａ

3(1)ｲ(ｳ) 木材利用の推進 ａ

3(1)ｲ(ｴ) 造林技術の高度化 ａ

3(1)ｲ(ｵ) 事業内容等の広報推進 ａ

3(1)ｳ 事業実施コストの構造改善 ａ

3(2)ｱ(ｱ) 事業の計画的な実施 ａ

3(2)ｱ(ｲ) 期中評価の反映 ａ

3(2)ｲ(ｱ) 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施 ａ

3(2)ｲ(ｲ) 新技術・新工法の採用 ｓ

3(2)ｳ 事業実施コストの構造改善 ａ

3(3)ｱ 債権債務管理業務の実施 ａ

3(3)ｲ 保全管理業務の実施 ａ

４ 行政機関等との連携 ａ

５ 成果の公表及び普及の促進 ａ

６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献 ａ

第３ 財務内容の改善に関する事項

(1)① 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み ａ

(1)② 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組み ａ

(1)③ 法人運営における資金の配分状況 ａ

(2)① 長期借入金等の着実な償還 ａ

(2)② 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守 ａ

第４ 短期借入金の限度額

(2) 水源林造成事業等 ａ

第５ 重要な財産の譲渡に関する計画

計画以外の重要な財産の譲渡 ａ

第６ 剰余金の使途（評価項目なし）

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

１ 施設及び設備に関する計画 ａ

２ 人事に関する計画 ａ

３ 環境対策・安全管理の推進 ａ

４ 情報の公開と保護 ａ



平成２０年度業務の実績に関する評価

〔森林総合研究所〕

・ 評価単位の評価シート

評価単位ごとに法人が作成し分科会に提出された評価シートであり、分科会はこれらを

分析・調査した上で評定を行うとともに必要に応じコメントを付している。

・ 大項目の評価シート

各大項目に係る評価単位の評定を基礎として、大項目ごとに評定を行うとともに必要に

応じコメントを付している。

・ 総合評価の評価シート

全評価単位の評定を基礎として、総合評価を行うとともに必要に応じコメントを付して

いる。

・ 補足資料

分科会から森林総合研究所に対して補足説明を求めて得た情報である。

・ 追加資料

分科会から森林総合研究所に対して業務のあり方等を調査するため追加説明を求めて得

た情報である。



目 次

頁大項目及び評価単位

大項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

1 - 2１ 経費の抑制
3 - 5２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用
6 - 12３ 資源の効率的利用及び充実・高度化
13 - 14４ 管理業務の効率化
15 - 16５ 産学官連携・協力の促進・強化

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標
を達成するためとるべき措置

17 - 211(1)* ｱｱa 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発
22 - 251(1)* ｱｱb 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発
26 - 291(1)* ｱｲa 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発
30 - 321(1)* ｱｲb 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発
33 - 351(1)* ｱｲc 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発
36 - 391(1)* ｱｲd 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

40 - 431(1)* ｱｳa 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発
44 - 471(1)* ｱｳb 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発
48 - 511(1)* ｲｱa 森林生物の生命現象の解明
52 - 541(1)* ｲｱb 木質系資源の機能及び特性の解明
55 - 581(1)* ｲｲa 森林生態系における物質動態の解明
59 - 611(1)* ｲｲb 森林生態系における生物群集の動態の解明
62 - 631(2) 研究の基盤となる情報の収集と整備の推進
641(3) きのこ類等遺伝資源の収集及び保存

65 - 672 (1)# 林木の新品種の開発
68 - 692 (2)# 林木遺伝資源の収集・保存
702 (3)# 種苗の生産及び配布

71 - 752 (4)# 林木の新品種の開発等に附帯する調査及び研究
76 - 772 (5)# 森林バイオ分野における連携の推進
78 - 793 (1)@ ｱ 事業の重点化の実施
80 - 813 (1)@ ｲ(ｱ) 公益的機能の高度発揮
82 - 833 (1)@ ｲ(ｲ) 期中評価の反映
84 - 863 (1)@ ｲ(ｳ) 木材利用の推進
87 - 883 (1)@ ｲ(ｴ) 造林技術の高度化
89 - 903 (1)@ ｲ(ｵ) 事業内容等の広報推進
913 (1)@ ｳ 事業実施コストの構造改善

92 - 933 (2)@ ｱ(ｱ) 事業の計画的な実施
943 (2)@ ｱ(ｲ) 期中評価の反映

95 - 963 (2)@ ｲ(ｱ) 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施
97 - 983 (2)@ ｲ(ｲ) 新技術・新工法の採用
993 (2)@ ｳ 事業実施コストの構造改善
1003 (3)@ ｱ 債権債務管理業務の実施
1013 (3)@ ｲ 保全管理業務の実施

102 - 103４ 行政機関等との連携
104 - 108５ 成果の公表及び普及の促進
109 - 114６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項

115(1) ① 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み^

116 - 117(1) ② 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組み^



118 - 120(1) ③ 法人運営における資金の配分状況^

121(2) ① 長期借入金等の着実な償還"

122(2) ② 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守"

大項目 第４ 短期借入金の限度額

－(1) 試験・研究及び林木育種事業（２０年度実績なし）
123(2) 水源林造成事業等

大項目 第５ 重要な財産の譲渡に関する計画

124計画以外の重要な財産の譲渡

大項目 第６ 剰余金の使途

－(1) 研究・育種勘定（２０年度実績なし）
－(2) 水源林勘定（２０年度実績なし）
－(3) 特定地域整備等勘定（２０年度実績なし）

大項目 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

125１ 施設及び設備に関する計画
126 - 128２ 人事に関する計画
129３ 環境対策・安全管理の推進
130４ 情報の公開と保護

131 - 132参考資料 具体的指標の自己評価シート 総括票
133 - 137平成２０年度 大項目の評価
138 - 139平成２０年度 総合評価

（中項目） １．研究の推進 （１）重点研究領域*
（中項目） ２．林木育種事業の推進#
（中項目） ３．水源林造成事業等の推進 （１）水源林造成事業、（２）特定中山間保全整備事業及@

び農用地総合整備事業、（３）緑資源幹線林道に係る債権債務管理、その他の債券債務管理
及び緑資源幹線林道の保全管理業務の実施

（１）試験・研究及び林木育種事業^
（２）水源林造成事業等"



1

平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（中項目）１ 経費の抑制

評価単位 １ 経費の抑制

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要
（１）試験・研究及び林木育種事業
・ 運営費交付金を充当して行う事業については、人件費を除き前年度に比べ、業務経費で ％1

以上、一般管理費で ％以上の経費削減を行う。さらに、管理部門等の統合メリットの発現に3
より、平成 年度一般管理費の ％相当額の経費の削減を行う。18 4

（２）水源林造成事業等
・ 業務運営の効率化を図り、独立行政法人緑資源機構（以下「機構」という ）の平成 年度。 19

経費と比較して、一般管理費（ただし、機構廃止に伴い特別に増加する経費を除く ）について。
は ％、人件費については ％、事業費については ％削減する。8 13 6

実施結果（２０年度実績）
（１）試験・研究及び林木育種事業

経費削減を達成するため、業務の優先度に基づく執行や資金の使途ごとの支出限度額の設定に
19 8よる目標管理等、執行予算の管理体制を 年度に引き続き強化した。削減の主なものは自動車

台減、本所及び支所の研修生宿泊施設廃止による委託経費減、一般公開及び研究報告会等の支所
・育種場合同開催による広報経費の節減、資材の本所・育種センター共同調達の試行の一部実施
等である。これらにより 年度一般管理費比 ％相当額 千円を含め、運営費交付金全体18 4 48,781
で 千円を削減した。また、 年度の業務経費は前年度に比し ％減、一般管理費は前280,927 20 2.8
年度に比し ％の減となった。3.6

○ 運営費交付金、及びそれに係る業務経費と一般管理費の決算額 （単位：千円）

平成１９年度 平成２０年度 （対前年度比）

運 営 費 交 付 金 10,297,032 10,016,105 97.3％

平成１９年度 平成２０年度 （対前年度比）

業 務 経 費 1,781,752 1,731,098 97.2％

一 般 管 理 費 996,849 960,851 96.4％

合 計 2,778,601 2,691,948 96.9％

注：千円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

対前年度推移 ９８．４％ ９８．８％ ９４．８％ ９７．１％ ９６．９％

（２）水源林造成事業等
（ア）一般管理費

平成 年 月の機構解散に伴い、旧機構が実施していた事業のうち水源林造成事業等を森林総20 4
合研究所が承継し、研究所内に森林農地整備センターを設置した。その本部事務所（川崎市）に

ついては、一人当たりの専有面積を縮小することなどにより旧機構本部を フロアーから フロ2 1
アーに縮減し、借上げ経費の削減を図った。

このほか、電子メール・イントラネットの活用等による通信運搬費の削減、複写機の一括契約

等競争原理の活用による調達コストの削減を図り、一般管理費全体で の削減となった。25.6%
注 イントラネットとは、インターネット標準技術に基づく企業内ネットワークのことで、限定された範囲での利用を目的と

して構築されたネットワークであり、アクセス範囲やアクセスするユーザーが限定される。

（イ）人件費

機構解散を受けた今後の事業の縮減を見越した場合、職員数の削減に前倒しで取り組む必要が

あることから、退職者の不補充に加え機構職員の他法人への移籍等に取り組んだ結果、平成 年20
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度期末の職員数（ 人）は平成 年度期末（ 人、注 ）と比べ 人の減となった。563 19 667 1 104
また、旧機構から承継した職員については、従来の研究所の給与体系を適用することとして、段

階的に給与水準の引き下げを図っている。

この結果、人件費削減率は、平成 年度から の削減となった。19 23.1%

（ウ）事業費

事業費については 「森林総合研究所コスト構造改善プログラム」に基づくコスト縮減に努めつ、

つ、効率的に事業を実施したほか、災害や許認可手続き等の現場事情から次年度への繰越が結果

的に前年度よりも増加（約 億円）したことから、平成 年度に対し ％の削減となった。15 19 7.9

○ 一般管理費、人件費及び事業費の削減率 （金額：千円）

平成19年度 平成20年度 対19年度 対19年度

区分 削減額 削減率 備考

① 注1 ② ③ ③／①

一般管理費 1,093,147 813,321 △279,826 △ 25.6% 注2

人件費 5,850,875 4,500,204 △1,350,671 △ 23.1% 注3

事業費 90,102,126 83,000,058 △7,102,068 △ 7.9%

注 1 ①については、国際農林水産業研究センターに承継された海外農業開発事業を除く。

2 ②については、機構廃止に伴い特別に増加した経費を除く。

3 人件費については、退職金、退職給付引当金繰入及び福利厚生費(法定福利費及び法定外福利費)並びに

非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由
試験・研究及び林木育種事業において、引き続き予算執行体制を強化したこと、

業務の優先度に基づく執行や資金の使途ごとの支出限度額の設定による目標管理等による執行を
通じ、運営費交付金に係る業務経費及び一般管理費を前年度比 ％節減できたこと、3.1

水源林造成事業等において、一般管理費及び人件費については、事務所経費の削減や退職者の
不補充等の自助努力を講じて目標を大きく上回る削減率を達成しているが、機構廃止自体が当初
想定以上に経費執行の減少を促す効果を生んだ側面もあるものと考えられること、
事業費については、コスト縮減の自助努力を基礎として目標を達成できたものの、目標を大きく
上回った主な要因は現場事情による結果的な繰越の増にあると考えられること、
などを評価して 「経費の抑制」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等
・ 引き続き着実な経費等の削減に取り組まれたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

評価単位 ２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要

・ 試験・研究及び林木育種事業分野について、外部専門家・有識者による研究評議会等を開催

する。

・ 研究重点課題等の自己評価について、外部専門家を含む公正な評価を行うとともに、研究課

題等の事後評価を行う体制を検討する。また、研究課題の重点化に向けた点検を実施する。

・ 研究所の運営について、組織単位ごとに自己評価を行うなど、計画、実施、点検及び対策の

サイクルでその効率化を行う。

・ 研究職員の意欲向上及び自己啓発を目的として、研究職員の業績評価を多面的な方向から行

うとともに、評価結果の反映方法について検討を行う。

・ 一般職員等について、新たな人事評価制度の導入について検討する。

実施結果（２０年度実績）

6 2 20 11本所の研究評議会は 研究評議会委員として 名の外部有識者 任期 年 を招き 平成 年、 （ ） 、

月 日に開催した。会議では、平成 年度研究評議会の指摘事項への対応状況及び平成 年度12 19 19
の活動報告に続き、平成 年度業務の実績についての独立行政法人評価委員会林野分科会の指摘19
事項に対する対応方針を説明した後、各委員から幅広い助言を得た。

研究評議会委員から指摘された事項のいくつかの例を挙げると 「民間との共同研究の相手方は、

。 。」 、どのような企業か 企業が委託した研究の成果はどのように帰属するのか との指摘については

様々な企業と共同研究を実施していることを資料に基づき具体的に示し、また、民間からの受託

研究の場合は基本的に全ての成果を渡さなければならないが、そのような形の受託研究は少ない

ことを説明した。また 「リグノスルフォン酸の利用を日本国内で実用化しても、影響力は小さい、

のではないか 」との指摘については、木質バイオマスからのエタノール製造過程で大量に出るリ。

グニンのマテリアル利用の一環として鉛蓄電池への利用を研究していることを説明した。さらに

林木育種部門については 「遺伝子組換え技術について、資源エネルギー対応としてバイオマス生、

産の高いスーパーツリーを作る研究はやっているか 」との指摘があり、スギについては従来型の。

育種で 倍近い成長のものができる見込みであること、また、国内外及び森林総研における遺伝2
組換え樹木の開発状況を説明した。子

各支所においては 平成 月 日に研究評議会を開催し 北海道： 月 日 委、 （ （21 3 2 3 5 3 4年 月 日～

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5員 名 、東北： 月 日（ 名 、関西： 月 日（ 名 、四国： 月 日（ 名 、九州： 月） ） ） ）

日（ 名 、外部有識者である評議会委員に各支所の業務運営、研究概要、主要成果、広報活動3 ））

を報告した。また、北海道、東北及び九州の各支所では育種場と合同の開催とし、林木育種事業

の概要等についても報告した。委員からは、地域ニーズに対応した研究、全国を対象とした研究

の地域分担研究及び地域の連携強化等に関して今後の支所・育種場運営への助言を得た。

研究重点課題の自己評価に当たっては、 の研究重点課題に対して 名の外部評価委員を招12 18
いて、平成 年 月 日から 月 日の間に重点課題評価会議を開催し、重点課題、研究課題21 2 2 2 25
群及び研究項目についてピアレビューを行った。評価結果については、研究推進評価会議におい

て研究課題責任者等による研究所全体での議論を行い、今後の研究推進についての基本方針を検

討した。
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研究成果の事後評価（追跡調査）については、研究ニーズ調査委員会を立ち上げて作業部会を

設置して事後評価の方法について検討した後、研究領域などの組織及び研究分野ごとに平成 年13
度以降の研究成果の利活用状況調査を実施して、結果と問題点をとりまとめた。

中期目標の達成、社会ニーズの変化への対応及び研究成果の社会還元の視点から、研究課題の

重点化に向けた点検を実施し、その結果を踏まえて、課題体系の総合化、研究推進体制の強化及

び社会還元の手段の明確化を図るため重点課題基本計画を見直して組み替えた。

林木育種分野および森林バイオ分野においても、平成 年 月 日に 名の外部評価委員を21 2 16 2
招いて育種事業評価会議を開催し、林木育種事業に係るピアレビューを実施した。評価結果につ

いては、育種推進評価会議において議論を行い、年度計画の総合自己評価に活用した。

研究部門では、業務運営システムを用いて、当年度においても課・科・研究領域・支所等の組

織単位ごとに業務点検票を作成して、職員の要員管理や資質向上等の組織運営、発表業績の向上

や研究の連携協力等の業務運営、施設・設備の整備及び管理等を点検項目として、 サイクPDCA
ル（ ：年度目標の設定、 ：実施、 ：実施状況の点検、及び ：改善点の抽出と対応）によるP D C A
自己点検を実施した。

業務運営関係では、会計システムの効率化や男女共同参画に向けた保育サポート体制の整備に

計画的に取り組むなど、年間の目標を立ててその実施と達成状況を点検する当システムの運用と

効果について着実に実績をあげている。

PDCAまた 業務運営システムについては 各組織の年度計画及び点検結果を開示するなどして、 、

サイクルによる自己点検システムとしての理解が深まるよう努め、業務改善に繋がるように研究

所会議の第Ⅱ分科会で内容を周知するとともに議論を行った。

当年度の研究部門においては、学位取得に取り組んだ 組織のうち 組織で取得を達成した。17 7
また、ほとんどの組織で発表業績の向上に向けて論文発表指導等に取り組んだ結果、研究者一人

当たりの論文数が目標とした を達成するなどの実績を上げた。1.0
林木育種部門では、業務管理カードにより事業の進捗状況を把握し、会議等で必要な指示、予

算調整を実施した。また、業務運営システムの林木育種部門への導入について検討し 業務点検、

票による組織単位ごとの自己点検を試行した。

森林農地整備センターでは、年度計画に定めた主要な数値目標の確実な達成を図るため、上半

期、第 四半期及び第 四半期に分けて各事業の進捗状況をモニタリングした。また、コンプラ3 4
、 、イアンスの一層の推進と徹底を図るため 全職員を対象にコンプライアンス・自己診断を実施し

浸透・定着状況の点検を行った。

研究部門においては、研究職員の業績評価を 月から 月にかけて実施し、研究業績の部、研4 6
究推進の部（内部貢献及び外部貢献）及び課題遂行の部に分けて、多面的な活動を総合的に評価

19した なお 昨年度までの業績評価基準の見直し作業及び試行の結果を踏まえて 当年度は平成。 、 、

年度の業績について新基準で評価を実施した。

評価結果の反映方法については、研究管理職員の業績評価結果を勤勉手当等に反映させる制度

として平成 年度の業績の評価から本格実施することとした。また、一般研究職員の業績評価結20
果の反映方法について検討を進めた。

林木育種部門では、これまで研究職員の業績評価を実施してこなかったが、一般研究職員の意

欲向上等を目的に、業績評価の導入について検討を進め、平成 年度には試行する体制を整え、20
育種推進の部、研究業績の部、研究推進の部（内部貢献及び外部貢献）及び課題遂行の部に分け

て業績評価の試行を実施し、多面的な活動を総合的に評価した。

研究所では新たに理事長賞を設けて、優れた技術開発、研究業績、社会貢献、業務遂行などを

対象として、職員個人及びグループに授与した。

研究及び林木育種部門では、農林水産省関係 法人で構成する「一般職員等の新たな人事評価10
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検討会」に参画し、検討会での検討結果に基づき、平成 年 月から平成 年 月までの ヵ20 9 21 1 5
月間、全ての一般職職員・技術専門職職員を対象として「新たな人事評価制度」の試行を実施し

た。今後は、試行結果（期末面談終了後の評価シート及びアンケートの取り纏め）を踏まえ、平

成 年度試行及び本格実施に向けた制度設計等について「一般職員等の新たな人事評価制度検討21
会」で問題点の整理・検討などを行うこととしている。

なお、森林農地整備センターにおいても、新たな人事評価制度の構築に向け、平成 年 月20 10
から平成 年 月までの ヶ月間、全ての職員（再雇用職員を除く）を対象として「新たな人20 12 3
事評価制度」の試行を実施した。試行終了後、評価者及び被評価者へのアンケートを行ったとこ

ろであり、今後の制度設計の検討に活用することとしている。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

支所の研究評議会に育種場が参加するなど、積極的な対応を図ったこと、

研究重点課題、林木育種分野及び森林バイオ分野の自己評価に当たりピアレビューを実施した

こと、

研究成果の事後評価（追跡調査）を行う体制を整備し、評価を実施したこと、

研究課題の重点化に向けた点検の結果を踏まえて、重点課題基本計画を見直したこと、

サイクルによる業務運営システムの理解を深めながら自己点検を実施し、業務運営等のPDCA
改善が着実に図られたこと、

研究職員の業績評価を着実に実施したこと、

研究管理職員について平成 年度の業績評価結果を処遇に反映する本格実施のための具体的方20
法を検討したこと、

研究及び林木育種部門並びに森林農地整備センターにおいて、新たな人事評価制度の試行を実

施し導入について検討したこと、

などを評価して 「効率的・効果的な評価の実施と活用」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等

・ 評価については着実に実施している。活用については年度計画は達成されているものの、中

期計画の確実な実施に向けて、活用法の検討を加速されたい。

・ 自己点検・ＰＤＣＡはなるべく簡素に、研究部門が事務処理のために研究活動が制約されな

いシステムが望ましい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（中項目）３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

評価単位 ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要
（１）資金
・ 運営費交付金による所内プロジェクトを活用して、研究資金の効率的運用に努める。外部資

金の獲得のため、研究所に設置している研究戦略会議等において、外部情勢の把握及びプロジ
ェクト企画の迅速化に努め、積極的に競争的研究資金、委託プロジェクト等の獲得に努める｡

・ 研究課題の評価結果に基づく研究資金の傾斜配分、外部資金獲得に対するインセンティブの
付与等により、研究活動の活性化及び研究成果の質の向上を図る。

（２）施設・設備
・ 施設等の点検を実施し、老朽化施設の見直しを行って有効利用を図る。共同研究による機器

などの活用を引き続き進めるとともに、公開したホームページ上の機器などのデータを適宜更
新する。設備・機械等のメンテナンスについて、引き続きアウトソーシングを行う。

（３）組織等
・ 試験林については、その必要性の検討を行った後、調査研究の完了等に合わせて計画的に廃

止を進める。
・ 森林・林業・木材産業に関する試験・研究及び林木育種事業の一体的実施の促進と、この実

施状況の点検を実施する。
・ 役職員の法令遵守に資するため、外部有識者等を含めたコンプライアンス委員会及び入札監

視委員会を設置する 「随意契約の見直し計画」の実施状況を公表するとともに、監事及び会計。
監査人との連携・強化を図る。また、監査従事職員の資質の向上のため、監査セミナー等への
積極的な参加に努める。監事及び会計監査人による監査において、入札・契約事務の適正な実
施についてチェックを受ける。

・ 機構から承継した地方事務所については、事業の進展、事業の内容・規模に応じた業務実施
体制に整備する。

（４）職員の資質向上
・ 研究職員について 「国内留学実施規則」等の諸制度を活用させるなど、国内外の大学等に留、

学及び研究交流させるとともに、研修等に積極的に参加させ、資質の向上と能力の啓発に努め
る。

・ 研究職員の学位の取得を奨励するとともに、研究業務に必要な各種資格の取得と資質の向上
に努める。

・ 職員の資質の向上を図るため、各種研修や講習の充実を図るとともに、業務遂行に必要な免
許及び資格の取得の促進に努める。

・ コンプライアンス委員会の設置等を踏まえ、職員に法令遵守や倫理教育を徹底する。

実施結果（２０年度実績）
（１）資金

研究部門では、研究コーディネータを中心とする研究戦略会議を 回開催し、また、林木育種46
部門では競争的資金等拡大対策委員会等を開催し、外部資金を含む研究プロジェクトや共同研究
等の企画・立案・承認の作業を迅速かつ効率的に行った。

また、関連学会や各種講演会において積極的にプロジェクトの研究成果を発表することに努め
るとともに、情報収集を行った。その結果、平成 年度中の競争的資金等の獲得では、 種類の20 5
資金制度に合計で 件（平成 年度： 件）の応募を行い、 件（同： 件）の採択を得194 19 214 55 39
た。

○ 競争的資金等獲得への応募件数と新規採択件数（*１）
応募件数 採択（契約）件数

応募先
20年度（19年度） 21年度（20年度）

文部科学省 科学研究費補助金 (*２) １６２ (１６９) ４１ ( ２５)
〃 若手（S)、若手スタートアップ等 (*３) １ ( ５) ０ ( ２)
〃 科学技術振興調整費 ０ ( １) ０ ( １)
〃 科学技術振興機構(JST) １０ ( １４) ２ ( １)

環境省 地球環境研究総合推進費 ８ ( ７) ３ ( ３)
〃 地球環境保全等試験研究費（*４） ４ ( ７) ４ ( ２)
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農林水産省 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（*５） ９ ( １１) ５ ( ５)
合 計 １９４ (２１４) ５５ ( ３９)

(*１)：応募数は平成２０年度中に応募した主提案課題。採択（契約）は、大半が応募した翌年度に決定される。

(*２)：科学研究費補助金ではこの他に５９件（平成１９年度：５３件）の分担課題での応募があった。

(*３)：科学研究費補助金のうち同一年度内の応募・採択分。

(*４)：地球環境保全等試験研究費は純粋な競争的資金とは言えないが重要な外部資金である。国立公害と地球一括の合計。

(*５)：「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」から名称が変更された。

なお、競争的資金への応募状況、資金獲得状況、若手研究者の応募状況の推移を参考資料 に1
示した。

研究費の配分については、交付金で実施する交付金プロジェクト及び一般研究費について研究
課題の評価結果を踏まえ、査定額を調整するなどして予算の重点配賦を実施した。また、プレス
リリースした論文の筆頭著者には 万円の研究費を予算配賦した。さらに、外部資金を獲得した20
課題には、研究開始及び終了時近くの研究費等の予算執行の問題を解決するために、重点課題調
整費などを調整に充てるなどのインセンティブを付与した。

（２）施設・設備
前年度に引き続き研究所の施設・設備の改修、更新を行い有効利用を図った。また、効率的な

利用をさらに進めるため、所内の施設整備・運営委員会を活用して、室スペースの有効活用、利
用状況等、別棟の現状について新たな実態調査を行った。

5外部との共同研究を推進するため、共同研究に利用可能な施設・機械・機器のリストを最近
PRカ年間の共同研究や出願・公開された特許のリストとともにホームページに掲載し、施設等の

に務めた。
設備等のメンテナンスについては、 件 千円（平成 年度： 件 千円）の外17 147,782 19 17 147,483

部委託を行った。
高額機器のメンテナンスについては、 件 千円（平成 年度： 件 千円）の外13 22,964 19 14 22,344

部委託を行った。
苗畑業務のうちの補助的作業、樹木園管理業務のうちの補助的作業、実験施設撤去作業につい

ては、 件 千円（平成 年度： 件 千円）の外部委託を行った。30 5,574 19 6 8,085
なお、一般競争入札に当たっては、業務内容について点検し、経費の節減につながるよう効率

、 、 。化を図っているほか 契約にかかる情報公開等については ホームページに掲載し公開している

○ 設備機器等の点検・保守業務 （１７件） 【１４７，７８２千円】

電気設備及び機械設備等、特殊空調機、環境調節装置、構内交換設備、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等、実験廃水処理施設、

ｸﾚｰﾝ、中央監視制御装置、放送設備、自動火災報知設備、室内空気環境測定、純水装置、自動扉、ｼｬｯﾀｰ、

自家用電気工作物、汚水処理施設、消防用設備

○ 高額機器の整備・点検業務 （１３件） 【２２,９６４千円】

ICP発光分光分析装置、水利用効率測定装置、DNAｼｰｹﾝｻｰ、走査型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ顕微鏡、走査電子顕微鏡、

高分解能質量分析装置、Ｘ線解析装置、核磁気共鳴装置、個葉用光合成蒸散測定ﾕﾆｯﾄ、光合成蒸散測定

ﾕﾆｯﾄ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ測定機、DNAアナライザー、実験室内機器

○ 放射線施設の管理業務 （１件） 【３,８８５千円】

RI実験棟一部管理

○ 外部委託（アウトソーシング）実施状況の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

業務委託費(千円) １８６,００７ １８５,６９６ １７５,５３７ １８０,８５２ １８０,２０５

業務委託(件数) ３０ ３０ ３１ ３８ ６１

（３）組織等
（試験林の計画的廃止）

試験林の計画的な廃止については、平成 年度は次の 箇所を廃止し、平成 年度以降の累20 3 18
計では 箇所の廃止となった。21

（本 所） 砂ヶ瀬外国樹種導入試験地（第2）（長野県）

皆沢外国樹種導入試験地（長野県）
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（四国支所） 柚ノ木山雑草木個体群動態試験地（高知県）

（試験・研究及び林木育種事業の一体的実施）
研究部門と林木育種部門の連携を図るために平成 年度に設置した遺伝・育種関連分野連絡会19

と森林バイオ研究センターにおいて、一体的実施の取り組みを推進した。具体的には、平成 年19
度に開催した同連絡会の成果として、林野庁委託事業「遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等
の開発」を受託し、生物工学研究領域、森林遺伝研究領域及び森林バイオ研究センターで共同実
施した。また、 年度は同連絡会を 回開催し、材質育種や地域課題等における連携及び競争的20 2
資金獲得に向けた連携について検討した結果、科学研究費補助金及び交付金プロジェクトに森林
バイオ研究センターと森林遺伝研究領域などが共同で応募した。また、森林バイオ研究センター
より英文原著論文 報と学会発表 件を共同発表したなどの成果が得られた。2 1

支援部門を中心とした融合計画（平成 年 月策定）については、その進捗状況を点検し、推20 2
進に努めた。

当年度における新たな実施例としては、
① 西表熱帯林育種技術園の活用のため、生物工学研究領域が提供した有用外国樹種（マホガニ

ー、セドロ）の組織培養苗を園内に植栽したこと、
② 中堅研究職員研修を合同で実施したこと、
③ 苗畑用肥料を共同調達したこと、
④ 本所・支所と育種場の総務部門において計 名の人事交流を実施したこと、6
などが挙げられる。

（コンプライアンス推進委員会の設置）
役職員の法令遵守を徹底するため 「森林総合研究所コンプライアンス推進規程 「本所コンプ、 」、

ライアンス推進委員会運営要領」及び「センターコンプライアンス推進委員会運営要領」並びに
「森林総合研究所公益通報処理規程」を制定し、本所（研究及び林木育種部門を対象とする ）と。
森林農地整備センターにそれぞれ外部有識者を含めたコンプライアンス推進委員会を設置した。

本所推進委員会においては、コンプライアンスの実践を確保するため「行動規範」を策定する
とともに、コンプライアンスに係る教育・研修の実施計画等について審議した。

また、センター推進委員会においては、コンプライアンスを推進するため、コンプライアンス
研修、職員による自己診断等の実施計画を審議した。

（入札監視委員会の設置）
工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る契約における手続き等の透明性の確保を図る

ため、 年 月 「森林総合研究所契約事務取扱規程」の改正を行うとともに、これまで入札監20 12 、
視委員会が設置されていなかった本所における研究・育種勘定の事業を対象として 「森林総合研、
究所本所入札監視委員会設置要領」を制定し設置のための準備を進めた。また、森林農地整備セ
ンターの入札監視委員会については、森林部門及び特定中山間等部門の委員会を一本化するとと
もに、委員会の審議内容に「入札制度及び運用状況の審議」を加え、入札監視委員会の機能強化
を図った。なお、農林水産省に設置されている「森林農地整備センター（旧緑資源機構）の入札
監視のための委員会」において森林農地整備センターでの入札監視が適正に行われているかの検
証がなされている。

（ 随意契約の見直し計画」の実施状況の公表）「
「随意契約の見直し計画」を踏まえた取組状況については、行政改革推進本部事務局及び総務

省行政管理局からの事務連絡（平成 年 月 日）に基づき 「平成 年度における随意契約19 8 10 19、
」 、 、見直し計画のフォローアップ として 随意契約見直し計画と平成 年度に締結した契約の状況19

随意契約から一般競争等・企画競争・公募に移行した主な契約及び契約形態別応札者数をホーム
ページに公表した。

（監事及び会計監査人との連携・強化）
監事及び会計監査人と監査計画の策定、監査報告書のとりまとめ、並びに期中監査、決算監査

報告等において意見交換を行い連携・強化を図った。また、会計監査人を講師として森林農地整
備センターにおいて内部統制の勉強会を開催した。

（監査従事職員の外部研修への参加）
総務省主催の評価・監査中央セミナ－（ 名）並びに会計検査院主催の公会計監査フォーラム2

（ 名）及び内部監査講習会（ 名）に監査従事職員を参加させて資質の向上を図った。1 1
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（監事及び会計監査人による入札・契約事務のチェック）
監事による監査対象事務所における事前書面監査及び現地での実地監査により、入札・ 契約事

務の適正な実施についての監査を受けた。
、 、また 会計監査人から監査対象事務所における入札・契約事務に係る内部統制の状況について

書面による監査を受けた。

（機構から承継した地方事務所の体制整備）
平成 年 月の緑資源機構の解散に伴い、旧機構が実施していた事業のうち水源林造成事業等20 4

を森林総合研究所が承継し、研究所内の担当組織として森林農地整備センターを設置した。
センターの事務所は、次のように事業の進展、事業の内容・規模に応じた業務実施体制に整備

した。
（ア）本部

旧緑資源機構本部は 部・ 室 課体制であったところ、森林農地整備センターの本部6 2 22
は 部 室 課体制に再編・縮減した（ただし、旧 部のうち 部 課は国際農林水産業3 1 11 6 1 4
研究センターに承継した海外農業開発部 。また、この再編に併せ、内部監査体制の強化及）
び職員への法令遵守、倫理教育等のコンプライアンスの推進を図るため、監査室をセンター
コンプラアンス室に再編した。

（イ）地方整備局
機構解散に伴う今後の事業の見通しを踏まえ、農用地部門の計画課と農用地業務課を統合

し、また、水源林造成事業及び林道の保全管理業務に係る契約業務を一元的に行う契約課を
設置した。

（ウ）水源林整備事務所
機構解散と同時に地方建設部（ 箇所）を廃止し、その最寄の水源林整備事務所内（ 箇8 8

所）に、緑資源幹線林道移管終了までの間に限り、林道の保全管理業務等を担当する係を設
置した。

（エ）建設事業所
平成 年度末で事業完了した泉州東部建設事業所（農用地総合整備事業：大阪府）を平19

成 年 月 日をもって閉鎖するとともに、特定中山間保全整備事業の全体実施設計を経20 4 1
て平成 年 月 日付けで南富良野調査事務所を建設事業所に再編した。20 12 24

（４）職員の資質向上
農林水産省、林野庁等が主催する各種行政研修などに職員を積極的に参加させた。また、所内

においても引き続き中堅研究職員研修・所内短期技術研修等を実施したほか、英語等の研修を実
施するなど、併せて 件の研修に 名（平成 年度： 名）を受講させ、職員の資質向上72 264 19 353
を図った。

○ 各種研修受講者数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

研修受講者数 １３９ １３６ １５０ ３５３ ２６４

研修件数 ３４ ４２ ４２ ５５ ７２

33 13 5当所が主催した主な研修については 英語研修を本所 支所で合計 名 本所 名 北海道、 、 （ 、
名、東北 名、関西 名、四国 名、九州 名 、林木育種センターで 名が受講し、英語能力の1 6 3 5 6）
向上に努めた。また、独語研修（北海道 名）を行った。1

また、研究職員の知的財産権取得に関する啓発のため、講演会、研修会等の案内を「サイボウ
ズ 掲示板 連絡調整会議 等で周知し 件 平成 年度： 件 の講演会等に 延べ 名 同」、「 」 、 （ ） 、 （4 19 3 5
： 名）が参加した。6

4海外留学については、外国機関の経費保証による研究員派遣及び在外研究員制度等を活用し、
名の若手研究員を海外研究機関へ ～ 年間派遣した。また、流動研究については、国内留学・1 2

1 3 1流動研究制度により、北海道大学低温科学研究所に 名の研究員を ヶ月間、東京工業大学に
名の研究員を約 ヶ月間派遣した。2

文部科学省科学技術振興調整費女性研究者支援モデル育成事業によるエンカレッジモデルにお
PCいて 家族責任を持つ研究者に対し 自宅からアクセスできる文献情報サービスの開始 研究用、 、 、

及びソフトウエアの貸与、研究補助員の雇用などの研究支援を行うとともに、病後児などに対応
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できる一時預り保育室を本所に開設した。また、男女共同参画意識の啓発とエンカレッジモデル
の普及のため、職員研修（新規採用者、中堅研究職等）での講義の他、所内セミナー、公開シン
ポジウムを開催した。

学位の取得や資質の向上に向けて研究職員のモチベーションを高めるため、学位取得者を全所
に通知するとともに学会賞等の受賞者をホームページで公表した。

7 1 326 19 329今年度の博士号取得者は 農学博士 名 環境学博士 名 総取得者は 名 平成 年度：、 、 、 （
名）となった。これは研究職の ％（同： ％）に該当する。70 68

○ 学位取得者数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

学位取得者数 １０ １９ ８ １０ ８

○ 学位取得者数の総数 （平成２０年度現在） （※（ ）内は平成２０年度新規取得者数）

農学博士 ２６５ （ ７ ） ＜２１＞

理学博士 ３１ ＜ ２＞ ＊＜＞内は林木育種センターの人数。

学術博士 １２ ＜ １＞ ＊その他７名の内訳は以下のとおり。

地球環境学博士 ６ 林学博士 ２名

工学博士 ５ 環境科学博士、人間環境学博士、

その他 ＊ ７ （ １ ） 哲学博士、環境学博士、生物資源科学博士

各１名

合 計 ３２６ （ ８ ） ＜２４＞

奨励賞の受賞は、林業経済学会奨励賞、林業科学技術振興賞（研究奨励賞 、日本地すべり学会）
研究奨励賞、日本きのこ学会奨励賞、中小企業庁長官奨励賞、日本森林学会奨励賞が、学会賞の
受賞としては、日本森林学会賞、森林計画学賞である。

研究・林木育種部門においては、研究支援業務の遂行に必要な免許及び資格を取得させるとと
もに、各種の講習会等に参加させた。また、研究業務の遂行に法律上必要な資格を取得させるこ
とによって、職員の資質の向上を図った。

○ 業務遂行に必要な免許・資格取得者数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

免許・資格取得者数 ２４ ２７ １９ １２ ３２

（主な免許・資格：衛生管理者、危険物取扱者、放射線取扱主任者、ボイラー技士、甲種防火管理者、圧力容器取扱作業主任者等)

○ 平成２０年度における技能講習会等参加者数

普通第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習（２名） 、 特別管理産業廃棄物管理責任者講習（３名）

甲種防火管理者講習（５名）、木材加工用機械作業主任者技能講習（１名） 高所作業車技能講習（７名）、
ボイラー取扱業務技能講習（３名）、小型移動式クレーン運転技能講習（４名）

フォークリフト運転技能講習（２名） 、安全衛生推進者養成講習（１名）

職長等安全衛生教育（２名） 安全運転管理者講習（３名）、エネルギー管理員講習（１名）

小型車両系建設機械特別教育（１名）、危険物取扱保安講習（２名）

伐木等業務従事者特別教育（１６名） 、刈払機作業安全衛生教育（１１名）

合計６３名

森林農地整備センターにおいては、官庁等が主催する外部講習会に職員を参加させ資質の向上
を図った。また、職員が自身の資質向上を図り、かつ、業務の円滑な遂行に資するために「独立
行政法人森林総合研究所森林農地整備センター国家資格等の取得に関する取扱要領」を制定し、
業務遂行に必要な免許及び資格取得の促進に努めた。

○ 業務遂行に必要な免許・資格取得者数

平成２０年度
免許・資格取得者数 ２９

（主な免許・資格：日商簿記検定、技術士、測量士、土地改良補償業務管理者補、土木施工管理技士、造園施工管理技士、畑地か
んがい技士等)

〇 平成２０年度における外部講習会等参加者数

政府出資法人等内部監査業務講習会（１名）、政府関係法人等会計事務職員研修（３名）、換地処分研修（２
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名）、全国農村振興技術連盟夏期計画セミナー（５名）、全国農村振興技術連盟東京フォーラム（農業農村整

備計画セミナー）（２名）、畑地かんがい施設技能研修（５名）、官庁契約・公共工事と会計検査講習会（２名）

合計２０名

研究・林木育種部門を対象に本所に設置した「本所コンプライアンス推進委員会」において、
役職員によるコンプライアンスの実践を確保するため 「森林総合研究所行動規範」を制定して職、
員へ周知した。

また、森林農地整備センターに設置した「センターコンプライアンス推進委員会」において、
、 「 」コンプライアンス推進のための年度計画等を審議した結果に基づき センター版 緑の行動規範

の制定、コンプライアンス推進月間の設置、コンプライアンス研修の実施、コンプライアンス・
自己診断の実施、毎月の職員向けニュースレターにコンプライアンスの違反事例を掲載しての注
意喚起の実施などにより、職員に法令遵守や倫理教育の徹底を図った。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由
科研費への応募数は昨年並みに維持され、採択数及び採択率が向上したこと、
環境省の つの競争的資金等で採択されたこと、2
評価に基づく予算査定を行い、また、外部資金獲得等に対するインセンティブを付与し、研究

資源の効率的な運用がなされていること、
別棟の建物、設備、機械の利用を効率的に行うために、委員会を活用して、別棟の現状につい

て実態調査を実施したこと、
メンテナンス等のアウトソーシングを実施することにより業務の効率化が図られたこと、
試験林の廃止が計画的に進行していること、
研究部門と林木育種部門の連携状況を点検し、連携の成果が得られたこと、
両部門の融合計画の進捗状況を点検し、推進に努めたこと、
外部有識者等を含めたコンプライアンス推進委員会を設置したこと、
「随意契約の見直し計画」の実施状況を公表し、監事及び会計監査人との連携・強化を図った

こと、
監査従事職員の資質の向上のため、監査セミナー等へ積極的に参加したこと、
監事及び会計監査人による監査において、入札・契約事務の適正な実施についてチェックを受

けたこと、
機構から承継した事務所について、事業の進展、事業の内容・規模に応じた業務実施体制の整

備を図ったこと、
英語研修以外にも独語研修など、研究の必要に応じ研修を行ったこと、
国内外の研究機関への研究員の派遣も順調に行われたこと、
文部科学省科学技術振興調整費女性研究者支援モデル育成事業を継続して一時預かり保育室を

開設したこと、
博士号取得を奨励した結果、 名が学位を取得できたこと、8
担当者を積極的に各種講習会等参加させ、免許及び資格を有する者の維持、拡充を図ることが

できたこと、
コンプライアンス推進委員会において行動規範を制定し、職員に周知したこと、

などを評価して 「資源の効率的利用及び充実・高度化」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等
、 、 、 。・ 外部研究資金の採択数 採択率 採択額等が着実に維持あるいは増加しており 評価できる

交付金プロジェクトで措置した研究で優れた成果が得られ、外部資金の獲得に結びつく等の効
果が現れていることも評価できる。

・ 外部有識者等を含めたコンプライアンス推進員会を設置したこと、入札監視委員会の設置要
領を制定したことにより、職員の法令順守の徹底を図ったことは評価される。

・ 男女共同参画・ワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取り組んでいることは高く評価
できる。

・ 随意契約の見直しについては、競争性のない随意契約の割合が着実に減少しており評価でき
る。また、監事及び会計監査人による入札、契約事務のチェックについても対応が進められて

。 、 、いる 今後においては 一般競争入札等における１者応札の割合を減少させるよう努めるなど
引き続き適切な契約の確保に努められたい。

・ 職員の研修は、業務遂行上の必要性を勘案し、適時的確な内容とされたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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参考資料１

（*注：採択（契約）は、応募した翌年度に決定。）○ 競争的資金等獲得への応募状況の推移
応募年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度
応募件数 １４４ １８２ １８０ ２１４ １９４

契約年度(*) １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
採択（契約）数 ３５ ４８ ３６ ３９ ５５
（採択率 ％） (２４.３) (２６.４) (２０.０) （１８.２） （２８.４）

（*注：採択（契約）は、応募した翌年度に決定。）○ 若手研究者の科学研究費補助金への応募状況推移
応募年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度
応募件数 ５４ ６３ ４５ ５８ ６３

契約年度(*) １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
採択（契約）数 １３ ２２ １０ １２ １７
（採択率 ％） (２４.１) (３４.９) (２２.２) （２０.７） （２７.０）

※研究種目「若手研究S、A、B、スタートアップ」の応募・採択合計数

○ 競争的資金獲得状況の推移 （継続＋新規）

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度項目
契約年度

担当 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額省 庁 制度名
機関 数 （千円） 数 （千円） 数 （千円） 数 （千円） 数 （千円）名

3 9,543 2 8,798 2 7.600 2 40,455 2 35,246文 部 本省 科学技術振興
科 学 調整費

37 108,360 50 127,107 79 199,330 96 247,330 94 236,764省
本省 科学研究費補
日本学術 助金
振興会

2 3,224 1 2,000(独) 科学 重点地域研究開

技術振興 発推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

機構 （ｼｰｽﾞ発掘試験）

10 211,316 11 213,934 16 393,567 17 421,945 17 457,343農 林 本省 先端技術を活
水 産 用した農林水
省 産研究高度化

事業
2 33,000 2 33,000 2 33,000 2 30,400 2 32,000農業・食 新技術・新分

品産業技 野創出のため
術総合研 の基礎研究推
究機構 進事業

8 234,629 9 256,717 9 231,700 8 165,002 9 225,489環 境 本省 地球環境研究
省 総合推進費

1 19,162 1 15,717 1 13,702 1 2,199経 済 産業技術研究(独)新ｴﾈﾙ

産 業 助成事業ｷﾞｰ・産業

技術総合省
開発機構

計 60 596,848 75 658,718 109 880,914 128 922,058 126 991,041

※科学研究費補助金は当所職員が研究代表者として獲得した課題である（分担者分は含まない）。
※平成２０年度最終予算額（農林水産研究高度化事業等における再委託での受入分は含まない）。
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）４ 管理業務の効率化

評価単位 ４ 管理業務の効率化

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要

・ 総務部門について、業務の効率化、事務の簡素化及び合理化を引き続き進める。一般公開業

務などに係る事務等のアウトソーシングを引き続き行う。図書の重点的整備のための文献情報

の電子化を進め、図書管理及び文献情報提供の充実強化を図る。

・ 研究支援部門の業務を見直すとともに、業務の簡素化及び合理化に努める。

・ 水源林造成事業等において、平成 年度から入札手続きを行う建設工事、測量・建設コンサ20
ルタント等業務に係る入札事務については、特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ではすべて電子入札によることとし、林道の保全事業では試行的に実施する。

実施結果（２０年度実績）

（業務の効率化、事務の簡素化及び合理化）

総務部門について、業務の効率化、事務の簡素化及び合理化を進めるため、事務・業務改善委

27員会において、研究支援部門の職員から事務・業務の改善に関する提案を募り、提案のあった

の事項の採否について検討した結果、 件の提案を採択し、業務の効率化、事務の簡素化等を図10
った。

また、森林農地整備センターの事務改善推進本部においては、全職員に対し事務・業務の改善

に関する提案を募り、提案のあった の事項の採否について検討し、当面、対応が容易で即効301
性の高いものから順次採択することとして、 件の提案を実施に移した（件数には趣旨が重複す76
るものを含む 。たとえば操作性に優れたフリーソフトによる例規検索システムを構築し、全職員）

が接続できるイントラネット上で運用することにより、改正規程の職員周知の迅速化を図った。

（アウトソーシングの推進）

つくば本所においては、平成 年 月 日～ 日に本所構内で実施した一般公開業務におけ20 4 18 19
る駐車場整理に関して、外部委託（アウトソーシング）を引き続き実施した。

（文献情報の電子化）

林業・林産業国内文献データベース（ ）に関する利用者アンケートを実施し、調査結果FOLIS
を基に林業・林産業国内文献の遡及入力を開始するなどの対応・改善を実施した。

学術情報ナビゲーションシステム については、代替え機能（ 及Knowledge Worker ScienceDirect
び の導入、農林水産研究情報センターの提供サービスの充実）が整備できたことかSpringerLink
ら平成 年 月で利用を中止し、契約料 万円／年を節減した。20 3 187

オンラインジャーナル等の使用実績は、 のフルテキストの利用が 件（月平ScienceDirect 13,070
1,090 20 1 12 SpringerLink 13,514 1,130均 件 平成 年 月～ 月 のフルテキストの利用が 件 月平均、 ）、 （

件、平成 年 月～ 月 、林業・林産業国内文献データベース（ ）の検索アクセス件数20 1 12 FOLIS）

は 件（所内 件、一般 件、平成 年 月～平成 年 月）であった。11,421 1,621 9,800 20 4 21 3
文献情報の電子化については、図書資料管理システム（ ）への入力を 件、林業・林ALIS 32,282

産業国内文献データベース( )への入力を 件実施した。FOLIS 4,737
2,834 96.9 2,745図書の貸出については、バーコードを使用したものが貸出総件数 件の約 ％の

件となった。
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平成 年 月からオンラインジャーナルの 及び が森林総合研究所の20 1 ScienceDirect SpringerLink
全ての研究関係部署で利用できる環境が整ったことにより、アクセス件数が増加した。

○ 文献データベース（FOLIS）検索システムの利用数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

一般アクセス １２,８２９ １６,８４８ １３,４９５ １１,５８７ ９，８００

所内アクセス １,４４９ ２,４６２ １,７２６ １,６８８ １，６２１

（研究支援部門業務の見直し、簡素化、合理化）

苗畑業務のうちの補助的作業、樹木園管理業務のうちの補助的作業や実験施設撤去作業を民間

業者等に委託するなど、実験林管理業務の積極的なアウトソーシングを進めた。

（水源林造成事業等における電子入札について）

特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業において、建設工事、測量・建設コンサルタ

ント等業務に係る入札事務については、全てを電子入札により実施した。

また、林道の保全事業においては、平成 年度中に試行的に実施することとしていたが、特定20
中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業の実施状況を踏まえ、 月 日以降電子入札を導入9 15
入し、年度計画上の予定を前倒しして本格的に実施した。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

職員から提案を募り、着実に事務・業務の改善を図ったこと、

一般公開業務等に係る事務等のアウトソーシングを引き続き進めたこと、

林業・林産業国内文献データベース（ ）に関する利用者アンケートを実施し、調査結果FOLIS
を基に改善を実施するとともに、オンラインジャーナル等の文献情報提供の環境を整えてアクセ

ス件数が増加したこと、

実験林管理業務の積極的なアウトソーシングを進めたこと、

特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業の入札事務については、全て電子入札により

実施し 林道の保全事業の入札事務についても 月 日以降本格的に電子入札を実施したこと、、 9 15
などを評価して 「管理業務の効率化」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等

・ 電子入札の実施等、管理業務の効率化が着実に行われている。事務のアウトソーシング、

ＩＴの導入なども今後も継続して実施されたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）５ 産学官連携・協力の促進・強化

評価単位 ５ 産学官連携・協力の促進・強化

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要

・ 共同研究、受託研究、助成研究、分担研究、研究委託、客員研究員制度などにより、国、他

の独立行政法人、地方公共団体、大学、各種団体、民間等との連携・協力を引き続き進める。

・ 林野庁が推進している低コスト・高効率作業システム等を中心に森林管理局との連携を強化

。 、 、 、する 全国林業試験研究機関協議会 各地方の林試連の活動 林業研究開発推進ブロック会議

林木育種推進地区協議会等を通じて、公立林業試験研究機関等との役割分担を徹底しつつ、連

携・協力を推進する。

・ 林木遺伝資源連絡会の支部会の開催等を通じ、会員相互の情報交換を図り林木遺伝資源連絡

会の活動を促進する。

実施結果（２０年度実績）

研究機関との連携・協力については、民間、大学、試験研究機関等との間で 件（平成 年65 19
度： 件）の共同研究を行った。また、受託研究は 件（同： 件 、大学等が行う科学研究61 107 111 ）

費補助金による研究の分担者としては 件（同： 件）の受託・共同研究を進めるとともに、39 47
大学、公立・民間試験研究機関に 件（同： 件）の研究委託を行った。220 255

民間企業等との共同研究では、リグニンの高度利用の研究、単板積層材( )のめり込み強度LVL
特性の評価、構造用集成材のブロックせん断試験装置の開発、難燃処理耐火集成材の開発、熱帯

産早生樹の育種と育林に関する用材生産技術の高度化等、実用化を目指した共同研究を行った。

○ 他機関との研究分担の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

共同研究 ６８ ５０ ５３ ６１ ６５

受託研究 ７５ ８３ ８６ １１１ １０７

分担研究 ３６ ３２ ４３ ４７ ３９

研究委託 ２３０ ２４２ ２８０ ２５５ ２２０

産学官連携の促進を図るため、 年 月に東京都内で、森林・木材・環境アカデミー及び社20 11
団法人日本林業協会との共催で産官学連携シンポジウム「森が支えるサステナブル 」をNIPPON
開催した（参加者 人 。また、森林・林業・木材産業に関する研究開発や共同研究の内容など163 ）

産学官連携のための情報提供機能を強化する観点から、 年 月に「産学官連携推進室」を設置21 1
した。

森林管理局等との連携については、国有林内に設定している固定試験地についての調査研究結

果を取りまとめて国有林の各組織に報告するとともに、各森林管理局が開催する技術開発委員会

や業務研究発表会へ学識経験者として出席するなど連携の強化に努めた。また、高性能林業機械

による作業システムに関する研究及びその最新成果の普及のため、森林技術総合研修所（林業機

械化センター 、関東森林管理局及び森林総合研究所の 者で平成 年にスタートさせた「林業） 3 17
機械化研究・普及推進共同事業」の一環として、各種試験・研究データの収集を林業機械化セン

ターの協力を得つつ引き続き進めるとともに、森林技術総合研修所が開催する低コスト作業路研

修の講師を積極的に務めた。
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都道府県立林業試験研究機関との連携・協力については、本所及び支所において、林野庁が主

催する林業研究開発推進ブロック会議の運営に中核機関として積極的に関与するとともに、各林

、 、業試験研究機関連絡協議会の運営に主体的に関わった結果 都道府県立林業試験研究機関や大学

民間企業等と共同で応募した農林水産省の平成 年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開21
発事業において、研究領域設定型研究で 課題（うち、森林総研が中核機関のもの 課題 、現場8 5 ）

提案型研究で 課題が新規に採択された。また、都道府県立林業試験研究機関の研究成果を編集2
して「公立林試研究成果選集 」として発行した。No.6

各育種基本区において開催される林木育種推進地区協議会の運営に構成員及び事務局として中

心的な役割を果たした。同協議会では、各育種基本区の林木育種事業の実施状況や事業実行上の

問題点などについて協議し、今後の林木育種事業の推進方策等の検討を行った。

林木遺伝資源の保全と利用に関する情報交換を目的として、林木遺伝資源連絡会を各支部にお

いて開催するとともに、会誌及びメールマガジンを発行し、会員へ配布した。また、関東支部に

1おいて 山梨県内で現地検討会を開催した さらに 連絡会の会員の拡大に努めた結果 新たに， 。 、 、

名が加入し、会員は の機関及び個人となった。110

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

民間、大学、試験研究機関等との間で共同研究や受託研究を着実に進めたこと、

産学官連携推進体制を整備したこと、

森林技術総合研修所での低コスト作業路研修の講師を務める等、国有林との連携に積極的に取

り組んだこと、

公立林業試験研究機関への積極的な対応が続けられたこと、

林木遺伝資源連絡会の会誌の発行，支部会の開催等を通じ、会員相互の情報交換を図り林木遺

伝資源連絡会の活動を促進することができたこと、

などを評価して 「産学官連携・協力の促進・強化」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等

・ 産学官連携推進室の設置等、連携・協力を促進・強化できる体制が構築されてきているが、

社会のニーズを読み取ってもう一歩踏み込んだ連携の強化が期待される。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究
アア 地球温暖化対策に向けた研究

評価単位 アアａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
温暖化による地球環境に対する影響の拡大が懸念され、その対策が急がれている中で、

森林は温室効果ガスである二酸化炭素の吸収源として大きな役割を果たすことが期待され
ており、森林の保全への国民の関心が急速に高まっている。このような中で、気候変動枠
組条約・京都議定書の下、地球温暖化対策として国家的な取組が行われており、科学的知
見に基づく技術的な対応が急務となっている。

今期の中期計画においては、京都議定書における第一約束期間以降の取組等に対応し、
地球温暖化対策に貢献するため、森林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測
する手法、森林、木材製品等に含まれるすべての炭素を対象にした炭素循環モデル、温暖
化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技術、荒廃林又は未立木地における森林の
再生の評価・活用技術等の開発を行う。

当年度における課題のねらい
温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測するため、アジアフラックス活動の一環とし

て森林・農耕地タワーフラックスの観測・解析の標準化を進める。京都議定書報告に必要
な全国林地土壌炭素蓄積量調査を継続するとともに、竹林バイオマス炭素蓄積量調査結果

。 、 、 、 、を集計する 森林セクター全体の炭素循環モデル構築に向け 森林群落 森林土壌 林業
木材利用の各サブモデルに係わるプロセスの継続的なモニタリングとモデル化を進め、各
サブモデルの試験的なシミュレーションを行う。地球温暖化影響予測の一環として、温暖
化による森林植物の潜在分布域の変化の予測を行うとともに、温暖化に対する脆弱な植生
のひとつである山地湿原への温暖化影響を検証する。さらに、熱帯林の修復・保全に向け
て、 植林が生物多様性に与える影響の予測・評価手法として、東カリマンタンの植CDM
生配置を考慮した生物多様性の モデルを開発する。また、熱帯林の減少抑止システムGIS
構築のため、東南アジアを対象に、中分解能と高分解能のリモートセンシングデータを組
み合わせて森林減少の実態を解析する。

実施結果（２０年度実績）
１．森林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手法の開発
（年度計画）

アジアフラックス活動の一環として森林・農耕地タワーフラックスの観測・解析の標準
化を進め、日本語版観測マニュアルを公表する。森林の炭素動態への台風攪乱の影響を解
明するため、札幌の落葉広葉樹林における風害後 年間の林分構造とタワーフラックスの2
変化を明らかにする。京都議定書報告に必要な全国林地土壌炭素蓄積量調査を継続すると
ともに、竹林バイオマス炭素蓄積量調査結果を集計する。
（実績）

温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測するため、アジアフラックス活動の一環とし
て国内 ヶ所 研究機関（うち森林総合研究所 ヶ所）のタワーフラックス観測システム8 4 5
において、データフォーマットとデータ解析方法の標準化を進め、日本語版観測マニュア
ルを 公開した。また、地球温暖化に台風の大型化が予想されていることから、台風Web
撹乱が森林の炭素動態に及ぼす影響解明に札幌の落葉広葉樹林で取り組み、風害後 年目1
から 年目までの 年間に生態系呼吸量（ ）が急増し、生態系純生産量（ ）のタワ3 2 Re NEP
ーフラックス観測値がマイナスに転じ、森林が炭素を放出する状態になったことを明らか
にした。

一方、京都議定書報告に必要な全国森林評価手法の開発を進め、これまでに調査・分析
した全国 地点の林地の炭素蓄積量を集計した結果、全国平均の堆積有機物（リター）991
0.57 0.33 kg-C m 0 30 cm 7.24 3.44 kg-Cは ± （面積あたり炭素重量 、土壌（深さ ～ ）は ±-2 ）
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であった。また、これまでに分析した全国 ヶ所の竹林の竹の地下部／地上部バイオm 14-2

マス比は、管理竹林 ± 、放置竹林 ± であり、放置竹林の方が地下部の0.97 0.20 0.63 0.27
比率が低い。全国 ヶ所の竹林のバイオマス炭素蓄積は ± で、これ167 65.5 37.0 Mg-C ha-1
に資源現況調査の全国竹林面積を乗じた全国竹林バイオマス炭素蓄積は であ1040 Mg-C
り、初めて全国の竹林の炭素蓄積量が明らかになった。資源現況調査の竹林面積は空中写
真判読による面積より概して狭いが、両者の関係を用いることで資源現況調査のデータか
ら、精度の高い竹林面積の推定が可能である。これにより、竹林バイオマス炭素蓄積量や
その変化を考慮した、より精度の高い森林吸収量の炭素蓄積とその変化の評価手法を確立
した。これらにより、国家森林資源データベースを利用して全国の森林（竹林を含む）の
生態系の炭素吸収量を推定する手法の確立に見通しがついた。これらの手法や数値は、政
府による京都議定書報告に用いられる。

２．森林、木材製品等に含まれるすべての炭素を対象にした炭素循環モデルの開発
（年度計画）

森林セクター全体の炭素循環モデル構築に向け、森林群落、森林土壌、林業、木材利用
の各サブモデルに係わるプロセスの継続的なモニタリングとモデル化を進め、各サブモデ
ルの試験的なシミュレーションを行う。
（実績）

森林セクター全体の炭素循環モデル構築に向けて、各サブモデル（群落、土壌、林業、
木材）のシミュレーションに必要な初期値、パラメータ、およびモデル検証用データの取
得を進めるとともに、統合モデルのプロトタイプの設計・開発を行った。群落サブモデル
については、残されていた群落の木部（幹・枝）呼吸速度のモデル化を進め、ヒノキ林、
コナラ林等において木部表面積と木部呼吸速度の部位別季節変化をパラメタライズするこ
とで、林分単位の木部呼吸量のシミュレーションが可能になった。土壌サブモデルについ
ては、落葉および材の分解に係わるパラメータのデータセットを構築するとともに、国内
主要樹種のリターフォール量および落葉分解過程をモデル化し、樹種による落葉分解速度
の違いをシミュレートできるようにした。林業サブモデルについては、減反率モデル（林
齢別面積の分布から伐採や造林の動向を予測するモデル）による伐採・造林の予測精度を
検証するため、秋田県と岩手県の森林組合員を対象にアンケート調査を実施して主伐と再
造林の意向を把握し、減反率モデルによる予測と概ね適合していることを確認した。木材

、 （ ）サブモデルについては 木材製品 品目 素材・製材・合板・チップ・パルプ・紙・古紙7
を対象に国内輸送距離をモデル化し、輸送にともなう炭素排出量を暫定的にシミュレート
することができた。

統合モデルについては、核となる林分成長モデル（単純化した群落サブモデル）にリタ
ーの分解過程を推定する土壌サブモデル、林分単位で伐採を予測する林業サブモデルを組
み込み、北東北と南九州を対象として温暖化気候シナリオにもとづくスギ人工林の炭素収
支の長期予測（現在～ 年まで）を試行した。これにより森林セクターの炭素循環モ2050
デルの開発の見通しを得た。以上の成果は、森林セクター全体の炭素循環モデル構築に向
けて着実な進展となり、今後計画に沿ってモデルを完成させ将来予測を行うことで、京都
議定書後の次期枠組みへの対応と国内温暖化施策立案に寄与する。

３．温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技術の開発
（年度計画）

地球温暖化への対策に貢献する一環として、温暖化シナリオにもとづいて温暖化による
森林植物の潜在分布域の変化の予測を行う。温暖化に対する脆弱な植生として山地湿原を
捉え、過去の分布変化から温暖化影響を検証する。また、環境変動と森林施業の影響を判
別可能なシミュレーションモデルを構築し、温暖化が人工林の炭素固定におよぼす影響を
評価する。
（実績）

温暖化による森林植物の潜在分布域の変化の予測のため、植物社会学ルルベ（植生調査
票 データベース から抽出したチマキザサの分布データと 現在の気象統計 旧） （ ） 、 （PRDB

） （ ） 、メッシュ気候値：気象庁 および気候変化シナリオ ：気象庁 を用い1996 RCM20 2004
温暖化後（ 年）におけるチマキザサの潜在分布域を予測した。その結果、現在2081-2100
のチマキザサの潜在分布域は、最大積雪水量が多い（≧ ）冷涼な地域（ ℃・131.6mm 92.6
月≧暖かさの指数≧ ℃・月）にあるが、温暖化後は、その分布は低標高域を中心に31.6
縮小し現在の ％に減少することが予測された。また、平ヶ岳（群馬・新潟県境）山頂53
湿原の面積の経年変化を航空写真から推定した結果、 年から 年までの 年間で1971 2000 30
約 ％縮小したことが明らかになった。この地域では近年の暖冬傾向に伴って積雪量の10

、 、減少が認められており 泥炭湿地の乾燥化により湿原の辺縁部はチシマザサ群落に変化し
ハイマツなど針葉樹が湿原へ侵入していることが観察され、湿原の縮小化の原因の一つと
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して暖冬・少雪化が影響していることが示唆された。これらの予測と検証は、温暖化によ
る植生変化への適応策を検討するための科学的根拠として、今後の研究方向、行政の施策
等に利活用される。なお、温暖化影響予測に関するこれまでの成果を、環境省の報告書や
シンポジウム、マスコミ報道を通して一般への普及、社会還元に努めた。

また、森林施業と環境変動が人工林の炭素固定能に及ぼす影響評価のため、環境変動に
よる効果および間伐等の人為操作による効果を切り分けて評価する手法を開発した。具体

、 （ ）的には スギおよびヒノキ人工林の成長や間伐にともなう林冠構造 葉面積の垂直分布等
の変化をモデル化するとともに、林冠光合成量を林冠構造と気象環境に応答してシミュレ
ートする林分の炭素収支モデルを開発した。その結果、気温や相対湿度等の気象環境変化
が林分の炭素固定量に及ぼす影響に比べて、間伐（密度管理）や林分の発達段階が炭素固
定量に及ぼす影響のほうが大きいと考えられた。この成果は、京都議定書次期枠組みの交
渉において、ファクタリングアウト（吸収源への人為的影響と非人為的影響を区別する）
の議論に貢献するものである。また、気候変動（温暖化と乾燥化）が各地の人工林の炭素
固定能に及ぼす影響の定量的な評価が可能になり、温暖化への適応策を講じるための科学
的根拠として、今後の研究方向、行政の施策等に活かすことができる。

４．荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術の開発
（年度計画）

荒廃地における植林技術の向上のため、樹下植栽に用いる主要樹種 種について最適な4
光環境を明らかにする。 植林が生物多様性に与える影響の予測に向けて、東カリマCDM
ンタンの植生配置を考慮した生物多様性の モデルを開発する。熱帯林の減少抑止シスGIS
テム構築のため、東南アジアを対象に、中分解能と高分解能のリモートセンシングデータ
を組み合わせて森林減少の実態を解析する。
（実績）

4荒廃地における植林技術の向上のため、半島マレーシアで樹下植栽に用いる主要樹種
種について光環境と樹高成長の関係を解析し、二次林の林冠ギャップ内に植栽した

は開空度 ％以上で、 および ではNeobalanocarpus heimii Dipterocarpus baudii Dyera costulata15
開空度 ～ において樹高成長が良いこと、一方 は光環境に関係なく樹高20 30% sp.Pouteria
成長が低いことなど、修復目的による樹種選定の必要性を明らかにできた。これらの成果
は、国際誌 に掲載されるとともに、共同研究機関であるマレーシア森林研究所に受JARQ
け渡した。

植林が生物多様性に与える影響の予測に向けて、東カリマンタンのバリクパパンCDM
郊外で 年の 衛星画像に基づいた土地利用区分図を作成し、土地利用区分と生2005 SPOT
物多様性との対応関係に基づき、昆虫類についての広域的な生物多様性予測モデルを開発
した。また昆虫以外の動物相についても、植生配置が動物相の多様性へ影響を与えるパタ
ーンを明らかにした。これらの成果は国内外のシンポジウムを通して一般に公表すると共
に、 植林が地域の生物多様性に及ぼす影響を予測するモデルを開発する基礎情報とCDM
して、今後の研究、行政の施策等に活かしていく。

一方、熱帯林の減少（違法伐採）抑止システム構築の一環として、小規模農地開発によ
る森林減少や大径木の違法伐採を検出するため、直下観測で高空間分解能（ ）を有す2.5m
る衛星だいち搭載の センサのデータを利用した違法伐採検出手法を開発した。こPRISM
れにより高いバイオマスを占める突出木の消失を高精度で検出し、その個体の樹冠直径及
び個体バイオマス推定を可能にした。これらの成果は、実際に違法伐採対策に用いられる
違法伐採検出法として有望であり、今後さらに技術の実用化に向けた研究をおこなう。ま
た、 （森林減少・劣化に由来する排出削減）に関する国際シンポジウムを日本、イREDD
ンドネシアで開催し、研究成果の普及に務めた。

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

本課題では、地球温暖化対策に貢献するため、アジア地域におけるタワーフラックス観
測のネットワーク化、京都議定書報告に必要な森林吸収量算定手法の開発、森林セクター
全体の炭素循環モデルの開発、熱帯林の再生・保全に関わる技術の開発を進めてきた。本
年度は、国内 研究機関のタワーフラックス観測システムの標準化と日本語観測マニュア4
ルの刊行、竹林を含む全国森林吸収量の評価法の確立、温暖化気候シナリオにもとづいた
東北３県及び九州地方のスギ人工林の炭素収支の長期予測（～ 年）の試行、チマキ2050
ザサの分布適域の変化予測、気象環境と森林施業の影響を判別可能な人工林の炭素収支モ
デルの開発をおこなった。また、熱帯林の再生・保全技術に関しては、熱帯林の植生配置
を考慮した生物多様性モデルの開発、衛星だいち搭載の センサのデータを利用しPRISM
た違法伐採検出手法等の開発をおこなった。

得られた成果は、論文、マニュアル、国内外のシンポジウム等を通じて広く公表すると
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ともに、温暖化が森林植生に及ぼす影響については環境省の報告書やマスコミ報道、林業
白書等を通して成果を社会に還元した。さらに、 第 次報告書を始め特別報告書等IPCC 4
を執筆した 名の職員が ノーベル平和賞（ 年）への貢献の認定証を から4 IPCC 2007 IPCC
授与された。

これらのことから、中期計画 年目として予定通り計画を着実に遂行し、成果の社会へ3
。 、 、の還元に積極的に対応した 次年度以降 タワーフラックス観測の英語マニュアルの公表

落葉広葉樹林における台風攪乱後の炭素収支の解明、全国林地土壌の炭素蓄積量の算定手
法の開発、森林セクターの炭素循環モデルによる日本の森林炭素収支の長期予測、リモセ
ンを用いた森林減少・劣化による排出量推定方法の開発等を進展させる。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．森林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手法の開発

中期計画の達成目標であるアジアフラックス活動の推進について、これまでフラックス
観測ネットワークの整備を行い、当年度は国内フラックス観測の標準化、日本語観測マニ
ュアルの 公開を進めた。今後は、英語マニュアルの公表や移動観測システムを用いWeb
て国内観測サイトで比較観測を行う。気候帯の異なる森林生態系の炭素動態を比較解明に
ついては、これまでマレーシア熱帯林とロシア北方林の炭素動態を比較し、当年度は落葉
広葉樹林における台風攪乱後 年間の炭素動態を明らかにした。今後は攪乱後の炭素収支2
の変化を解明する。全国森林の吸収量及び土壌炭素貯留量の評価法については、これまで
林地土壌炭素調査マニュアルを公表し、当年度は竹林の吸収量評価手法を開発した。次年
度以降は全国の林地土壌炭素蓄積量の算定手法を開発する。次期枠組みの吸収源評価の課

、 、題解明については 世界林産物需給モデルを用いて主要国の森林吸収量の長期予測を行い
その成果を日本の 検討資料として提出した。次年度以降は、木材価格シナリオ等COP14
を変えて国内森林吸収量の長期予測をおこなう。以上の成果は、京都議定書報告の他、地
球観測システム（ ）や 等の国際的活動に活用されるとともに、マニュアルGEOSS COP14
の 公開等による成果の社会的還元に努めたことから、中期計画の達成に向けて順調Web
に進捗している。

２．森林、木材製品等に含まれるすべての炭素を対象にした炭素循環モデルの開発
中期計画の達成目標である森林セクター全体の炭素循環を表すモデルを開発するに対し

て、これまでに各サブモデル（群落、土壌、林業、木材）の開発を進め、今年度は統合モ
デルのプロトタイプの開発をおこない、 年までの日本の温暖化気候シナリオにもと2050
づいて、九州と東北のスギ人工林を例に地域の炭素収支の長期予測を試行した。次年度以
降は、統合モデルを完成させ日本の森林の炭素収支の長期予測を行う。この成果は、細根
から土壌、光合成、林業動向等の個別のモデル研究を基礎としており、その個別の成果は
原著論文の発表とともに統合モデルの開発に活用されている。この統合モデルは、温暖化
シナリオにもとづいた日本の森林の炭素収支の長期予測を可能にする、世界的にもほとん
ど例のない森林セクターの炭素循環モデルである。地域レベルの予測が試行されたことか
ら、今後計画に沿ってモデルを完成させ将来予測を行うことで、京都議定書後の次期枠組
みへの対応と国内温暖化施策の立案に寄与することができるため、中期計画の達成に向け
順調に進捗している。

３．温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技術の開発
中期計画の達成目標である温暖化が森林生態系に及ぼす影響の予測・評価技術の開発に

、 、向け これまで温暖化にともなうブナの分布適域の変化やマツ枯れの北上の予測を完了し
今年度は構築した森林植物分布情報データベースを用いて林床植生として重要なチマキザ
サの分布適域の変化予測を達成した。また、これまでスギ、ヒノキ針葉樹人工林の炭素固
定に関わる林冠光合成モデルと林分成長モデルの開発を進めたが、今年度これらを統合化
し、温暖化等環境変動が日本の人工林の炭素固定量に及ぼす影響予測モデルの開発を達成
した。次年度以降は、ハイマツなど温暖化による脆弱性が危惧される森林植物の分布適域
の変化予測および積雪量の予測をおこなう。これらの成果は、中期計画は達成される。

４．荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術の開発
中期計画の達成に向けて、これまでに森林の推移の空間プロセスの解明技術、および荒

廃地における炭素固定能の評価技術の開発を達成した。今年度は、樹下植栽樹種の光要求
特性や植栽適地を明らかにし荒廃林への植林技術の向上を進めた。また、東カリマンタン
で を用いた 植林が生物多様性に与える影響の把握及び予測技術を開発した。さGIS CDM
らに、熱帯有用材の違法伐採抑止に向けて、フタバガキ科等の樹種や産地等の識別技術の
向上と新技術の開発を進めるとともに、分解能が異なる衛星を組み合わせた森林減少解析

3/5 60手法を開発して違法伐採の検出を可能にした これらの成果から 全計画のおよそ。 、 （
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％）を達成したと判断される。今後さらに計画を達成することにより、熱帯林の減少抑止
システムの構築、荒廃地における植林など森林再生の促進へ貢献する。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
・アジアフラックス活動については、国内のタワーフラックスの観測の標準化と日本語版
観測マニュアルの 公開を進め、ネットワーク化に大きく貢献した。京都議定書報告Web
関係では、わが国の吸収量報告に利用可能な竹林の吸収量の評価手法を開発できた。
・森林セクター全体の炭素循環モデルの開発について、森林、土壌、林業のサブモデルの
統合化を進め、 年までの日本の温暖化気候シナリオにもとづいて、九州と東北を例2050
に地域レベルでの炭素収支の長期予測を試行した。このような例は国際的にも少なく先端
的な研究となった。
・温暖化が森林に及ぼす影響予測に向けて、チマキザサの分布適域の変化の予測、山地湿
原への温暖化影響の検証を行い、環境省の報告書やシンポジウム、マスコミ報道を通して
一般への普及に努めた。また、針葉樹人工林の炭素収支に及ぼす施業効果と環境要因の効
果を別々に評価可能なモデルを開発した。これにより、人工林への温暖化影響予測に新た
な知見が期待できる。
・ 植林が生物多様性に及ぼす影響評価のために、東カリマンタンの森林配置と昆虫CDM
類の広域的な マップを開発した。 植林が生物多様性に及ぼす影響評価の貴重なGIS CDM

。 、 （ ） 、 、事例である また 森林減少 違法伐採 の抑止技術として 新たなリモセンの応用技術
樹種・産地識別技術の開発を進めるとともに、 （森林減少・劣化に由来する排出削REDD
減）に関する国際シンポを開催し、成果の普及に務めた。

以上から、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して「ａ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 重要な課題であり、多くの外部資金を獲得して着実に成果をあげていることは評価で

きる。今後も、十分な量と質の基礎データの集積に継続的に努めるとともに、そのデー
タの検証を行い炭素収支モデルや循環モデル、違法伐採探知手法などの開発により地球
温暖化防止に関する施策の策定に貢献されたい。

・ また、研究者等を集中し日本の森林全体をカバーした温暖化影響予測に関する精度の
高いモデルを完成することを期待する。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究
アア 地球温暖化対策に向けた研究

評価単位 アアｂ 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
地球温暖化による環境に対する影響の拡大が懸念され、その対策が急がれている中で、

木質バイオマス資源は、炭素の貯蔵庫及び化石資源の代替として大きな役割を果たすこと
が政策的にも期待され、その有効利用について国民の関心が急速に高まっている。

そのため、今期の中期計画においては、木質バイオマスの利用を推進して温暖化対策に
資するため、間伐材、林地残材、工場残廃材、建築解体材等の効率的なマテリアル利用及
びエネルギー変換・利用技術、地域に散在する未利用木質バイオマス資源の効率的な収集
・運搬技術等の開発、木質バイオマスの変換、木材製品利用による二酸化炭素排出削減効
果等のライフサイクルアセスメント（ ）を行う。LCA

当年度における課題のねらい
木質バイオマスのマテリアル及びエネルギー利用を推進するために、リグニンのマテリ

アル利用、木質バイオエタノール製造技術の改良と実証化を進める。木質バイオマス資源
の確保が重要であることから、効率的な収集・運搬を行うために、林業バイオマスの収集
・運搬に対応したプロセッサヘッドおよびフォワーダ荷台の設計を行う。更に、林業バイ
オマスの収集コストを明らかにし，地域における供給可能量の推計を行うためのツールを
開発する。また、地域でのバイオマス利活用を進めるため、小規模ガス化プラントの設計
・試作を行う。木質バイオマスの変換、木材製品利用による二酸化炭素排出削減効果を明
らかにするため、 年までの削減効果シミュレーションを行い、二酸化炭素排出削減2050
量を定量化する。

実施結果（２０年度実績）
１．間伐材、林地残材、工場残廃材、建築解体材等の効率的なマテリアル利用及びエネル
ギー変換・利用技術の開発
（年度計画）

バイオマスのマテリアル及びエネルギー利用を推進するために、修飾リグニンの鉛電池
電極改善能を実電池試験で明らかにするとともに、加溶媒分解法による木材リグニンから
両親媒性リグニンを製造し、更にオイルパーム幹の搾汁からエタノールを効率的に生産す
る技術を開発する。
（実績）

現在、木質エタノール製造の副産物として多量にリグニンが得られる。そのため、リグ
ニンの機能性材料としての利用法の開発は重要な開発課題となっている。リグニンのマテ
リアル利用を図る観点から、その誘電機能を活用し、鉛電池における電極の質的改善をめ
ざして、リグニンに四級アンモニウム塩構造（特許記載の化学構造）を化学結合させるこ
とで、鉛実電池の充電容量をリグニン無添加条件に比べて ％高め、かつ放電特性を損22
なわない新規修飾リグニンを開発し、プレスリリースを行った。今後は、産官学連携を更
に進めることにより、実電池を用いた性能ばらつき試験、長期耐久性試験を行い、数年後
の実用化を目指す。

また、疎水性物質であるリグニンに親水性を付与して両親媒性リグニンとしての利用法
を開発するため、入手可能なクラフトリグニン（製紙工場の副産物）及びリグノスルホン
酸から高い界面活性能を発現する両親媒性リグニンを製造することに成功した。また、本
両親媒性リグニンが酵素安定化機能を有することを見出し、バイオエタノール製造時のセ
ルラーゼ糖化時に添加剤として加えることによる糖化率向上が期待された。さらに、リグ
ニンに導入するオキシアルキル鎖の性状を変えることで、木質プラスチック複合材の相溶
化剤（木粉とプラスチック混合物の熱成型性を増大させる）あるいは直接、熱成型材料に
利用できることを明らかにした。これらの成果は、アアｂ１１７の農林水産省委託プロジ



23

「 」 。ェクト バイオマス・マテリアル製造技術の開発 の継続課題の中で技術開発を継続する
オイルパーム幹は世界で最も豊富に存在する未利用バイオマスの一つであり、その利活

用が世界的に注目されている。昨年度は、オイルパーム樹幹にグルコースを主成分とする
糖類が高濃度で含まれることを明らかにした。今年度は、それらの糖類の樹幹の部位や伐
採後の貯蔵期間による量や組成の変動を明らかにするとともに、樹幹から樹液を得るため
の削片装置と搾汁装置を組み合わせた樹液採取装置を試作し、マレーシア国内での樹液採
取の実証データを得ることができた。

その他、バイオエタノールの製造に関し、前年度までのアルカリ蒸解前処理に酸素酸化
工程を導入し、その後に同時糖化発酵すると、エタノール収率が大幅に向上させられる
（ ）とともに、酵素回収率も大幅に向上する（前年度の ％から ％）ことを明0.21L/kg 2 97
らかにした（特許出願中 。本工程の導入により、セルラーゼ酵素の再利用と酵素コスト）
の画期的な削減が期待される。前年度までに得られた成果を基本技術とした木質バイオエ
タノール生産技術を実証するため、林野庁の森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
の中で、秋田県北秋田市に木質バイオエタノール製造のための実証プラントを建設中であ
る。

また、バイオマスのマテリアル利用に関しても、林地残材の根端部を原料として曲率半
径の小さい深型の木質単層トレイを製造する技術を開発するため、プレス直前に水やエタ
ノールの散布を行って割れを防止するとともに、単板形状の工夫やプレス温度の制御によ
って深い金型を用いた単層トレイの製造に成功した。本技術の実用化を目指し、民間企業

、 。と連携して 東北経済産業局で行う事業化のための地域プロジェクトに応募するに至った
更に、リグニンからの高機能性バイオプラスチックの製造技術を開発するため、ジグリ

シジル （ ピロン ジカルボン酸）の合成経路を確立するとともに、得られたジグPDC 2- -4,6-
PDC 3リシジル を酸無水物と反応させて重合することにより、石油由来のエポキシ樹脂の

倍の強度を有する金属用接着剤の合成に成功した。今後、産官学連携を更に進めることに
より、接着強度の耐久性を評価するとともに、製造コストの低減を目指す。

２．地域に散在する未利用木質バイオマス資源の効率的な収集・運搬技術の開発
（年度計画）

木質バイオマス資源の効率的な収集・運搬技術や地域利用システムを開発するため、林
業バイオマスの収集コストを明らかにし，供給可能量の推計を行う。また、小規模ガス化
プラントの設計・試作を行い、燃焼試験によって基礎データを把握する。更に、林業バイ
オマスの収集・運搬に対応したプロセッサヘッドおよびフォワーダ荷台の設計を行なうと
ともに、試作機の製作に着手する。
（実績）

木質バイオマス資源の効率的な収集・運搬技術の開発に資するため、フォワーダによる
林業バイオマスの搬出作業を行った結果、生産性は林地残材では トン 時、チップでは4.1 /

、 、 。3.4 / 3,268 / 3,941 /トン 時 搬出コストは林地残材では 円 トン チップ 円 トンと推計された
また、地域内（岐阜県高山市）の資源分布図と路網図の作成を行い、地域内のバイオマス
供給可能量を推定した。更に、統計資料と空間データを用いて、北東北地方における木質
バイオマス供給可能量の推定を行った。秋田県では、輸送距離を までにすると 万50km 10
トン以上の木質バイオマスを収集できる市町村が半数以上を占め、他市町村との競合を押
さえることができ、木質バイオマスの安定確保に適することが分かった。本成果は、木質
バイオエタノールの実証事業を行う予定の秋田県北秋田市のバイオマスタウン構想に有用
な知見を与える。

地域利用システムの開発を具体化するものとして、岐阜県高山森林組合に設置予定の小
規模ガス化プラントを設計・試作中であり、実証運転は 年度に行う計画である。地域21
（高山市）におけるバイオマス機器（チップボイラー併設）導入が有望と考えられる事業
体の現在のエネルギー消費量データに基づき、バイオマス機器の最適導入規模を推定する
需要評価ツールのプロトタイプを作成した。また、破砕、乾燥した樹皮燃料を用いてガス
化燃焼試験を行い、樹皮 トンから のボイラー出力を得た。これらの成果に基100 100kW
づいてプラント設計設備仕様を確定し、来年度のプラントの設置、実証運転に進める。本
成果は、高山市のバイオマスタウン構想におけるチップボイラー導入計画に活かす予定で
ある。

林地残材の資源活用に対する期待は極めて大きく、その効率的な収穫運搬は、焦眉の技
術開発事項であることから、バイオマス収穫に適した高性能林業機械の開発を昨年度に続
いて進めた。プロセッサの高度化を図るため、 のストロークで伸縮し末木をカッタ20cm
ー方式で切断する装置を設計し、プロセッサのヘッドに装着した。更に、積載バイオマス
の減容化を図るため油圧式のベールグラブ（あおり）を荷台に セット装備したフォワー3
ダを試作した。次年度は当該機械を用いた収穫運搬作業の功程を改良する。

1990その他、食糧と競合しない木質バイオマス資源の育成が重要視されつつある中、
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、 、年代のバイオマス研究で選抜済みのエゾノキヌヤナギ ナガバヤナギ各 クローンに加え6
新たに北海道下川町に自生するエゾノキヌヤナギ クローン、計 クローンを挿し付け4 16
て育てた。その結果、自生クローンの中に成長の優れた有望クローンを見出した。本成果
は 年度からの の｢バイオエタノールの一貫製造プロセス技術に関する研究開発｣、21 NEDO

2 10事業で継続する。これらのヤナギは、 時間以上のアルカリ蒸解前処理でリグニン量が
％程度に減少し、酵素糖化率は ％（全糖含量に対して ％）を超え、バイオエタノー85 96
ル資源として極めて有望であった。今後はこれまでのスギに加え、成長が早く酵素糖化が
容易なヤナギなどの早生樹もバイオエタノール原料に含めて研究開発を進める。

３．木質バイオマスの変換、木材製品利用による二酸化炭素排出削減効果等のライフサイ
クルアセスメント（ＬＣＡ）
（年度計画）

木質バイオマスの変換、木材製品利用による二酸化炭素排出削減効果を明らかにするた
めに、建築・家具・紙部門に用いられる木材について、 年までの削減効果シミュレ2050
ーションを行い、二酸化炭素排出削減量を定量化する。

、 、更に 新技術・新システムが適用された場合の二酸化炭素排出削減量を試算するために
原料入手先を変えて木質ペレットを製造した場合のエネルギー収支を明らかにする。
（実績）

二酸化炭素排出削減に対して効果を持つ木材利用を定量的に評価するため、寿命解析モ
デルにより、木材利用振興シナリオ（建築・家具の木造・木製率を 年までに ％に2050 70
上昇）と現状維持シナリオ（ 年まで ％で一定）に基づき、日本における 年ま2050 35 2050
での木材利用による二酸化炭素削減量をシミュレーション解析した。その結果、木材利用
振興シナリオでは、 年に約 万 の削減効果があるが、現状維持シナリオでは約2050 600 t-C

万 の削減に留まる事が示された。本成果により、木材利用推進の意義を地球温暖150 t-C
化の緩和策として定量的に位置付けることが可能となった。行政サイドにおける木材利用
政策立案の判断材料として提供する。

木質ペレットの生産量増大に資するため、木質ペレットの製造エネルギーについて、伐
倒・集材・粉砕・運送・乾燥・再粉砕・ペレット化の各段階において、製材工場残材をそ
の場でペレット化する場合と林地残材を利用する場合で比較した。ペレットの熱量に対す
る製造エネルギーの比率は、製材工場残材では ％程度であるが、林地残材の場合は原料5
の運送距離や原料乾燥の必要性により大きく異なり、 ％を超える場合があることが明20
らかになった。製材工場に隣接してペレット製造プラントを設置することの効率性が確認
された。また、木質ペレットの燃焼性を評価する新しい方法として、ペレット密度と着火
時間、有炎燃焼時間に相関が認められるコーンカロリーメータを用いる方法を提案した。
本方法を、日本木質ペレット協会の試験法に提案する。

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

本課題では、木質バイオマスの利用を推進して温暖化対策に資するため、これまでに再
構成材料やセメント複合材等のマテリアル製造技術及び林地残材の効率的運搬のための減
容化技術の開発を行うとともに、木材製品の製造エネルギーを明らかにしてきた。

本年度は、リグニンからの機能性素材の開発、木質バイオエタノール製造の技術実証、
地域における小規模ガス化発電プラントの設計・試作、林地残材収集・搬出のための試作
機の製造及び木材製品利用による二酸化炭素排出削減効果の解明を行い、木質バイオマス
の実用化に繋がる新たな成果を得た。得られた成果は論文発表、プレスリリースを通して
広く公表するとともに、必要なものは特許出願を行った。

これらのことから、中期計画の 年目として計画は順調に進捗している。次年度以降、3
バイオエタノール実証プラントによるデータ収集、更なる外部資金の獲得及び産官学連携
の強化による木質バイオマス利用の実用化に進展させる。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．間伐材、林地残材、工場残廃材、建築解体材等の効率的なマテリアル利用及びエネル
ギー変換・利用技術の開発

木質バイオマスのマテリアル利用を推進するため、これまでに再構成面材料、再構成軸
材料及びセメント複合材の製造技術を開発しており、当年度はリグニンからの鉛電池充電
性能向上資材、両親媒性高分子及び金属用接着剤の製造技術を開発した。今後は、民間企
業との連携を更に深めて性能ばらつき試験、性能耐久性試験等を行うことにより、実用化
への問題点の解決に取り組む。エネルギー変換・利用技術については、これまでにアルカ
リ蒸解前処理・酵素糖化法によるバイオエタノール製造技術の開発を行っており、今年度
は酸素酸化の導入による糖化酵素の回収率の大幅な向上を見出すとともに、秋田県北秋田
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市に木質バイオエタノール製造実証プラントを設置した。今後は、酸素酸化法の導入によ
。 、 、る酵素コストの低減化及び実証データの収集に取り組む また オイルパーム幹について

これまでに樹液中にグルコース等の糖類が高濃度で含まれることを明らかにしており、今
年度は、樹幹から樹液を得るための削片装置と搾汁装置を組み合わせた樹液採取装置を試
作してマレーシアに設置し、現地での樹液採取の実証データを得た。今後は、現地との協
力体制を更に高め、製造規模を拡大した実証試験に発展させる計画である。以上より、累
積達成状況は ％に達し、中期計画の達成に向けて順調に進捗している。80

２．地域に散在する未利用木質バイオマス資源の効率的な収集・運搬技術の開発
木質バイオマスの効率的収集・運搬システムを開発するため、これまでに林地残材のか

さ密度原単位と平均含水率の把握、及び林地残材の効率的運搬のための減容化手法を明ら
かにしてきた。今年度は、地域内（岐阜県高山市）の資源分布図と路網図を作成して地域
内のバイオマス供給可能量を推計するとともに、小規模ガス化プラントの設計・試作を行
った。今後は、小型ガス化プラントの設置と実証試験に展開する。また、これまでのプロ
セッサに付加するチッパー機構の仕様決定に加え、今年度は、末木の切断が可能なプロセ
ッサヘッドの改良や林地残材積載の作業性を向上させるためのフォワーダの試作を行っ
た。今後は、実用機の開発に展開する。以上より、次年度に高山市で地域実証を行う体制
が確立できた。これらのことから、累積達成状況は ％となり、中期計画の達成に向け63
て順調に進捗している。

３．木質バイオマスの変換、木材製品利用による二酸化炭素排出削減効果等のライフサイ
クルアセスメント（ＬＣＡ）

木材製品利用による二酸化炭素排出削減効果を明らかにするため、これまでに産業連関
分析による解析を進め、木材製品の製造に係るエネルギーを明らかにしてきた。今年度は

年までの木材利用による二酸化炭素削減量を、木材利用振興シナリオと現状維持の2050
シナリオについてシミュレーション解析した。これらは木材利用政策立案の判断材料とな
る定量的解析評価を与えるものである。今後は、木材利用シミュレーションモデルを木造
・木製品以外の各種条件設定が可能なように拡張を行い、国産材の需要拡大に資する政策
提言に繋げる。バイオマスエネルギー利用システムについては、これまでにエネルギー化
手法・使用量規模によるエネルギー効率を明らかにしてきたが、当年度は木質ペレットの
製造エネルギーについて、製材工場残材をその場でペレット化する場合と林地残材を利用
する場合の解析を行ない、ペレット熱量に対する製造エネルギーの比率の変動要因を解明
した。これらの成果は地域におけるペレットの利用システムの有効性の判断材料になる。
今後は、木質ペレットの燃焼効率、形状保持・保管性能の向上に取り組む。これらのこと
から累積達成状況は ％となり、中期計画の達成に向けて順調に進捗している。60

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
当年度は、アルカリ蒸解・酵素糖化法による木質バイオエタノール製造の実証を行うた

めの実証プラントを北秋田市に建設するとともに、酸素酸化の導入による糖化酵素の回収
率を大幅に向上させる手法を開発するなど、バイオエタノール製造の実用化に向けて大き
く前進した。マテリアル利用についても、リグニンからの鉛蓄電池充電性能向上資材、石
油系エポキシ樹脂の 倍の強度を有する金属用接着剤の製造技術を開発し、民間企業との3
連携を通して実用化に前進した。地域利用システムでは、岐阜中山間地での樹皮を燃料と
したガス化発電プラントの設計・試作、林地残材収穫のための林業機械の試作を民間企業
と共同で進めた。更に、 年までの木材利用促進による二酸化炭素削減量をシミュレ2050
ーション解析し、地球温暖化の緩和策としての木材利用推進の意義を定量的に明らかにし
た。以上から、全体として年度計画を達成するとともに、中期計画の目標である木質バイ
オマス利活用の実用化に向けて大きく前進したと判断し 「ｓ」評価とした。、

評価委員会の意見等
・ バイオマスのエネルギー変換については、実証プラントの着手をもって評価するので

はなく、その成果をもって評価したい。今後の成果を大いに期待したい。
・ 林地残材の資源活用に対する期待は大きいことから、地域に散在する木質バイオマス

の効率的で現場で使えるような収集・運搬技術の開発が期待される。
・ 木材利用による二酸化炭素削減効果のシミュレーション解析は、木材利用推進の意義

を地球温暖化の緩和策として定量的に位置づけるものとして評価できる。
ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究
アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

評価単位 アイａ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
森林の公益的機能の重要な部分である生物多様性の機能を高度に発揮させるためには、

森林を健全に維持し、森林の被害を予防・軽減していくことが必要である。
今期の中期計画においては、生物の多様性を保全するとともに、多発する獣類や病害虫

による森林被害を防止し、健全な森林を維持するため、固有の生態系に対する外来生物又
は人間の活動に起因する影響の緩和技術、固有種・希少種の保全技術及び緊急に対応を必
要とする広域森林病虫害の軽減技術等の開発並びに獣害発生機構の解明及び被害回避技術
の開発を行う。

当年度における課題のねらい
生物の多様性を保全するとともに、多発する獣類や病害虫による森林被害を防止し、中

期計画を達成する視点から、当年度は、固有の生態系の保全に貢献するため、シカによる
生態系被害の典型として大台ヶ原における広域的管理技術を開発する。固有種・希少種の
保全では、商取引される特定希少種の保全手法についてレブンアツモリソウをモデルとし
て開発するとともに、近年の広葉樹再生造林が新たな遺伝的攪乱を生じないよう、その移
動ガイドラインの作成に向けて主要樹種の遺伝子構造を解明する。病害虫の被害軽減技術
の開発では、マツノザイセンチュウが侵入していない青森県においてマツノマダラカミキ
リおよびマツノザイセンチュウを含む 属線虫の生息状況を明らかにするとBursaphelenchus
ともに、菌床シイタケ害虫ナガマドキノコバエの発生消長を解明する。獣害の回避技術の
解明では、外来哺乳類による被害防止技術の開発と、ニホンジカによる被害として、近年
問題が拡大している成木の剥皮被害の回避手法を開発する。

実施結果（２０年度実績）
１．固有の生態系に対する外来生物又は人間の活動に起因する影響の緩和技術の開発
（年度計画）

大台ヶ原植生保全のため、植生ごとのシカの密度指標と各植生の分布面積から大台ヶ原
におけるシカの環境収容力の指標を試算し、下層植生管理に基づくシカの個体数管理手法
について環境省等による保全事業等に活用する。
（実績）

シカは人間による狩猟圧が急速に減少したことなどから、各地で増加し、農林業のみな
。 、らず自然生態系への影響も甚大である 大台ヶ原は環境省特別保護区に指定されているが

近年高密度化したニホンジカによる食害が甚だしいため自然再生事業が行われている。し
かし広域での効果的な森林の再生には、狩猟等による直接の個体数制御に加えて、効率的
なシカの個体数推定に基づき、餌資源である下層植生の管理を併せて行う必要がある。効
率的な個体数推定法として、様々なタイプの森林で調査した結果、シカの採食にともなう
下層植生（ミヤコザサ・スズタケ・ミヤマシキミなど）の消失量はシカの密度と相関が有
意であり、簡便なシカ密度指標として使えることがわかった。この手法を用いて、大台ヶ
原におけるシカ密度分布図を作成した。次に、森林の再生を目指すため、下層植生の刈り
取りにより餌の供給量を減らして、シカ個体数制御を行うこととした。環境収容力に見合
った目標密度を決めるため、森林の再生に必要な実生の生存率をシカ密度と下層植生とか
ら説明する階層ベイズモデルを作成した。このモデルを使うことで、森林の天然更新が可
能となるようなシカ密度に誘導するために、下層植生を刈り取る林分の優先順位が決定で

。 、 、きるようになった これらの手法によって 大台ヶ原の広域的な森林生態系保全のために
シカの目標密度（ 環境収容力）に応じた下層植生の管理を行うことが可能となり、環境=
省等が行う大台ヶ原の自然再生事業の検討委員として成果を有効に活用していく。

このほかに、 年代から 年代の日本の鳥類相の変化を調べたところ、樹齢 年1970 1990 8
くらいまでの森林に生息する種は、伐採量が減少し人工林の高齢化が進行したことに対応
して減少していた。しかし、樹齢 年以上の森林に生息する種は、留鳥・漂鳥は森林の高8
齢化に対応し増加していたのに対し、夏鳥は対応せずに減少していた。これは、夏鳥の越
冬地である東南アジアの森林が減少したことが原因と考えられる。この成果は生物多様性
が国内の問題に留まらず、地球規模の環境問題であることを示した。
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２．固有種・希少種の保全技術の開発
（年度計画）

市場取引される希少種保全のため、レブンアツモリソウをモデルとした特定希少野生動
植物種の保全に関する成果を行政等への提案書という形で活用する。広葉樹類の再生植林
の指針とするため、自然再生事業に用いられる広葉樹類の発現遺伝子ベースによる遺伝構
造を明らかにする。
（実績）

特定希少野生動植物種には、乱獲だけでなく商取引等で減少しているものがある。この
ような希少植物の域内、域外の保全のありかたについて、モデルケースとしてレブンアツ
モリソウの保全を研究した。礼文島には北部の大集団と南部の小集団があるが、北部では

年度までは実生発生も見られる健全な個体群組成であったが、 年以降は推移確2005 2006
率行列モデルによると、ともに個体群の衰退が予測された。アロザイム分析による遺伝的
多様性の評価では、北部と南部の小集団群では遺伝子多様度に差はなかったが、南部では
一部の対立遺伝子が欠けていた。北部と南部の遺伝的な差はさほど大きくなく、対立遺伝
子もほぼ共通なことから、南部集団の修復に北部の個体を用いることができると判断でき
た。最近発見された外来のカラフトアツモリソウはのべ 個体が確認され、遺伝子を調13

、 。べることによりアツモリソウとの雑種の存在が確認され 対策の必要性が明らかになった
アンケート調査によれば、乱獲を防ぐためレブンアツモリソウを組織培養で増殖し販売す
ることは、特に礼文島住民で強い不支持があり、住民を中心に合意形成が必要である。こ
れらの結果から、希少植物の保全について、再導入には狭い島内といえどもその遺伝的分
化を調査する必要があること、近縁種の植栽は雑種形成など影響が大きいので規制や駆除
を含めた対策が必要であること、乱獲を減らすために域外増殖した個体を販売するという
代替案に関しては社会的な合意形成が不可欠であることが明らかになった。以上の成果と
培養法、分類的取り扱い、繁殖生態も含め 「特定国内希少野生動植物種の保全に関する、
提言書」を作成し、森林管理局など関係諸機関に配布した。

自然再生事業等で植栽される広葉樹は現状では種苗の遠距離流通も行われていて、遺伝
子攪乱が危惧される。遺伝子攪乱の可能性を明らかにするため、自然再生事業によく用い
られる 樹種について全国レベルでの遺伝的構造の解析を行った。ヤマザクラは国内の遺3
伝的分化程度は低く、集団の系統樹は大きく九州と本州の つに分かれた。ケヤキの葉緑2
体 多型の解析では、東日本に比べ、西日本では遺伝的多様性が高かった。ブナの葉DNA
緑体 多型では、東日本の日本海側と太平洋側では優占するハプロタイプが異なってDNA
いた。西日本では東日本に比べ比較的多くのハプロタイプが検出された。このような地域
的な遺伝的分化を越えない範囲に苗の移動を制限すべきである。さらに対象樹種を増やし
て、遺伝子攪乱を起こさないための種苗の配布ガイドラインの提案を行う。

３．緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術の開発
（年度計画）

北限地域でのマツ材線虫病防除のため、青森県内陸の材線虫病未侵入アカマツ林で、被
圧枯死木等におけるマツノマダラカミキリおよび 属線虫の生息状況を明らBursaphelenchus
かにする。キノコ害虫であるナガマドキノコバエの制御のため、栽培施設内での成虫発生
消長と栽培工程や幼虫の発育速度との関係を解明する。
（実績）

マツ材線虫病は冬季などの低温条件下では発病せずに生木中に潜伏している事例がある
こと、マツノザイセンチュウがいない場所でもマツノマダラカミキリは生存できることか
ら、発病分布の北限を越えた青森県が真の未侵入地であるのか確認する目的で、青森県に

。 、おいてアカマツ枯死木の加害生物の生息状況を調査した その結果近縁種は発見されたが
マツノマダラカミキリ及びマツノザイセンチュウの生息は確認されず、真の未侵入地域で
ある可能性が高いと判断できた。今後分布境界域で発見された場合は移動によると考えら
れるが、その場合に移動元を特定する必要があることから、マツノマダラカミキリの遺伝
子マーカーを開発した。特筆すべき成果として、マツ材線虫病の早期診断を可能にする簡
易で高感度のマツザイセンチュウ検出試薬キットを開発し、特許申請を行った。これによ
り、熟練した研究者でなくとも簡単に検出できることになり、枯損以前の樹体内での挙動
の解明や多量のサンプル解析などが進むと共に、早期発見に基づく対策技術の開発、ヨー
ロッパなど未知の近縁種のいる地域での検出など、研究・応用両面で画期的な展開が期待
される。

近年になって被害が著しいシイタケ菌床害虫であるナガマドキノコバエを効率よく大量
に誘殺するためには、いつ誘殺器を設置するかの時期の選定が重要である。簡易栽培施設
では、菌床の除袋後約 日で成虫の捕殺数がピークとなったが、これは施設内への侵入40
からおよそ 世代後と推定された。一方、空調栽培施設では除袋後 日以上経過してか2 70
ら成虫捕殺数が急増したことから、空調栽培施設では成虫の侵入が困難であるため、捕殺
数のピークが遅くなると推察された。これらの結果から現在開発中の誘殺器について、施
設ごとに最適な設置時期を決定できる。

４．獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発
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（年度計画）
アライグマ等の外来動物の被害回避のため、外来動物の生態的特性に基づいた新たな被

害回避技術を開発するとともに、ニホンジカによる樹木剥皮害発生要因を解明し、簡便な
被害回避技術を開発する。
（実績）

近年農林業被害が増加しつつあるアライグマ・ハクビシン・ヌートリアの外来動物の被
害回避のため、外来動物の生態的特性に基づく新たな被害回避技術の開発を行った。個体
数管理に関しては、出産前後の強い捕獲圧が個体数抑制に効果的であること、集落を団地
化して捕獲を集中させることにより再侵入を長期間防げることを明らかにし、現行の捕獲
事業において改善すべき点を具体的に指摘した。生息地管理に関しては、廃棄された生ゴ
ミや放置された農作物の収穫残渣が良好なエサとなっていること、廃屋や集会場が活動の
拠点となっていることを明らかにし、住民による日常的な集落点検が被害回避に有効であ
ることを指摘した。被害管理に関しては、生態特性に応じてアライグマ用、ハクビシン用
それぞれの電気柵を開発し、ヌートリアでは営巣場所となっているため池の水位操作によ
る追い出し方法を開発し、いずれも被害回避に有効であることを示した。これらの方法を
組み合わせることで実用的な被害対策方法としてとりまとめ、刊行するとともに、シンポ
ジウムを開催して、全国の県の担当者、農林業関係者、外来動物の研究者、 などにNPO
成果の普及を図った。

ニホンジカではこれまでは新植地における苗木の食害が中心となっていたが、新たに問
、 。題となっている樹木剥皮害では 発生要因の解明と簡便な被害回避技術の開発を目指した

調査を行った九州では人工林における樹幹剥皮害はオスジカの角こすりによるものであ
り、時に低密度でも生じていた。角こすりは樹皮や形成層の採食と異なり樹幹周囲に障害
物を設置することにより被害を回避することができる。簡便な被害回避技術として、林地
に残置された枝条や伐倒した被害木の梢端を用いて残存木の樹幹を防護することが有効で
あった。剥被害を早期に発見し、障害物を設置することが深刻な被害を回避する方法であ
る。

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

生物多様性の保全と病虫獣害の被害軽減に向けて、これまでに世界自然遺産推薦に向け
た小笠原の固有生態系保全技術の開発、希少種オオタカやアマミノクロウサギの生息地管
理等による保全技術、広域害虫カシノナガキクイムシやマツノマダラカミキリの新防除技
術、ニホンザルの追い上げ技術等の開発を行ってきた。今年度は、さらに全国で問題化し
ているニホンジカによる森林生態系被害を軽減する手法の開発、商取引される希少植物の
域内・域外を通じた保全手法の開発、被害未分布地域における加害生物調査に不可欠な遺
伝子を用いた材線虫検出キットの開発、最近の鳥類相の変化が国内の森林の変化のみなら
ず東南アジアの森林減少の影響も受けていることの解明、外来動物による農林業被害防止
技術、さらにシカによる造林木の剥皮被害軽減手法等の成果を得た。

生物多様性に関する成果は、出版物や委員会等を通じて、林野庁森林管理局、環境省地
方環境事務所、 等へ普及し、その活用を図った。また、獣害対策の成果は、その被NPO
害対策を担っている県の担当官、研究機関、 等へ、出版物やシンポジウム等を通じNPO
て普及した。さらに材線虫検出キットは特許や製造業者との関係もあるが、次年度には一
般に発売される見通しである。このように成果の普及も確実に行っており、全体として中
期計画を着実に実行することができた。

今後、北海道や沖縄での外来種・人為影響の解明、生物多様性条約に向けた多様性指標
の開発、遺伝的攪乱を生じない広葉樹の種苗移動のガイドライン作成、ナガマドキノコバ
エの効果的な捕殺法の開発、北限でのマツノザイセンチュウ対応戦略、ナラ集団枯損防除
方法の開発、ツキノワグマの個体数推定と出没予測技術の開発等を行う。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．固有の生態系に対する外来生物又は人間の活動に起因する影響の緩和技術の開発

年度には南西諸島における重要侵入哺乳類ジャワマングースの分布と在来種への影18
響を解明し、駆除事業に寄与した。 年度には世界自然遺産推薦を間近にした小笠原の19
生態系について、外来種が与える影響を解明し管理指針を示した。当年度は、生態系保全
のために生物間相互作用に基づくニホンジカ管理を行った。下層植生の消失量によってシ
カ密度を簡便に推定する方法を開発するとともに、大台ヶ原の広域的な下層植生の資源量
を把握して、モデルを用いて下層植生を刈り取り管理することにより、シカの餌資源を減
らして個体数を管理し、森林生態系を保全する手法を示した。この方法は自然再生事業へ
利用される。下層植生管理によるシカ個体数管理という、新しい概念を実用化の域にまで
進展させるという大きな成果を上げ、年度計画を達成するとともに中期計画は順調に進捗
している。このほかに、 年代から 年代の日本の鳥類相の変化は、国内の森林の1970 1990
伐採量が減少し人工林の高齢化が進行したことに対応していたが、同時に夏鳥の越冬地で
ある東南アジアの森林が減少したことも影響していた。この成果は生物多様性が国内の問
題に留まらず、地球規模の環境問題であることを示した。

今後、北海道でのカラマツ林（国内外来種）の影響、沖縄ヤンバル地域の外来種と人為
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的影響を踏まえた保全管理手法を明らかにする。

２．固有種・希少種の保全技術の開発
年度については東日本全域のオオタカの遺伝的構造、シデコブシの外交弱勢を明ら18

かにした。 年度は生息地状況からのオオタカの個体群構造を推定する技術を開発、遺19
伝的情報等を含めて保全手法を開発した。またアマミノクロウサギの個体数と遺伝的交流
を推定する手法を開発した。当年度はレブンアツモリソウの保全に関する提言書を作成し
て関係諸機関に配布するとともに、広葉樹の種苗配布区域ガイドラインの基盤となる遺伝
構造の解明が 樹種で予定数以上の集団で進み、年度計画を順調に達成した。3

今後、遺伝的攪乱を生じない広葉樹の種苗移動のガイドライン作成、希少樹種の対策技
術の取りまとめ等を行う。

３．緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術の開発
平成 年には、緑化樹病害に対する農薬の適用拡大を進めた。また、天敵サビマダラ18

オオホソカタムシを利用したマツマダラカミキリの密度低下技術の開発に成功した。平成
年度には、ファイトプラズマ識別法の開発、ナラ類集団枯損被害に対する集合フェロ19

2モンを利用したおとり木トラップ法を開発した。当年度はマツ材線虫病研究に対して、
つの大きな成果が得られた。すなわち、媒介虫の移動経路の解明に役立つ遺伝子マーカー
を開発し、マツノマダラカミキリの移動経路の解明に道を拓いた。また、マツ材線虫病の
早期診断を可能にする簡易で高感度のマツザイセンチュウ検出試薬キットの開発は、マツ
ノザイセンチュウ研究の大きな進歩であり多方面に貢献するものと確信している。この成
果は、画期的であり、中期計画は予想以上の達成状況となった。

今後、ナガマドキノコバエの効果的な捕殺法の開発、北限でのマツノザイセンチュウ対
応戦略、ナラ集団枯損防除方法の開発等を行う。

４．獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発
平成 年度には、ツキノワグマの出没動向によって日本をいくつかの地域に分け、出18

没を予測する手法を開発した。平成 年度には、ニホンザルの追い上げマニュアルを完19
成した。当年度は、アライグマ等の外来動物に関して効果の持続する被害回避技術を開発
して普及を図るとともに、従来対策方法が明確でなかったシカによる剥皮被害に関して早
期発見と障害物の設置という被害回避手法を開発した。これらの成果は出版物として関係
者に配布され、さらに一般への普及を図るために東京と熊本において公開シンポジウムを
開催した。成果の一部はすでに生産現場において利活用が図られているなど、普及面でも
大きな進展があり、中期計画は大変順調に進捗している。

今後、北海道や沖縄での外来種・人為影響の解明、生物多様性条約に向けた多様性指標
の開発、遺伝的攪乱を生じない広葉樹の種苗移動のガイドライン作成、ナガマドキノコバ
エの効果的な捕殺法の開発、北限でのマツノザイセンチュウ対応戦略、ナラ集団枯損防除
方法の開発、ツキノワグマの個体数推定と出没予測技術の開発等を行う。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
広域病害虫分野の、マツノザイセンチュウ同定キットの開発は予想以上の展開であり、

今後のマツ材線虫病の防除現場においても、研究や育種の分野においても、画期的な進展
が予想される。また、生物多様性条約に向け、新たに開始した研究で得られた最近の鳥類
相の変化は、国内の森林環境の変化だけでなく、渡り鳥の越冬地である東南アジアの森林
減少の影響が分かったことは、マクロエコロジーとしてこれまでにない地理的スケールの
成果である。さらに、大台ヶ原の下層植生管理によるシカ個体数管理を広域で実行可能と
したことは、新しいシカ対策技術としての応用が展開できる。商取引される希少種レブン
アツモリソウの保全に関する提言書の関係諸機関への配布、外来動物による農林業被害防
止法の実用化と普及など、社会へ貢献した点も評価する。

それ以外の研究も順調に成果をあげている。
以上から、全体として年度計画を計画以上に達成したことにより、中期計画を大幅に上

回り業務が進捗していると判断して「ｓ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ マツノザイセンチュウ検出試薬キットの開発は現場にも大きく貢献するものであり、

高く評価できる。
・ 有効な成果が得られているので、その普及をより一層進められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究
アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

評価単位 アイｂ 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
森林は、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養等公益的機能の発揮を通じて国民の安全

で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしている。森林の公益的機能を高度に発揮さ
せるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急増している台風、豪雨、津波
等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧していくことが必要である。

今期の中期計画においては、健全な水循環の形成及び多発する山地災害・気象災害の軽
減のため、環境変動、施業等が水循環に与える影響の評価技術、山地災害危険度の評価技
術、治山施設・防災林等による被害軽減に関わる技術等の開発を行う。

当年度における課題のねらい
健全な水循環の形成に向けて、社会的・行政的要請が高まっている間伐が水流出や作業

路に及ぼす短期的影響の評価、及び森林の変遷に伴う水流出への長期的影響の評価手法の
開発を推進する。また、山地災害の危険度予測手法や被害軽減技術の高度化に向けて、積
雪地帯における長期的な地すべり観測結果をもとに地すべり移動と積雪との関係の評価、
近年その実態が報告され始めた崩落岩塊群の長距離移動メカニズムの解明、及び海岸林の
主要樹種であるクロマツの津波に対する抵抗特性の評価手法の開発等を行う。

実施結果（２０年度実績）
１．環境変動、施業等が水循環に与える影響の評価技術の開発
（年度計画）

間伐が水流出に及ぼす短期的影響を評価するため、引き続き間伐後の水文・気象解析を
行うとともに、間伐による植生の変化や作業路の路面状況の変化等を明らかにする。森林
が水流出に及ぼす長期的影響を明らかにするため、森林理水試験地における地被状態の変
遷を明らかにし、森林状態と水流出の関係を定量的に評価する。
（実績）

間伐が水流出に及ぼす数年程度の短期的影響を評価するため、長坂試験地（秋田県大館
市）において、昨年度に引き続き間伐後 年目の水文・気象観測を行い、水流出特性を解2

2 50析した その結果 間伐を行わなかった流域に対する間伐流域 カ所 いずれも本数率。 、 （ 、
％間伐）の流出量の比は、間伐 年目と同様に夏季の低水期に増大した。一方、融雪期に1
当たる高水期の流出量の比は、間伐後 年目は不明瞭であったが、 年目に間伐流域で増1 2
大する傾向が認められた。夏季の増大は間伐に伴う降雨の樹冠遮断量や樹木からの蒸散量
の減少、冬季の増大は降雪の樹冠遮断量に減少による林内積雪量の増加が影響した結果と
みられる。また、間伐時に作設した作業路の路面について、降水の浸透や土壌流出と密接
に関わる指標硬度（山中式硬度計による硬度指数）及び植被率の変化を解析した結果、間
伐直後の路面の指標硬度は 以下であったが、半年後には 以上となって硬度が10mm 10mm
上昇し、 年後にもほぼ同じ硬度値で推移しており、間伐後 年目には路面の状態がほぼ2 2
安定しつつあることを示した。一方、路面の植被率は、 年目に大きく増加し、植生回復2
が進んでいることを示した。これらのことから、従来データがほとんど無かった間伐によ
る流域規模での水の循環・流出への短期的影響や作設した作業路の路面の固さや植生回復
に関する実証的データを蓄積し、間伐による森林整備事業が水流出に与える効果を明らか
にすることができた。

施業等に伴う森林の変化が水流出に及ぼす数十年程度の長期的な影響を明らかにするた
1998 2005め、森林総合研究所竜の口山森林理水試験地（岡山県岡山市）を対象に、 年と

年の現地林分調査データと ～ 年の間の 時期に撮影された空中写真から樹冠1947 2007 11
Y高分布や材積を推定し、森林の変遷を把握した。前年度までに得られた加算蒸発散率（

：森林であることによって露場より増加する蒸発散率を示す）の経年変化と本年度得られ
た過去の材積推定値（ ）の経年変化は、シグモイド関数で近似できることを明らかにしX
た。このことは、一般に入手が可能な空中写真や気象データから樹冠高や材積等を量的に
推定し、これと加算蒸発散率との関係を解析することによって、森林の変遷に伴う長期的
な水流出の変動を定量的に推定することが可能となったことを示しており、施業等による
森林の変化が水循環に与える影響を流域単位及び年単位で評価する技術の開発に重要な進
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展が見られた。

２．山地災害危険度の評価技術及び治山施設・防災林等による被害軽減に関わる技術の開
発
（年度計画）

地すべり災害の発生予測技術を高度化するため、長期観測結果をもとに地すべりの移動
と土塊変形との相互関係を定量的に評価する。崩落岩塊の到達距離予測技術を高度化する
ため、岩塊崩落実験によって岩塊群が長距離移動に至る挙動を解明する。海岸林の津波に
対する抵抗力を把握するため、水流に対するクロマツの抵抗特性を実験等によって明らか
にする。
（実績）

日本海側の第三紀層地帯には地すべり地が多く分布し、その被害軽減を図るためには、
1988地すべりの移動や土塊の変形と積雪・融雪との関係解明が必要である。本年度は、

年から長期継続観測を行っている伏野試験地（新潟県上越市）について、 ～ 年2002 2005
のデータを解析し、地すべり移動と土塊の変形との関係解析を行った。その結果、地すべ
りは、秋季から積雪初期にかけて斜面の上下方向に引っ張られるような土塊の変形を伴い
ながら活発に移動したが、積雪の増加によって急速に沈静化した。融雪期に地すべりは再
び活動を開始したが、土塊は変形せず一体となって移動した。このことは、長期間にわた
る大量の積雪被覆によって土層が圧密を受け、地すべり移動と強く関連する地下水の応答
が鈍くなるとともに、融雪期になっても圧密の影響が解消せずに多量の融雪水が供給され
ても土層の間隙水圧の上昇が小さいこと等が影響しているとみられる新たな知見である。
これらの成果は 「地震が作用した地すべりの長期変動機構に関する調査」報告書に取り、
まとめて林野庁及び新潟県に受け渡した。

近年、発生が報告されはじめた崩落岩塊群が長距離移動する現象については、被害軽減
を図る上でその発生・長距離移動メカニズムを解明する必要がある。本年度は、大規模な
岩塊群の崩落実験（全長約 、幅 、最大 ( 角の花崗岩塊を最大 個)まで20m 5m 1m 0.1m 1,0003

の岩塊群を使用）と数値実験を行い、崩落岩塊の到達距離を解析した。その結果、崩落実
験からは岩塊群が水で飽和または乾燥している両条件ともに、岩塊個数が多いほど流下移
動距離が短くなること、数値実験からも崩落実験と同様に岩塊個数が多くなるほど流下移
動距離が短くなることを明らかにした。この原因は、流下中に発生する岩塊の衝突によっ
て運動エネルギーが散逸するため、岩塊数が多く衝突回数が多いほど多くの運動エネルギ
ーが失われることが主要因と考えられる。この成果は、実験条件下ではあるが、関連分野
で従来広く認識されてきたこととは異なる新たな知見であり、今後、山地崩壊に伴う岩塊
群の流下・到達距離の予測技術や治山ダムの配置計画手法等の高度化に活用する。

我が国の海岸域にはクロマツ海岸林が多く、津波被害を軽減する上でクロマツによる津
波被害軽減効果の評価が不可欠である。本年度は、(独)港湾空港技術研究所の大型実験水
路を用いて、クロマツが流水(津波)を受けた状況を再現し、クロマツ枝葉部の抵抗力を解
析した。その結果、流水に対するクロマツの抵抗力を示す指標である抵抗係数は、流速の
違いによらず試料木毎に一定の値を示したが、枝葉の量や形状が異なる試料木間で約 倍3
の開きが認められた。これらのことから、今後枝葉等の面積や形状の評価手法を開発する
ことによって、抵抗係数を用いてクロマツの津波に対する抵抗特性を評価することが可能
であることを示した。これらの成果は、次年度以降予定しているクロマツ海岸林がもつ津
波被害軽減効果評価手法の高度化に活用する。

その他の成果として、日本海側の主要な多雪地点の ～ 年間の観測データと 年30 60 90
にわたる長期間の積雪量や気象観測を継続している森林総合研究所十日町試験地の観測デ
ータ等を用いて、冬季の気温と降雪量・降水量との関係を解析した。その結果、冬季の季
節風の吹き出しが卓越して気温が低い年は、同時に降水量や降雪量が多くなることを明ら
かにした。この成果は、近年、日本海側地域で暖冬と少雪の傾向がみられるが、その原因
として単なる温暖化に伴う積雪量の減少だけでなく、冬季の季節風と降雪メカニズムを加
えた解析の必要性を示している。この成果は、日本海側豪雪地帯における雪崩等による災
害の発生予測手法の高度化に活用する。

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

健全な水循環の形成に向けて、環境変動が水循環に与える影響の評価技術の開発に関し
ては、前年度までにアジアモンスーン地帯のメコン川流域における源流域から河口域に至
る詳細な水資源賦存量の変動評価を行い、所期の計画を達成し完了した。施業が水循環に
与える評価技術の開発に関しては、前年度までに森林理水試験地を対象として水流出を左
右する蒸発散率の長期的変化を解析する手法の開発等を行った。本年度は、間伐後 年目2
の水流出への影響の解析とともに、異なる年代の空中写真等の解析から森林状態の変遷を
推定し、森林の変化が水流出に与える長期的影響を評価する手法開発を進め、間伐を含む
森林施業が水の循環や流出に及ぼす影響評価に目途を付ける段階に至った。

、 、山地災害の危険度評価や被害軽減技術の高度化に向けた研究に関しては 前年度までに
大規模深層崩壊の発生危険斜面の摘出手法や地下流水音探査法による表層崩壊発生危険箇

、 。所の推定手法の開発 土石流衝撃力による治山ダム堆砂の流動化への影響解明等を行った
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本年度は、積雪地帯での長期地すべり観測による地すべり移動と土塊の変形メカニズムを
20 10解明するとともに、崩落岩塊群の長距離移動メカニズムを解明した。また、平成 年

月に開催した森林総合研究所公開講演会「頻発する大規模山地災害はなぜ起きるか そ−
の発生予測と被害の軽減に向けて 」において、前年度までの表層崩壊、地すべり、土石−
流に関する成果を発表するとともに 「季刊森林総研 第 号」(平成 年 月発行)の、 3 20 11
「特集 頻発する山地災害」において、これらの成果をわかりやすく解説した。さらに、
地下流水音探査法による表層崩壊危険箇所の推定、大型水路実験による土石流到達範囲に
関するプレスリリース 件、森林総合研究所ホームページでの「岩手・宮城内陸地震」に2
関する調査速報 件等を通じて、研究成果を広く社会に還元した。同時に、地すべりの長2
期観測結果等については、報告書に取りまとめて林野庁や森林管理局、県等の行政機関に
受け渡した。

これらのことから、中期計画 年目として予定通り達成し、成果の行政及び社会への還3
元に積極的に対応した。

次年度以降、健全な水循環の形成に向けた非積雪地帯での間伐による水流出への影響評
価、山地災害の危険度予測及び被害軽減技術の向上に向けた治山ダムの土石流捕捉機能の
評価、頻発する地震による土砂災害危険度評価手法の開発等を進展させる。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．環境変動、施業等が水循環に与える影響の評価技術の開発

中期計画の達成目標である環境変動が水循環に与える影響評価技術の開発に関しては、
前年度までにアジアモンスーン地帯のメコン川流域を対象として、詳細な水資源賦存量の
変動評価を行って所期の目標を達成したため昨年度完了とした。水流出に及ぼす間伐等施
業の影響評価については、 年度に間伐を実施した積雪地帯に位置する長坂試験地での18
観測と解析を継続し、本年度は間伐前後 年間の水文データをもとに、低水期に加え高水2
期について間伐に伴う流出量の変化等を明らかにし、本年度の計画を達成した。

中期計画に対するこれまでの達成度は、 年度 ％、 年度 ％であり、前年度ま18 20 19 23
での累積達成度は ％であった。今年度は ％達成したため、累積達成度は ％とな43 20 63
った。以上のことから、中期計画は順調に達成しつつある。

２．山地災害危険度の評価技術及び治山施設・防災林等による被害軽減に関わる技術の開
発

中期計画の達成目標である土砂災害の発生機構の解明及び山地災害危険度の評価技術の
開発に関して、前年度までに地下流水音探査法による表層崩壊発生危険箇所の予測技術の
開発等を進展させた。本年度は、積雪が地すべりの移動・変形に及ぼす影響を解明すると
ともに、崩落岩塊群の流下距離を予測するモデルを開発した。海岸防災林等による被害軽
減に関わる技術開発については、前年度までにクロマツの津波に対する効果を簡便に推定
する手法を開発したことを発展させ、本年度はクロマツ枝葉の抵抗特性を明らかし、モデ
ル化に向けて研究を進展させた。

中期計画に対するこれまでの達成度は、 年度 ％、 年度 ％であり、前年度ま18 21 19 20
での累積達成度は ％であった。今年度は ％達成したため、累積達成度は ％とな41 20 61
った。以上のことから、中期計画は順調に達成しつつある。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
当年度は、間伐 年目の水流出への短期的影響や作設作業道の路面状況の変化、長期的2

な森林の変遷の再現と水流出への影響の評価手法の開発、長期観測による地すべりと積雪
との関係解明、岩塊崩落による到達距離に関する新たな知見等の成果を得て林野庁や森林
管理局、県等の行政機関に受け渡すとともに、森林総合研究所公開講演会等を通じて成果
を広く社会に還元することができた。

以上から、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して「ａ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 着実に進捗しており、成果の公表も進んでいる。本重点課題のコーディネートが良い

ことがうかがえる。
・ 長期観測データの解析は森林総研ならではのものであり、これまでのデータの蓄積と

適切な解析、成果の社会還元を大いに評価したい。
・ 災害防止に有益な成果が得られており、今後も精力的にテーマ遂行に励まれたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究
森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究アイ

評価単位 アイｃ 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
心の豊かさに対する国民の意識が一層強まる中、森林の保健休養・レクリエーション機

能に対する期待が高まっている。こうした状況の下、身近で親しみやすい存在である里山
林の再生と保全を図り、快適な保健休養・レクリエーション空間として有効活用するため
の技術開発が求められている。また、持続可能な社会の実現に向け森林が果たす役割につ
いて国民の理解と協力を促すため、里山等を活用した森林環境教育の機会を広く提供して
いく必要がある。

今期の中期計画においては、健康で快適な空間として里山等の森林の利用促進を図るた
め、森林セラピー機能の評価・活用技術の開発、里山の保全・利活用及び森林環境教育シ
ステムの開発等を行う。

当年度における課題のねらい
本年度の主たる研究の狙いは次の つである。まず、森林のもつ癒し効果に対する人々2

の期待が高まっていることから、森林セラピーロードを評価するための指標を得るととも
に、インストラクター等案内人付きで市民が森林散策することがセラピー効果に及ぼす影
響と免疫能の持続性を解析する。また、里山の保全・利活用策を提示するために、頻発し
ているナラ類集団枯損後の里山景観の回復過程の予測と、従来の薪炭林的な農用林型里山
管理と伐採を行わない 型里山管理の違いが生物多様性に与える影響の違いを明らかNPO

、 、 。にするとともに これまでの環境教育プログラムの問題点を明らかにし それを改善する

実施結果（２０年度実績）
１．森林セラピー機能の評価・活用技術の開発
（年度計画）

全国 箇所、 人を超える被験者によって実施した森林浴実験結果を生理指標毎に35 400
分析し、セラピーロードを評価するために有効な指標を得るとともに、インストラクター
等案内人による効果への影響について解析を行う。
（実績）

森林のもつ癒し効果に対する人々の期待が高まっていることから、森林セラピーロード
を評価するため北海道から沖縄まで全国 箇所、約 人の被験者による森林浴実験を35 400
行った結果、収縮期血圧については森林では都市より ％低くなり、脈拍数は森林では1.4
都市より ％低くなった。心拍変動性による副交感神経活動（ ）は森林では都市より5.8 HF

％高く、一方交感神経活動( )については森林では都市より ％低くなった55.0 LF/LH+HF 7.0
ことから、自律神経活動において森林では都市で活動するのに比べリラックスすることが
示された。また、内分泌系では唾液中コルチゾール（ストレスホルモンの１種）濃度につ
いて森林では都市より ％低くなった。これらの結果から、セラピーロードを評価す12.4
る生理指標として、自律神経活動では収縮期血圧・脈拍数および交感・副交感神経活動が
有効であり、内分泌系においては唾液中コルチゾール濃度が有効であることが明らかとな
った。

次に、岐阜県下呂市の森林セラピーロードで、インストラクターを付けた森林浴と単独
の森林浴歩行が人間のストレス軽減に及ぼす影響を明らかにするため、 名の被験者に12
対して各 分間の森林浴歩行を行った。その結果、インストラクター付きの森林散策で30
は唾液中コルチゾール濃度が有意に減少したのに対し、単独の森林浴では有意なコルチゾ
ール濃度の減少は見られなかった。このことから、初めての森林浴コースを散策する場合
は、インストラクター等の案内が利用者の不安感を取り除き、よりリラックスできる森林
浴を提供すると考えられ、利用者のニーズに応じた散策プログラムを提供することが必要
である。

さらに、これまで女性ホルモンの影響が強く作用するため、女性の森林浴効果は確かめ
られていなかった。そこで、高ストレスを強いられる仕事に就いている都市部居住の女性
を対象に、免疫能に及ぼす森林浴効果を明らかにするため、長野県信濃町において、東京
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都内の女性看護師 名（ ～ 歳）を被験者に 泊 日の森林浴実験を行った。森林浴13 25 43 2 3
前後に、ガン細胞やウイルスを殺傷する (ナチュラルキラー)細胞活性、 細胞が放NK NK

、 、 、出する抗がんタンパク質であるパーフォリン グラニューライシン グランザイム とA B
ストレスホルモンである尿中アドレナリンとノルアドレナリン濃度等を測定した。また、
今回初めて女性を被験者としたため、プロゲステロンとエストラジオールという つの女2
性ホルモン濃度の分析も行った。森林浴は午前中 時間、午後 時間インストラクター付2 2
きで行い、 回の歩行距離は で、運動量は日常生活と同程度とした。 活性およ1 2.5km NK
び抗がんタンパク質は、森林浴 日目、 日目でそれぞれ上昇し、東京に帰って 日後に1 2 7
おいても森林浴前より有意に高い値を示した。また、 ヵ月後でも高い傾向が見られたた1

、 、 。 、め 森林浴が女性看護師の免疫能を増強し 高い持続効果があることが分かった さらに
尿中アドレナリンとノルアドレナリン濃度が減少したことから、森林浴は女性にとって高
いストレス軽減効果があることが示された。これまでホルモンバランスに敏感な女性を対
象とした実験は行われてこなかったため、この実験の成果は重要であり、こうした情報を

、 。森林浴効果として市民に伝えることが 森林セラピー機能の活用を促進することに繋がる

２．里山の保全・利活用及び森林環境教育システムの開発
（年度計画）

里山の保全・利活用策を構築するために、山里の手入れ不足と共に里山衰退のもう一つ
の原因となっている生物被害による樹木枯損後の里山景観の回復過程予測を行う。環境教
育に活用するため従来の農用林型（薪炭林利用）の里山管理と近年の 型（伐採しなNPO
い管理）の里山管理の違いが生物多様性に与える影響の違いを明らかにする。既存の各地
域の森林環境教育プログラムを収集し、実施セクターや対象年齢などの類別に沿って解析
し、教育プログラムの特性を明らかにする。
（実績）

里山の保全・利活用策の立案に役立てるため、ナラ類集団枯損の発生が里山林に与える
影響を調査し、ナラ類集団枯損後の林分構造の経年変化を分析した。その結果、マツ材線
虫被害によるアカマツ林の消滅後、広葉樹二次林が成立したが、一旦ナラ枯れが発生する
と、高木層のナラ枯死後、低木－亜高木層を形成するソヨゴ、ネジキ、リョウブ等が優占
し、そのまま放置すると高木の再生が遅れる可能性が高く、これを回避するために適切な
低木－亜高木層の伐採が必要であることを明らかにした。

また、従来の農用林型（薪炭林利用）の里山管理と近年の 型（放置または下層植NPO
生管理）の里山管理の違いが生物多様性に与える影響の違いを明らかにするため、管理型
の異なる里山林で植物、鳥類、昆虫類の群集を調査した。その結果、林齢の異なる林分が
モザイク的に集合する農用林型里山林全体では多様度が高く、一方、 型里山管理のNPO
放置高齢林や下層植生のみを除去した里山林は群集構造が単純化する可能性があり、農用
林型里山林のような生物多様性は維持できないことを明らかにした。さらに、里山林の優
占種であるコナラの二次林は、様々な林分タイプ中で最も多くの木本種を含み、周囲の針
葉樹人工林の下層植生の種子供給源として重要であることが明らかになったことから、生
物多様性維持のためにはコナラ林の維持が重要であると言える。したがって、コナラ林維
持のために萌芽更新を図るには、大径化する前の萌芽更新が旺盛な時期に伐採することが
重要であり、そのためには、コナラ林から成る里山林を積極的に資源として利用し、後継
樹を育成して農用林型を維持する必要があることを明らかにした。これらの成果を基に、
里山林の再生・更新に関わる知見や里山整備の問題の改善方法を取り纏め、地方自治体職
員、 ・ボランティア団体、市民が活用できる新たな里山林の施業指針を作成した。NPO

一方、効果的な環境教育を実施するためのプログラム集の作成を目的に、既存の各地域
の森林環境教育プログラムを収集し、実施セクターや対象年齢などの類別に沿って解析し
て環境教育プログラムの特性を解析した。その結果、幅広い里山景観を含む滋賀県大津市
と東京都八王子市をモデル地域とした解析では、森林体験活動の内容の組み合わせには、
多様な種類の森林を利用するタイプと、活動の内容にあった森林を選択的に利用するタイ
プがあり、実施セクターの属性や立場、目的によって志向する活動に偏りがあること、ま
た自然環境・森林資源・ふれあいや地域の文化を含むプログラムが不足していることか
ら、活動の偏りやプログラムの不足を補完する新たなプログラムが必要であることが明ら
かとなった。そこで、研究成果を取り纏め、環境教育を実践する主体に向けた森林環境教
育プログラム集を作成して関係者に配布した。

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

中期計画における達成目標は、健康で快適な空間として里山等の森林の利用促進を図る
ため、森林セラピー機能の評価・活用技術の開発、里山の保全・利活用及び森林環境教育
システムの開発等を行うこととしている。この目標に対して、初年度は森林セラピー機能
評価のための測定手法の開発と里山ランドスケープの空間構造解析等で成果を得た。 年2
目は、セラピー機能を免疫能の持続性と心理的効果指標から明らかにするとともに、環境
教育プログラムのデータセットの蓄積と里山資源の評価手法の開発を行った。本年度はセ
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ラピーロードの評価指標を抽出するとともにインストラクター付き森林浴で女性の免疫能
、 、が向上したこと 里山林の生態的多様性を維持するためには農用林型利用が望ましいこと

そして環境教育プログラムの作成という成果を得た。このように年次計画に沿って着実に
研究が進展している。

次年度以降は、タイプの異なる自然環境でのセラピー効果を明らかにするとともに、生
態系機能モニタリングを組み込んだ環境教育プログラムと生態系サービスの評価手法の開
発及び里山林再生の実証試験地の成果を基に手引き書を取り纏める計画である。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．森林セラピー機能の評価・活用技術の開発

中期計画初年度は、森林セラピー機能を具体的に評価するため、自律神経活動やホルモ
ンなどの生理指標や心理指標等を用いた測定手法を開発した。 年目は、森林浴が人間の2
免疫能を通常よりも高い状態で 週間から ヶ月程度持続させることを明らかにし、セラ1 1
ピー効果を免疫能の面から実証した。さらに、セラピー機能の高い森林の要件を明らかに

35するため 森林の種類による心理的効果の違いを表す心理指標を示した 本年度は 全国、 。 、
箇所、 人の被験者による大規模な森林浴実験を取りまとめ、セラピーロードを評価す400
るのに有効な生理指標を示すとともに、 日間の森林浴が都会で働く女性の免疫能を向上2
させ、ストレスホルモン濃度を低下させる効果があることを示した。ここ 年間で森林セ3
ラピー機能の評価・活用技術の開発という中期計画の達成に向けて、成果が累積されてい
る。次年度以降は、日常生活域での散策活動と森林浴による効果の違いなど、タイプの異
なる自然環境におけるセラピー効果の特徴を明らかにするとともに、森林セラピー基地に
おいて利用者が効果を分かりやすく認識できる簡便なセラピープログラムを開発する計画
である。

２．里山の保全・利活用及び森林環境教育システムの開発
、 、中期計画初年度は 里山の活用のための都市と里山のランドスケープの空間構造解析と

里山の利用形態毎の環境教育活動等の機能の解析を行うとともに、放置された里山林の整
備・活用への住民や企業、公的セクターによる支援方法を検証した。 年目は、里山の適2
切な保全管理のため、人為影響下の里山林の更新過程を明らかにした。また、森林環境教
育プログラムの体系的整理を進めるため、教育素材の基礎となるデータセットを蓄積する
とともに、地域レベルでの森林環境教育活動の実態を明らかにした。本年度はナラ集団枯
損後の里山景観の回復過程の分析、里山管理の違いが生物多様性に与える影響の解明を行
い、新たな里山林の施業指針を提案した。また、既存の森林環境教育プログラムの問題点
の改善を行い、関係者に配布した。このように、本課題群も里山の保全・利活用及び森林

2環境教育システムの開発という中期計画の達成に向けて研究成果は蓄積されてきており、
つの課題群とも全体の達成度は計画通りである。

次年度以降は、生態系機能モニタリングを組み込んだ環境教育プログラムの普及に資す
る手引き書を作成するとともに、里山の資源利用と地域社会の変化に基づく里山管理手法
を提案するため、実証試験地の公開やワークショップの開催を行う計画である。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
年度計画に沿って着実に成果を出している。特に、大規模な森林浴実験による生理指標

の抽出ができたこと、森林浴により女性の免疫能が持続することを初めて解明したことは
新聞やラジオでも報道されるなど大きな成果を上げた。また、釧路の森林セラピー基地で
のシンポジウムも成功裏に終了した。さらに、里山林の施業指針の提案と環境教育プログ
ラム集の作成ができたことは利用者のニーズに即したものであり、成果の積極的公表とい
う点で評価できる。

以上から、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して「ａ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 森林セラピーの効果について、森林以外の自然（海・川）やリラックスできる都会環

境（公園 、映像・音楽での生理反応などと比較し、森林の特徴的な機能を明確にされ）
たい。また、今後は検証の対象者を様々な幅の広い層に拡大されたい。

・ 科学的根拠に基づく正確なデータのさらなる蓄積が重要であることを念頭に研究を進
められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究
アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

評価単位 アイｄ 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
森林は、それが持つ各種機能の発揮に加えて、その恵みである木質資源を供給すること

により、国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしている。そのため、木
材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適なもの
とすることが求められている。

今期の中期計画においては、安全で快適性に優れた住環境を創出するため、地震等の災
害に対して安全な木質構造体、木質建材からの化学物質の放散抑制技術、住宅の居住快適
性の高度化技術の開発等を行う。

当年度における課題のねらい
木造大型構造物の耐久的安全性を確保するため、既存木橋を用いて劣化度より強度を評

価する方法を確立する。
住宅の健康性を確保するため、今後規制が計画されている接着剤含有木質建材から放散

する (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)に関して、基礎データとし4VOC
て木材自体からの放散量を解明する。

住宅の居住快適性のため開発した自然エネルギー利用空調システムのエネルギー評価を
行うとともに、木材の接触感の評価を深化させる。

実施結果（２０年度実績）
１．地震等の災害に対して安全な木質構造体の開発
（年度計画）

大型木質構造物の部材、接合部、および構造体強度を非破壊的に調査する技術を開発す
るため、再組み立てした既存の木橋を用いて実大載荷・破壊実験を行い、残存強度特性と
非破壊的に評価された部材および接合部の劣化程度との関係を明らかにする。

（実績）
昨年より今年度にかけて、既存の実大木橋の各部材の超音波伝播時間、重量、劣化状況

などを詳細に調査した上で再組み立てし、橋台に設置したロードセルで全重量を、変位計
でスパン中央垂下量を継続的に観測して、気象の変動と木橋のたわみ量との関係を得た。

その後、 年の 月にこの実大木橋に対して世界初の実大載荷・破壊実験等を行っ2008 6
た。土嚢 袋（ ）を積載したところで、まず上流側の下弦材が引張破断したが、26 94.4kN
全体的な破壊には至らなかった。そこでその後も積載を続け、土嚢 袋（ ）を積53 189.7kN
載したところで、下流側上弦材が圧壊し、木橋全体が落下した。この結果から、木橋は急
激な破壊を生じず、粘りを持つことで大変形に耐えることが明らかになった。破壊の引き
金になった箇所は、いずれも非破壊検査で危険と評価されていた箇所であり、非破壊検査
の結果と残存強度との関係が明らかになった。これらの実験結果は土木学会等で発表し、
大きな反響を呼んだ。これらの成果は、学会等で作成する木橋等の耐久設計・維持管理手
法に盛り込む。

なお、森林総合研究所で開発された安全安心に関わる技術を活用した実験住宅の設計・
建設に関するフィージビリテイスタディを行い、設計コンペを企画するとともに共に温熱
環境に関する公開シンポジウム等を実施した。設計コンペは大きな反響を呼び、 件弱130
の応募があり、その中から最優秀賞ほか 件を選定した。最優秀作品は次年度から交付11
金の重点的配布として開始する交付金プロ「地域材を利用した安全・快適住宅の開発と評
価 （アイｄ３１１）で実験住宅として建設し、快適性と安全性の研究に資する予定であ」
る。
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２．木質建材からの化学物質の放散抑制技術の開発
（年度計画）

厚生労働省の室内濃度指針値に策定されているが、建築基準法の規制対象となっていな
い のうち、建材への自主表示が検討されている (トルエン、キシレン、エチルVOC 4VOC
ベンゼン、スチレン)に関して、木材および木質材料からの放散特性の実態解明に取り組
む。
（実績）

木材および木質系材料、各種建材の規制対象外の つの 放散特性について 「建材4 VOC 、
からの 放散基準値（建材試験センター策定 」に対する木質建材の適合性について解VOC ）
析を行った。その結果、木材自体は同基準に適合すること、またホルムアルデヒド系接着
剤を使用した一次加工木材（接着剤のみを用いて製造された合板、集成材及びボード類）
についても、基準に適合することが明らかとなった。さらに、フローリング等、塗料やそ
の他の副資材を用いた建材については、塗料及びその他副資材が基準に適合しているもの
を使用している場合は基準に適合するとみなすことができるものと判断された。なお、こ
れ以外の製品では、接着剤あるいは製品についての証明が個別に必要となる。これらの成
果は 「木質建材からの 証明・表示研究会」報告書（日本住宅木材技術センター）に、 VOC
取りまとめられ、社団法人日本建材・住宅設備産業協会が開始した「化粧板等の 放VOC
散に関する自主表示」制度の根拠として活用されている。

上記の研究成果の他に、木質材料からのアルデヒド類の放散メカニズムを解明するため
に、乾燥工程におけるアルデヒド類の放散量を測定した結果、スギの心材および辺材から
は乾燥温度 ～ ℃では、乾燥時間を変えてもホルムアルデヒドおよびアセトアルデ60 120
ヒドの放散は認められなかった。木材にエタノールを接触させると、アセトアルデヒドが
生成されるが、スギ材を ℃で 分間乾燥させた場合には、エタノールを接触させても90 90
アセトアルデヒドの発生が抑制されることを明らかにした。これは加熱乾燥処理によりエ
タノール酸化酵素の働きが抑制されたと考えられる。また、加熱を行わずにガスで滅菌処
理を施したスギ材にエタノールを接触させてもアセトアルデヒド放散が抑制されることが

、 、 。分かっており アセトアルデヒドの発生は 酵素によるところが大きいことが示唆された
この成果は、アセトアルデヒド発生抑制のための処理方法の開発に役立てる。

３．住宅の居住快適性の高度化技術の開発
（年度計画）

快適な住環境創出のため、自然エネルギー利用の躯体内熱・空気循環構法の省エネルギ
ー効果を明らかにするとともに、木材表面への長時間にわたる接触感について物理的・官
能的解析を行い、福祉用材料としての適性を明らかにする。
（実績）

自然エネルギーを利用した新しい簡易型空気循環式太陽熱利用システムを開発し、それ
を設置した実大木造住宅を民間の協力を得て研究所外に建設した。本ソーラーシステムに

2 80 m /hよって建物の室内温度を ℃程上昇させる効果があることを確認した。換気量を 3

に制限した場合、この建物の総熱損失効率は、 （ ℃あたりの損失量）であるた368.5w/K 1
め、 ℃室内温度を高く保つには、 の電力（一日当たり、 ）が必要となる2 737 w 17.69 kwh
ことから、暖房が必要な日数のうち晴れの日を 日とすると、この間に、 すな75 13266 kwh
わち の省エネルギー効果があったことになる。また、住宅南側の開口部内側に改良4.8 GJ
した日射吸収蓄熱板を設置することにより、さらに省エネルギー効果を高められた。

また、木材を福祉材料として用いた場合に、その接触感がどの程度評価されるかを明ら
10かにするため 被験者の手掌部皮膚表面が木材 鉄及びポリエチレンに触れた際 最長、 、 （

） 、 。分間まで の接触界面の温度変化 並びに接触により受ける感覚の変化の聞取りを行った
接触界面の温度変化は材料の種類に関わらず ①接触直後の界面温度の立ち上がり領域 接、 （
触開始～ 秒程度 、②界面温度が変化し続ける領域（～約 分経過 、③界面温度がほぼ5 5） ）
恒量に達する領域（約 分経過以降）の つの領域に分類された。①における初期到達温5 3
度は、鉄≪ポリエチレン＜木材の順に高くなり、接触した瞬間に感じたヒヤリ感の大きさ
はこの結果と逆の順になった。②の領域において、被験者からの木材の肌触り・快適性の
良さに関する申告が多く見られた。材料によって界面温度の変化が特徴的であるこの領域
は、①の領域とともに材料の接触快適性を決定づける時間領域であることが示唆された。
③の領域において、スギとポリエチレンはほぼ同じ温度で収束したにもかかわらず、木材
の場合申告のほとんどが快適性の高さを示していたのに対して、ポリエチレンに関して不
快なあたたかさや蒸れ感に関する申告が多く見られた。以上のことから、木材接触時の主
観評価は①～③のすべての時間領域を通じてそれぞれ異なる理由による高い快適性を示し
ており、木材は福祉用具として極めて適した材料であることが実証された。この結果を広
く公表することにより、福祉用具分野での木材利用の推進に役立てる。
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終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

安全な木質構造体の開発では、スギ等地域材利用の新集成材について 規格への反JAS
映と国交省から基準強度を得ることで、地震等に対して安全な構造設計の基盤を整備して
きた。加えて本年、木橋等の大型構造物について、世界初の実大強度実験を基に、非破壊
試験による劣化度と残存強度の関係を明らかにしたが、その過程で木橋が急速に壊れず想
定以上に粘るなど、安全性に関わる重要な知見が得られた。

VOC VOC木質建材からの 放散に関しては 木質建材製造工場の接着 塗装工程における、 、
排出実態の解明および化学物質の放散削減技術の開発を行うとともに、木材自体からの

放散量が基準以下であることを明らかにして、放散抑制技術の開発を進めた。4VOC
居住環境の高度化では、これまで衝撃音遮断性能に優れた木質床構造と、軽量衝撃緩衝

性に優れたスギ樹皮ボード利用床構造を開発してきた。本年は、木材温冷感の数値化手法
の開発を行い、一定時間接触したときの温冷感を数値化するための手法を開発し、評価を
進めるとともに、自然エネルギー利用の空調システムを開発し、その省エネルギー性を評
価した。

以上より、木材利用の住環境を災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適なもの
とするために、新構造用材料を開発し、木質建材からの化学物質の放散を抑制し、住宅の
居住快適性の高度化を行うことで、中期計画に対する当初 年間の目標を達成した。3

次年度以降、屋外用難燃処理木材の開発、規制対象外の の放散特性の解明、実大VOC
木造住宅における温熱特性の解明、視覚と嗅覚が複合的に及ぼす人間の生理特性の解明等
を行う。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．地震等の災害に対して安全な木質構造体の開発

これまで、中期計画の達成目標の一部である「スギ等地域材による高強度部材の開発」
に関しては各種集成材について研究を行い、それに基づき日本農林規格が改定され、構造
設計に不可欠な基準強度値が国土交通省から与えられるなど国産材の需要拡大に結びつく
予想以上の大きな成果が得られている。

今年度は、さらに達成目標の一つである「既存木質構造体の強度データを収集、強度評
価技術の高度化」に対して、既存の実大木橋の各部材の劣化状況を調査した上で再組み立
てし、それを用いて世界初の実大載荷・破壊実験等を行った。この実験は、新品であるな

2ら建設にかかる多額な費用と、実使用により腐朽した得難い木橋を試験体とした点で、
度とはでき難い貴重な実験である。

実験の結果、非破壊試験による劣化度と残存強度の関係が明らかになるとともに、木橋
は急激な破壊を生じず、粘りを持つことで大変形に耐えるなど、破壊木橋の耐久設計と維
持管理手法を確立する上で計画より予想以上の大きな成果を上げることができた。

また、実際の住宅を必要とする快適性実験の施設と森林総研で開発された製品・技術の
展示施設を兼ねた木造住宅の設計コンペを実施したところ、予想以上の応募があり、様々
な研究遂行上の示唆が得られた。

以上により当初 年間の年度計画はすでに達成され、それ以上の成果が得られている。3
次年度以降、屋外用難燃処理木材の開発、保存合板の諸特性の解明等を行う。

２．木質建材からの化学物質の放散抑制技術の開発
これまで、中期計画「木質建材からの化学物質の放散制御技術の開発」に関して、木質

建材製造工程における 排出調査および低減化技術を開発し、また木質建材からのVOC
放散低減化技術を開発するなど計画通りの成果が得られている。VOC

さらに今年度は、研究項目、実行課題を新たに立て、建築基準法の規制対象外で、建材
への自主表示対象である (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)に関し4VOC
て、木材および木質材料からの放散特性の実態解明に取り組んだ結果 （財）建材試験セ、
ンターが策定した「建材からの 放散基準値」に適合することを明らかにするなど、VOC
社会のニーズに予定よりも早急に応えることができた。以上により当初 年間の年度計画3
は達成され、それ以上の成果が得られている。

次年度以降、スギ材から放出されるアルデヒド類の放散特性、化粧板の 放散特性VOC
に及ぼす溶剤の影響、規制対象外の の放散特性等を解明する。VOC

３．住宅の居住快適性の高度化技術の開発
これまで、中期計画に対して、衝撃音遮断性能に優れた木質床構造の開発、自然エネル

ギー利用の躯体内熱・空気循環構法の検討、木材温冷感の数値化手法の開発、木製福祉用
具に使われる漆の表面構造に及ぼす加熱処理の効果を明らかにするなどの一定の成果を得
ている。
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今年度は、中期計画「居住快適性と健康性に優れた構法の開発」に対して自然エネルギ
ー利用の躯体内熱・空気循環構法の省エネルギー効果に関する研究を行い、本ソーラーシ
ステムによって建物の室内温度を ℃程上昇させる効果があること、住宅南側の開口部の2
内側に改良した日射吸収蓄熱板を設置することにより、さらに省エネルギー効果が高まる
ことなどの成果が得られた。

さらに、中期計画の達成目標である「福祉用具に求められる性能基準開発のための基礎
データの集積」に対して木材の福祉材料としての適性評価を行い、皮膚と材料との接触直
後から接触界面の温度が安定するまでの時間領域において、木材は高い接触快適性を保持
し続けることから、木材の福祉用具の材料としての適性が裏付けられたことなどの成果が
得られた。以上により当初 年間の年度計画は達成された。3

次年度以降、実大木造住宅における温熱特性の解明、超臨界液体を用いて抗菌性成分を
注入された内装用木材の特性解明、視覚と嗅覚が複合的に及ぼす人間の生理特性の解明等
を行う。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
再組み立てした既存の木橋の実大載荷・破壊実験を行い、世界でも例を見ない残存強度

特性と非破壊的に評価された部材および接合部の劣化程度との関係を明らかにするととも
に、木橋は急激な破壊を生じず粘りを持つことで大変形に耐えるなど、木造構造物の耐久
性診断につながる、予想以上の大きな成果を上げることができた。また、今後木材利用規
制に重大な影響を与えかねない木材自体から発生する の放散特性の実態を解明し、4VOC
健康安全上問題のないことを明らかにして、社会のニーズに予定よりも早急に応えること
ができた。自然エネルギー利用の躯体内熱・空気循環構法の省エネルギー効果を評価する
とともに、表面への長時間にわたる接触について物理的・官能的解析により、木材の福祉
材料としての適性を裏付けることができた。また、近未来型モデル木造設計コンペの成功
により、安全・快適住宅の研究を飛躍的に加速するための整備を行うことができた。

以上から、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して「ｓ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 木造構造物の強度についての研究を一層推進するとともに、様々な木造構造物の耐久

性や破壊特性を予測するための汎用性のあるデータの蓄積を期待する。
・ 木質建材への自主表示対象である４ＶＯＣに関して、木材及び木質建材からの放散特

性の実態解明に取り組んで、(財）建材試験センターが策定した「建材からのＶＯＣ放散
基準値」に適合することを明らかにしたことは評価される。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究
アウ 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

評価単位 アウａ 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
林業は、長期的な木材価格の下落の中で、採算性の悪化、担い手の減少が進む等衰退傾

向にある。このような情勢の下で林業の再生を図り森林の多面的機能を維持・発揮させて
ゆくためには、生産性の大幅な向上と担い手の確保が不可欠であり、そのための新たな林
業生産技術の開発が求められている。

今期の中期計画においては、手入れの不足した森林の増加及び資源の質的劣化を防止す
るため、木材利用部門と連携した活力ある林業の成立条件を解明するとともに、軽労・省
力的な施業・機械化等、担い手不足に対応した新たな林業生産技術、持続可能な森林の計
画・管理技術等の開発を行う。

当年度における課題のねらい
活力ある林業の成立条件を解明するため、林産企業の規模拡大が山村地域の振興に結び

つくための条件と、地域内・外連携を実現するための主体形成方策を提示する。手入れの
不足した森林の増加及び資源の質的劣化を防止するため、大面積皆伐後の管理放棄地等の
実態解明と生産性や林地保全機能回復のための施業・管理技術を開発するとともに、伐採
規制や公的資金導入のガイドラインを策定する。さらに、スギ花粉対策のため、都市部に
強い影響を及ぼすスギ花粉発生源を特定するとともに、スギ林の雄花生産量を抑制する森
林管理指針を作成する。また、松くい虫被害防除のため、海岸から東北内陸へ調査を展開
し、アカマツ・クロマツ林維持のための防除管理技術を開発する。

実施結果（２０年度実績）
１．木材利用部門と連携した活力ある林業の成立条件の解明
（年度計画）

活力ある林業の成立と地域資源を活用した山村地域振興政策の企画・立案に資するた
め、林産企業の規模拡大が山村地域の振興に結びつくための条件を明らかにする。また、
山村活性化のため地域内・外連携の取組を実現するための主体形成方策を提示する。
（実績）

林産企業の規模拡大が山村地域の振興に結びつくための条件を明らかにすることを目的
に、大規模林産企業が立地する南東北と九州で調査を行った。その結果、福島県南部の大
規模林産企業は直接、森林所有者に間伐を働きかけ、森林経営の助言を行いながら木材調
達を行っており、このような大規模林産企業と森林所有者の相互利益につながる関係構築
が山村振興に不可欠であることが明らかになった。

また、木材流通で原木市場の位置づけが大きい九州地域において、林産業の規模拡大や
コスト削減のために原木市場を通さない原木の直納化が進みつつあり、それによって買い
手市場的な状況が生まれて木材価格の上昇が抑えられているという現実が明らかとなっ
た。したがって、山村振興のためには直納での価格決定に際して需給が反映される仕組み
が必要であり、そのためには原木の供給側の協調が重要であることが明らかになった。こ
の点について、大口の原木供給者である国有林は、直材と曲がり材をひとまとめにして安
価に販売する方法も取られているため、直材が適正な価格を形成できず、国有林以外の森
林所有者の育林意欲に悪影響を与えると考えられた。そこで、国有林は山村地域の大口原
木供給者として地域林業の振興に寄与するため、適正な仕分けによる販売や林産企業との

、 。価格交渉力強化を図り 供給者側の利益を拡大させるリーダーとしての役割が期待される
山村地域を活性化させるために様々な活動を行っている山形県金山町を対象に、内発的

な山村振興を実現するための主体形成の実情を面接とアンケートにより調査した。その結
果、金山町には「金山の景観を作ろう」という地域住民の共通意識があり、この共通意識
のうえに地スギを使用した「金山型住宅」を建築するという取り組みが展開され、地域経
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済を支える重要な役割を担っていることが明らかになった。こうして形成された景観や森
林といった地域資源を利用して地域を活性化させる取り組みは、実施可能な分野から始め
ることが効果的である。また、それぞれの分野の活動を担っている人々を結びつけ、相互
の連携を強化していくために、地域住民や行政担当者が参加するワークショップを現地で
開催した結果、行政が様々な担い手を結びつける橋渡し役となっているキーパーソンを探
しだし、地域の重要事項決定の場に参加させることが有効であることを明らかにした。

このほかに、効率的な林業の生産流通システムの開発について総合的に研究を進めるた
め、既存の３課題（ 林業経営体の経営行動のモデル化と持続可能な経営条件の定量的評「
価 「木材利用セクターにおける国産材利用行動のモデル化 「 日本林業モデル’の開」、 」、‘
発と新林業システムの経済評価 ）を統合し重点強化を図った。」

２．担い手不足に対応した新たな林業生産技術の開発
（年度計画）

大面積皆伐後の管理放棄地等の実態解明を通じて、生産性や機能回復のための施業・管
理技術の開発及び施業規制に関する事例調査等により、わが国における伐採に関する規制
や公的資金導入の際のガイドラインを策定する。
（実績）

大面積皆伐後の管理放棄地の拡大や作業路開設による斜面崩壊等の問題が顕在化してい
る九州地域において対応策を講じるため、実態調査に基づき森林再生と林地保全機能の回
復技術の開発を行った。まず、空中写真判読により、九州では概ね標高 以下の植生700m
帯には天然更新した前生稚樹が多く存在することを明らかにした。その上で、できるだけ
低コストかつ省力的に森林を再生させるためには既に存在する前生稚樹を森林再生源とし
て活用することが有効であることから、主伐時には林内の前生稚樹を極力保存する施業方
法を採用することが必要であると結論づけた。さらに、深刻化するスギ植栽木に対するシ
カ食害への対策を検討した結果、スギ植栽木の周辺に植生が十分にある状態では、スギの
樹高が 程度を越えるとシカの食害影響が小さくなることを明らかにした。今後、シ120cm
カ食害を軽減させて再造林を成功させるための下刈り方法や、大苗の効果的な利用方法の
開発といった対策技術に発展させる。

一方、大面積皆伐地の林地保全機能を回復させるため、熊本県南部の を越える大100ha
面積皆伐跡地周辺域で調査を行った。その結果、発生している斜面侵食・崩壊現象は地質

、 （ ） 、構造等に大きな影響を受けており ( ) 流れ盤 地層と地形が同方向に傾斜 の表層崩落1
( ) 作業路の路肩や盛土の崩落、( ) 構造線沿いの大規模な受け盤（地層と地形が逆方向2 3
に傾斜）崩壊の つの形態に区分することができた。( )と( )は作業路の開設が主原因と3 1 2
なって発生したことが明らかとなり、林地保全機能を維持するためには地質構造上、崩落
の可能性のある場所では作業路網設置を最小限に抑えることが、作業路開設を担う事業者
に対する技術的な指針になることを示した。

また、大面積皆伐の問題点を解決するための制度的な方策として、斜面崩壊や土砂流出
を回避するために、水辺帯保全のための市町村による林地取得や林内路網開設に関する規
制と、伐採区画の配置や路網設計などの技術を組み合わせて実施することが有効である。
これらの成果をふまえ、九州地域における伐採に関する規制や公的資金導入の際のガイド
ライン「大面積皆伐対策の指針」を作成した。そこでは、伐採面積、作業手順、資金助成
等について具体的な数値を示しており、九州各県の行政機関や森林組合等に配布すること
にしている。

３．持続可能な森林の計画・管理技術等の開発
（年度計画）

都市部に強い影響を及ぼす花粉発生源を特定するとともに、スギ林の雄花生産量を抑制
する森林管理指針を作成する。松くい虫被害について海岸から東北内陸へ調査を展開し、
アカマツ・クロマツ林維持のための防除管理技術を開発する。
（実績）

社会問題化しているスギ花粉の発生源を特定するため、アメダス情報を用いた普遍的な
スギ雄花生産量の推定法を開発し、それを平成 年に改変した現行のスギ花粉飛散予報18
モデルに組み込むことにより、首都圏に強い影響を及ぼすスギ花粉発生源を特定する手法
を開発した。さらに、花粉生産量を抑制するため、ジベレリン生合成阻害剤の処理、糸状
菌を用いた花粉飛散抑制技術を開発し、スギ、ヒノキ人工林の雄花生産量を抑制する森林
管理指針を作成した。この結果、夏季の気象要因から精度良く雄花生産量を予測すること
や、医療関係者や花粉症患者への情報提供が可能となった。花粉抑制の管理指針や雄性不
稔スギのデータベースは、関係試験研究機関に配布するとともに森林総合研究所ホームペ
ージに公開した。

北限地域でのアカマツ・クロマツ林への松くい虫被害拡大を防ぐため、要防除木抽出効
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率を最高にする空中写真の撮影時期と判読手法を明らかにする目的で海岸クロマツ林を対
象に調査を行った。その結果、クロマツ針葉の変色開始時期が異なってもマツ枯損木から
のマツノマダラカミキリ成虫の発生は 月から 月までに限られ、要防除木抽出に最適7 10
な空中撮影時期は 月で、この期間の針葉変色木が要防除木と推定される。さらに、無10
人ヘリを利用した薬剤の空中散布の実用化に向けて内陸アカマツ林での 回の空中撮影を2

3実施し、そのデータを基にした自律飛行型無人ヘリによる飛行と撮影を行い、山地での
次元飛行の安全性と確実性を確認した。これにより、無人ヘリを利用した薬剤の空中散布
の実用化技術開発に進展を見た。

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

中期計画初年度は、手入れの不足した森林の増加及び質的劣化の防止に向け、森林所有
権の移動の実態と森林管理への影響を全国規模の調査により明らかにし、国や地方自治体
が講じるべき方策を整理した。また、収穫作業の効率化が求められていることから、モノ
レールの技術を応用し、簡易レールによる資源収穫システムを開発し、作業の効率性と適
用範囲を示した。 年目は、林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発のため 「日2 、

」 、 「 」本林業モデル のプロトタイプを構築し 川上と川下の連携による 新たな林業システム
のあり方を計量的に探る土台を作った。また、伐出作業の低コスト化に向け、立地条件と
施業目的に応じた路網作設法の選択メニューを作成し、技術指針の骨格を得た。さらに、
間伐推進が重要課題であることから、新たな間伐作業支援ツールとして、間伐から主伐ま
でを見通した収支予測システム（ )を開発し、汎用的なシステムとして森林組合FORCAS
など現場での活用を可能とした。今年度は、地域振興に貢献するため林産企業が具備すべ
き必要条件と、地域振興活動の中心となる主体形成の方策を明らかにした。また、伐採跡
地への再造林を低コストで行うための作業条件と路網開設方法を明らかにした。さらに、
スギ花粉の生産予測と抑制のため、林分管理指針を完成させるとともに、松くい虫防除技
術としての空中写真撮影の新たな手法の適用にめどを付けた。以上のことから、重点課題
全体としては着実に進展している。

、 「 」 、次年度以降は 新たな林業生産・木材加工技術を組み込んだ 日本林業モデル の改訂
収穫における作業道の開設支援システムの開発とフォワーダ等の車両系集材作業の安全か
つ効率的な指針策定、新しい施業技術の作業評価と流域に適合した管理システムを策定す
る計画である。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．木材利用部門と連携した活力ある林業の成立条件の解明

活力ある林業の成立条件の解明と地域資源を活用した山村の振興が求められているた
め、中期計画初年度は、森林所有権の流動化が地域の森林管理に及ぼす影響を解明し、持
続可能な森林経営実現のために行政や森林組合等がとるべき方策を提示した。 年目は、2

、 、山元への利益還元を高めることを目的に 林業および木材市場動向の長期見通しに基づき
森林・林業・木材利用を包括的・動態的に把握しうる日本林業モデルのプロトタイプを作
成した。今年度は、近年の国産材加工産業の規模拡大が山村地域の振興に結びつくための
課題、条件を明らかにするとともに、地域連携による地域資源利用の主体形成手法および
地域内・外の連携手法を行政サイドに提示できた。これらの成果は「木材利用部門と連携
した活力ある林業の成立に向けた政策の企画・立案に資する」ものである。以上の成果か
ら、年度計画に沿って中期計画は進捗している。

次年度以降は、新たな林業生産・木材加工技術を組み込んだ「日本林業モデル」の改訂
、 、 、を行い また中国をはじめとした世界の木材貿易動向分析を踏まえて 国際競争力を備え

木材利用部門と連携した活力ある林業の成立条件を明らかにする計画である。

２．担い手不足に対応した新たな林業生産技術の開発
初年度は、放置人工林の拡大防止のため皆伐跡地の実態を調査し、再造林未済地は不在

村所有が多くを占め、シカの食害により広葉樹の天然更新が妨げられていることを明らか
。 、 、にした 育林作業の低コスト化のため ヒノキ人工林の列状間伐後の林分構造の解析から

5m個々の残存木の成長は間伐方法の違いよりも元の個体のサイズと強い相関を持ち 隣接、
内の個体サイズの影響を強く受けることを明らかにした。モノレールの技術を応用し、急

2傾斜地での作業に適合した簡易レールシステムによる森林資源収穫システムを開発した。
年目は伐出作業コスト低減に向け、自然条件からみた高密路網の開設条件を解明し、それ
に基づいた作設法を提示した。また、多様な間伐方法に対応し、間伐から主伐までの収入
とコストを評価する収支予測システム（ ）を完成させた。今年度は、わが国におFORCAS
ける伐採に関する規制や公的資金導入の際のガイドライン「大面積皆伐対策の指針」を作
成した。そこでは、伐採面積、作業手順、資金助成等について具体的な数値を示して大面
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積伐採跡地の植生再生方法と対策指針を提示し、シンポジウムを開催して一般に広く成果
を公表できたので、中期計画はほぼ計画通りに達成された。

次年度以降は、路網と機械の一体的な作業システムを構築するため、収穫における作業
道の開設支援システムを開発するとともに、フォワーダ等の車両系集材作業の安全かつ効
率的な指針を策定する。また、多様な森林への誘導技術開発において、人工林を広葉樹林
へと誘導する際の可能性判定基準を開発する計画である。

３．持続可能な森林の計画・管理技術等の開発
中期計画初年度は、森林計画書の記載内容を分析し、持続可能な森林の計画・管理技術

の開発に向け、国有林の森林計画区レベルの事業統計等を、モントリオールプロセスの基
、 。準指標に即して抽出・加工・変換し 長期的な時系列数値として整理する手法を構築した

年目は、森林の健全性に対する危険度予測モデルの開発のため、森林施業・林齢構成等2
と生物的・非生物的被害の発生状況との因果関係を解析した。さらに、スギ間伐試験林で
の雄花生産量の継続調査と着花履歴の雄花生産量に及ぼす影響解析及び松くい被害におけ
る広域撮影時期の特定を行った。本年度は、アメダス情報を用いた普遍的なスギ雄花生産
量の推定法を開発し、首都圏における花粉飛散予測モデルを開発した。また、花粉抑制の
管理指針や雄性不稔スギのデータベースを作成し、関係試験研究機への配布と森林総合研
究所ホームページに公開した。さらに、松くい虫防除技術としての無人ヘリを利用した空
中写真撮影の新たな手法の適用にめどをつけた。以上の結果、森林の多面的機能発揮と持
続可能な森林管理技術の開発という観点から、中期計画に沿って実施されている。

次年度以降は、これまでに開発してきた評価モデルや予測モデルなどを適用した総合評
価から、基準・指標の適用手法を提言する。また、枯死木や倒木、択伐林における施業指
針や管理指針を示しつつ、新しい施業技術の作業評価と流域に適合した管理システムを策
定する計画である。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
森林資源の持続的管理の基礎となる地域経済への林産業の寄与に関する必要条件を明ら

かにし、かつワークショップの開催等を通じて各種地域振興活動の中心となる主体形成の
方策を地域住民や行政担当者に示した。一方、伐採跡地への再造林を確実かつ低コストで
行うための作業条件と路網開設方法を明らかにした。また、社会問題化しているスギ花粉

、 。の生産予測や抑制のための林分管理指針が完成し ホームページに掲載して公表に努めた
さらに、松くい虫防除技術としての空中写真撮影の新たな手法の適用にめどを付けた。

以上により全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して「ａ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 課題については、社会からの期待が大きい分野であるので、研究推進にあたり、体制

づくりをはじめとした的確なコーディネートを行われたい。
・ 長期的な木材価格の下落と担い手の減少から日本の森林管理・山村振興がどのように

あるべきかという大枠の中で、それぞれの研究の位置づけを整理した上で分析を行われ
たい。

・ また、現場サイドに密接に関係した課題であり、評価は現場で活用して効果があった
かどうかが大きなポイントになると考える。現場での活用状況のフィードバックを図ら
れたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究
アウ 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

評価単位 アウｂ 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
林業は、近年の急激な木材価格の下落の中で、採算性の悪化、担い手の減少等が進む等

。 、 、衰退傾向にある このような状況の下 木材の安定的生産を適切に実施していくためには
森林資源の利用動向及び木材流通実態の把握を行いつつ、消費動向に対応した加工・生産
・供給体制を構築することが喫緊の課題となっている。

今期の中期計画においては、スギ材等の需要拡大を促進するため、市場ニーズに対応し
た新木質材料、省エネルギーで効率の良い高度な木材の乾燥・加工・流通システム、きの
この付加価値を高める技術等の開発を行う。

当年度における課題のねらい
スギ等地域材を利用した新しい土木資材の開発と普及を進めるため 「木製道路施設の、

耐久設計・維持管理指針（案 」の策定と、屋上・壁面緑化法の開発を行う。）
省エネルギーで効率の良い高度な木材の乾燥・加工・流通システムの開発を進めるた

め、平角を含む複数材種の同時乾燥条件を明らかにするとともに、シミュレーションによ
る原木供給から乾燥材生産・流通システムの経済的評価を行う。

きのこ害菌・害虫の生態解明による生物的防除技術の開発を進めるため、シイタケ及び
エノキタケの簡易なウイルス検出方法を開発する。

実施結果（２０年度実績）
１．市場ニーズに対応した新木質材料の開発
（年度計画）

木製道路施設等の外構施設の耐久設計・維持管理指針を策定するとともに、建築解体材
等木質系廃棄物を利用した軽量で安全な屋上・壁面緑化法の開発を行う。
（実績）

、 、 、既設の木製道路施設がある宮崎県 長野県 群馬県において 年間にわたる調査を行い5
目視検査による劣化度と防護柵の強度特性や遮音壁の遮音性能との関係を求めるととも
に、設置場所の環境条件（標高、設置向き、ビーム位置、周囲環境）や保存処理方法との
相互関係を解析した。また、高次診断法としてピン打ち込み法、穿孔抵抗法、超音波伝播
時間測定法などの非破壊検査法の長所短所と適用性を評価した。さらに、経年木製遮音壁
の遮音性能はコンクリート遮音壁と遜色がないことを確認するとともに、耐久設計におけ
る劣化外力評価とこれに対する劣化防止技術を取りまとめた。以上の成果をもとに 「木、
製道路施設の耐久設計・維持管理指針（案 」を策定した。この指針（案）は、これから）
木製道路施設を設計あるいは設置しようとしている民間及び県市町村関係者に受け渡す。
この結果、現在 を越える道路に設置されている木製道路施設の耐久設計と維持管理50km
に対する信頼性が得られ、維持管理が適切に行われることによって、木製道路施設の開発
と設置がさらに進むことが期待される。

屋上緑化が推進されているが、既存建築物では屋根の耐荷重の制限があり、重量がかさ
む屋上緑化を施工することは困難であるため、解体材等を原料とした木質系ファイバーボ
ードから成る保水資材とマット植物と組み合わせた軽量な緑化法を開発した。保水資材を
用いた場合には、灌水間隔を長くしてもマット植物の生長は良好であり、夏季における室
温低下効果を確認した。本緑化方法は千葉県立八幡高校の屋上に設置するとともに特許申
請を行っている。

この他の成果として、長寿命住宅の構造部材として構造用集成材を適用するにあたり、
その接着耐久性を明らかにするために、長期間使用されている集成材の接着耐久性調査手
法（接着はく離の測定方法とその判定基準）を提案するとともに、わが国およびアメリカ
合衆国で、築後 ～ 年の集成材建築物の実態調査を行い、築年数約 年以上で接着25 74 40
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面の劣化等級が高くなること、風雨に曝されるなど建築計画上の配慮を欠いた物件では劣
化が進むこと、耐水性がないといわれているユリア（尿素）樹脂接着剤やカゼイン接着剤
であっても、直接風雨に曝されない場所では良好な状況を維持していることなどを明らか

。 。にした これらの成果は今後の長寿命住宅への構造用集成材の利用の指針のひとつとなる

２．省エネルギーで効率の良い高度な木材の乾燥・加工・流通システムの開発
（年度計画）

乾燥材供給の促進に資する技術開発のため、平角を含む複数材種の同時乾燥条件を明ら
かにし、またシミュレーションによる原木供給から乾燥材生産・流通システムの経済的評
価を行う。
（実績）

過熱蒸気処理と高周波・減圧乾燥の組み合わせ処理を用いて、平角と正角を同時に乾燥
、 、仕上げする場合 桟積みする段階で平角材の含水率は ％以下となっている必要があり40

、 、 、初期含水率が ％以下 ～ ％ 及び ～ ％の範囲の正角と同時乾燥するには70 70 90 90 130
それぞれ 時間、 時間、 時間の過熱蒸気処理が必要であることを明らかにした。ま13 20 44
た、蒸気・高周波複合乾燥の場合、高周波条件を材種ごとに設定することによって、例え

100 50 70 3ば正角、平角、平割りの含水率がそれぞれ ％程度、 ％程度、 ％程度であれば、
～ 日で同時乾燥することができるなど、同時乾燥処理が可能となる材種や初期含水率の4
組み合わせ条件を明らかにした。乾燥方法とともに、多品目の製材品を生産するための標
準的製材方法と工場のレイアウトも作成した。これらは、多品目乾燥材生産システムを構
築するための工場設計の指針として活用する。

さらに、乾燥材供給拡大に資するため、乾燥材生産コスト、住宅産業・プレカット工場
等における製材品の需要動向や品質ニーズ等の把握に基づいて、国産材製材の生産・流通
のシステムダイナミックスモデルを構築し、シミュレーションによる原木供給から乾燥材
生産・流通システムの経済的評価を行い、山元からプレカット工場に至る原木・製品の直
送方式により、製材工場における流通コスト低減（約 円 立米）と山元立木価格の上1100 /
昇（約 円／立米）が可能になることを明らかにした。これらの流通評価手法及び成2000
果は、国産材需要拡大のための行政施策の推進や新たな施策策定のために活用を図る。

３．きのこの付加価値を高める技術等の開発
（年度計画）

きのこの子実体発生不良株を検出するため、シイタケ及びエノキタケの簡易なウイルス
検出方法を開発する。
（実績）

年代に原木シイタケでウイルスの存在が電子顕微鏡で確認されていたが、それに1970
引き続くシイタケの（きのこの）ウイルス病研究の進展はなかった。現在、きのこの菌床
栽培が盛んとなったが、それとともに栽培不良症状が顕在化してきた。その原因の一つに
ウイルスが考えられたが、検証されてこなかった。近年、生物の遺伝子を解析する手法が
発展し、ウイルス研究も新たな視点から研究できるようになった。今回、シイタケに潜在
感染していたウイルスの遺伝子情報を明らかにし、ウイルスを検出するために使用する
RT-PCR LEH LEH 17法に有効なプライマー、 を作成した。次に、 を用いて、栽培シイタケ
品種・約 菌株について 法による解析を行った。その結果、正常菌株がウイル60 RT-PCR

、 、 、 「 」、スに感染している比率は低く 一方 ウイルス感染菌株には 菌床における 褐変不良
「白色菌糸化 「コブ状隆起形成」などの栽培不良症状を引き起こす菌株が含まれてい」、
た。これら栽培不良症状のうち、常にウイルスの存在と結びついたのは 「褐変不良」症、
状であった。よって、シイタケ菌床の「褐変不良」症状は、シイタケのウイルス病である
と考えられる。

また、今回開発した 法によって、シイタケのみならず、エノキタケ、ブナシメRT-PCR
ジの栽培施設中で捕獲された昆虫類においてウイルス感染を確認した。特に、シイタケ栽

、 、培施設で捕獲された虫から 法によって検出したウイルスは その遺伝子情報からRT-PCR
シイタケのウイルスであることを確認し、虫がシイタケのウイルスを媒介している事実を
明らかにした。

エノキタケでは、褐変変異株に感染していたウイルスの遺伝子情報をもとに、プライマ
ーを作成し、 を行ったところ、本ウイルスの存在とエノキタケ子実体の褐変化をRT-PCR
相関づけることができた。

、 、 。 、以上 シイタケ エノキタケの簡易なウイルス検出方法を開発した この方法によって
あらゆる栽培不良株のウイルス感染を検査することが可能になった。今後は個々のウイル
スの病害特性を分類し、特に深刻な被害を及ぼすものについては、生産者に注意喚起を促
すことが可能になった。
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終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

市場ニーズに対応した新木質材料の開発に関しては、これまでに、スギ等の地域材を活
用して当時の集成材 規格の範囲外の新構造用材料や、廃材利用の屋上・壁面緑化資JAS
材等の開発を進めてきた。本年度は 「木製道路施設の耐久設計・維持管理指針（案 」、 ）
を策定し、木製ガードレール等の地域材を利用した新しい土木部材の開発・普及を促進す
る基盤を整備するとともに、屋上・壁面緑化資材等の性能を実証実験で確認し、開発を終
了した。

地域材の乾燥・加工・流通システムに関しては、これまでに、複数材種等の同時乾燥の
可能性を調査するとともに、乾燥材生産・流通の経済的評価手法の開発を進めてきた。本
年度は、光ひずみセンサーの乾燥機制御への適用、過熱蒸気による前処理と高周波加熱に
よる複数材種の同時乾燥の可能性の確認、平角を含む複数材種の同時乾燥条件の解明を行
うとともに、住宅メーカーにおける部材ニーズの現状やプレカット工場の生産性に影響す
る材料品質の明確化、原木供給から乾燥材生産・流通システムの経済的評価システムの開
発を進めた。また、副次的に、新しい木材水分測定方法を開発・特許出願した。

きのこに関しては、これまでに、シイタケのニオイ成分であるレンチニン酸の増加に成
功するとともに、害菌汚染の調査方法と対策技術を確立して、きのこ生産施設の害菌の汚
染状態の把握と害菌対策を可能とした。今年度は、複数のウイルスと栽培不良症状との関
連性を究明し、シイタケ、エノキタケの簡易なウイルス検出方法を確立するとともに、虫
がウイルスを媒介していることを発見して、ウイルス病の疫学的研究及び防除技術の研究
にとって重要な知見を得た。

以上から、消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用のための新木質材料の開発、
乾燥・加工・流通システムの開発、きのこの付加価値を高める技術等の開発を多面的に進
め、中期計画の当初 年間の開発目標を達成した。3

次年度以降、 時間耐火構造における難燃集成材の開発、集成材と鉄筋コンクリートの1
ハイブリッド部材の開発、 冷媒ヒートポンプによる乾燥装置の開発等、品種特性をマCO2
ッピングしたシイタケの連鎖地図の作成等を行う。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．市場ニーズに対応した新木質材料の開発

これまでに、中期計画中期計画「市場ニーズに対応した新木質材料の開発」に対して、
スギの強度データベースの構築、非住宅用部材への新用途の開発、低品質・小径木などの
スギ等地域材を活かした新しい集成材の開発を行って に採用されたほか、竹材を活用JAS
した「複合建築ボード」の製造技術を開発するなどの成果を得ている。

今年度は木製道路施設の耐久性向上方法の開発と、木製道路施設の耐久設計・維持管理
指針（案）の策定を行い、また都市のヒートアイランド現象の緩和等のための建築解体材
等木質系廃棄物等を利用した屋上緑化法を開発して、スギ等地域材の需要拡大の促進に大
いに貢献する成果が得られた。以上により当初 年間の年度計画を達成した。3

次年度以降、 時間耐火構造における難燃集成材の開発、接着剤のクリープ試験方法の1
開発、集成材と鉄筋コンクリートのハイブリッド部材の開発等を行う。

２．省エネルギーで効率の良い高度な木材の乾燥・加工・流通システムの開発
これまでに、中期計画の達成目標の つである「大径材に対応する製材・乾燥システム1

の開発、乾燥材の流通評価システムの開発」に対して、乾燥材生産・流通の経済的評価手
法を明らかにするなど一定の成果を得ている。

今年度は平角を他の材種と同時に乾燥できる条件や複数材種同時乾燥の具体的な条件を
解明するとともに、原木供給から乾燥材生産・流通システムの経済的評価を進め、製材工
場でのコスト低減及び山元への利益の還元を図る原木・製品の直送システムを示すなど、

。 。ほぼ達成目標をクリアする成果が得られた 以上により当初 年間の年度計画を達成した3
次年度以降、高周波を用いた水分傾斜評価方法の開発、 冷媒ヒートポンプによる乾CO2

燥装置の開発等を行う。

３．きのこの付加価値を高める技術等の開発
これまでに、中期計画「きのこの付加価値を高める技術等の開発」に対し、シイタケの

ニオイ成分であるレンチニン酸を増加させることに成功し、高付加価値を有するきのこの
栽培・加工技術を開発するとともに、きのこ害菌・害虫の生態解明による生物的防除技術
の開発に向けて、害菌汚染の調査方法と対策技術を開発し、きのこ生産施設の害菌の汚染
状態の把握と害菌対策を可能とするなど一定の成果を得ている。

今年度は複数のウイルスについて、栽培不良症状との関連性を究明するとともに、シイ
タケ、エノキタケの簡易なウイルス検出方法を確立した。さらに虫がウイルスを媒介して
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いることを発見し、ウイルス病の疫学的研究及び防除技術の研究を発展させることができ
るようになった。以上により当初 年間の年度計画を達成した。3

次年度以降、品種特性をマッピングしたシイタケの連鎖地図の作成、ニオイ成分育種等
きのこの高付加価値化技術の開発を行う。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
木製道路施設の耐久設計・維持管理指針（案）の策定、都市のヒートアイランド現象の

緩和等のための建築解体材等木質系廃棄物等を利用した屋上緑化法の開発、平角を含む複
数材種の同時乾燥条件の解明、シミュレーションによる原木供給から乾燥材生産・流通シ

、 。ステムの経済的評価 シイタケ及びエノキタケの簡易なウイルス検出方法の開発を行った
以上の成果を、木製道路施設や屋上緑化を考慮中の県市町村・民間、あるいはきのこ業界
に配布することにより、スギ材等林産物の高度利用をバックアップする計画である。

以上から、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して「ａ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 年度計画は着実に達成されているが、本重点課題の性質上、たとえリスクを負っても

製品化につながる新規性の高い研究開発を期待する。
・ 成果が活用されるための普及と改善にも精力的に努められたい。成果が論文だけでな

く、現場で使えるようにするところまで技術開発することを期待する。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究
イア 新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明

評価単位 イアａ 森林生物の生命現象の解明

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
、 、生物機能を活用した新技術の創出を図るためには 森林生物のゲノム情報の充実を図り

環境ストレス適応機構等を解明することにより、森林生物資源の機能に関する知見を集積
することが課題となっている。

今期の中期計画においては、生物機能を活用した新技術の創出に資するため、森林生物
のゲノム情報の充実を図り、遺伝子の機能及びその多様性、環境ストレス応答機構等樹木
の生命現象の解明並びにきのこ類及び有用微生物の特性の解明を行う。

当年度における課題のねらい
生物機能を活用した新技術の創出に資するため、当年度は発現遺伝子の全てを対象とし

た網羅的解析によるポプラの環境ストレス応答性遺伝子等の特定、環境ストレス応答機構
の解明を通して森林生物のゲノム情報の充実を図るとともに、得られたゲノム情報を森林
総合研究所森林生物データベース（ ）等で公開する。スギ天然林内の遺伝子拡ForestGEN

、 、散の実態の解明 森林の断片化が虫媒の希少種の遺伝子流動に及ぼす影響等の解析により
遺伝的多様性の維持機構を解明して樹木の生命現象の解明を進める。

きのこ等微生物を活用した新技術の創出に資するため、菌根性きのこのショウロで新た
な接種技術を開発して栽培技術の高度化に貢献するとともに、 解析によるマツタケDNA
原産国判別法等の開発、セルロースナノファイバーの効率的生産技術の開発等を通して、
生物機能を活用した新技術の創出に貢献するきのこ類及び有用微生物の特性解明を進め
る。

実施結果（２０年度実績）
１．遺伝子の機能及びその多様性、環境ストレス応答機構等樹木の生命現象の解明
（年度計画）

樹木における生命現象の遺伝子レベルでの解明を図るため、遺伝子発現の網羅的解析に
よりポプラの環境ストレス応答性遺伝子等の特定を進めるとともに、ポプラ 修復関DNA

、 、連遺伝子の環境ストレス応答機構 樹木の多様性保全のためのスギ天然林の空間遺伝構造
及び長野県から北海道にかけて隔離分布する希少種クロビイタヤの繁殖様式と遺伝子流動
を解明し、森林の分断化が希少種等の保全に及ぼす影響を明らかにする。
（実績）

様々な環境ストレス耐性等を備えたスーパー樹木の創出に必要な基礎情報となるポプラ
の環境ストレス応答機構を解明するため、 マイクロアレイ（調べたい 分子をガDNA DNA
ラス等の基板上へ高密度に配置し、数千から数万種といった規模の遺伝子発現情報を同時
に調べる手法）による発現遺伝子の網羅的解析を進め、乾燥、高塩濃度、低温及びアブシ
ジン酸の各処理に応答するポプラ環境ストレス応答性遺伝子を 種以上特定した。こ2000
れにより、乾燥ストレス等に対する耐性を備えたスーパー樹木の開発に必要な遺伝子発現
情報等を相当量集めることができ、次のステップである遺伝子発現解析につなげることが
可能となった。

また、放射線等による樹木への影響とその防御・修復機能を遺伝子レベルで解明するた
め、ガンマ線ストレスに対する樹木の応答機構を解析し、ガンマ線照射によりポプラの

が損傷を受けることを実証するとともに、ガンマ線照射が 修復関連遺伝子、活DNA DNA
性酸素・酸化物消去系酵素遺伝子等の発現量を増加させて放射線ストレスを軽減すること
を明らかにした。

森林の遺伝資源を保全するためには、集団の遺伝構造や遺伝子流動等、遺伝的多様性の
維持機構に関わる基礎情報の集積が必要である。そこで、屋久島のスギ天然林を対象に林
内の空間遺伝構造を調査した結果、両性遺伝する核 マーカーでは、 の距離までDNA 60m
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は互いに近縁な個体が存在するが、父性遺伝する葉緑体 マーカーでは、そのようなDNA
構造は検出されずに花粉の長距離飛散を示す結果が得られ、種子の散布範囲についても平
均 と推定された。この成果は、スギ天然林の遺伝的多様性を保全するために必要な86m
情報である上に、採種園の設計等に応用することもできる。

また、森林の分断化・断片化が種の維持・遺伝的多様性の保全に及ぼす影響を明らかに
するため、虫媒繁殖様式を持つ絶滅危惧 類のクロビイタヤについて繁殖様式と遺伝子IB

、 、流動を調査し 断片化した林分内では成木密度が低下すると種子の充実率も低下すること
、 （ ）さらに 断片化した林分間の環境が送粉昆虫の移動に影響して林分間の交配 遺伝子流動

を変化させること、等を明らかにした。この成果は、分断化・断片化が虫媒樹木の遺伝子
流動に及ぼす影響については研究事例が少ないことから、虫媒樹木の遺伝的多様性保全の
ための科学的根拠に新たな知見を加えることができた。

その他にも、スギの葉から完全長 の大規模収集を進め 「針葉樹完全長 のcDNA cDNA、
cDNA mRNA大規模収集に世界で初めて成功」をプレスリリースして、スギ雄花の完全長 (

の全長を反映した合成 で、 は相補的 ともいう)の塩基配列情報を公的デDNA cDNA DNA
（ ） 、ータベース及び森林総合研究所の森林生物遺伝子データベース から公開しForestGEN

外部からも自由に利用できるようにした。 には月平均 件以上のアクセスがForestGEN 1,000
記録されている。これらゲノム情報等をもとに、林野庁委託プロ「遺伝子組換えによる花
粉発生制御技術等の開発事業」を受託、開始した。さらに、公開シンポジウム「環境保全
に貢献するスーパー樹木の開発に向けて」を開催し、研究成果をわかりやすく普及するこ

21とにも努めた また 交付金の重点的配布として交付金プロジェクト スーパー樹木 を。 、 「 」
年度から開始することとした。

２．きのこ類及び有用微生物の特性の解明
（年度計画）

きのこ類の生理的特性の解明により栽培技術の高度化等を図るため、市販きのこ類のカ
ドミウム含有量調査及びショウロの接種技術の開発を行うとともに、きのこの 分類DNA
法を開発するため、 解析による原産国判別法等の開発を進める。また、エンドグルDNA
カナーゼ処理と各種機械的処理を組み合わせることにより、セルロースナノファイバーを
効率よく生成する技術開発に取り組む。
（実績）

食品の安全性確保のため導入が検討されている （農業生産工程管理手法）に必要GAP
な基準値に関する基礎データを収集する目的で、既に調査済みのシイタケを除いたエノキ

、 、タケ ブナシメジ等の市販の栽培きのこ 点についてカドミウム含有量を調査した結果91
いずれも食品安全性評価で先進する の基準（ ）を下回っていることが分かっEU 0.2mg/kg
た。得られた情報は 導入や国際基準を策定する際の基礎情報として提供することがGAP
できる。

マツと共生菌根を形成する担子菌類のショウロ（食用キノコ）は、これまで胞子を用い
ればマツの根に接種できるものの、純粋培養した菌糸体を接種源とすることは困難であっ
た。そこで接種源担体として赤玉土を利用する等の接種技術の改良により、 割以上の確8
率で宿主に菌根を形成させることが可能となった。これによりショウロの野外での効率的
生産に適した菌株の選抜育種等へ道が拓けた。この技術は、同じ菌根性きのこ類のマツタ
ケ生産への応用が期待できる。

ゲノム情報に基づくきのこの系統判別法開発のため、ゲノム進化に深く関わったとされ
るレトロトランスポゾン（可動遺伝因子の一種で、自身を に複写した後 に逆転RNA DNA
写することで移動する）をマーカーに、アジア産マツタケの地理的種内分化を解明し、日
本、朝鮮半島地域（韓国・北朝鮮 、中国北東部、チベット地域（中国南西部及びブータ）
ン）産マツタケを誤判率 ％で識別できる原産地判別技術を開発した。この技術により輸5
入マツタケの原産地特定が可能となり、食の安全性確保や産地偽装問題対策等、トレーサ
ビリティ管理への貢献が期待でき、関税担当者等へ情報を提供した。

微生物由来の酵素の機能を活用した新たな木質材料を開発する目的で、結晶セルロース
に対してエンドグルカナーゼ処理（糖質分解酵素の一種）とボールミル処理（セラミック
等のボール用いた攪拌処理）を併用することにより、新素材としての利用が期待されるセ

10 mルロースナノファイバーを効率よく多量生産できる技術を開発した。さらに、約 μ
厚のナノファイバー膜を試作する等、実用化に向けた足掛かりを得た。

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

森林生物のゲノム情報の充実を図るため、前年までのポプラ及びスギ雄花等からの完全
長 の大規模収集やポプラの花成制御、成長機構解明に続き、本年度はスギの葉からcDNA
完全長 の大規模収集を進め、スーパー樹木の開発に必要な遺伝子情報を相当量集めcDNA
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ることができた。収集したゲノム情報を で登録・公開し、月平均 件以上ForestGEN 1,000
のアクセス実績を達成する等、樹木のゲノム情報の充実は順調に進展した。

樹木の環境ストレス応答機構等の遺伝子機能を解明するため、ポプラの環境ストレス応
答性遺伝子の特定等を進め、公開シンポジウムを開催してスーパー樹木の開発に繋がる研
究成果や今後の課題等を分かりやすく解説した。また、スギ雄性不稔候補遺伝子の単離等
の成果をプレスで公表するとともに、それら成果を活用して社会・行政ニーズの高い花粉
発生制御に関わる新規プロジェクトを開始する等、遺伝子機能の解明は着実に進展してい
る。

絶滅が危惧される樹種について、風媒繁殖様式を持つヤツガタケトウヒ等に続き、本年
度は虫媒繁殖様式のクロビイタヤを事例に、森林の断片化による送粉昆虫の移動制限が林
分間の遺伝子流動に影響することを明らかにする等、多様性保全の指針に繋がる貴重な知
見を得ており、遺伝子の多様性解明も計画通り進捗している。

きのこ類及び有用微生物の特性を解明するため、前年度までのきのこの子実体の形成に
関わる遺伝子の特定及び機能解明、担子菌類の系統分類、進化機構解明に有効な解析指標
となる 断片の発見に続き、本年度は菌根性きのこの代表としてショウロの効率的生DNA
産に必須の接種技術を開発するとともに、アジア産マツタケの原産地判別法を開発し、国
産マツタケと酷似する輸入マツタケのトレーサビリティ管理に貢献できる技術や情報を関
係機関等へ提供した。さらに、新規素材として期待されるセルロースナノファイバーの多
量生産技術を開発する等、きのこの栽培技術の高度化や木材の有効利用に繋がる有用微生
物等の特性の解明を順調に進めることができた。

以上のように、本重点課題の中期計画はいずれの項目においても順調に進捗している。
次年度以降では、樹木の花成制御及び成長制御機構、ポプラの環境ストレス応答機構、断

、 、片化したヒノキ天然林や主要広葉樹の遺伝的多様性 きのこ類の子実体形成機構等の解明
遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等の開発を進める。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．遺伝子の機能及びその多様性、環境ストレス応答機構等樹木の生命現象の解明

生物機能を活用した新技術の創出に資する樹木の生命現象を解明するため、前年度まで
にスギの花粉アレルゲン遺伝子の多様性、ポプラの花成制御遺伝子の発現特性や機能の解
明、早期開花誘導技術の開発等花成制御に関わるゲノム情報の集積を進めてきた。本年度
は マイクロアレイを用いたポプラの環境ストレス応答性遺伝子の特定や放射線に対DNA
する 修復関連遺伝子の応答機構等を解明し、遺伝子組換え技術によるスーパー樹木DNA
の開発に必要なゲノム情報を大規模に集積して、環境ストレス応答機構の解明を通じた森
林生物の生命現象の解明を進めた。また、ゲノム情報を充実させるため、前年度までにポ
プラ完全長 やスギ雄花完全長 の大規模収集、スギの木部や移行材、花粉で発cDNA cDNA
現する遺伝子の収集と機能解明を進め、得られたゲノム情報を森林生物遺伝資源データベ
ース（ ）で公開している。本年度は、スギの葉から完全長 を大規模に収ForestGEN cDNA
集して マイクロアレイを作製し、スギ雄性不稔候補遺伝子を選抜する等、雄性不稔DNA
遺伝子等の解析を進めて、上記データベースに追加登録した。さらに、遺伝子の多様性と
その維持機構を解明するため、前年度までに環境適応候補遺伝子の探索や絶滅が危惧され
る風媒繁殖の希少樹種について遺伝的分化の解明等を行った。本年度はスギの天然林内の
遺伝子拡散の実態の解明、虫媒繁殖する希少樹種クロビイタヤの遺伝子流動に及ぼす森林
の断片化の影響解明等を進め、天然林内での花粉の長距離飛散や、断片化した林分間での
送粉昆虫の移動制限が遺伝子流動に及ぼす影響等を明らかにした。このように樹木の生命
現象の解明は順調に進捗している。

２．きのこ類及び有用微生物の特性の解明
きのこ類及び有用微生物の特性を解明するため、前年度までにシイタケの子実体形成に

DNA関わる遺伝子を単離してその機能を解明するとともに 担子菌類に特異的に存在する、
断片（ ）を発見して、それを指標とした新たな系統判別法を開発する等、きのこのmegB1
ゲノム情報の充実及びゲノム情報に基づく系統判別法の開発を進めるとともに、木材分解
微生物由来の多糖分解酵素の一つであるエンドグルカナーゼの機能を解析し、この酵素処
理で得られるセルロースミクロフィブリルが新素材として期待できることを明らかにし
た。本年度は人工接種が困難であった菌根性きのこのショウロで、これを可能とする新た
な接種技術を開発し、菌根性きのこ類の生産技術の研究に道を拓くとともに、マツタケの
レトロトランスポゾンを指標としたアジア産マツタケの原産地判別法を開発した。また、
糖質分解酵素の機能解明の一環として、微生物由来の酵素処理によりセルロースからナノ
ファイバーを効率よく多量生産する技術を開発し、新素材としての実用化の足掛かりを得
る等、きのこ類及び有用微生物の特性解明は概ね計画通り進捗している。
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ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
ポプラで環境ストレス応答遺伝子等を 種以上特定するとともに、スギ葉完全長2000

を大規模に収集して、スギ雄性不稔候補遺伝子を選抜する等、雄性不稔遺伝子等のcDNA
、 （ ） 。 、解析を進め それらゲノム情報を森林生物データベース で公開した またForestGEN

スギ天然林での花粉の長距離飛散や断片化した希少種クロビイタヤ集団内での遺伝子流動
の実態を明らかにし、遺伝的多様性保全対策の指針となる学術的価値の高い成果を得たこ
と等、森林生物のゲノム情報の充実、環境ストレス応答機構等樹木の生命現象の解明にお
いて十分な成果が得られた。

ショウロで新たな接種技術の開発、マツタケの原産地判別技術の開発、セルロースナノ
ファイバーの効率的多量生産技術の開発等、きのこ類及び有用微生物の特性の解明でも新
技術の創出に資する成果を得た。

以上のことから、重点課題全体として年度計画は達成され、中期計画に対して業務が順
調に進捗していると判断し、概ね達成「ａ」と評定とした。

評価委員会の意見等
・ 着実に進捗しており、成果の公表も進んでいる。また、将来につながる基本事項のデ

ータ収集がなされ、今後の実用化レベルの成果を期待する。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究
イア 新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明

評価単位 イアｂ 木質系資源の機能及び特性の解明

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
森林の恵みを生かした循環型社会を形成するためには、持続可能な森林資源である樹木

を有効に利活用することが必要である。森林資源から新たな木質系新素材等の開発を図る
ためには、樹木の化学的・物理的機能及び特性を解明することが必須である。

そのため、今期の中期計画においては、木質系新素材及び新しい木質材料の開発に資す
るため、多糖類等樹木成分の機能及び機能性材料への変換特性並びに間伐材・未成熟材等
の基礎材質特性及び加工時の物性変化の解明等を行う。

当年度における課題のねらい
樹木成分からの新素材の開発に繋がる基礎的知見を得るため、セルロースの電気的特性

の樹種間差、イオン液体中でのリグニンの化学構造変化、樹木精油の自律神経系調節作用
に関与する物質群、並びにカテキン分解細菌のカテキン分解代謝経路と代謝に関わる遺伝
子の解明を行う。

間伐材・未成熟材の利用促進に寄与する基礎的知見を集積するため、スギ若齢木の軸方
向残留応力解放ひずみの品種間の相違、スギ乾燥材の揮発性成分が人の快適性に与える影
響、製材品の表層の解放ひずみの時間経過による挙動を解明する。

実施結果（２０年度実績）
１．多糖類等樹木成分の機能及び機能性材料への変換特性の解明
（年度計画）

樹木成分からの新素材の開発につながる基礎的知見を得るために、セルロースの電気的
特性の樹種間差、イオン液体中でのリグニンの化学構造変化、及び樹木精油の自律神経系
調節作用に関与している物質群を特定する。また、カテキン分解細菌のカテキン分解代謝
経路及び代謝に関わる遺伝子を解明する。
（実績）

木材セルロースの結晶構造の特性を解明するため、約 年生の樹木の円盤から繊維軸30
を中心に回転角 °で °刻みに短形試験体（厚さ 、長さ 、幅 ）を作0-90 15 1mm 1.5-2cm 1cm
製し、周波数 で圧電率を測定した。ほとんどの樹種で圧電率の極性は負（樹高方1-100Hz
向と反対方向）であり、 °付近で極小になる異方性を示した。また、針葉樹よりも広45
葉樹の方が圧電率の絶対値が大きかった。スギ材では、圧電率の極性はすべて負になり、
木材セルロースが一様に配列している可能性が示唆された。本成果は、木材セルロースの
ミクロフィブリル配列の解明に新たな知見を提供する。

世界的に注目され競争となっている木材のグリーンケミストリーを開発するためには、
木材成分を有用な機能性物質に変換することが重要である。リグニンの主構成単位結合で
あるβ 型構造二量体モデル化合物をイオン液体中で加熱処理し、側鎖α β間に二重-O-4 -
結合を有するエノールエーテル型化合物を得た。本化合物は、イオン液体処理によって世
界で初めて安定な化合物として単離されたものである。また、分子内に二重結合を有する
ことから、ラジカル重合などによるポリマー化が可能であり、今後のグリーンプラスチッ
ク化が期待できる。

樹木の香り成分の人間の生活環境向上への利活用を図るため、スギ葉油の腎臓交感神経
の活動への影響を調べた結果、腎臓交感神経の活動抑制作用を示す活性物質としてテルピ
ネン オールを特定した。更に、エネルギー消費量が少なく、かつ活性成分含有率の高-4-
い効率的な精油抽出法として減圧マイクロ波水蒸気蒸留法を開発し、特許出願を行った。
得られた成果を基に、企業との共同研究を通じて、スギ葉精油の健康増進資材としての実
用化に展開する。

木材中に広く分布しているカテキンからの新素材の開発に繋がる知見を得るため、熱帯
酸性土壌からカテキン分解微生物の探索を行った。熱帯酸性土壌から分離したカテキン分
解菌（ ）の最初の反応は系中の水分子によるカテキンの水酸基化でBurkholderia sp. KTC-1
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あり、その後、同部位が酸化されてタキシフォリンに変換されることを明らかにした。ま
た、 ゲノムライブラリーからカテキン代謝遺伝子の単離に成功した。今後更に、本KTC-1
微生物によるカテキン代謝研究を進めることにより、カテキンの有効活用に繋がる知見を
得る。

２．間伐材・未成熟材等の基礎材質特性及び加工時の物性変化の解明
（年度計画）

人工林材の利用促進に寄与する基礎的知見を集積するために、スギ若齢木の軸方向残留
応力解放ひずみ分布について、品種間の相違を明らかにする。また、乾燥方法の異なるス
ギ材の揮発性成分の化学組成と人の主観評価の関連性を解明する。更に、製材品の表面・
解放ひずみの時間経過による挙動を測定し、ドライングセット発生との関係を明らかにす
る。
（実績）

木材の製材時の変形挙動を解明するために、ヤング率の樹幹内分布が異なるスギ若齢木
の軸方向の残留応力解放ひずみ（生きている樹木は生長方向に応力が働いているが、製材
時（解放時）にはその応力が残存しているためにひずみが生じる）を測定した結果、その
半径方向分布（製材時に生じるひずみが随からの距離に従って異なること）は品種間で異
なることが明らかになった。スギの軸方向収縮率（乾燥時に生じる軸方向（樹高方向）の
収縮の度合い）の樹幹内分布も品種間で異なり、その樹幹内分布は、根元の髄近くで大き
く樹高方向および半径方向に減少するタイプ、樹高に関係なく髄近くで小さく半径方向に
漸増するタイプに分けられた。成果は、データベースとして蓄積し、取り纏めた時点で公
開する。

各種乾燥材が市場に流通しており、その揮発性物質のヒトに対する快適性も性能の一つ
として、その評価が望まれている。乾燥材由来の揮発性物質の官能評価では、天然乾燥材
では「鎮静感 、中温乾燥材は「やや鎮静的 、高温乾燥材は「やや覚醒的」だった。ま」 」
た、前 者は「自然的 「快適な 、後者は「人工的 「不快な」と感じられた。いずれの2 」 」 」
材も主な揮発性物質はモノテルペン、セスキテルペン類であるが、相違点は前 者ではモ2
ノテルペン類が、後者では酢酸、芳香族化合物が多いことであった。乾燥材を、住宅内装
用として使用する場合に、これら成果を活かすことが出来る。

乾燥割れの低減技術が、木材乾燥の現場で強く求められている。スギ心持ち柱生材の時
間可変乾燥試験（乾燥経過時間に応じて乾燥条件を変えて行う試験）の結果、乾燥開始か
ら数時間後に表層で引張側の解放ひずみが認められ、時間の経過と共に圧縮応力が大きく

3 8 0 12なった。開始 時間後に表層接線方向の引張応力は最大になり、 時間後に となり、
時間後には内部の引張応力が増大し始めた。二つの表面ひずみ計（材面中央部と端部）の

10差がピークになる時間での 初期条件変更判定 乾燥条件を変える時間 は 開始から約、 （ ） 、
時間後であり、既存の判定法（解放ひずみとセット量から判定した初期条件の変更時期の
判定）と一致し、 対ひずみ計判定法の妥当性を示した。本成果は、リアルタイムで乾燥2
工程を把握できる簡便な手法であり、乾燥工程現場における乾燥スケジュールの制御方法
の解明に発展させる。

その他、伐採木材の産地特定を行う技術として、木材 をマイクロマニピュレーシDNA
ョン手法により効率的に抽出する技術を開発するとともに、保存年数 年までの辺材と23

。 、 、11 DNA年間までの心材中には が残存していることを確認した 今後は 保存された木材
さらには木材製品の樹種や産地識別に適用できる効率的な 抽出手法の開発に展開すDNA
る。

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

本重点課題では、木質系新素材及び新しい木質材料の開発に資する基礎的知見を集積す
ることを目的とし、リグニン、抽出成分、多糖類等の樹木成分の機能と有用物質への変換
特性の解明、間伐材・未成熟材の基礎材質や乾燥等の加工時における木材物性の変化の解
明を課題としている。 年度には、木材の心材化機構への水の関与やアラビナンの新18-19
規生合成経路の解明などの基礎的な成果に上げてきた。今年度は、樹木成分からの新素材
の開発に繋がる基礎的知見として、イオン液体中でのリグニンの化学反応挙動の解明、ス
ギ葉油の示す腎臓交感神経活動抑制作用の活性物質（テルピネン オール）の特定、マ-4-
イクロ波水蒸気蒸留法による省エネルギー精油採取法の開発を行った。また、木質材料の
開発に資する基礎的知見として、乾燥法の異なる材からの香り成分の官能評価、乾燥割れ
を軽減するためのドライングセット（乾燥条件を途中で変更して乾燥割れを起こさせない
ようにすること）発生法、及び木材 の効率的抽出法の開発を行った。得られた成果DNA
は、論文等を通じて広く公表するとともに、特許申請を行った。今後は、リグニン、タン

DNAニン等のポリフェノール成分のイオン液体中での反応挙動を精査するとともに 木材、
、 。分析の樹種や産地識別への適用 及びスギ精油の健康増進資材としての実用化に展開する

これらのことより、中期計画の 年目として計画の達成に向けて順調に進捗している。3
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（課題群ごとの累積達成状況）
１．多糖類等樹木成分の機能及び機能性材料への変換特性の解明

中期計画の達成目標である樹木成分の機能・変換特性を解明し、新素材の開発に繋がる
基礎的知見を得ることに対し、前年度までにリグニン・炭水化物結合体の定量、アラビナ
ンの新規生合成経路の解明、木竹酢液中のホルムアルデヒド含有量の実態把握、並びに樹
木精油の人間生活空間の向上に関連する各種機能の解明を進めた。本年度は、これらを更
に発展させ、イオン液体中でのリグニンの化学反応挙動を解明し、ラジカル重合などによ
るリグニンのポリマー化が可能であることを示した。今後は多岐なリグニン構造のイオン
液体中での反応挙動の精査に取り組む。また、樹木精油の採取法及び人間の健康増進に及
ぼす効果を継続して検討し、省エネルギー精油採取法として減圧マイクロ波水蒸気蒸留法
を開発するとともに、スギ葉油の持つ腎臓交感神経活動抑制作用の有効物質としてテルピ
ネン オールを特定した。今後は、民間企業との連携を強化することにより、精油の健-4-
康増進資材としての実用化に展開する。セルロースの電気的特性については、圧電率の異
方性、針葉樹と広葉樹の違い及び樹種間差を解明した。今後は、樹幹横方向の分布を解明
する。カテキン分解菌の探索については、カテキン分解代謝経路の初期反応を解明し、代
謝に関わる遺伝子を単離した。今後は、初期反応に続くカテキンの分解代謝経路の詳細を
解明する。これらの研究成果は論文等で発表するとともに、科研費等の外部資金の獲得に
も繋がった。以上から、中期計画の 年目として計画どおりの成果を達成しており、累積3
達成度は ％となった。60

２．間伐材・未成熟材等の基礎材質特性及び加工時の物性変化の解明
間伐材の材質特性や加工時の物性変化を解明し、新しい木質材料の開発に資するため、

年度には、乾燥中の含水率と表面ひずみの関係の解明、乾燥工程で排出される廃液18-19
の機能性の解明、スギの心材化機構の解明を進めた。本年度は、乾燥法の異なる材の香り
の評価を行い、乾燥材の人間の快適性に及ぼす効果に関する知見を得た。今後は、乾燥工
程で排出されるタール状回収液の化学特性を明らかにする。乾燥割れの軽減については、
表面ひずみと解放ひずみの時間経過による挙動から、ドライングセット発生との関係を解
明した。今後は、２対ひずみ計測法確立のためのデータ収集を行う。未成熟材の製材時の
残留応力解放ひずみについては、その半径方向の分布が品種間で異なることを明らかにし
た。今後はスギの横断面収縮率の樹幹内変動と変動要因を明らかにする。木材の 分DNA

、 、 。 、析については 木材 を効率的に抽出する技術を開発し 特許申請を行った 今後はDNA
保存された木材、さらには木材製品の樹種や産地識別に適用できる効率的な 抽出手DNA
法の開発に展開する。これらの研究成果は原著論文での発表、特許申請とともに、科研費
等の外部資金の獲得にも繋がった。これらのことから、中期計画 年目として計画は順調3
に進捗しており、累積達成度は ％となった。60

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
樹木成分からの新素材の開発及び間伐材の利用促進に繋がる基礎的知見を得るという観

点から、リグニンのイオン液体中での新しい反応挙動を明らかにしてリグニンのポリマー
化の可能性を広げるとともに、スギ葉油のヒトに対する機能の解明を進め、有効成分の特
定及び精油の新規な省エネルギー抽出方法を開発した。また、伐採後 年のスギ材から75
の 検出が可能であることを見出した。DNA

成果の多くは、論文として公表、特許申請を行うとともに、科研費等の外部資金の獲得
にも繋がった。以上から、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に
進捗していると判断して「ａ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 着実に進捗しているが、乾燥割れについては現場の状況を十分把握した上で課題を抽

出して対応されたい。
、 。・ 内装材への利活用を考えれば スギ以外の樹種も対象として検討することを期待する

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究
森林生態系の構造と機能の解明イイ

評価単位 イイａ 森林生態系における物質動態の解明

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
森林生態系においては、生物群集とそれを取り巻く大気、土壌等の環境が水・養分・エ

ネルギーの循環を通じて結びついており、地球温暖化が生態系に与える影響評価、山地災
、 、害の予測・軽減 持続可能な森林管理等に対応する技術開発を効率的に推進するためには

森林生態系の物質動態に関する基礎的知見の集積が不可欠である。
今期の中期計画においては、温暖化が森林生態系に与える影響の評価、公益的機能の発

揮技術の向上等に資するため、森林生態系における物質動態の生物地球化学的プロセスの
解明及び水・二酸化炭素・エネルギー動態の解明を行う。

当年度における課題のねらい
森林生態系の物質動態プロセスの解明を通じて、水質保全等の公益的機能の発揮技術や温暖

化防止技術の開発に資するため、拡張ダルシー則を適用した不飽和土壌中での水移動量の測定
手法の確立、リターフォールに伴う窒素の林地への還元量の季節変動の解明、土壌炭素蓄積に
強い影響を与える枯死木等の粗大有機物の分解速度の広域比較解析等を行う。また、長期間に
わたって広域で継続してきた降水や渓流水等の水質モニタリングの成果を取りまとめ、データ
ベースとして公表する。水や熱エネルギー等の輸送過程の解明等を通じて、水源かん養機能の
維持向上技術及び森林群落の二酸化炭素の変動評価手法の開発に資するため、水素・酸素の安
定同位体比の季節変動の解析をもとに土壌水の滞留時間や樹木の吸水深度を推定するととも
に、二酸化炭素輸送に深く関わる潜熱フラックス算定手法の改良及び渦相関法における風
速場の座標変換法の比較検証に取り組む。

実施結果（２０年度実績）
１．森林生態系における物質動態の生物地球化学的プロセスの解明
（年度計画）

森林土壌中での物質動態を規定する水移動量を評価するため、拡張ダルシー則による測
定手法を確立する。窒素循環量の年変動を解明するため、リターフォールの窒素濃度と気
象因子との関係を明らかにする。森林土壌の炭素蓄積量の変動解明に資するため、枯死木
の分解速度を全国規模で明らかにする。降水・渓流水の水質モニタリングデータベースを
公表する。
（実績）

森林土壌中での物質動態を解析するためには、物質移動の媒体となる土壌水の移動量を
把握することが不可欠である。本年度は、水移動量を評価するための解析手法として、森
林土壌の通常の水分状態である不飽和の状態でも水移動量を解析でき、農地等で適用され
てきた「拡張ダルシー則」を森林に適用し、森林土壌中の水移動量を測定する手法の確立
を図った。茨城森林管理所管内桂試験地（茨城県城里町）の同一斜面の上部（コナラ等の
落葉広葉樹林）と下部（スギ人工林）において、降雨や乾燥に伴う土壌の水分張力（水ポ
テンシャル）の変化、不飽和透水係数等を解析し、拡張ダルシー則を適用して樹木根系に
よる吸水等の影響が小さい深さ から下層へのある時点の水移動量を求め、これを積90cm

。 、 、 、算して年間の水移動量を算出した その結果 土壌水の年間移動量は 斜面上部が 530mm
斜面下部が であった。これらは、同じ期間の試験流域の年降水量 より少982mm 1282mm
なく、渓流を通じた年流出量 より斜面上部で少なく、斜面下部で多い値となり、643mm
異なる斜面位置の特徴を反映していた。本手法は、斜面土壌中での水質形成プロセスを解
明するための有効な解析手法である。

森林生態系における窒素動態を解明する上でリターの供給量は大きな要因となるが、リ
ターフォール量やリターに含まれて土壌に還元される窒素量は、年々の気象条件によって
変動すると予想される。本年度は、森林生態系における窒素循環量の年変動メカニズムを
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解明するため、森林総合研究所四国支所構内（高知県高知市）のヒノキ人工林（研究開始
時 年生）において、 年間のリターフォールを観測し、月毎の土壌への窒素還元量に20 16
及ぼす気象要因の影響を解析した。その結果、リターフォール量は ～ 月の冬季に年11 3
間の ～ ％が集中したが、この間のリターの窒素濃度はその他の期間より低かった。71 91
また、 ～ 月の風が強い年には窒素濃度の高い葉リターが土壌に供給されていること8 10
等を明らかにした。これらのことは、静穏な晴天日が多い年は窒素濃度の高い生育期間中
の落葉が少なく、また、落葉期に葉から樹体への窒素の転流が進んでリターの窒素濃度が
低くなる。台風等によって本来の落葉期前に落下するリターは、転流による樹体内への窒
素の引き戻しが進まないうちに落下していることを示している。これは、林地への窒素還
元量の季節変動と気象要因との関係の新知見である。

森林土壌の炭素蓄積量の変動評価や炭素循環フラックスの解明を行うためには、間伐や
枯死に伴う林内放置材や根株等の粗大有機物の分解速度を明らかにする必要がある。本年
度は、人工林における粗大有機物の分解速度を算出するため、全国 の道府県のスギ・15
ヒノキ・カラマツ・トドマツ・アカエゾマツ人工林を対象として 間伐で放置された材 倒、 （
木 ・根株・立枯木の密度低下量と間伐後の経過年数及び気候条件から、それらの分解速）
度を推定した。その結果、分解速度は、寒冷地のアカエゾマツ・トドマツ・カラマツは、
スギ・ヒノキより分解が遅く、ほぼ同じ気候範囲にあるスギとヒノキには樹種間差が認め
られなかった。形態別には立枯木が根株や倒木より分解が著しく遅く、太さ別には ～5

の倒木の分解速度は積算気温（ ℃以上の月平均気温の和）が高いほど速く、周辺15cm 0
の水分環境を表す指標としての実蒸発散量が多いほど速かった。これらのことは、土壌の
炭素蓄積に大きな影響を与える枯死木等の粗大有機物の分解速度は、積算温度や蒸発散量
等の環境要因をパラメータとして推定できることを示しており、重点課題アアａで進めて
いる温暖化対応研究へ成果を受け渡す。

森林総合研究所の本支所及び木曽試験地が連携して取り組んできた降水や渓流水の水質
モニタリング（全国 箇所）について、精度チェックが終了した ～ 年の観測・7 1995 2004
分析データをデータベース化した。データベースは、各調査地点の位置情報（地点名、緯
度経度、標高等 、降水（林外雨、林内雨、樹幹流）及び渓流水の水質分析値（ 、 、） pH EC
主要陽イオン・陰イオン濃度等）からなり、平成 年 月に森林総合研究所のホームペ20 5
ージで公表するとともに、プレスリリースを行った。このデータベースは、利用申請する
ことによってデータのダウンロードが可能であり、長期かつ広域的な森林域での水質に関
する調査研究成果を広く社会に還元した。

２．森林生態系における水・二酸化炭素・エネルギー動態の解明
（年度計画）

土壌水の滞留時間及び樹木の吸水深度を推定するため、土壌水及び樹木中の水における
水素・酸素安定同位体比の季節変動を明らかにする。エネルギー収支インバランスを解明
するため、潜熱フラックス算定手法を改良するとともに、渦相関法における風速場の座標
変換法を比較検証する。
（実績）

森林流域の水源かん養機能を解明・評価する上では、土壌中に浸透した降水の滞留時間
や植物の吸水による水利用のプロセスを明らかにすることが不可欠である。本年度は、茨
城森林管理所管内の常陸太田試験地（茨城県常陸太田市）のヒノキ・スギ人工林流域にお
いて、樹冠通過雨、土壌水、樹木の枝に含まれる水、流出する渓流水等の水素と酸素の安
定同位体比（δ 、δ ）と 値（≡δ δ 水素と酸素の安定同位体比の関係をD D d D-8 O18 18

表し、日本付近では降水の 値が夏季に小さく、冬季に大きくなる）の季節変動を解析しd
2006 7 2008 3 21 dた 測定期間は 年 月～ 年 月の ヶ月間である その結果 樹冠通過雨の。 、 。 、

値は降水の 値と同様の季節変動を示すこと、樹木に含まれる水の 値から、樹木によるd d
吸水が深さ 以内の土壌から行われていること等を明らかにした。また、 値の季節変1m d
化から、土壌水の滞留時間は ～ 箇月程度と推定した。これらのことから、土壌中2.3 8.4

。 、での水の滞留時間や樹木による吸水深度等に関する基礎的な知見を得た これらの成果は
同じ試験流域で研究を進めているプロジェクト課題アイｂ１１１の間伐に伴う短期的な水
流出への影響評価に関する課題に受け渡す。

森林群落における 収支は、大気の乱流等の影響を受け、高精度な評価が難しい。CO2
それを改善するためには、 と同様に大気の乱流で輸送され、 に比べ、比較的容易CO CO2 2
に収支のインバランスを確認できる顕熱・潜熱エネルギーを解析し、これらの輸送量に影
響する風を三次元的な強さに分けて評価する手法の比較検証が必要である。そのため、昨
年度までに熱・ 輸送を再現する三次元乱流シミュレーションモデルの開発と改良、熱CO2
収支におけるインバランスの程度とこれに関わる微気象要因の解明等を行った。本年度は
残されてきた潜熱フラックスの観測精度の向上に向けた解析を進めた。その結果、観測に
用いるセラミックセンサーが湿度の影響を強く受けることを明らかになった。すなわち、
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湿度が高い範囲でセンサーの周波数特性が劣化し、エネルギーフラックスが真の値より過
小評価された。また、相対湿度を指標として周波数特性を補正することにより、潜熱フラ
ックスの算定手法を改良できる見通しを得て、今後の 収支のより確度の高い検討がCO2
可能となる。さらに、渦相関法における風速の三次元座標変換法を改良した結果、複雑地
形での夜間の 放出フラックスが従来法に比べて ～ ％増加し、これまで問題となCO 15 302
っていた夜間の 放出フラックスの過小評価を改善できる見通しを得た。CO2

その他の成果として、降雨中の水流出過程を解明するため、常陸太田試験地において土
層中を移動する水の酸素安定同位体比の変動を解析した結果、降雨中に土壌と基岩の境界
面において、速やかに浸透した降雨と基岩付近の水が混合して流出することを明らかにし
た。この成果を含む一連の成果に対して第 回日本森林学会大会において奨励賞が与え119
られた。

また、土壌中及び積雪期間の 収支の観測精度を向上させるため、土壌中や積雪中CO2
の 濃度分布を測定できる埋設型の小型赤外線センサーを開発し、森林総合研究所構CO2
内(茨城県つくば市)において観測を行った。その結果、土壌中でも十分な感度で 濃CO2
度を長期間にわたって測定可能であることを確認するとともに、降雨に対応した土壌中の

濃度変化とその深さ方向への伝播等、土壌中の 拡散に伴う現象を捉えることに成CO CO2 2
功した。このことから、土壌中での長期にわたる 濃度の計測及びこれまで未解明でCO2
あった積雪期間中の 放出量のより高い精度での評価を可能にすることが期待できる。CO2

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

本課題では、水質保全・水源かん養等の公益的機能の発揮技術や温暖化防止技術の開発
に資するため、これまで物質動態に関わる生物地球化学的プロセス及び水・二酸化炭素・
エネルギー等の輸送過程の解明を進めてきた。本年度は、不飽和土壌中での水移動量測定
法の確立、広域での枯死木等の分解速度の評価、安定同位体比の解析による土壌中での水
の滞留時間の推定、群落エネルギー収支の過小評価問題の解決等、土壌中での水や各種物
質の動態、土壌炭素蓄積量の変動、埋設型 濃度計の開発による 収支等に関わるCO CO2 2
問題の解決に繋がる新たな成果を得た。

得られた成果は、論文等を通じて広く公表するとともに、関連する重点課題アアａ及び
アイｂに受け渡して活用した。また、これまで広域かつ長期にわたって進めてきた降水や
渓流水に関する水質モニタリングデータをデータベースとして取りまとめ、森林総合研究
所のホームページで一般に公開するとともに、プレスリリースを行って成果を社会に還元
した。

これらのことから、中期計画 年目として予定通り達成し、成果を開発研究に受け渡す3
とともに、成果の社会への還元に積極的に対応した。次年度以降、土壌中での物質貯留機
構、菌類が関与する物質動態、土壌炭素蓄積に関わる枯死有機物の変動、森林群落におけ
る水輸送に関わる蒸発散、エネルギー収支に関わる顕熱・潜熱の変動要因の解明等を進展
させる。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．森林生態系における物質動態の生物地球化学的プロセスの解明

中期計画の達成目標である物質動態に関わる土壌の物理・化学的プロセス解明について
は、前年度までに土壌の撥水性発現機構や渓流水の水質変動要因を明らかにした。本年度

、 。 、は土壌中の水移動測定法を確立し 水や溶存物質の移動量の評価精度を向上させた 今後
森林土壌における物質貯留機構の解明を重点的に取り組む。植物や微生物が関わる生物・
化学プロセスについては、養分循環の鍵となる窒素の動態を中心に進めてきた。本年度は
リターフォールの量的質的な変動は気象条件の影響を受けることを示した。今後はリター
の分解や微生物による窒素固定を解明する。

土壌炭素変動プロセスの解明については、給源となる植生の変遷や分解に伴う有機成分
の変化を明らかにしてきた。本年度は間伐等で発生する枯死木の分解速度を全国規模で解
明した。今後、土壌の炭素変動を決める枯死有機物の供給量や組成を明らかにする。

これらの研究成果は原著論文での発表とともに、関連する重点課題アアａやアイｂのプ
ロジェクトに活用され、科研費等外部資金の獲得にもつながった。データベース公開やプ
レスリリース等による成果の社会還元も積極的に取り組んだ。これらのことから、中期計
画の達成に向け順調に進捗している。

２．森林生態系における水・二酸化炭素・エネルギー動態の解明
中期計画の達成目標である「森林群落における水輸送過程と森林流域における水流出変

動要因の解明」に対して、当年度はヒノキ・スギ林流域を対象に、樹冠通過雨、渓流水、
土壌水、及び樹木の水の水素と酸素の安定同位体比を測定し、森林群落の水輸送や森林流
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。 、 。域の水移動の解明に繋がる成果を得た 次年度以降 森林群落の水輸送の解明に活用する
「森林－大気間の二酸化炭素・エネルギー輸送過程と収支の解明」に対して、当年度は

潜熱フラックスの観測精度向上に関する解析を行い、潜熱フラックスの過小評価の改善の
見通しが得られた。次年度以降、エネルギー収支の解明に活用する。

以上の成果は重点課題アアａおよびアイｂへの受け渡しを進める。これらのことから、
中期計画の達成に向け順調に進捗している。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
当年度は、不飽和土壌中での水移動量の測定手法の確立、長期観測に基づくリターによ

る土壌への窒素還元量と気象条件との関係解明、広域での枯死木等の分解速度の評価、安
定同位体比解析による土壌水の滞留時間や降水中の水流出過程の解明、群落エネルギー収
支の過小評価問題の解決手法等に繋がる新たな科学的知見を得るとともに、多くの成果を
関連する開発研究である重点課題アアａ及びアイｂに受け渡すことができた。

成果の多くは、原著論文として公表するとともに、長期にわたる降水・渓流水の全国的
な水質モニタリングデータをデータベースとして取りまとめ、森林総合研究所のホームペ
ージで一般に公開するとともに、プレスリリースを行って成果を社会に広く還元した。

以上から、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して「ａ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 森林生態系の内外の物質循環の解明は、マクロ的な政策にもつながっていくものと考

える。広葉樹林、異なる林齢、地域など、今後、データ集積に努め精度の高い解析につ
なげられたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （１）重点研究領域）

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究
イイ 森林生態系の構造と機能の解明

評価単位 イイｂ 森林生態系における生物群集の動態の解明

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
森林生態系においては、森林を構成する樹木及びそこに住む各種の生物が生物群集を構

成しており、地球温暖化が生態系に与える影響評価、生物多様性の保全、生物被害の予測
・軽減、持続可能な森林管理等に対応する技術開発を効率的に推進するためには、森林生
態系に関する基礎的知見の集積が不可欠である。

今期の中期計画においては、森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価、生物多様性の
保全、野生動物の適正管理等に資するため、森林に依存して生育する生物の種間相互作用
等の解明並びに森林生態系を構成する生物個体群及び群集の動態の解明等を行う。

当年度における課題のねらい
森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明の視点から、当年度は遺伝的多様性が

個体群の存続にかかる意義をウイルスと宿主の相互作用、森林生態系の多様性がもたらす機能
の解明を目的として狩りバチとその寄生者の相互作用、並びに個体変異が種の生存に果たす役
割をコナラ種子と種子食者の相互作用を通じて解明する。また、森林生態系を構成する生物

、 、個体群及び群集の動態の解明の観点から 森林の炭素吸収源としての機能の解明に向けて
樹木個体、個体群、植物群落の各レベルにおける樹木の呼吸量を解明すると共に、地球温
暖化の影響評価研究のベースとしてのチシマザサの分布確率推定モデルを作成した。

実施結果（２０年度実績）
森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明１．

（年度計画）
生物間相互作用が個体群の変動に及ぼす影響を予測するため、昆虫ウイルスの遺伝子型

と環境との相互作用及び昆虫寄生ダニと寄主であるハチの共進化におけるパラサイト制御
機構仮説、コナラ種子の形質と生存過程の相互作用を明らかにする。
（実績）

生物が遺伝的多様性を有することが生物間相互作用を通じて個体群の存続にどのように
役に立っているか、宿主であるハマキガと昆虫寄生性ポックスウイルスを用いて調べた。
その結果、ウイルス遺伝子型間には、感染性や生産性に変異があり、それらは、寄主であ
る昆虫種や昆虫が摂食する餌によっても異なることが明らかとなった。このように、寄主
や餌植物によりウイルス遺伝子型の適応度形質が異なるので、生物多様性が高く、複数の
寄主や寄主の餌である植物が存在する環境では、ウイルス個体群の中で遺伝的多様性が高
く維持されると考えられる。この知見から、生物多様性の高い森林は、様々なタイプの天
敵微生物を維持していることが予想され、生物多様性の価値を示すものである。

森林生態系の多様性のしくみを理解するためには、食物連鎖や競争など従来注目されて
きた生物間相互作用のみならず、相利共生的な関係とその機能の解明が重要である。その
例として、狩りバチ（アトホシキタドロバチ）に寄生するダニが単なる寄生者ではなく、
狩りバチの幼虫を殺してしまう寄生蜂の侵入を阻む相利共生的関係にあることを明らかに
した。このハチにはアカリナリウムというダニを運ぶための形態があるが、これまではハ
チが寄生者ダニの寄生を制限するためにある（パラサイト制御理論）と思われていたが、
実は有益でもあったダニを必要とするだけ運ぶように進化したと考えられる。これは新た
な相利的生物間相互作用の発見であり、森林の生物多様性の保全にあっては、このような
未知の生物間相互作用が生態系を維持していることを想定して、予防原則に基づいた管理
を行う必要性を示すものである。

コナラ種子は含有されるタンニンにより野ネズミの食害を免れる効果があり、それを打
ち破る野ネズミとの相互関係は複雑である。含有されるタンニン量には種内変異があり、
それが生存過程に及ぼす影響を検証することは古くからの課題であったが、タンニン量を
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非破壊的に調べる方法がなく、実現できなかった。この研究で、近赤外分光法（ ）NIRS
を用いた非破壊的成分分析法によるコナラの種子の生存過程追跡方法を開発した。野ねず
みなど動物により種子散布を受けやすい種子は、タンニン含有率が低く大型の種子であっ
たが、生存に関してはタンニン含有率が高く小型の種子が有利であった。種子の化学形質
の種内変異がその生存過程に及ぼす影響を世界で初めて検証した。これは個体の適応的変
異を含めた森林動態の解明に向けた第一歩であるとともに、応用的にも新たな種子選別方
法としての技術発展や、新しい広葉樹林管理技術への発展が期待できる。

２．森林生態系を構成する生物個体群及び群集の動態の解明
（年度計画）

樹木の呼吸速度を総合的に評価する目的で、個体・林分レベルなど多面的なスケールで
の樹木の呼吸特性を明らかにする。森林植物の分布や更新・成長プロセスを予測する一環
としてササに着目し、その分布確率の予測やササ回復過程での更新阻害の実態を明らかに
する。
（実績）

森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価においては、樹木の非同化部位（葉以外）の
呼吸量の推定は重要であり、各レベルでの推定を行った。個体レベルでは幹呼吸速度は温
度の上昇と共に指数的に上昇するが、筑波山のヒノキで同じ温度で比較した場合、生育期
間前半（ ～ 月）は、生育期間後半（７～ 月）よりも、高い呼吸速度を示した。こ12 6 12
れは、樹木の幹は生育期間前半に肥大成長することために構成呼吸と維持呼吸を行い、生
育期後半は維持呼吸のみしているためである。次に林分レベルでは、北海道の落葉広葉樹
林において林分地上部非同化部の年間呼吸量の推定を行った。測定期間中の呼吸速度の

（ ） 、 、Q10 10 1.77-2.25気温が 度あがると呼吸量が何倍に増えるかを示す値 は シラカンバで
ハリギリで 、ミズナラで の範囲で季節変化した。気温 ℃時の呼吸速1.71-2.58 1.72-2.49 15
度（ という）は樹種・部位別間で差が大きかったが、単位幹表面積あたりの年間幹Rt15
材積成長量と の間には樹種によらない有意な相関関係が認められ、呼吸量の推定がRt15
より容易になった。これを用いて地上部非同化部の年間呼吸量を推定したところ、 ±2.24

（ あたり年間炭素吸収量（トン ）と推定された。これまでに測定され0.05MgC ha-1y-1 ha ）
た例は少なく断片的であるが、この推定値は従来の推定値を支持した。さらに、群落レベ
ルでは、熱帯から寒帯にいたる広範囲な地域において、実生から成木まで、様々な個体サ
イズの樹木について、葉、幹、根を含む個体全体の呼吸速度を測定し、呼吸速度と個体の
生重の関係を明らかにした。これにより、種が混在していても樹木の生重から簡便に群落
レベルでの呼吸量を推定できるようになった。これら個体、林分、群落レベルでの呼吸量
の知見は、森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価につながる成長モデルや生態系モデ
ルの構築に応用する。

森林植物群集の環境変動による変化の予測に向けて、ブナ林の林床を代表するチシマザ
サの分布適地を気候変数から予測する分類樹モデルを作成した。解析の結果、本州東部に
おけるチシマザサの分布を規定する気候変数として、これまで指摘されていた積雪量だけ
でなく、暖かさの指数（月平均気温と 度との差の累積値）も考慮する必要がわかった。5

、 （ ） 、チシマザサの分布適域は 最大積雪水量 最深積雪 以上の多雪地域で215.6mm = 71.9cm
暖かさの指数 ℃･月以上の亜高山帯中部以下の地域に限定された。しかし、その地域32.3

、 。 、の中でも分布不適な条件もあるなど 複雑な関係のモデルが得られた 今後このモデルを
地球温暖化による影響の予測研究に役立てていく。

その他、木曽ヒノキ天然林でのササによる更新阻害について、伐採直後にチマキザサの
刈り払いを行ってもササが回復して更新が阻害されてしまうが、ササ回復 年前後で再10
度ササを除去すると高密度の更新個体を育成できることを解明し、木曽ヒノキ天然林管理
へ応用する。また、森林群落の動態の研究では、東北地方などの主要広葉樹であるブナの
豊凶を決める要因について、ブナの更新やツキノワグマの出没とも関連しているためその
解明を進めているが、本年度、ブナの花芽形成には多量の窒素が必要であり、そのために
複数年かかるので豊凶が生まれることを明らかにした。今後、ブナの生態的研究や遺伝的
研究を合わせ、ブナの豊凶の要因の解明が期待できる。さらに、低木のニワトコが暗い林
床では多年草のように地上部を毎年枯らして耐えていることを明らかにしたが、光条件に
よって樹木が草のように生育することを実証した世界で初めての例である。ブナ、ニワト
コの研究は、今後の植物群落の動態の研究に新しい視点を加えたものであり、総合的な群
集研究に向けて活用していく。

終了時目標に対する累積達成状況
（全体の達成状況）

これまで、キクイムシの共進化、アカネズミの食物中のタンニンに対する防御機構の解
明、島嶼性鳥類やスギカミキリの遺伝的分化、樹木の病原菌の分類系統等の解明、二酸化
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炭素吸収源としての様々な条件下での樹木の生理的反応の解明を進めてきた 当年度は 生。 「
物間相互作用が集団の変動に及ぼす影響を予測する」ことを行い、ウイルス遺伝子型の存
在意義、狩りバチのアカリナリウムの機能、近赤外分光法を用いた非破壊的成分分析法に
よるコナラの種子の生存過程追跡方法の開発など、順調に成果を達成している。また、樹
木の呼吸に着目し、個体レベル、林分レベル、群落レベルまで、呼吸特性や呼吸量推定を
行い、森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価につながる貴重な成果が得られた。さら
に、林床で重要なササを例に、樹形モデルを用いた分布要因の摘出は環境変動による影響
予測に繋がる成果でもある。

得られた成果は、国際誌を初め学会誌に多数公表しており、内外の研究の推進に貢献し
ている。このように、全体として着実に中期計画を実行している。

今後、鳥獣やマツノマダラカミキリの遺伝研究、新防除技術のシーズ開発、微生物多様
性、マツタケ共生系、攪乱に対する群集等の反応など、重点的に成果をあげていく。

（課題群ごとの累積達成状況）
１．森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明

平成 年度には、アカネズミが主食であるコナラ属種子に含まれる毒物質としてのタ18
ンニンを唾液と共生微生物で分解して利用するという、新しい生物間相互作用を発見する
などの成果をあげた。平成 年度には南西諸島の島嶼性鳥類の遺伝的分化による保全単19
位を明らかにしたこと、樹木病原菌マツノネクチタケ属の系統を明らかにするなどの成果

。 「 」 、を挙げた 当年度は 生物間相互作用が集団の変動に及ぼす影響を予測する ことを行い
ウイルス遺伝子型の存在意義、狩りバチのアカリナリウムの機能、近赤外分光法を用いた
非破壊的成分分析法によるコナラの種子の生存過程追跡方法の開発うなど、順調に成果を
達成している。

今後、鳥獣の遺伝的保全、マツノザイセンチュウの遺伝的解析、スズメバチ寄生線虫、
害虫防除への音の利用の可能性、微生物多様性の調査方法の開発、マツタケ－マツの相互
作用解明を行う。

２．森林生態系を構成する生物個体群及び群集の動態の解明
中期計画に記載された森林の二酸化炭素吸収源としての機能解明に関連し、平成 年18

度は分布を規定する要因として水分環境や光環境の変動に対する光合成反応の違いを明ら
かにし、平成 年度は将来予想される高 条件下での炭素固定能について解明した。19 CO2
当年度は樹木の呼吸に着目し、個体レベル、林分レベル、群落レベルまで、呼吸特性や呼
吸量推定を行い、森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価につながる貴重な成果が得ら
れた。また、林床で重要なササを例に、樹形モデルを用いた分布要因の摘出は環境変動に
よる影響予測に繋がる成果でもあり、順調に進展している。

今後、台風等の環境攪乱に対する個体群、群集の反応を解明する。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
生物の種間相互作用では、個体群中の個体変異の存在意義の解明につながる、群集中で

の生態的適応に関する研究を始め、新しいハチとダニの相利的関係の解明など、質の高い
成果を上げることができた。また、個体から群集まで、様々なスケールでの樹木の呼吸特
性を解明し、森林の二酸化炭素吸収機能の研究に寄与した。さらに、ササに関する研究も
進展した。

以上から、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して「ａ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 年度計画は着実に達成されており、新規性の高い成果も得られており、成果の公表も

。 、 、進んでいる しかし 本重点課題が全体として目指すものや達成への道筋が明瞭でなく
他の重点課題との関連を含め、的確なコーディネートが求められる。

・ 生物の種間相互作用等の解明など基礎的なテーマが中心だが、実用的成果への展開を
期待する。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進
（小項目 （２）研究の基盤となる情報の収集と整備の推進）

評価単位 １（２）研究の基盤となる情報の収集と整備の推進

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要
・ 収穫試験地や水文観測施設等における森林の成長・動態調査や森林水文モニタリング、積雪

。 、 、観測等各種モニタリングを実施する また 全国の森林の病虫獣害の情報収集を行うとともに
連光寺実験林内における樹木のフェノロジーや生物相をモニタリングし、得られた情報をホー
ムページに公表する。

・ 生物多様性研究棟等において標本の適切な保管を行うとともに、新たに所有する木材標本を
データベースに加え、ホームページに公開する。

実施結果（２０年度実績）
。 。収穫試験地等におけるモニタリング事業等を 件行った それらの内訳は以下のとおりである7

① 病虫害発生情報
年 月～ 月に病害 件、虫害 件、獣害 件、合計 件の被害情報が全国2008 1 12 64 150 94 308

から寄せられた。報告件数は昨年より ％増加し、特に虫害の報告数の増加が目立った。こ69
れらの情報は、全国森林病虫獣害防除協会が隔月発行している「森林防疫」誌に掲載した。
また、収集したデータは「森林病虫獣害データベース」としてホームページ上に公開した。

② 森林水文モニタリング
1 2 3 2001釜淵森林理水試験地の 、 、 号沢試験流域および竜ノ口山森林理水試験地における

年 月～ 年 月の日流出量をとりまとめ、それぞれ森林総合研究所研究報告に公表し1 2005 12
た｡この他、関連分野の学術誌に竜ノ口山森林理水試験地や去川森林理水試験地のモニタリン
グデ－タを活用した記事を寄稿した。

③ 多雪地帯積雪観測
90十日町試験地における月毎の気象観測データを気象月表としてホームページに公表した。

年間の気象観測結果を森林総研研究報告に公表した。冬期間は毎朝、降雪深、積雪深、積雪
、 、 、 。水量 並びに積雪に関係する気象要素を観測し その都度 結果をホームページに公表した

また、積雪期間中は約 日毎に合計 回の積雪断面観測を実施し、その結果を整理してホー10 7
ムページに公表した ホームページへのアクセス数は 平成 年 月 日には 件(計。 、 21 3 25 80,497
測開始からの積算値)であった。

④ 森林の成長・動態に関する長期モニタリング
北海道北方林（大雪原生林試験地 、東北冷温帯林（カヌマ沢渓畔林試験地 、四国暖温帯） ）

針広混交林試験地（市ノ又森林動態観測試験地）の 長期モニタリングサイトにおいて定期3
継続調査、試験地のメンテナンスを行い、林分動態・成長のデータを収集した。データは、
順次、森林総研ホームページの森林動態データベースに格納し公開しており 「森林植物の分、
布要因や更新・成長プロセスの解明」等の課題内でもデータの一部が利用された。

⑤ 収穫試験地における森林成長データの収集
北海道地域 試験地（雄信内トドマツ、上金華カラマツ、鹿の沢カラマツ 、東北地域 試3 1）

験地（下内沢スギ 、関東・中部地域 試験地（鰻沢ヒノキ 、近畿・中国地域 試験地（奥） ）1 1
島山アカマツ 、四国地域 試験地（浅木原ヒノキ 、九州地域 試験地（小石原スギ）の合） ）1 1
計 試験地で調査を実施した。一部の調査については、外部委託（アウトソーシング）を行8
った。また、北海道地方のカラマツ人工林収穫試験地の調査結果を北海道支所広報誌に報告

Journal ofし、秋田地方の収穫試験地における長期的な林分成長の推移を日本森林学会誌と
誌において国内外に向けて公表した。関西、四国、九州の各支所では 年度Forest Research 19

の調査結果の概要を各支所の年報に公表した。

⑥ スギ量的遺伝形質遺伝子モニタリング調査
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昨年度設定した全 カ所の試験地（東大の富良野演習林、秋田県立大学農場、森林総合研6
究所千代田試験地、千葉県上総試験地、森林総合研究所四国支所、熊本県林業研究指導所試
験地）で樹高、胸高直径のモニタリングを行った。各試験地は、一家系が 個体からなる150
集団で、 反復で合計 本から構成されている。材料は全てスギの基盤連鎖地図を作成し3 450
た家系を挿し木によって苗木を作り植栽してあり、そのため全ての地域に植栽してある家系
は同じ遺伝情報を持つものである。これらのモニタリングデータはスギの基盤連鎖地図上の
量的形質遺伝子座のマッピングのために活用するとともに、環境の違いによって樹高や直径
などの量的形質がどのように変化するのか明らかにする予定である。

⑦ 連光寺実験林における種子散布性鳥類のリモートモニタリング
3 Web連光寺実験林内の植生環境の異なる林内 箇所と林外の平坦地にネットワークカメラ（

カメラ）を設置し、カメラの遠隔操作により種子散布に関与する鳥類の生息状況をモニタリ
ングした。モニタリングした鳥類の生息状況の映像は、多摩森林科学園で一般訪問者向けに
公開し、とくに小中学生を対象とした環境教育における自然観察の場面で活用した。

また、データベース化事業を 件行うとともに、それらの標本を保管した。内訳は以下のとお3
りである。

① 木材標本の生産と配布およびデータベース化
地域的に標本が不十分な佐賀県（佐賀森林管理署管内）と長野県（木曽森林管理署管内 ，）

滋賀県（滋賀森林管理署管内ほか）で 点の木材標本を収集した。佐賀森林管理署管内で515
はアオモジ、ツルコウゾ、ゴマキなど、木曽森林管理署管内ではコマイワヤナギ、オオバメ
ギ、ヒメウスノキなど、滋賀森林管理署管内ではテツカエデ、ヤマウコギ，ヤマガキなど所
蔵標本点数の少ない標本を収集することができた。収集標本のうち、さく葉標本と木材標本
を東北大学植物園と京都大学生存圏研究所、兵庫県立人と自然の博物館、株式会社パレオ・
ラボなどに配布した。収集標本はホームページ上の「木材標本庫データベース」で公開し、
樹形とさく葉標本、木材標本の画像を「日本産木材データベース」で公開した。

② 昆虫標本のデータベース化
データベース作成用ソフトウエアを用いて、森林総合研究所内共通で利用する昆虫標本用

のデータフォーマットを作成した。データフォーマットには、一般的な採集日、採集地等の
、 。 、情報のほか 標本の写真画像も入れるようにした 今年度はこのフォーマットにしたがって

北海道支所の所蔵する昆虫標本 点の入力を行った。また今後このフォーマットを森林32,000
総合研究所内共通で使用することから、昆虫標本データベース入力用マニュアルを作成し、
本所、各支所に配布した。データベースは次年度にホームページで公開する予定である。

③ 苗場山試験地の定期調査およびデータベースの更新搭載
年に設定した苗場山ブナ天然更新試験地（関東森林管理局中越森林管理署管内 林1967 22

班れ小班）において、 年以来 年ぶりの定期調査を行うとともに、過去 年分の調査1998 10 23
データのうち 年分についてデータベースフォーマットにしたがってデータ入力を行った。20
今年度入力したデータは、次年度に森林総研ホームページの「森林動態データベース」に更
新搭載し公開する予定である。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由
森林の成長・動態調査や森林水文モニタリング等について、データ収集及び公開等を着実に進

めたこと、
木材標本の生産、配布及びデータベース化を着実に進め、昆虫標本の適切な保管のためのデー

タベース化を行ったこと、
これらのデータベースをホームページに公開したこと、

などを評価して 「研究の基盤となる情報の収集と整備の推進」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等
・ 総研の事業実績をデータベース化してホームページで公開したことは評価できる。今後とも

有用なデータを集積してデータベースの拡充に努められたい。
・ 森林水文モニタリングについては、施業に対応した機能発揮の明確化が求められている中、

長期的な視野に立って、地域・関係機関と協力し、より多くのデータの収集に努められたい。
ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

（中項目）１ 研究の推進

（小項目 （３）きのこ類等遺伝資源の収集及び保存）

評価単位 １（３）きのこ類等遺伝資源の収集及び保存

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要

・ きのこ類等遺伝資源については、 点を目標に探索・収集し、独立行政法人農業生物資源100
研究所に登録・保存する。

実施結果（２０年度実績）

野生きのこ、昆虫寄生菌、菌根菌等の森林微生物遺伝資源を 点（平成 年度： 点）収104 19 176
、 （ ） 、 。 、集し 点 同： 点 を独立行政法人農業生物資源研究所に保存し 利用に供した 種名は104 111

、 、 、 、 、Lentinula edodes Neolentinus lepideus Collybia neofusipes Haradamyces foliicola Ciboria batschina
等、他多数である。Leptographium pseudolundbergi Fusarium solani、

遺伝資源の収集・保存点数及び生物資源研究所への委託保存数は、平成 年度からの累計で、18
374 309 20 39それぞれ 点、 点となった。生物資源研究所経由の遺伝資源配布数は、平成 年度に

点で、平成 年度からの累計で 点となった。13 260
また、特性評価については、食用きのこ 株について交配型の解析を行い、平成 年度から16 18

の累計で 点となった。84
平成 年度から保存を委託するきのこ類等遺伝資源については、当所が配布業務を行うため、20

微生物遺伝資源管理規程及び微生物遺伝資源配布規則を制定し、微生物遺伝資源管理委員会によ

り運営することとした。

○ きのこ類・森林微生物等の遺伝資源の収集・保存数等の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

収集・保存数 １０５ ８３ ９４（９４） １７６（２７０） １０４（３７４）

委託保存数 ９０ ８３ ９４（９４） １１１（２０５） １０４（３０９）

特性評価株数 ２ ２９ ５８（５８） １０（６８） １６（８４）

※( )内は第Ⅱ期中期計画期間（平成１８年度～）の累計値である。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

遺伝資源の収集・保存及び、特性評価と配布を着実に行ったこと、

を評価して 「きのこ類等遺伝資源の収集及び保存」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等

・ 着実に実施されている。今後とも継続して資源の収集・保有に努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達
成するためとるべき措置

（中項目）２ 林木育種事業の推進
（小項目 （１）林木の新品種の開発）

評価単位 （１）林木の新品種の開発

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
安全で快適な国民生活の確保及び多様な森林整備に向け、林木の優良種苗の確保を図る

ため、花粉症対策等の社会的ニーズに対応した品種の開発に取り組む。
今期の中期計画においては、 品種を目標として新品種の開発を行う。特に、花粉症250

対策に有効な品種及び国土保全、自然環境保全等の機能の向上に資する品種の開発に重点
的に取り組む。

当年度における課題のねらい
検定の進捗状況等を踏まえて、地球温暖化防止に資する品種等概ね 品種を目標とし50

て新品種を開発するとともに、花粉を生産しないスギ品種の開発のための人工交配及び病
虫害抵抗性品種を開発するための検定を実施する。

特に、喫緊の課題である地球温暖化防止に資する二酸化炭素吸収・固定能力の高いスギ品
種、多雪地帯で開発が望まれていた雪害抵抗性スギ品種及び日本海側におけるマツノザイセ
ンチュウ抵抗性品種を開発する。

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）
（１）林木の新品種の開発

ア 花粉症対策に有効な品種の開発
(ｱ) 花粉生産の少ないスギ品種のアレルゲン含有量の特性情報を得るため、アレルゲ

ン含有量の測定・評価を進める。
(ｲ) 雄性不稔の特性を有するスギの新品種を開発するため、雄性不稔スギとスギ精英

樹等との人工交配及び 苗木の育成を進めるとともに、 苗木相互間の交配を進F F１ １

める。
イ 地球温暖化の防止に資する品種の開発

二酸化炭素吸収・固定能力の高いスギ及びトドマツの新品種を開発するため、スギ
及びトドマツの精英樹について、成長及び容積密度のデータの収集・分析を進め、二
酸化炭素吸収・固定能力の高いスギの新品種を開発する。

ウ 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の開発
(ｱ) マツノザイセンチュウ抵抗性候補木の検定を進め、抵抗性新品種を開発する。
(ｲ) スギカミキリ抵抗性候補木の検定を進め、抵抗性新品種を開発する｡
(ｳ) スギの雪害抵抗性検定林の調査結果の分析・評価を進め、抵抗性新品種を開発す

る。
(ｴ) スギ等の耐陰性品種を開発するための新たな試験地の設定準備と既設試験地の調

査を進める。
(ｵ) ケヤキ等の広葉樹の優良形質候補木を用いたモデル採種林の造成を進める。

エ 林産物供給機能の向上に資する品種の開発
(ｱ) 材質の優れたスギ及び成長の優れたアカエゾマツの新品種を開発するため、検定

林等における材質等の特性の調査・評価を進める。
(ｲ) スギ、ヒノキ等の検定林等における諸特性の調査を進めるとともに、第二世代品

種を開発するための人工交配等を進める。
(ｳ) 成長、材質等の一段と優れた第二世代品種を開発するため、スギ及びヒノキの実

生検定林から第二世代精英樹候補木を選抜し、検定を進める。
(ｴ) 育林コストの削減に優れた品種を開発するため、スギ及びヒノキの精英樹を対象

に、検定林の調査結果等を用いた初期成長等に関する分析・評価を進める。

（実績）
（１）林木の新品種の開発
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二酸化炭素吸収・固定能力の高いスギ品種 品種、アカマツ及びクロマツのマツノザイセ25
24 2 18ンチュウ抵抗性品種合わせて 品種 スギカミキリ抵抗性品種 品種 雪害抵抗性スギ品種、 、

品種、花粉の少ないスギ品種 品種、計 品種を開発するとともに、人工交配及び検定等以4 73
下の業務を進めた。

ア 花粉症対策に有効な品種の開発
Cryj1花粉の少ない品種を含むスギ精英樹について、スギの主要アレルゲンである

と の含有量の測定・評価を進めた。雄性不稔の特性を有するスギの新品種を開Cryj2
発するため、爽春の 苗木相互間の人工交配、スギ三重不稔（関西） 号及び東北雄F 11

性不稔スギの人工交配を行った。
イ 地球温暖化の防止に資する品種の開発

二酸化炭素吸収・固定能力の高いスギ品種を開発するため、 箇所の検定林で成13
長及び容積密度データの収集・分析を進めるとともに、これまでの調査データの分析

、 。 、結果に基づき 二酸化炭素吸収・固定能力の高いスギ品種 品種を開発した また25
二酸化炭素吸収・固定能力の高いトドマツ品種を開発するため、北海道育種基本区に
おいて 箇所、 家系の成長量と容積密度を測定した。3 80

ウ 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の開発
マツノザイセンチュウ抵抗性については、アカマツ及びクロマツの抵抗性候補木の

一次検定及び二次検定を進めるとともに、二次検定の結果に基づき、アカマツ 品12
種及びクロマツ 品種を開発した。スギカミキリ抵抗性については、候補木の二次12
検定を進めるとともに、二次検定の結果に基づき、 品種を開発した。雪害抵抗性に2
ついては、 箇所の検定林の調査結果の分析・評価を進め、スギ品種 品種を開発54 18
した。スギ等の耐陰性品種を開発するために、新たな試験地の設定準備を進めるとと
もに、既設の試験地の成長量等の調査を進めた。広葉樹の優良形質候補木を用いたモ
デル採種林については、ウダイカンバ、ケヤキ等について造成を進めた。

エ 林産物供給機能の向上に資する品種の開発
材質の優れたスギの新品種を開発するため、 箇所の検定林で材質特性の調査と12

評価を進めた。また、成長の優れたアカエゾマツの新品種を開発するため、 箇所13
13の検定林の調査結果について評価を進めた。スギ、ヒノキの諸特性の調査では、

箇所の検定林で調査を進めた。また、第二世代品種を開発するための人工交配は、ス
ギ 組合せ、トドマツ 組合せ及びアカエゾマツ 組合せを行った。第二世代精48 20 22
英樹候補木の選抜では、スギ 個体、ヒノキ 個体を選抜した。育林コストの削減67 9
に優れた品種を開発するため、スギ及びヒノキの検定林等の調査データを用いて初期

、 、 。成長等に関する分析・評価を進め 優良な精英樹を選定し その特性情報を提供した

終了時目標に対する累積達成状況
本中期計画期間中に開発を予定している 品種に対し、 品種を開発したことで、250 73

合計 品種となった。特に、今年度から開発を予定していた二酸化炭素吸収・固定能力208
の高いスギの新品種については 品種開発できた。また、品種開発が望まれていた東北25
育種基本区の雪害抵抗性品種について 品種開発でき、日本海側のマツノザイセンチュ10
ウ抵抗性品種についてはアカマツ 品種、クロマツ 品種を開発できた。5 12

以上のように、品種開発を予定以上に進めることができた。また、今後の品種開発のた
めの検定、調査等も順調に進めた。

ａ ｂ ｃ ｄ評定 s

評定理由
・ 新品種の開発目標数概ね 品種に対し 品種を開発したこと、50 73
・ 地球温暖化の防止に資する二酸化炭素吸収・固定能力の高いスギ品種を 品種開発25

できたこと、
・ 品種の追加が望まれていた東北育種基本区の雪害抵抗性品種について 品種開発で10

き、関西育種基本区において初めて雪害抵抗性品種を開発できたこと、
・ マツノザイセンチュウ抵抗性品種については、これまで品種開発が遅れていた日本海

側の地域に重点を置いて実施し、アカマツ及びクロマツの抵抗性品種 品種を開発し24
たこと、

などを評価し、全体として年度計画以上を達成したと判断して「 」と評定した。a

評価委員会の意見等
・ マツノザイセンチュウ抵抗品種などを開発したことは評価できる。
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・ 目標の 品種を上回る品種が開発できたことは、評価できる。50
・ 多様な木質資源確保の視点から、広葉樹等の新品種開発に精力的に取り組むことを期

待する。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目）２ 林木育種事業の推進
（小項目 （２）林木遺伝資源の収集・保存）

評価単位 （２）林木遺伝資源の収集・保存

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要
貴重な林木遺伝資源が滅失することを防ぐとともに、多様な林木育種ニーズに対応した新品種

の開発等を進めるため、以下の業務を行う。特に、絶滅に瀕している種等の希少・貴重な林木遺
伝資源の探索・収集に取り組む。
ア 探索・収集

①クロビイタヤ、ハナガガシ等の絶滅に瀕している種、南西諸島若しくは小笠原諸島の自生
、 、 、種 天然記念物等で枯損の危機に瀕している巨樹・名木 衰退林分で収集の緊急性の高いもの

②スギ、ヒノキ、オオバヤナギ等の育種素材として利用価値の高いもの、③その他森林を構成
する多様な樹種について、概ね 点を探索・収集する。1,200

イ 増殖・保存
探索・収集した林木遺伝資源は、適切な方法により増殖を進めるとともに、保存を行う。ま

た、オガサワラグワの苗木の生息域内への植え込みに着手する。さらに、林木遺伝資源保存林
の調査を進める。

ウ 特性評価
、 、 。スギ ケヤキ等について特性調査を進めるとともに 遺伝資源特性表の作成・公表を進める

エ 情報管理及び配布
他機関が所有する林木遺伝資源を含む遺伝資源情報の管理と情報発信を進める。また、配布

希望に対して適切に対応する。

実施結果（２０年度実績）
探索・収集の目標数の 点をやや上回る 点を収集するとともに、オガサワラグワ等の1,200 1,255

増殖・保存、特性調査とそれに基づく遺伝資源特性表の充実・公表、情報管理及び配布を計画ど
おり進めた。
ア 探索・収集

探索・収集の目標数の概ね 点に対して、クロビイタヤ、ハナガガシ、ユビソヤナギ等1,200
の絶滅に瀕している種、南西諸島や小笠原諸島の自生種、天然記念物等で枯損の危機に瀕して
いる巨樹・名木等を 点、育種素材として利用価値の高いスギ、ヒノキ、オオバヤナギ、ハ276

935 44 1,255リギリ等を 点 その他森林を構成する多様な樹種のハナイカダ コブシ等を 点 計、 、 、
点を探索・収集した。このうち、 点は、巨樹・名木等の後継クローン苗を要請に応じて増殖30
し里帰りさせる「林木遺伝子銀行 番」により受け入れた点数である。110

○ 林木遺伝資源の探索・収集数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

（２５５） （４５８） （７３４）
絶滅に瀕している種等

１５９ １５５ ２５５ ２０３ ２７６

育種素材として利用価値の高 （９９７） （１，９８４） （２，９１９）

いもの １，２５７ １，２５４ ９９７ ９８７ ９３５

その他森林を構成する多様な （４３） （８８） （１３２）

樹種 １２２ １２４ ４３ ４５ ４４

（１，２９５） （２，５３０） （３，７８５）
計

１，５３８ １，５３３ １，２９５ １，２３５ １，２５５

※( )内は第Ⅱ期中期計画期間（平成１８年度～）の累計値である。

イ 増殖・保存
探索・収集した林木遺伝資源については、樹種特性を踏まえてさし木、つぎ木、播種により

計 点の増殖を実施した。成体（苗木）の保存園への植栽保存と種子・花粉の貯蔵施設への719
集中保存により、計 点を保存した。1,297

林木遺伝資源保存林については 「前橋ミズナラ・ケヤキ 林木遺伝資源保存林 （福島県昭、 」20
和村）では繁殖状況の調査 「前橋ブナ 林木遺伝資源保存林 （福島県檜枝岐村）及び「長野、 」21
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カラマツ 林木遺伝資源保存林」(長野県軽井沢町）で個体の位置、樹高、胸高直径等のモニ11
タリング調査を進めた。

○ 林木遺伝資源の増殖・保存数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

（６３７） （１，２８０） （１，９９９）
増殖数

６１３ ６８０ ６３７ ６４３ ７１９

（４９７） （９７２） （１，６２１）
成体（穂木）

４８３ ４１２ ４９７ ４７５ ６４９

（５０９） （９６９） （１，６１７）
保存数 種子・花粉

７６７ ９４１ ５０９ ４６０ ６４８

（１，００６） （１，９４１） （３，２３８）
計

１，２５０ １，３５３ １，００６ ９３５ １，２９７

※( )内は第Ⅱ期中期計画期間（平成１８年度～）の累計値である。

ウ 特性評価
成体保存しているスギ、ヒノキ、アカマツ、ミズナラ等 点について、成長性、幹の通3,703

直性、紅葉色、 遺伝子型等及び新たに収集した種子・花粉 点の発芽率等の計 点DNA 488 4,191
の調査を行った。これまでに収集した調査データを用いて、林木育種センター関西育種場に保

372 78存しているスギ精英樹 点について成長性 枝の特性等 九州育種場に保存しているケヤキ、 、
点について紅葉色、幹の通直性等の特性評価を行い、それぞれの林木遺伝資源特性表を作成し
公表した。

○ 林木遺伝資源の特性調査数、特性評価数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

（４，２４１） （８，３８５） （１２，５７６）
特性調査

４，９２９ ５，０５１ ４，２４１ ４，１４４ ４，１９１

（３１９） （６９７） （１，１４７）
特性評価

３３５ ３５６ ３１９ ３７８ ４５０

※表中の数値は系統数を表す。( )内は第Ⅱ期中期計画期間（平成１８年度～）の累計値である。

エ 情報管理及び配布
新たに保存した 点の林木遺伝資源の来歴情報をデータベースに登録し、公表している1,297

配布目録を更新した。また、事業・研究によって得られた成果を広報「林木育種情報」に掲載
するとともに、林木遺伝資源連絡会の活動の一環として「林木遺伝資源連絡会誌」を発行し、
会員機関が保有する林木遺伝資源の情報発信を進めた。

林木遺伝資源の配布については、これまでの実績とほぼ同等の 件であったが、 件当りの27 1
配布点数が少なくなったため、総配布点数は減少した。

○ 林木遺伝資源の配布実績の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

（２８） （５３） （８０）
配布件数

３６ ３８ ２８ ２５ ２７

（５４７） （８０５） ９１０）（
配布点数

７７８ ８８１ ５４７ ２５８ １０５

※( )内は第Ⅱ期中期計画期間（平成１８年度～）の累計値である。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由
・ 探索・収集の目標数概ね 点に対して 点を収集したこと、1,200 1,255
・ これまでに収集した林木遺伝資源を含め増殖・保存の作業を順調に進めたこと、

、 、・ 成体保存している林木遺伝資源の特性評価 情報管理や配布などの作業を順調に進めたこと
などを評価し、年度計画を達成したと判断して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等
・ 着実に実施されている。今後も継続して貴重な林木遺伝資源の収集・保有に努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目）２ 林木の育種事業
（小項目 （３）種苗の生産及び配布）

指 標 （３）種苗の生産及び配布

評価単位に係る業務の実績に関する概要

の概要年度計画
ア 「精英樹特性表」の充実を図るため、検定林等における精英樹の調査を進める。また、ケヤ

キ等を含む多様な広葉樹について、各種情報の整理を進める。さらに、関係都道府県等と連携
して新品種等の普及促進に資するためのモデル的展示林の整備に着手する。

イ 都道府県等からの配布要望に沿って新品種等の種苗を計画的に生産するとともに、配布期間
の要望に対する充足率 ％以上を目標として配布を行う。90

ウ 都道府県等を対象に実施している種苗の生産及び配布、林木育種技術の講習及び指導等につ
いてアンケート調査を行うとともに、調査結果を評価・分析し業務に反映させる。

実施結果（２０年度実績）
種苗の生産及び配布については、都道府県からの要望どおりに 本の種苗を配布するこ8,218

とができた。配布した種苗や林木育種技術の講習・指導等についてのアンケート調査では、 段5
階評価で平均 と高い評価を得た。4.7
ア 「精英樹特性表」の充実に資するため、 箇所の検定林において、樹高、胸高直径、幹曲が82

り等の調査を進めるとともに、都道府県が行う検定林の調査データの登録を進めた。また、ホ
ームページ上で公開している精英樹特性表の情報の拡充を行った。

ケヤキ等の優良形質候補木などについては、保存情報及び成長等の特性情報について整理を
進めた。

モデル的展示林については、植栽する品種等具体的な展示林造成方法等について関係機関と
協議を行うとともに、現地調査及び苗木生産・植栽を開始し整備に着手した。

イ 平成 年度は、 都道府県から 系統、 本の苗木や穂木の配布要望があり、配布20 32 461 8,218
時期、内容とも全て要望どおりに生産し配布した。このうち、花粉の少ないスギについては、
北海道育種基本区を除く各育種基本区の計 県に穂木及び苗木計 本を配布した。15 3,573

ウ 平成 年度に種苗（原種）を配布した 都道県等に対して、配布した種苗の品質や梱包20 32
の状況、林木育種技術の講習・指導、情報提供等についてのアンケート調査を実施した結果、
顧客満足度については 段階評価で、平均 となった。5 4.7

平成 年度に実施したアンケート調査において、種苗の配布関係で 「根が若干乾いたもの19 、
のがあった」等の指摘があったことを踏まえ、苗木梱包後の温度管理や冷蔵送付等により適正
化を図るとともに、苗木の生産及び配布に当たっての品質管理に努めた。また、講習・指導関
係では 「現地実習により技術の向上が図られた」という意見とともに 「新しい職員のための、 、
基礎研修を行ってほしい」との指摘があったことを踏まえ、育種の基礎技術の習得を目的とし
た講習会を実施するなど業務に反映させた。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由：
・ 精英樹特性表の充実に資するデータの集積等を行ったこと、
・ 計画的な種苗の生産を行い、全て要望どおり適期に種苗を配布できたこと、
・ アンケート調査を行うとともに、顧客満足度は中期目標で指示された目標の 以上であっ3.5

たこと、
を評価し、年度計画を達成したと判断して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等
・ 着実に実施されている。今後も継続的に現場の声を取り入れながら計画的に進められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置

（中項目）２ 林木育種事業の推進

（小項目 （４）林木の新品種の開発等に附帯する調査及び研究）

評価単位 （４）林木の新品種の開発等に附帯する調査及び研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）

花粉症対策、地球温暖化防止等の社会的ニーズに対応した新品種の開発及び利用の推進

に必要な技術の開発、絶滅の危機に瀕している林木遺伝資源の滅失の防止及び林木の新品

種の開発に不可欠な育種素材の確保に資するための林木遺伝資源の収集、保存及び特性評

価に必要な技術の開発、開発途上国等における持続可能な森林経営、熱帯林の減少・劣化

の防止等に寄与するための海外協力に資する林木育種の開発に附帯する調査及び研究を実

施する。

当年度における課題のねらい

花粉症対策に対応するためヒノキの雄花着花性の遺伝様式を解明する。有用広葉樹種苗

、の配布区域の検討に必要な基礎情報を得るために必要な 変異の探索を行うとともにDNA
検出された 変異を簡易に分析するための マーカーの開発を進める。林木遺伝DNA DNA
資源の探索・収集を戦略的かつ効率的に進めるため、地理情報システム（ ）技術を用GIS
いた探索・収集技術の開発に必要なスギ等の分布情報と地理情報の各データベースの相互

リレーションを構築する。また、林木遺伝資源のより適切な保存を進めるため、 マDNA
ーカーによる遺伝的構造及び交配実態の解明を進める。海外協力に資するための林木育種

技術の開発については、アカシア属の成長等の調査を進めるとともに、モルッカネムの実

生採種園の造成と管理に関するマニュアルの作成、アカシアの人工交配手法の比較試験を

進める。

実施結果（２０年度実績）

ア 新品種等の開発及び利用の推進に必要な技術の開発

（年度計画）

(ｱ) 花粉症対策に有効な品種の開発等に必要な技術の開発

、 。a ヒノキの雄花着花性の調査結果を取りまとめ 雄花着花性の遺伝様式を解明する

b 雄性不稔スギ等の組織培養による効率的な大量生産技術の改良に必要な培養条件

の検討を進めるとともに、順化条件の検討に着手する。

c スギの雄性不稔遺伝子を保有する個体の探索及び相同性の確認に必要な雄性不稔

ヘテロ 苗木の育成及び雄性不稔の発現様態についての調査を進める。F １

(ｲ) 地球温暖化の防止に資する品種の開発に必要な技術の開発

a ヒノキ等の二酸化炭素吸収・固定能力の評価・検定手法の開発に必要な木部単位

重量当たりの炭素含有率の変異についての評価及び容積密度の簡易推定法の開発を

行う。また、開発した簡易推定法を用い、検定林における容積密度の簡易推定に着

手する。

b 林分の二酸化炭素吸収・固定量増加の予測手法の開発に必要な育種苗の林分収穫

量の予測に着手する。

(ｳ) 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の開発等に必要

な技術の開発

a マツノザイセンチュウ抵抗性の第二世代品種の選抜・検定手法の開発に必要な検

定用苗の育成及び接種検定を進める。

b 雪害抵抗性の第二世代品種の選抜・検定技術の開発に必要な雪害抵抗性の指標と

なる形質と一般形質相互間の遺伝パラメータを推定して間接的な選抜効果を予測す

る。
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(ｴ) 林産物供給機能の向上に資する品種の開発に必要な技術の開発

a 成長、材質等の一段と優れた第二世代品種の選抜・検定手法の開発等に必要な検

定林における指数評価と現地観察との比較検討を進めるとともに、遺伝パラメータ

を用いて第二世代品種選抜による遺伝獲得量を推定する。

b 材質形質の早期検定による選抜手法の開発に必要な木材強度と心材含水率の簡易

測定及び試験体の採取を行うとともに、含水率の測定を進め、ミクロフィブリル傾

角の測定に着手する。

(ｵ) 広葉樹林の遺伝的管理に必要な技術の開発

a ケヤキ等広葉樹の優良形質候補木の初期成長、開葉フェノロジー等の調査を進め

る。

b 有用広葉樹種苗の配布区域の検討に必要な基礎情報を得るために必要な 変DNA
異を簡易に分析するための マーカーを開発するとともに、天然分布域から分DNA

DNA DNA析試料を収集する また 開発した マーカーを用いて天然分布域における。 、

変異の分析を進める。

c ミズナラ天然林の遺伝的多様性に配慮した諸形質の改良手法の開発に必要なミズ

、 。ナラ林の上層木の 分析を進めるとともに 実用形質の遺伝性の調査を進めるDNA
また、堅果の採取を進めるとともに堅果の 分析に着手する。DNA

(ｶ) 育種年限の短縮及び遺伝子組換えによる育種に必要な技術の開発

a マツノザイセンチュウ抵抗性と連鎖した マーカーを含む領域の検出に必要DNA
なクロマツの連鎖地図の作成を進めるとともに、抵抗性と連鎖した マーカーDNA
を含む領域の検出を進める。

b スギ精英樹家系に雄性不稔化する遺伝子の導入に着手する。

c 組換え体の野外栽培試験における評価手法の開発に必要な組換え体の野外栽培試

験を進める。

(ｷ) 新品種等の利用の推進等に必要な技術の開発

a さし木苗の効率的な生産技術の開発に必要な剪定手法の試験及び加齢効果の調査

を進める。

b ヒノキ採種園の交配実態の解明に必要な採取した種子を材料にした 分析にDNA
よる花粉の飛散距離及び花粉親寄与率の調査を進める。

c 育種区と種苗配布区域に関する検討に必要な基礎資料として活用できる関西育種

基本区のスギ検定林データの解析を行う。

（実績）

(ｱ) 花粉症対策に有効な品種の開発等に必要な技術の開発

ヒノキの雄花着花性の遺伝様式の解明については、 年間にわたる調査で年ごとの2
狭義の遺伝率が 、 と高く、スギと同様にヒノキでも雄花着花性は親の影響が0.69 0.38
大きいことを明らかにした。

雄性不稔スギ等の大量培養技術では、培地をオアシスから寒天培地に変えることで

発根率を ～ ％に高めることができた。80 90
(ｲ) 地球温暖化の防止に資する品種の開発に必要な技術の開発

ヒノキ等の二酸化炭素吸収・固定能力の評価に必要な容積密度の簡易推定法の開発

については、ピロディンの貫入量から容積密度を推定できることを昨年度明らかにし

たが、現場での測定を簡易にするために、樹皮の上から測定すること試み、ヒノキ、

アカエゾマツでは皮付きの場合でも高い相関が得られた。一方、樹皮が厚く堅いカラ

マツでは樹皮厚で補正することで樹皮の上からの測定でも相関が高まることを明らか

にした。

育種苗の林分収穫量を予測するため、スギ、ヒノキ、カラマツの 年次から 年5 30
次の検定林データを解析し、スギ、カラマツの林分生産量は年次経過とともに系統間

差がより明瞭になることを明らかにした。

(ｳ) 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の開発等に必要

な技術の開発

第二世代のマツノザイセンチュウ抵抗性品種の選抜・検定技術の開発に供する材料

を養成するため、抵抗性品種相互間の交配苗に接種検定を行い、生存した 個体の20
つぎ木苗を養成した。第二世代の雪害抵抗性品種の開発では、雪害抵抗性の指標とな
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る傾幹幅と一般形質相互間の遺伝パラメータを推定し、樹高と傾幹幅の双方によって

選抜すると選抜効果が最も大きくなることを確認した。

(ｴ) 林産物供給機能の向上に資する品種の開発に必要な技術の開発

材質形質の早期検定技術の開発については、スギ検定林 箇所で木材強度と関係の2
深い材の密度の測定を進めるとともに、ミクロフィブリル傾角の測定に着手した。ま

た、心材含水率の簡易測定法の開発については、スギ及びトドマツで横打撃法による

振動数を測定するとともに、供試材を採取して含水率を測定した。また、第二世代品

種の選抜・検定手法の開発について、遺伝獲得量の推定等を行った。

(ｵ) 広葉樹林の遺伝的管理に必要な技術の開発

広葉樹種苗の配付区域の検討では、ブナで葉緑体 の変異を識別する 個のDNA 18
マーカーを開発した。これを元にブナのハプロタイプの分布を解析し、地理的DNA

に遺伝的分化していることを明らかにした。ケヤキでは、葉緑体 の変異を識別DNA
するための マーカーを新たに 個作成し、これによって 個のハプロタイプDNA 12 11
を識別できるようするとともに、核 のマーカーを 個開発した。また、ミズナDNA 20
ラ天然林の遺伝的改良技術の開発では、ミズナラ天然林内に設定した試験地のミズナ

ラ上層木及び堅果から育成した実生の マーカーによる分析を進めた。この他、DNA
ケヤキ等の産地試験林で成長量や通直性、開葉特性の調査を進めた。

(ｶ) 育種年限の短縮及び遺伝子組換えによる育種に必要な技術の開発

重複する記載を避けるため、この項目の進捗状況と主な成果については、第２－２

－(５）森林バイオ分野における連携の推進に記載した。

(ｷ) 新品種等の利用の推進等に必要な技術の開発

マツのさし木苗の効率的な生産技術の開発では、剪定時期が遅くなると萌芽枝の発

生は多くなるものの発根率が低下することから 月までに剪定を実施することが最適4
であることを明らかにした。また、密閉ざしによって育苗期間を 年に短縮でき、発2
根率の変動も少ないことを明らかにするとともに、発根処理にオーキシンとジベレリ

ン生成阻害剤（ウニコナゾール ）を併用することにより発根率が向上することを明P
らかにした。

イ 林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必要な技術の開発

（年度計画）

(ｱ) 収集、分類技術の開発

地理情報システム（ ）技術を用いた探索・収集技術の開発に必要なスギ等のa GIS
分布情報と地理情報のデータベース化を行い、各データベースの相互リレーション

を構築する。

スギ遺伝資源の マーカーによる分類技術の開発に必要な 分析を進めb DNA DNA
る。

(ｲ) 保存技術の開発

生息域内保存林におけるケヤキ等の保存対象樹種の マーカーによる遺伝的a DNA
構造及び交配実態を解明するため、分析試料の採取と 分析を進める。DNA

ヤクタネゴヨウの効果的な生息域外保存技術の開発に必要な、着花及び開花時期b
の調査、人工交配、つぎ木を進める。

スギ遺伝子保存林の再造成技術の開発に必要な分析試料の採取及び 分析をc DNA
進める。

(ｳ) 特性評価技術の開発

ケヤキの地理的変異及びトガサワラの遺伝変異の解明に必要な試験地の設定・調a
査と分析試料の採取を進めるとともに、遺伝マーカーによる分析を進める。

（実績）

(ｱ) 収集、分類技術の開発

自然環境保全基礎調査の植生調査データ等を基に分布情報のデータベース化と、国

土数値情報、メッシュ気候値を基に分布域の地理情報のデータベース化、林木育種セ

ンターにおける遺伝資源の保存情報の整理を行った。さらに、メッシュコードにより

各データベースの相互リレーションを構築し、様々な遺伝資源の情報を相互に関連づ

けて視覚化することを可能にした。
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また、スギ遺伝資源の 分析及びそのための試料採取と 抽出を行った。DNA DNA
(ｲ) 保存技術の開発

DNAケヤキ及びアカマツについて 遺伝的構造の解明及び交配実態の解明に必要な、

分析を進めた。種子又は実生の由来親の特定解析の結果、アカマツ林では、試験地以

外の母樹から飛来した種子は全体の約 ％を占めることを明らかにした。20
ヤクタネゴヨウのつぎ木クローンの着花特性を明らかにするため、着花及び開花時

期の調査を進めるとともに、人工交配を実施した。さらに着花量の多いクローンにつ

いてヤクタネゴヨウを台木にしてつぎ木を行い、 ％以上の非常に高い活着率を得90
た。

スギの採種源林分及び後継林分からの分析試料の採取を進め、採種林分の立木位置

図を作成した。福島県会津地方の採種源林分 林分と後継林分 林分の間の遺伝的多1 2
様性の比較では、平均ヘテロ接合体率は林分間で差は認められなかったが、遺伝的多

様性の指標の一つであるアレリック・リッチネス（ ）は採種源林分に比べ、後継Ar
林分では減少していることが明らかになった。

(ｳ) 特性評価技術の開発

ケヤキについては、新たに四国の 集団において、樹形、分岐等の形態の調査及び2
遺伝分析用の試料の採取を行った。また、 マーカー等による遺伝的特性の分析DNA

。 、を進めた 国内各地のケヤキ 集団についてアイソザイム分析結果の解析に着手し17
遺伝的多様性を評価した。遺伝的多様性は既に報告されている他の樹種に比べて高か

ったが、集団間の遺伝的分化の程度は日本の主要樹種と同程度であった。

トガサワラについては、新たに和歌山県の 集団から分析試料を採取し， 抽2 DNA
出を行った。さらに、同属種であるダグラスファーで開発された マーカーを用SSR4
いて、三重県及び高知県の合計 集団について、遺伝的多様性の評価を行った。遺伝3
的多様性の指標については、集団間に大きな違いは認められなかったが、遺伝子座に

0.088よっては 両県の集団間で対立遺伝子頻度に違いがみられた 遺伝子分化係数は、 。

の報告に比べやや高く、集団間の遺伝的分化が比較的進んでいると推定された。と、既往

ウ 海外協力に資する林木育種技術の開発

（年度計画）

(ｱ) 林木育種技術の体系化

アカシア属の優良産地解明のために植栽初期の諸形質の調査を進める。また、モル

ッカネムの採種林等の評価を進めるとともに、育種技術マニュアルを作成する。

(ｲ) 品種開発のための基礎的な林木育種技術の開発

樹型誘導試験を定期的に調査する。a
人工交配手法の比較試験を進めるとともに、花粉の貯蔵試験を引き続き行う。まb

た、自然交配園の着花調査行う

(ｳ) 長期的な展望に立った育種技術協力のための情報の収集

海外における育種事情、ニーズ等の情報の収集を進める。a
海外の林木遺伝資源の収集養成を進める。b

（実績）

(ｱ) 林木育種技術の体系化

マレーシアの産地試験地でアカシア・マンギウム 家系とアカシア・アウリカリ63
フォルミス 家系の諸形質について調査解析を進め、インドネシアのアカシア・マ47
ンギウム選抜効果確認試験地の調査結果から、同樹種の次世代化品種の造林システム

開発に資する成長モデルを開発した。インドネシアのモルッカネムの実生採種林の材

質形質の調査・解析により簡易測定の有効性を確認し、これまでの成果と合わせ、早

期に形質が改良された種子が得られる実生採種園の造成と管理に関する育種技術マニ

ュアルの作成を完了した。

(ｲ) 品種開発のための基礎的な林木育種技術の開発

、 、 、西表熱帯林育種技術園内で 採種園管理手法として 樹型誘導試験の調査を行って

アカシア・アウリカリフォルミスで二次枝伸張抑制効果の成長調整物質による差を認

めた。西表園内で、アカシア・マンギウムとアカシア・アウリカリフォルミスの花粉

の冷凍貯蔵・発芽試験及び正逆人工交配を行い、チューブ内冷凍貯蔵花粉を用いた容
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易でかつ効率的な人工交配手法によってハイブリッドの莢の形成に成功し、この手法

。 。の有効性を確認した マレーシアのアカシア属雑種自然交配園で開花情報を収集した

(ｳ) 長期的な展望に立った育種技術協力のための情報の収集

ベトナム、ケニア及びニュージーランドで、育種事情、研究ニーズ等を調査し、情

報の収集と分析を行った。ペルー産のマホガニー（ ）苗木 点及Swietenia mahogany 10
びセドロ（ ）苗木 点を収集した。Cedrela odorata 18

終了時目標に対する累積達成状況

花粉症対策に有効な品種開発に必要な技術開発では、雄花着花性の遺伝様式の解明に対

しては、昨年度のスギに引き続いてヒノキの人工交配家系を用いて遺伝様式を調査し、ス

ギと同様にヒノキの雄花着花性の遺伝率が高く、雄花の少ない親の後代は着花量が少なく

なることを明らかにした。有用広葉樹の遺伝的管理では、中期計画の達成目標である有用

広葉樹種苗の配布区域の検討に必要な基礎情報を得るための 分析及び遺伝子かく乱DNA
の実態調査に対して、当年度はブナで 変異を探索し マーカーの開発を進め、DNA DNA
それを使った系統地理学的解析を一部の材料で試みた。

林木遺伝資源の収集、分類技術の開発では、中期計画の達成目標である探索・収集を効

率的、戦略的に実施するための 技術を用いた探索・収集技術の開発に対して、スギ等GIS
の分布情報、地理情報等の各データベースの相互リレーションを構築した。保存技術の開

発では、 マーカーによる遺伝的構造及び交配実態の分析を進め、アカマツ林に落下DNA
する種子のうち外部から飛散したものが約 ％を占めること、スギの遺伝子保存のため20
の後継林分では遺伝的多様性が減少していることを明らかにした。特性評価技術の開発で

は、トガサワラの 分析にダグラスファーで開発されたマーカーを用い、三重県と高DNA
知県の集団間で遺伝的分化が比較的進んでいることを明らかにした。

海外協力のための林木育種技術の開発については、林木育種技術の体系化では、アカシア・マ

ンギウムについて成長モデルを開発し、モルッカネムについては、実生採種園の造成と管

理に関する育種技術マニュアルの作成を完了した。品種開発のための基礎的な林木育種技

術の開発では、昨年度に引き続きアカシア属の人工交配に取り組み、チューブ内冷凍貯蔵花粉を用

いた人工交配手法によって、容易でかつ効率的にハイブリッドの莢の形成に成功した。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

・ 新品種等の開発及び利用の推進に必要な技術の開発については、ヒノキの雄花着花性

の遺伝率が高いことを明らかにすることによって花粉の少ないヒノキの採種園産種子の

有効性を確認したことなど年度計画に沿った調査及び研究を進めたこと、

・ 林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必要な技術の開発については、地理

情報システム（ ）技術を用いて探索・収集の効率化に取り組み、スギ等の分布情報GIS
などのデータベースの など年度計画に沿った調査及び研究相互リレーションを構築する

を進めたこと、

チューブ・ 海外協力に資する林木育種技術の開発については、アカシア属の人工交配で

内冷凍貯蔵花粉を用いた人工交配手法によって、容易でかつ効率的にハイブリッドの莢の形成に

など年度計画に沿った調査及び研究を進めたこと、成功する

などを評価し、年度計画を達成したと判断し「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等

・ 多様な研究を着実に行い、目的に沿った成果を挙げていることは評価できる。今後と

も新品種開発に役立つ基礎的知見の集積に努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シート(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置

（中項目）２ 林木育種事業の推進

（小項目 （５） 森林バイオ分野における連携の推進）

評価単位 （５）森林バイオ分野における連携の推進

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）

社会ニーズに対応した優良種苗の確保等に向けて、森林バイオ分野において研究部門と

林木育種部門の連携を図り、先端技術を用いた雄性不稔スギの開発、 レベルでの病DNA
虫害抵抗性の特性解明及び有用広葉樹の遺伝的特性解明等に関する研究を推進する。

当年度における課題のねらい

遺伝子組換えによる新たな雄性不稔スギの開発については、昨年度単離した遺伝子が雄

花特異的であることを確認した上でスギへの導入に着手する。また、組換え体の野外栽培

、 。試験においては 隔離ほ場植栽 年目の遺伝子組換えギンドロについてデータを収集する2
マツノザイセンチュウ抵抗性と連鎖する マーカーの開発については、マーカーを開DNA
発し連鎖地図作成を進める。雄性不稔スギに共通的な組織培養のための継代培養条件につ

いて検討する。広葉樹については、新潟県内のブナ集団の遺伝的構造を解明する。

実施結果（２０年度実績）

（年度計画）

社会ニーズに対応した優良種苗の確保等に向けて、森林バイオ分野において研究部門と

林木育種部門の連携を図り、遺伝子組換えによる新たな雄性不稔スギの開発、マツノザイ

センチュウ抵抗性と連鎖する マーカーの開発、雄性不稔スギに共通的な組織培養のDNA
ための継代培養条件の検索、地域における広葉樹の遺伝的多様性の解析、二次林を構成す

る広葉樹の生態的特性の解明を進める。

（実績）

・ 遺伝子組換えによる新たな雄性不稔スギの開発については、昨年度、単離したスギの

雄花特異的遺伝子の発現解析をモデル植物であるシロイヌナズナで行い、その遺伝子は

シロイヌナズナの葯で発現することを確認した。また、雄花特異的遺伝子やそのプロモ

ーターを利用して雄性不稔化遺伝子の候補を構築し、スギの不定胚形成細胞への導入に

。 、 。着手した さらに 雄性不稔化遺伝子の候補数を増やすために研究部門と連携を進めた

組換え体の野外栽培試験においては、隔離ほ場植栽 年目の組換えギンドロの成長量や2
土壌養分等の調査を行い、組換えギンドロを評価するためのデータの収集を継続した。

・ マツノザイセンチュウ抵抗性と連鎖する マーカーの開発については、クロマツDNA
の マーカー 個と マーカー 個を開発し、これまでに開発した マーカSSR 63 SNP 6 DNA
ーとあわせてクロマツの連鎖地図の作成と抵抗性と連鎖する領域の検出を進めた。

・ 雄性不稔スギに共通的な組織培養のための継代培養条件の検索では、基本培地として

培地が優れていることを見いだし、サイトカイニン類としてゼアチンかベンジル1/2 LP
アミノプリンを添加した培地と、活性炭を添加した培地に交互に植継ぐことにより、シ

ュートの増殖と活性の維持が可能であった。

12 32 DNA・ 広葉樹については 新潟県のブナ天然林および採種林 集団各 個体について、

を抽出し、 マーカーを用いて集団の遺伝的構造を解明した。また、二次林におけるSSR
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前生稚樹の更新に影響する要因をさらに抽出した。

終了時目標に対する累積達成状況

先端技術を用いた雄性不稔スギの開発の推進については、昨年度単離した遺伝子がスギ

雄花特異的であることをシロイヌナズナを用いて確認した上で、雄性不稔化遺伝子の候補

を構築しスギへの導入を進めた。マツノザイセンチュウ抵抗性と連鎖する マーカーDNA
の開発については、クロマツの マーカーが累計で 個となり、これらのマーカーDNA 128
を用いて連鎖地図の作成と抵抗性と連鎖する領域の検出を進めた。雄性不稔スギの組織培

養については、シュートの増殖と活性の維持を可能とする継代培養条件を見出した。

このように、中期計画に対して、予定した年度計画を実施することが出来、実施に当た

って研究部門と林木育種部門の連携を図ったことで効果的に推進できた。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

・ 遺伝子組換えによる新たに雄性不稔スギの開発については、昨年度単離した遺伝子がスギ

雄花特異的であることをシロイヌナズナを用いて確認した上で、雄性不稔化遺伝子の候

補を構築しスギへの導入に着手したこと、

DNA・ マツノザイセンチュウ抵抗性育種を促進するためのクロマツの連鎖地図作成のための

マーカーを追加し連鎖地図の作成と抵抗性と連鎖する領域の検出を進めたこと、

・ 雄性不稔スギの組織培養については、シュートの増殖と活性の維持を可能とする継代培

養条件を見出したこと、

など連携を図り効果的に研究を推進できたことを評価し、年度計画を達成したと判断して「ａ」

と評定した。

評価委員会の意見等

・ 研究部門と林木育種部門との一層の連携を期待する。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （１） 水源林造成事業）

評価単位 ア 事業の重点化の実施

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
水源林造成事業の新規契約について、 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の2

。上流など特に水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内の箇所に限定することとしている

当年度における課題のねらい
水源林造成事業の実施箇所を水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内に限定し、重点

化することにより、効果的な事業の推進を図る。

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）

効果的な事業推進の観点から、 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の上流な2
ど特に水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内に限定し、新規契約を行う。

（実績）
以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の上流など特に水源かん養機能の強化を2

図る必要のある流域内の箇所に限定して新規契約を行った。
具体的な手続きとして、分収造林契約の要望に対して、水源かん養機能の強化を図る重要性が

高い流域内に限定していることについて説明を行うとともに、契約予定地を図面等で確認し、図
面等で確認できない水道施設等については自治体への聞き取りを行い、要件に該当することを確
認したうえで新規契約を締結したところである。

20 4,061この結果、平成 年度には、水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内に限定し
ｈａの新規契約を行った。

【平成２０年度 新規契約】（整備局別内訳）

平成２０年度 新規契約件数及び面積

整備局 ２以上の都府県にわた ダム等の上流など

る流域等の重要な流域

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )件数 件 面積 ｈａ 件数 件 面積 ｈａ 件数 件 面積 ｈａ

①=③+⑤ ②=④+⑥ ③ ④ ⑤ ⑥

東北北海道 ３０ ８１５ １８ ４０７ １２ ４０８

関 東 １６ １４７ １４ １３６ ２ １１

中 部 ２６ ３９６ ２５ ３８７ １ ９

近畿北陸 ２７ ７６８ １６ ４８４ １１ ２８４

中国四国 ７７ １，０４２ ５６ ７９２ ２１ ２５０

九 州 ５０ ８９３ ４０ ７６９ １０ １２４

計 ２２６ ４，０６１ １６９ ２，９７５ ５７ １，０８６

注）｢２以上の都府県にわたる流域等の重要な流域｣、｢ダム等の上流など｣両方に該当する場合は、｢２以上の都

府県にわたる流域等の重要な流域｣に計上し、重複はしない。

終了時目標に対する累積達成状況
、 、中期計画の達成目標は 上記のとおり新規契約箇所の重要流域等において限定することであり

年度においてはその目標をすべての新規契約箇所において達成できていることから、現在中期20
計画の目標は達成できている。
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ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
平成 年度の新規契約は、 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の上流など20 2

特に水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内の箇所に限定して締結したことから｢ａ｣評
定とした。

評価委員会の意見等
・ 新植を主とする時代から長伐期化や適切な間伐の実施など長期的な視野に立った保育の時代に

入っていることを踏まえ、事業の見直しの必要性の検討を不断に行い、事業の円滑な推進に留意
していくべきである。

・ 事業の重点化に当たり、その考え方や進捗、及び契約件数、面積等の事業に係る基本情報につ
いても適切に広報していくべきである。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （１） 水源林造成事業）

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

評価単位 イ（ア） 公益的機能の高度発揮

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）

水源かん養機能等の森林の有する公益的機能を持続的かつ高度に発揮させる観点から、今後の
新規契約については契約内容・施業方法を見直し、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、か
つ主伐時の伐採面積を縮小、分散化する施業内容に限定した契約とするとともに、平成 年度ま21
での間は、新たなモデルの検証期間とし、その契約状況等について検証を行い、本格的な導入へ
の対応を進めることとしている。

また、既契約分については、長伐期化、複層林化などの施業方法の見直し等により、公益的機
能の高度発揮を図ることとしている。

当年度における課題のねらい
水源林造成事業の契約内容・施業方法等を見直すとともに、新たなモデルの検証に資するため

契約要望者の意見や要望を整理、記録することにより、森林の有する公益的機能の持続的かつ高
度な発揮を図る。

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）

水源かん養機能等の森林の有する公益的機能を持続的かつ高度に発揮させる観点から、今後の
新規契約については契約内容・施業方法を見直し、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、か
つ主伐時の伐採面積を縮小、分散化した施業内容に限定した契約とする。なお、見直した内容に
よる契約について、契約要望者の意見や要望などの整理、記録を行う。

既契約分については、より公益的機能の高度発揮を図るため、長伐期化、複層林化を推進する
とともに、施業方法の見直しを行う。

（実績）
（１）新規契約を契約内容・施業方法を見直ししたものに限定することについては、当該見直し

内容についてパンフレット・ホームページを作成するとともに、平成 年 月から 月にか20 8 9
けて「水源林造成事業ＰＲ期間」を設定し、期間中は、パンフレット等を活用し積極的にＰ
Ｒ活動を実施した。

平成 年度の新規契約（ 件・ ｈａ）については、広葉樹等の現地植生を活かし20 226 4,061
た長伐期で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化した契約内容に限定した契約のみを締結
した。

（２）平成 年度に新規契約を締結した契約相手方に契約内容・施業方法の見直しに関する意見20
を聞き取り整理した結果は、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、かつ主伐時の伐採面
積を縮小、分散化した契約内容に｢賛意又は特になし｣とした者が 割程度を占め、｢意見等あ8
り｣とした者が 割程度であった。2

主な意見としては、｢広葉樹等の現地植生を活かした施業内容｣について、｢災害防止の観点
から非常に良い方法だ｣という意見がある一方、｢広葉樹等の区域のとり方が難しい｣、｢植栽
する区域を増やしたい｣との意見等があり、｢長伐期｣については、｢森林の公益的機能が長期
にわたり維持されるため良い方法だ｣との意見がある一方、｢災害のリスク等から長すぎない
か｣との意見があった。また、｢小面積分散伐採｣については、｢大面積皆伐は望ましくない｣と
の賛成する意見がある一方、｢採算性に不安がある｣、｢路網がなければ難しい｣との意見があ
った。

（３）既契約分については、より公益的機能の高度発揮を図る観点から、長伐期化、複層林化を
推進することとし、長伐期化、複層林化に当たっては、契約期間の延長が必要であることに
加え、施業方法の見直しについても説明し長伐期、複層林化を推進するため、順次、契約相
手方の理解が得られた箇所について契約変更手続きに係る書類の整備等を行い、書類の整備
等ができたものから変更契約を締結した。
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【長伐期及び複層林化に伴う契約変更状況】 （単位：件・ｈａ）

整備局 長伐期 複層林 計

件数 面積 件数 面積 件数 面積

東北北海道 ４６ １，４９４ － － ４６ １，４９４

関 東 １０ ２７５ － － １０ ２７５

中 部 ２９ １，７５３ － － ２９ １，７５３

近畿北陸 ４ １４９ ３ １５７ ７ ３０６

中国四国 ５３ １，５２７ １８ ７２０ ７１ ２，２４７

九 州 ３６ ５７９ １ ８４ ３７ ６６３

計 １７８ ５，７７９ ２２ ９６０ ２００ ６，７３９

注）四捨五入により、計が一致しないことがある。

終了時目標に対する累積達成状況
中期計画の達成目標は、①新規契約については、森林の有する公益的機能の高度発揮の観点等

から契約内容を見直したものとすること、②契約要望者の意見・要望を整理・記録すること、③
既契約の見直しをすること、とされており、①、②については、契約のすべてにおいて行ってい
ること、③については、順次理解を得られたものから契約見直しを行っていることから、現在中
期計画の目標は達成できている。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
今中期計画当初（平成 年度）から実施した水源林造成事業のリモデルについて広くＰＲする20

とともに、平成 年度の新規契約は、契約内容・施業方法を見直し、広葉樹等の現地植生を活か20
した長伐期で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化した契約内容に限定した分収造林契約の締
結を行った。また、契約相手方全員を対象として、意見や要望などを整理、記録した。

また、既契約分について、長伐期、複層林化を推進するとともに、施業方法の見直しに取り組
み、順次、契約相手方の理解を得られた箇所について契約変更手続きを進め、書類の整備ができ
たものから変更契約を締結した。

以上、年度計画に沿った新規契約の締結、既契約の契約変更及び施業方法の見直しを行ったこ
とから｢ ｣評定とした。a

評価委員会の意見等
・ 公益的機能の高度発揮については、研究の進展により事業に取り入れるべき知見が期待される

ことから、研究部門との連携を緊密に維持するとともに、施業方法の見直しによる効果を国民に
わかりやすく提示すべきである。

・ 公益的機能の高度発揮に向けて、現地の諸条件を勘案した適切な植栽樹種の選定や、造林地に
侵入する植生の取扱いや有用樹種の保全などに留意し、多様な水源林を造成するよう留意された
い。また、事業の実行を通じて得たデータの積み重ねの下に地域別ガイドラインの作成が考えら
れるので検討されたい。

・ 既契約の見直しについては、計画的に取り組みを進められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （１） 水源林造成事業）

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

評価単位 イ（イ） 期中評価の反映

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
水源林造成事業において、過去に実施された期中評価により指摘された事項を踏まえたチェッ

クシートを作成・活用し、期中評価の結果を確実かつ早期に事業実施に反映させることにより、
適切な事業の実施や事業コストの縮減を図ることとしている。

当年度における課題のねらい
過去の指摘事項を踏まえたチェックシートを活用するとともに、平成 年度の指摘事項を踏ま20

えたチェックシートを作成することにより、期中評価結果を確実かつ早期に事業実施に反映させ
る。

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）

期中評価結果を確実かつ早期に事業実施に反映させるため、過去に実施された期中評価の指摘
事項を踏まえたチェックシートを活用し事業を実施するとともに、平成 年度期中評価により指20
摘された事項を踏まえたチェックシートを作成する。

（実績）
森林農地整備センターは、期中評価の結果を確実かつ早期に事業に反映させるため、気象災害

を減少させるための適切な対応策を講じることなど、期中評価における指摘事項を踏まえた対応
方針、対応策について、作業種ごとにチェックシート化し、活用することによって、適切な施業
の実施に努め、事業コストの縮減等を図ることとし、本部及び整備局開催の会議を通じて職員へ
の周知徹底に努めた。

具体的には、平成 年度から平成 年度までの期中評価対象箇所のうち、平成 年度におい14 19 20
て施業を実施する箇所について、これまでの期中評価の指摘事項を反映させたチェックシートに

、 、基づき 造林者が提出した実施計画書の内容が指摘事項に対応しているかを審査することにより
期中評価結果を事業実施に反映させ、適切な事業の実施や事業実施コストの縮減を達成すること
ができた。

また、平成 年度から平成 年度までの期中評価対象箇所以外の施業実施箇所についても、14 19
チェックシートの内容を活用し事業を実施した。

なお、平成 年度期中評価においては、事業の実施について特段の指摘がなかったことから、20
従前のチェックシートを活用した。

終了時目標に対する累積達成状況
中期計画の達成目標は、期中評価を踏まえたチェックシートの作成・活用であるが、 年度は20

すべての事業においてチェックシートに基づく審査を行ったことから、現在中期計画の目標は達
成できている。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
上記実施結果のとおり期中評価結果を確実に事業に反映させること等により、適切な施業の実

施及び事業実施コストの縮減を達成できたことから｢ａ｣評定とした。

評価委員会の意見等
・ 膨大な件数に上る造林箇所について、期中評価が着実に行われ、指摘事項が爾後の事業に反映

されていることを評価する。
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・ 事業の実施に当たり、既往の指摘事項と改善点や、チェックシートの具体的な活用等に関し、
適切に広報していくべきである。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （１） 水源林造成事業）

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

評価単位 イ（ウ） 木材利用の推進

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
木材利用の推進は二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化の防止対策に資することから、

間伐材の有効利用を図ることとし、利用間伐については、前中期目標期間（平成 ～ 年度）15 19
の実績（ 千ｈａ）以上の 千ｈａを中期目標期間全体で実施することとしている。5.7 6

また、保安林の指定施業要件や契約相手方の同意など、列状間伐の実施に係る条件整備を推進
し、条件が整った利用間伐箇所については、原則として、列状間伐を実施することとしている。

さらに、 急傾斜地に開設する作業道については、地質等の状況を踏まえつつ、原則としてすべ
ての路線で丸太組工法を施工することとし、施工に当たっては間伐材の活用に努めることとして
いる。

当年度における課題のねらい
中期計画上の数値目標を踏まえ、二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資する利

用間伐の実施に係る数値目標を適切に設定するとともに、間伐材の活用に資する丸太組工法の施
工により、木材利用の促進を図る。

実施結果（２０年度実績）
１．利用間伐の推進

（年度計画）
二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資する観点から、利用間伐については、前

中期目標期間（平成 ～ 年度）の実績（ 千ｈａ）以上の 千ｈ を中期目標期間全体で実15 19 5.7 6 a
施するため、 千ｈａ以上の利用間伐を実施する。2

また、保安林の指定施業要件や契約相手方の同意など、列状間伐の実施に係る条件整備を推進
し、条件が整った利用間伐箇所については、原則として、列状間伐を実施する。

（実績）
、 、 、奥地水源地帯という地理的条件にあり また 木材価格が依然として低迷を続ける中にあって

作業道等の整備により間伐木の搬出条件を向上させつつ、作業道等の整備を図った箇所において
は利用間伐を積極的に推進する取組を行った。

具体的には、作業道を整備した箇所に係る分収造林地の間伐木の情報を地元の林業事業体や素
材生産業者等に積極的に提供するとともに、市況状況等を把握しつつ間伐木の販売先の掘り起こ
し等に努めた。

その結果、今中期目標期間の 年間（平成 ～ 年度）で実施予定 千ｈａのうち平成 年3 20 22 6 20
度は、 千ｈａ以上の ｈａの利用間伐を実施した。2 2,026

また、利用間伐 ｈａのうち、保安林の指定施業要件の間伐率の変更要請や契約相手方の2,026
同意等の条件が整った箇所の ｈａについては列状間伐を実施した。320

【平成２０年度 利用間伐面積の実績】（整備局別内訳）

整 備 局 利用間伐面積(ha)

東北北海道 ２８６

関 東 １４０

中 部 ２１６

近畿北陸 １９１

中国四国 ６２３

九 州 ５７０

計 ２，０２６

注）利用間伐面積のうち、３２０ｈａを列状間伐で実施
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２．丸太組工法の推進と間伐材の活用
（年度計画）

急傾斜地に開設する作業道については、地質等の状況を踏まえつつ、原則として、すべての路
線で丸太組工法を施工することとし、施工に当たっては間伐材の活用に努める。

（実績）
平成 年度において、急傾斜地（傾斜度 °以上）に開設する作業道については、地質等の20 30

状況を踏まえつつ、すべての路線で丸太組工法を施工し、施工に当たっては間伐材の活用に努め
ることを原則として取り組んだ。

具体的には、全整備局において、造林者等を対象に丸太組工法の現地検討会を昨年度に引き続
き開催し、丸太組工法の効果・必要性を説明するとともに、現地で施工実演するなど基本的な技
術の向上に努め、必要に応じ個別に現地指導を行った。

その結果、急傾斜地に開設する作業道の全ての路線（ 路線）において丸太組工法を施工し406
た。

なお、丸太組工法の施工に当たっては間伐材の活用に努め、その結果、丸太組工法に使用した
間伐材等（末口がおおむね ～ cm程度の小径木）の木材量（丸太量）は、約 ｍ とな12 18 48,949 3
り、 ｔ・ＣＯ の固定・貯蔵にも貢献したものと考えられる。28,178 2

【平成２０年度 丸太組工法の設置路線数】（整備局別内訳）

整備局 全 体 うち、急傾斜地に開設 うち、丸太組工法を施した路線

路線数 延 長 した作業道の路線数 路線数 急傾斜地の丸太組延長

東北北海道 １３３ １７０ ㎞ ３２ ３２ １５ ㎞

関 東 ２２ １２ ㎞ １５ １５ ４ ㎞

中 部 ４５ ２８ ㎞ ４０ ４０ ９ ㎞

近畿北陸 ５４ ４４ ㎞ ４２ ４２ １８ ㎞

中国四国 ２０７ １８３ ㎞ １８１ １８１ ８９ ㎞

九 州 １２４ ９３ ㎞ ９６ ９６ ４９ ㎞

計 ５８５ ５３１ ㎞ ４０６ ４０６ １８３ ㎞

注）計が一致しないのは、四捨五入による。

【平成２０年度木材利用による二酸化炭素の固定量】

区 分 数 量 積算根拠

使用量（ｍ3） ４８，９４９ （乾燥重量）48,949×0.314＝15,370(t)

乾燥重量(t) １５，３７０ （炭素重量）15,370×0.5＝7,685(t)

ＣＯ2換算重量(t） ２８，１７８ ＣＯ2換算重量(t）7,685×44÷12＝28,178t･ＣＯ2

注）全乾容積密度（スギ0.314ｇ/㎝3）は、｢収穫試験地における主要造林木の全乾容積密度及び気乾密度の樹幹内変動｣

（2004年、藤原・山下・平川、森林総合研究所）による。

終了時目標に対する累積達成状況
１．利用間伐の推進

中期計画の達成目標は、①計画期間中に 千ｈａの利用間伐を実施すること及び②条件整備を6
行い、原則として列状間伐をすることとしているが、これに向けて 年度は、① 千ｈａ以上の20 2
利用間伐、②条件が整った箇所における原則、列状間伐の実施が目標となっており、いずれも達
成できていることから、中期計画の目標達成に向けて順調に進捗している。
２．丸太組工法の推進と間伐材の活用

中期計画の達成目標は、原則として急傾斜地におけるすべての路線で丸太組工法の施工をする
こととなっているが、 年度においては、これを達成しており、現在中期計画の目標は達成でき20
ている。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
利用間伐について、平成 年度は、中期計画を達成するために 千ｈａ以上の実施を目標数値20 2

として取り組んだ結果、 ｈａを達成するとともに、利用間伐箇所のうち条件が整った箇所に2,026
ついては、列状間伐を実施したこと、また、丸太組工法について、造林者等を対象に検討会を開
催し、丸太組工法の普及・定着に努めた結果、急傾斜地に開設する作業道の全ての路線（ 路406
線）において丸太組工を施工したことから、｢ａ｣評定とした。
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評価委員会の意見等
・ 利用間伐を積極的に推進し、目標以上に取り組めたことは評価できる。また、間伐材の有効利

用は、間伐による森林整備の促進の意義も大きく、日本の林業経営や森林保全にとって最重要課
題と考えられることから、その方法の確立に向け、産官学が連携した取り組みを加速されたい。

・ 事業の実績をもとに、丸太組工法の耐用性やメンテナンスコスト等について実証し、結果を広
く公の場で発表するなど、積極的な広報を通じて広く普及されたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （１） 水源林造成事業）

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

評価単位 イ（エ） 造林技術の高度化

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
森林の有する多面的機能の高度発揮や災害に強い森づくりが求められている中で、これらの期

待に応える観点から造林技術の高度化を図ることとして、次のように数値目標を設定して各種検
討会や研修会等を実施することとしている。

第一に、事業効果の高度発揮に向け、気候、地形等の地域特性を踏まえた造林技術の高度化を
図るため、検討会を整備局毎に年 回以上開催することとしている。1

第二に、間伐の推進に向け、列状間伐の普及を図るため、職員及び造林者等を対象とした研修
会を整備局毎に年 箇所以上実施することとしている。1

第三に、今後、水源かん養機能等の公益的機能の維持及び多様な森林造成の推進を図るため、
整備局毎に設定した主伐モデル林等において、複層林施業に関する検討会を整備局毎に年 回以1

、 、 、上開催するとともに この検討結果を踏まえて 中期目標期間内に複層林誘導伐としての主伐を
整備局毎に 箇所以上実施することとしている。1

第四に、今後、複層林化等施業の高度化を推進するに当たって、効率的な作業道の整備を図る
ため、丸太組工法等による低コスト路網の普及に向けた現地検討会を整備局毎に年 回以上開催1
する。

当年度における課題のねらい
造林技術の高度化に係る各種検討会・研修会等を実施することにより、新たな取組の円滑化や

。事業の効率化を図り、森林の有する多面的機能の高度発揮や災害に強い森づくりに資する

実施結果（２０年度実績）
１．森林病虫獣害等に係る検討会の実施
（年度計画）

、 、 、事業効果の高度発揮に向け 気候 地形等の地域特性を踏まえた造林技術の高度化を図るため
平成20年度は、森林病虫獣害等に係る検討会を各整備局毎に 回以上開催する。1

（実績）
地形・気象条件等の厳しい条件下において水源林造成事業を実施するに当たっては、水源かん

養機能等の森林の有する公益的機能の持続的かつ高度発揮に向け森林被害を予防するとともに、
被害が発生した場合は被害状況に応じた適切な対策を講じることが重要であることから、近年、

。被害の拡大が見られる森林病虫獣害等に係る検討会を各整備局毎に計画的に実施することとした
具体的には、現在、特に顕著化しているニホンジカ被害の軽減化に向け、外部講師による被害

、 、実態把握の必要性及び被害対策等についての講義を踏まえ 現場での対策等の検討を行ったほか
クマ剥ぎ被害とその対策や松くい虫被害地の復旧等について各整備局毎に 回現地検討会を開催1
した。

２．列状間伐に係る研修会の実施
（年度計画）

間伐の推進に向け、列状間伐の普及を図るため、職員及び造林者等を対象とした研修会を整備
局毎に 箇所以上実施する。1

（実績）
利用間伐を積極的に推進するため、高性能林業機械を有効に活用できる列状間伐について、列

の幅、配置、方向等、列の設定方法等に係る現地研修会を整備局毎に 回実施した。1
こうした活動も通じ、平成 年度は、利用間伐 ｈａのうち、 ｈａを列状間伐で実施20 2,026 320

した。
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３．複層林施業に係る検討会の実施
（年度計画）

水源かん養機能等の公益的機能の維持及び多様な森林造成の推進を図るため、整備局毎に設定
した主伐モデル林等において、複層林施業に関する検討会を整備局毎に年 回以上開催する。1

（実績）
整備局毎に設定した主伐モデル林等において、水源かん養機能等の公益的機能の維持、有利販

売及び複層林誘導伐後の効率的な管理の観点から、現地踏査して伐区を設定するなどの検討会を
整備局毎に各 回づつ開催した。1

また、整備センター以外の機関が実施している複層林誘導伐を調査する中で、当該実施主体か
ら複層林誘導伐に当たっての考え方について説明を受けるなど、適正な複層林誘導伐実施に向け
技術等の習得に努めた。

４．低コスト路網の普及に向けた検討会の実施
（年度計画）

効率的な作業道の整備を図るため、丸太組工法等による低コスト路網の普及に向けた現地検討
会を各整備局毎に年 回以上開催する。1

（実績）
各整備局において造林者・林業関係者等を対象に、丸太組工の設置コストの軽減のため、間伐

材等の有効な利用方法や修繕維持費の軽減に向けた丸太組工法と路面排水方法等についての検討
会を各整備局毎に 回以上開催し、その普及に努めた。1

また、林野庁主催の低コスト路網に係る研修会等に参加し、作業道に係る技術の高度化にも努
めた。

こうした普及活動も通じ、平成 年度は急傾斜地のすべての路線に丸太組工法を施工した。20

終了時目標に対する累積達成状況
１．森林病虫獣害等に係る検討会の実施

気候、地形等の地域特性を踏まえた造林技術の高度化を図るための検討会についての中期計画
の目標は、各整備局毎に年 回以上開催することであり、 年度においてはこれを達成している1 20
ことから、現在中期計画の目標は達成されている。
２．列状間伐に係る研修会の実施

、 、列状間伐の研修会についての中期計画の目標は 整備局毎に年 箇所以上実施することであり1
年度はこれを達成していることから、現在中期計画の目標は達成されている。20

３．複層林施業に係る検討会の実施
複層林施業に係る検討会についての中期計画の目標は、各整備局毎に年 回以上開催すること1

が目標となっているが、 年度はこれを達成していることから、現在中期計画の目標は達成され20
ている。
４．低コスト路網の普及に向けた検討会の実施

作業道整備における丸太組工法等による低コスト路網の普及のための検討会の中期計画の目標
は、各整備局毎に年 回以上開催することであるが、 年度はこれを達成していることから、現1 20
在中期計画の目標は達成されている。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
平成 年度は、各整備局において、計画のとおり、森林病虫獣害等に係る検討会、列状間伐の20

普及を図るための研修会を計画、複層林施業に関する検討会、丸太組工法等による低コスト路網
の普及に向けた現地検討会をそれぞれ整備局毎に各 回以上開催し、中期目標を達成するととも1
に、検討会による成果が見られていることから｢ａ｣評定とした。

評価委員会の意見等
・ 検討会・研修会について、開催が参加者にとって有益だったかどうかのアンケートを行うなど

により、今後の研修等の内容向上に活かしつつ、着実に実施されたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （１） 水源林造成事業）

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

評価単位 イ（オ） 事業内容等の広報推進

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
水源林造成事業の実施を通じて培った造林技術の普及・啓発に向け、対外発表活動を奨励し、

中期目標期間中に各種の研究発表会等に 件以上発表することとしている。6
また、対外発表内容や事業効果及び効果事例等をホームページ、広報誌等により広報するとと

もに、分収造林契約実績の公表等事業実施の透明性を高めるため情報公開を推進することとして
いる。

さらに、国民に対する事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続き前中期目標期間内に
設定したモデル水源林におけるデータの蓄積を実施することとしている。

当年度における課題のねらい
中期計画上の数値目標を踏まえて造林技術の研究発表を行うとともに、ホームページによる広

報等の活動を行うことにより、造林技術の普及・啓発、事業実施の透明性の確保等を図る。

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）

造林事業の普及・啓発を図るため、整備局及び水源林整備事務所等における研究等の成果のう
ち優良なものについて、公的主体が主催する研究発表会等において 件以上発表する。2

また、対外発表内容や事業効果及び効果事例等をホームページ、広報誌等により広報するとと
もに、事業実施の透明性を高めるため平成 年度契約実績をホームページに公開する。19

さらに、国民に対する事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続きモデル水源林におけ
るデータ蓄積を実施する。

（実績）
平成 年度においては、民有林及び国有林等の林業関係者が幅広く参加する技術発表会等に積20

極的に参加して、水源林整備事務所で取り組んだ研究等の成果 件について発表活動を行った。4
（１）大分水源林整備事務所が、平成 年 月に九州林政連絡協議会主催の研究発表会におい20 11

て、｢平成 年台風被害造林地における復旧事業の取組について｣と題し、台風災害軽減のた3
め行った当該事務所の植栽方法及び今後の保育指針について、発表した。

２ 松山水源林整備事務所が 平成 年 月に四国森林管理局主催の研究発表会において ｢作（ ） 、 、21 1
業道における丸太組工の桁丸太劣化度評価について｣と題し、丸太組工における桁丸太の劣化
と法面の健全性・耐用年数との関係について、発表した。

３ 盛岡水源林整備事務所が 平成 年 月に東北森林管理局主催の研究発表会において ｢雪（ ） 、 、21 2
害抵抗性品種｢出羽の雪｣の効果的な施業について｣と題し、雪害抵抗性品種である｢出羽の雪｣
の寒害に対する適切な施業方法の調査・検証について、発表した。

（４）津水源林整備事務所が、平成 年 月に三重県及び同事務所が主催する森林教室におい20 12
て、｢ハイリード式列状間伐の導入経緯と選木について｣と題し、地形に応じたより効果的な
間伐方法としてのハイリード式列状間伐について、発表した。

なお、発表内容については、ホームページ等に公開し、造林事業の普及・啓発に努めた。
また、事業効果及び効果事例等の広報に当たっては、水源林造成事業に係るパンフレットを新

たに作成し、都道府県・市町村・森林組合・林業関係団体などに配付等するとともに、ホームペ
ージに掲載することにより、事業の普及・啓発に努めた。

さらに、事業実施の透明性を高めるため平成 年度分収造林契約実績をホームページに掲載し19
公開した。

モデル水源林におけるデータの蓄積については、国民に対する事業効果の情報提供を推進する
、 、 、観点から 引き続き平成16年度に設定したモデル水源林において 公表に向け水文データの収集

蓄積を行った。
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終了時目標に対する累積達成状況
中期計画の達成目標は、①期間中に 件以上の研究発表を行うこと、②事業効果等をホームペ6

ージ等での広報と分収造林契約実績の公開、③モデル水源林におけるデータを蓄積することであ
るが、①については、 年度の目標である 件以上に対して 件を発表しており、中期計画の目20 2 4
標に向けて順調に進んでいる。②、③については、それぞれ対応できていることから、現在中期
計画の目標を達成している。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
平成 年度においては、造林事業の普及・啓発を図るため、整備局及び水源林整備事務所等に20

おける研究等の成果について、森林管理局等公的主体が主催する研究発表会等において 件発表4
するとともに、その内容を林業関係者のみならず広く一般の方々に広報するため、ホームページ
に掲載しその造林事業の普及・啓発に努めた。

また、事業効果及び効果事例等をホームページ、広報誌等により広報することについては、新
たに作成したパンフレットを活用し取り組むとともに、事業実施の透明性を高めるため平成 年19
度契約実績をホームページに公開した。

さらに、国民に対する事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続きモデル水源林におい
て水文データの収集、蓄積を行った。

以上のとおり、計画どおり実施し、事業内容等の広報推進を達成したことから｢a｣評定とした。

評価委員会の意見等
・ 今後とも、造林技術の普及等の広報の推進に努められたい。なお、技術の普及を目的とする取

り組みであり、対外発表回数のみが目的化しないよう注意されたい。また、国民に対するわかり
やすいＰＲにも取り組まれたい。

・ 研究成果を活用した業務の改善など、研究部門とのシナジー効果を発揮されたい。
・ 情報の受け手からの反応を把握し、その状況を情報発信に反映させるなど、情報発信のあり方

を常に点検し、その改善に努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （１） 水源林造成事業）

評価単位 ウ 事業実施コストの構造改善

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
、「 （ ）」事業コストの縮減と品質の確保を図るため 森林総合研究所コスト構造改善プログラム 仮称

を平成 年度中に作成するとともに、水源林造成事業については、当該プログラムに基づき、施20
業方法の見直し等により更なる徹底した造林コストの縮減に取り組み、中期目標期間の最終事業
年度に平成 年度と比較して ％程度の総合的なコスト構造改善を推進することとしている。19 9

当年度における課題のねらい
中期目標期間の事業最終年度に平成 年度と比べて ％程度の総合的なコスト構造改善を推進19 9

するとの中期計画上の数値目標を踏まえ、初年度の数値目標を ％程度と設定することにより、3
中期計画の着実な達成を図る。

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）

｢森林総合研究所コスト構造改善プログラム（仮称）｣を平成 年度中に作成するとともに、当20
、 、該プログラムに基づき 施業方法の見直し等により更なる徹底した造林コストの縮減に取り組み
、 。平成 年度においては 平成 年度と比較して ％程度の総合的なコスト構造改善を推進する20 19 3

（実績）
平成 年度において「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善プロ20

グラム作成し、平成20～24年度の５年間を目標期間とし、平成19年度と比較して15％の総合的な
コスト改善を達成することを数値目標として取り組むこととした。

これに基づき、平成 年度においては、丸太組工法（作業道）の導入に伴うコストの削減、長20
伐期化の推進に伴う造成コストの削減等について着実に取り組んだ。

その結果、平成 年度は、平成 年度比で ％（削減額 百万円、年度計画 ％程度に20 19 5.4 1,070 3
対して達成率 ）のコスト縮減を達成した。180

事 業 費 ： １８，７１３百万円
コスト縮減額 ： １，０７０百万円

１，０７０百万円
縮減率： ×１００＝５．４％

１８，７１３百万円＋１，０７０百万円

終了時目標に対する累積達成状況
中期目標期間最終の平成 年度において平成 年度と比較して ％程度の総合的なコスト構22 19 9

造改善を推進するとの中期計画上の数値目標の達成に向けて着実に取組を推進する観点から、平
成20年度においては3％程度の数値目標を設定し、これを上回る5.4％の改善を達成した。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
平成 年度においては、｢独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善20

プログラム｣に基づく取組の結果、目標を上回るコスト構造改善を達成できたが、同プログラムの
目標期間の初年度にあたり、今後も最終的な改善目標（５年間で15％の改善）の達成に向け着実
に取組を推進する必要があることから、｢ａ｣評定とした。

評価委員会の意見等
・ 作業道開設に当たっての丸太組工法の導入や、長伐期化の推進に伴う造林コストの削減などに

取り組み、目標を上回る縮減率となったことは評価でき、今後とも継続してコストの縮減に努め
られたい。同時に、コストの縮減に当たっては、計画の妥当性の検証とともに、事業規模の縮小
によるコスト減少を峻別するなど、厳格な分析に努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （２）特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業）

ア 計画的で的確な事業の実施

評価単位 ア（ア） 事業の計画的な実施

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
事業の計画的な実施を図る観点から、中期目標期間中に、事業実施中の 区域のうち、 区域9 6

を完了するとともに、関係地方公共団体等との連携を図るため、適時適切な事業実施状況の説明
等を実施することとしている。

当年度における課題のねらい
中期目標期間中に完了させることとしている 区域について平成 年度中に進捗を図るととも6 20

に、関係地方公共団体等に対し事業実施状況の説明等を実施することにより、事業を計画的に実
施し着実な完了を図る。

実施結果（２０年度実績）
１．６区域の中期目標期間中の完了に向けての着実な事業実施
（年度計画）

事業実施中の 区域のうち、中期目標期間中に完了させる 区域の進捗を図る。9 6
（実績）

、 、 、平成 年度は 中期目標期間中に完了させる 区域の事業について 計画的に事業管理を行い20 6
着実に進捗を図った。
２．関係地方公共団体等との連携のための事業実施状況等の説明
（年度計画）

事業を計画的に実施する観点から、区域ごとに、関係地方公共団体等に対し、事業実施状況の
説明等を 回以上実施する。1
（実績）

平成 年度は 区域全てにおいて、年 回以上（全体で 回 、関係地方公共団体等の事業関20 9 1 19 ）
係者に対して、前年度事業実施結果、当該年度事業実施計画又は事業実施状況等を説明するとと
もに、市町村長等との意見交換により、事業の実施内容について理解と協力を得て、着実に事業
を実施した。

終了時目標に対する累積達成状況
１．６区域の中期目標期間中の完了に向けての着実な事業実施

中期目標期間中の完了を目指した 区域の事業は、当該期間中の完了に向けて、着実に進捗し6
ている。

【６区域の進捗状況】

２．関係地方公共団体等との連携のための事業実施状況等の説明
各区域とも、関係地方公共団体に対し事業実施状況等の説明を適切に行っており、現在目標を

達成している。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
中期目標期間中（平成 年度）の完了を目指した 区域は、当該期間中の完了に向けて着実に22 6

事業が実施されている。
また、平成 年度には、各区域とも、関係地方公共団体等に対して 回以上、事業実施状況の20 1

残工事量

（Ｈ20～Ｈ22）

面整備  (区画整理等)  153ha  (100%) 108ha  (71%)

農業用道路等  (路盤工まで) 30㎞  (100%) 10㎞  (33%)

Ｈ20年度実績
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説明等を行い、区画整理における換地計画の調整、農業用道路の協議・調整等について、関係者
の理解が得られ、事業の推進に努めた。

以上のことから、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して 「ａ」評定とした。、

評価委員会の意見等
・ 事業の実施に当たっては、その必要性について事業評価の適切な実施などにより、十分な検証

に努められたい。また、事業の実施を通じて、中山間地保全の重要性を積極的にＰＲされたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るため取るべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （２）特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業）

ア 計画的で的確な事業の実施

評価単位 ア（イ） 期中評価の反映

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
、 、事業の適切な実施や事業コスト縮減等に向けて 期中評価結果を計画に確実に反映させるため

事業関係者の意向把握に努めつつ、必要な事業計画の見直しを行うこととしている。

当年度における課題のねらい
事業関係者の意向把握に努めつつ、必要な措置を講ずることにより、期中評価の結果を事業計

画に確実に反映させる。

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）

平成 年度に期中評価が実施される 区域について、期中評価の結果を計画に確実に反映させ20 2
るため、事業関係者の意向把握に努めつつ、必要な措置を講ずる。
（実績）

美濃東部区域については、順次効果が発現しており、平成 年度の事業完了に向けて引き続き24
コスト縮減や環境との調和への配慮に努めつつ、実施していくことが重要であるという評価結果
を踏まえて、残事業を着実に実施した。

一方、郡山区域については、コスト縮減を図りつつ環境との調和にも配慮した整備を進めてき
ているが、一部受益地の減少等があることから、速やかに計画変更手続きを進める必要があると
いう評価結果を踏まえ、必要な法手続きを了し、残事業の実施に反映させた。

終了時目標に対する累積達成状況
期中評価を実施した 区域について、評価結果を計画に反映して事業を実施しており、目標を2

達成している。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
平成 年度に期中評価を実施した 区域について、評価結果を踏まえ、必要な措置を講じたこ20 2

とから 「ａ」評定とした。、

評価委員会の意見等
・ 事業の実施に当たっては、その必要性について事業評価の適切な実施などにより、十分な検証

に努められたい。また、期中評価結果の事業への反映状況や、事業コスト縮減の具体的な姿につ
いて、積極的に広報されたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定



95

平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （２）特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業）

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

評価単位 イ（ア） 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
環境の保全と地域資源の活用に配慮して事業を実施する観点から、①環境調査や地域の環境特

性に対応した保全対策の実施と中期目標期間中における実施状況の 件以上の検証を行うこと、3
②地球温暖化防止のため、中期目標期間中における木材の区域平均使用量を、平成 年度の農林19

、 、 （ ）道施工延長を加味した区域平均実績の 倍に増加させること ③資源の有効活用のため 農 林1.3
業用道路に使用する舗装用再生骨材及び再生アスファルト混合物利用割合を中期目標期間中にそ
れぞれ ％以上とすること、に取り組む。70

当年度における課題のねらい
、 、 、中期計画上の数値目標を踏まえ 環境保全対策の検証件数 木材の事業区域平均使用量の向上

舗装用再生骨材等の利用割合の向上割合を適切に見込むことにより、環境の保全及び地域資源の
活用に配慮した事業の実施を図る。

実施結果（２０年度実績）
１．環境に係る調査や保全対策の実施・検証
（年度計画）

必要に応じ有識者等の助言を受けながら、環境調査や地域の環境特性に対応した保全対策を実
施するとともに、保全対策について 件以上の検証を行う。1
（実績）

平成 年度は、全区域において、有識者等の助言を受けて、環境調査や地域の環境特性に対応20
した保全対策を実施するとともに、以下の 件の保全対策の検証を行い、有識者より概ね有効で2
あるとの評価を得た。
① 南丹区域においては、農道工事に伴う水路において環境配慮を実施した水路（石積や木杭な

どを活用し、流速を緩和することにより水生生物の生息に配慮した水路 （Ｌ ｍ）について） =60
検証した結果、改良前に生息していた魚類等の生息が確認出来た。

② 黒潮フルーツライン区域の道路工事に伴う河川の付替え水路の落差工において、固有種であ
るナガレホトケドジョウが遡上できるように設置した魚道について検証した結果、遡上が確認
出来た。

２．木材利用の推進
（年度計画）

二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資する観点から、事業実施 区域における9
木材の区域平均使用量を、平成 年度の農林道施工延長を加味した区域平均実績の 倍以上と19 1.1
する。
（実績）

木材の利活用策として、転落防止のために木製の安全柵を設置した他、土砂流出防止柵や階段
20 137 14.4 4.9等に木材を活用した 年度木材使用量は ㎥で 農林道施工延長 ㎞ 農林業用道路で。 、 （

㎞、農業用道路で ㎞）であった。その結果、基準となる 年度の施工延長当たりの換算での9.5 19
116 4.9 15 / 9.5 4.5 / 20 1.18木材使用量 ㎥（＝ ㎞× ㎥ ㎞＋ ㎞× ㎥ ㎞）に対し、 年度使用量は、その

倍（ ÷ ）となり、目標とする 倍を達成した。=137 116 1.1
この木材利用の取り組みにより、 ｔ・ＣＯ の固定が図られたと推定される。79 ２

参考）木材使用によるＣＯ 固定量の推定２

２ ２ＣＯ 固定量＝生材積× × × ／ ＝ (㎥)× ＝ ｔ･ＣＯ0.314 0.5 44 12 137 0.576 78.91
注）全乾容積密度（スギ ｇ ㎤）は、｢収穫試験地における主要造林木の全乾容積密度及び0.314 /

気乾密度の樹幹内変動 （ 年、藤原・山下・平川、森林総合研究所）による。」 2004
３．舗装用再生骨材及び再生アスファルトの利用の推進
（年度計画）

資源の有効活用に対する社会的な要請に応えるため、農（林）業用道路に使用する舗装用再生
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骨材及び再生アスファルト混合物の利用割合を、それぞれ ％以上とする。70
（実績）

平成 年度における農林業用道路に使用する舗装用再生骨材（ ㎥）は全量を再生材とし20 40,464
て利用、再生アスファルト混合物は ％（全量 ㎥に対し ㎥を再生材として利用）の利79 5,936 4,715
用割合となった。

終了時目標に対する累積達成状況
１．環境に係る調査や保全対策の実施・検証

環境に係る調査や保全対策を実施し、保全対策の検証を１件以上行い、目標を達成している。
２．木材利用の推進

木材使用量は 年度の農林道施工延長を加味した区域平均実績の 倍であり、目標を達成19 1.18
している。
３．舗装用再生骨材及び再生アスファルトの利用

、平成 年度の舗装用再生骨材及び再生アスファルト混合物の利用はそれぞれ ％以上となり20 70
目標を達成している。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
有識者等の意見を参考に、環境調査や保全対策を実施し、 件の保全対策の検証を行った。2
また、農林業用道路等における多様な用途への木材利用を図った結果、中期計画目標値を上回

る材積の木材使用を達成し、ＣＯ の固定・貯蔵や森林整備等の促進に寄与した。２

さらに、中期計画目標値以上の舗装用再生骨材及び再生アスファルト混合物の利用の推進を図
り、資源の有効利用等に寄与した。

以上のことから、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している
と判断して 「ａ」評定とした。、

評価委員会の意見等
・ 木材利用の推進は、法人の目標という観点からも高く評価でき、また、舗装用再生資材、アス

ファルト材混合物の実績を上げてきており、環境保全の視点からも、木材の利用拡大、道路骨材
の再利用など継続して積極的に進め、トップランナーとして技術を磨いていただきたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （２）特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業）

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

評価単位 イ（イ） 新技術・新工法の採用

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
事業の高度化を一層推進する観点から 農林水産省新技術導入推進農業農村整備事業 以下 新、 （ 「

技術導入事業」という ）等に登録されている新技術・新工法を中期目標期間中に 件以上導入す。 3
るとともに、施設に対する愛着心の醸成と良好な維持管理に資するため地元説明会を実施し、農
家・地域住民等参加型直営施工工事を推進する。

当年度における課題のねらい
中期計画上の数値目標を踏まえ、新技術・新工法の導入件数及び農家・地域住民等参加型直営

施工工事の実施件数を適切に見込むことにより、事業の高度化の一層の推進を図る。

実施結果（２０年度実績）
１．新技術・新工法の導入
（年度計画）

事業の高度化を一層推進するため、新技術導入事業等に登録されている新技術・新工法を 件1
以上導入する。
（実績）

平成 年度は新技術導入事業等に登録されている新技術・新工法のうち、 件について、 箇20 6 14
所の工事に採用し施工した。

【平成２０年度実績】

※は森林農地整備センターが新技術導入事業に登録した工法

２．直営施工工事に係る地元説明会、協議、工事の実施
（年度計画）

施設に対する愛着心の醸成と良好な維持管理に資するため、地元説明会及び協議等を実施する
とともに、農家・地域住民等参加型直営施工工事を 件以上実施する。1
（実績）

平成 年度は、 区域において、農家・地域住民等が主体となる直営施工についての地元説明20 9
会等を実施した。このうち郡山区域において水路の防護柵 ㎞と邑智西部区域において鳥獣害0.3
防止柵 ㎞を直営施工により実施した。3.2

終了時目標に対する累積達成状況
１．新技術・新工法の導入

新技術・新工法を積極的に活用しており、既に中期計画の目標も達成している。
２．直営施工工事に係る地元説明会、協議、工事の実施

地元説明会を 地区において実施するとともに、 地区において 件の直営施工工事を実施し9 2 2
ており、中期計画に対して業務が順調に進捗している。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

工事箇所数

コスト縮減型 　※① 高耐圧ポリエチレンリブ管による横断暗渠工　 1

※② 薄型多数アンカー工法 5

※③ プレキャストガードレール基礎工法 5

④ トンネル円形水路のスリップフォーム工法 1

環境配慮型 　　⑤ アンカー付自然石空積工法 1

⑥ ボックスベアリング横引き工法 1

14

工　　法

計
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評定理由
件の新技術・新工法について 箇所の工事を採用したたことから、既に中期計画の目標も達6 14

成している。
また、直営施工について、地元説明会や工事実施に向けての協議等を実施し、 件の直営施工2

工事の実施した。
以上のことから、全体として年度計画を達成し、中期計画に対して業務が順調に進捗している

と判断して 「ｓ」評定とした。、

評価委員会の意見等
、 。・ 新技術・新工法の開発が計画を上回って進捗し 実際に採用されていることは高く評価できる

都道府県等でも参考になると考えられることから、新技術・新工法によってコストダウン等にど
の程度効果があったかを積極的に広報されたい。

・ 新技術の積み重ねによるコンクリート二次製品の使用などにより、コスト縮減と工期短縮につ
。 、 、 、ながったことは評価する 必要に応じて追跡調査を実施し 今後の事業に活かすなど 引き続き

技術力の向上と技術の継承に取り組まれたい。
・ 地域住民との連携を通じて、良好な維持管理を図るよう、引き続き努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るため取るべき措置

（中項目）３ 水源林造成事業等の推進
（小項目 （２）特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業）

評価単位 ウ 事業実施コストの構造改善

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
、「 （ ）」事業コストの縮減と品質の確保を図るため 森林総合研究所コスト構造改善プログラム 仮称

を平成 年度中に作成するとともに、特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業について20
は、当該プログラムに基づき、施業方法の見直し等により更なる徹底した造林コストの縮減に取
り組み、中期目標期間の最終事業年度に平成 年度と比較して ％程度の総合的なコスト構造改19 9
善を推進することとしている。

当年度における課題のねらい
中期目標期間の事業最終年度に平成 年度と比べて ％程度の総合的なコスト構造改善を推進19 9

するとの中期計画上の数値目標を踏まえ、初年度の数値目標を ％程度と設定することにより、3
中期計画の着実な達成を図る。

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）

「森林総合研究所コスト構造改善プログラム（仮称 」を平成 年度中に作成するとともに、） 20
特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業については、当該プログラムに基づき、計画・

20 19設計・施工・調達の最適化等により更なるコスト縮減に取り組み、平成 年度においては平成
年度と比較して ％程度の総合的なコスト構造改善を推進する。3
（実績）

平成 年度において「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善プロ20
グラム」を作成し、平成 ～ 年度の５年間を目標期間とし、平成 年度と比較して ％の20 24 19 15
総合的なコスト改善を達成することを目標として取り組むこととした。

これに基づき、平成 年度においては、新技術の導入（薄型多数アンカー工法等 、計画・設20 ）
計・施工の最適化（設計基準の特例値を用いて、縦断勾配見直し 、資源循環の促進（根株等をチ）

、 ）、 （ ）ップ化し 法面保護基盤材に使用等 ライフサイクルコストの縮減 橋梁に耐候性鋼材を使用等
等に取り組み、平成 年度比で ％の総合的なコスト縮減を達成（達成割合： ％）した。19 3.1 100

全 体 工 事 費： 百万円（維持管理にかかる工事費含む）14,459
コスト縮減額： 百万円470

百万円470
縮 減 率： × ＝ ３．１ ％100

百万円 ＋ 百万円14,459 470

終了時目標に対する累積達成状況
中期目標期間最終の平成 年度において平成 年度と比較して９％程度の総合的なコスト構22 19

造改善を推進するとの中期計画上の数値目標の達成に向けて着実に取組を推進する観点から、平
成 年度においては ％程度を数値目標を設定し、目標を達成した。20 3

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
平成 年度においては 「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善20 、

プログラム」に基づき、新技術の導入、計画・設計・施工の最適化、資源循環の促進等のコスト
縮減内容に取り組み、数値目標どおりコスト構想改善を達成したことから 「ａ」評定とした。、

評価委員会の意見等
・ 今後とも継続してコスト縮減に努めてもらいたい。また、社会情勢が変化する中、すでに着手

している箇所の重要性も不断に検証し、必要に応じ設計変更も視野に入れるなど、柔軟性・合理
性を確保した事業運営に努められたい。同時に、コストの縮減に当たっては、事業規模の縮小に
よるコスト減少を峻別するなど、厳格な分析に努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） （３）緑資源幹線林道に係る債権債務管理、その他の債権債務管理及び緑資源幹線

林道の保全管理業務の実施

評価単位 ア 債権債務管理業務の実施

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
平成 年度末までに機構が行った林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金に係る債権債19

務、ＮＴＴ・Ａ資金に係る債権等について、徴収及び償還業務を確実に行うこととしている。

当年度における課題のねらい
、 。機構廃止後初年度において 廃止前に機構が行った林道事業の債権債務管理業務を確実に行う

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）

平成 年度末までに機構が行った林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金に係る債権債19
務、ＮＴＴ・Ａ資金に係る債権等については、計画どおり全額徴収し、償還業務についても確実
に行う。

（実績）
機構が行った林道の開設又は改良事業の関係道県の負担金及び受益者賦課金の徴収は元利均等

半年賦支払（年 回）により徴収しており、平成 年度の徴収概要は次のとおりである。2 20
（１）納入期限 前期 月 日、後期 月 日9 20 3 20
（２）負担金・賦課金額 百万円（年額）7,039
（３）徴収対象区間数 区間117
（４）負担金徴収道県数 道・県19
（５）賦課金徴収受益者数 名20,326
この徴収を確実に行い、借入金償還を適切に実行するための取組として、常日頃より関係道県

等と連絡を密にするとともに、負担金等の納入請求の際には納入請求書を持参し、徴収に対する
理解と協力要請を行った。

また、森林を総合利用したスポーツ・レクリエーション施設の周辺を整備するためのＮＴＴ・
Ａ資金に係る債権等についても債務者への連絡を密にし、全額徴収への取組を行った。

その結果、賦課金及び負担金、ＮＴＴ・Ａ資金に係る債権等については、計画どおり全額を徴
収することができ、償還業務についても確実に実施することができた。
（参考）ＮＴＴ・Ａ資金とは、国からＮＴＴ株の売払収入を無利子で借り受け、第三セクターに対し、事業資金を無利子で融資

する制度。（融資については、平成14年度をもって廃止。）

終了時目標に対する累積達成状況
中期計画の達成目標は、賦課金、負担金等の債権等の確実な徴収、償還であるが、平成 年度20

においては、計画された金額を全額徴収、償還していることから、中期目標の達成に向けた対応
を行っている。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
機構が行った林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金、ＮＴＴ・Ａ資金に係る債権等につ

いては、平成 年度について計画どおり全額徴収でき、償還業務についても確実に実施すること20
ができたことから「ａ」評価とした。

評価委員会の意見等
・ 引き続き確実な徴収・償還に努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） （３）緑資源幹線林道に係る債権債務管理、その他の債権債務管理及び緑資源幹線

林道の保全管理業務の実施

評価単位 イ 保全管理業務の実施

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい（中期計画）
機構の廃止前に着手された林道で移管が終了していない箇所について、地方公共団体への移管

を円滑に推進するため、関係地方公共団体との連絡調整を図りつつ、必要な維持、修繕その他の
管理を着実に実施することとしている。

当年度における課題のねらい
機構廃止後初年度において、移管未了の林道の保全管理を着実に実施し、地方公共団体への移

管の円滑な推進を図る。

実施結果（２０年度実績）
（年度計画）

機構廃止前に着手された林道で移管が終了していない箇所について、地方公共団体への移管を
円滑に推進するため、関係地方公共団体との連絡調整を図りつつ、必要な維持、修繕その他の管
理を着実に実施する。

（実績）
、 、平成 年度末の機構が廃止された時点において着手され管理している林道は 区間であり19 46

関係する地方公共団体は 道県 市町村であった。14 49
この林道について、関係する地方公共団体との連絡調整を重ねつつ、平成 年度は法面復旧工20

事、舗装工事等の保全工事を行い、必要な維持修繕を実施するとともに、全区間の管理を適切に
実施した。

その結果、 区間については区間内の着手箇所の維持、修繕のための保全工事を全て終えて移12
管を完了させるとともに、他の区間内の一部の保全工事を終えた箇所についても部分的な移管を
行うなど移管手続きを進めることができた。

終了時目標に対する累積達成状況
中期計画の目標は、移管円滑化のための必要な維持、修繕その他管理の着実な実施であり、平

成 年度においては、維持、修繕その他管理を必要とする 区間について、関係する地方公共20 46
団体との連絡調整を図りつつ、法面復旧工事、舗装工事等の保全工事及び管理を適切に実施し、
中期計画の目標に向けて着実に進んでいる。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由
平成 年度は、関係地方公共団体と連絡調整を重ねつつ、必要な維持、修繕その他管理を確実20

に実施したことにより、移管が円滑に推進されたことから「ａ」評定とした。

評価委員会の意見等
・ 今後とも、継続して関係地方公共団体との連絡調整を図り、安全を重視しつつ、資産の適切な

管理、移管に努め、確実かつ効率的な事業完了に向け努められたい。
・ 事業を後継する自治体に対し、工法、規格構造、配置等についてアドバイスを行うなど、無駄

な経費を伴うことのないよう支援されたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定



102

平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）４ 行政機関等との連携

評価単位 ４ 行政機関等との連携

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要
・ 林野庁の委託事業「森林吸収源インベントリ情報整備事業」等の推進に努める。
・ 山地災害や森林被害等へ速やかに対応するほか、行政機関等に行政施策等に関わる技術情報

を提供するとともに、行政機関等が主催する各種委員会等へ専門家を派遣する。

実施結果（２０年度実績）
京都議定書報告と次期枠組みへの対応に必要なデータの収集・分析とその活用を進めるため、

「森林吸収源インベントリ情報整備事業」について、以下の成果をあげた。
基準年以降の森林面積の変化を把握する土地利用変化の判読手法については、相対的に解像度

の低い 衛星画像の比較により土地利用変化の有無や当該土地利用に関する判読を行う必要SPOT
があることから、これまでの判読結果との整合性を保ちつつ、一定の判読精度を確保できる判読
方法を開発した。

森林土壌と林床枯死有機物、竹林については、全国値の評価手法の開発を進め、森林土壌と林
床枯死有機物についてこれまでに調査・分析した 地点の林地の炭素蓄積量を集計した。竹林991
については、 府県 地点で竹の地下部／地上部バイオマス比を調べ、 ヶ所の竹林バイオマ18 21 163
ス炭素蓄積量を推定するとともに、森林計画データを利用して全国の竹林の炭素蓄積量や吸収量
を求める手法を開発した。

これらの手法と数値は、政府による京都議定書報告と次期枠組みへの対応に用いられる。
また、地球温暖化防止に関わる林野庁及び環境省の施策支援と国際交渉における技術的助言の

COP SUBSTA REDD 4 6 IPCCため、気候変動枠組条約に関連する国際会議（ 、 、 ） 回に延べ 名、
関連の専門家会合に 回延べ 名を派遣した。2 3

20地震や地すべり等の災害発生に際し 林野庁又は地方公共団体からの緊急要請に応じて 平成、 、
年 月の岩手県雫石町の地すべり災害及び 月に発生した岩手・宮城内陸地震災害に延べ 人 平4 6 7 （
成 年度：延べ 人）の山地災害の専門家を派遣し、災害の原因究明、二次災害防止、応急対策19 5
等への助言・指導を行った。

月に発生した中国四川省の地震に対して行われた日本政府と中国政府による日中農業科学技5
術交流グループ第 回会議において、四川省災害の復旧支援に関する日本からの考察団派遣が合27

2意されたことを受け、林野庁を中心とした考察団のメンバーとして地震時の山腹崩壊の専門家
名を森林総研から派遣し、山地災害調査を行って地震による崩壊の特徴を明らかにするなどの成
果を得た。

また、林野庁、人事院等国の機関や茨城県、東京都奥多摩町等地方公共団体、農林水産消費安
全技術センター等独立行政法人、社団法人日本木材加工技術協会、財団法人日本住宅・木材技術
センター、林業・木材製造業労働災害防止協会等林業関係団体等が開催する委員会に、依頼に応
じて職員を延べ 人派遣した。この派遣では、例えば、農林水産省消費・安全局の農林物資2,161
規格調査会等行政機関等の要請に応じて 規格、基準等の策定委員会等に参画し、研究所のデJAS
ータを積極的に提供することにより試験・研究や事業成果の活用に努めた。

○ 依頼元と派遣人数 （※（ ）内は平成１９年度）

依頼元 人 数

国・地方公共団体・他独法・大学 ７０６ （ ６３３）

公法人・公益法人・NPO法人等 １,３２４ （１,１９５）

企業・中間責任法人 １３１ （ ６１）

合 計 ２,１６１ （１,８８９）

○ 委員会等派遣件数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

委員会等派遣件数 １,５８２ １,５９０ １,７９７ １,８８９ ２,１６１
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ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由
基準年以降の森林面積の変化を把握する土地利用変化の判読手法を開発したこと、
森林計画データを利用して全国の竹林の炭素蓄積量や吸収量を求める手法を開発したこと、
平成 年の岩手県雫石町の地すべり災害および岩手・宮城内陸地震災害に対応したこと、20
行政機関や林業関係団体等が行う各種専門委員会等に参加し、森林総研としての成果を還元し

たこと、
などを評価して 「行政機関等との連携」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等
・ 施策に関わる研究・技術情報の提供、各種委員会への派遣など、今後も継続して行政との連

携を図られたい。
・ 平成 年 月の中国四川省の地震や 月の岩手宮城内陸地震の際など、山地災害の専門家を20 5 6

派遣し、災害の原因究明、二次災害の防止、応急対策などの助言・指導を行ったことは評価で
きる。

、 、・ さらに幅広い分野での連携を図り 中央研究機関として各機関との連携に主体的に取り組み
イニシアチブを発揮されたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）５ 成果の公表及び普及の促進

評価単位 ５ 成果の公表及び普及の促進

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要
（１）情報発信の強化
・ 国民の森林・林業・木材への理解を深めるために、一般向け広報誌を新たに創刊するととも

に、イベントへの参加など積極的かつ効果的な広報活動を展開する。ホームページの全面的な
見直しを行うとともに、水源林造成事業等の情報発信を行うため森林農地整備センターのホー
ムページを新設する等、情報発信の強化に努める。

（２）成果の公表及び広報
・ 研究及び事業の成果等を、研究報告、年報等の刊行物として発行するとともに、ホームペー

ジ上で積極的に公表する。重要な成果の積極的なプレスリリースを実施するなど効果的な広報
活動を行う。

・ 国内外の学会、シンポジウム等に参加し、研究発表を行うとともに、専門誌や一般誌等へ研
究成果の解説や紹介を行う。

・ 人当たりの主要学術雑誌等掲載論文数は年 報を上回るよう努める。1 1.0
・ 新品種等の普及に当たっては、利用者である種苗生産者、森林所有者等にまで情報が伝わる

よう、林業関連団体の機関誌への記事掲載や、広報誌の配布に取り組む。
（３）成果の利活用の促進
・ 研究成果については、わかりやすい解説を基本に普及に努めるとともに、技術情報のマニュ

アル化等を行って利活用の促進を図る。
・ 「一般公開 「研究成果発表会 「サイエンスキャンプ 「森林教室 「森林講座 「親林」、 」、 」、 」、 」、

の集い」等を開催し 「森の展示ルーム」や展示施設等を活用して、森林環境教育等を行う。自、
治体、各種団体主催のイベントに参加するなど、研究及び事業の成果の広報等に努める。

（４）知的所有権の取得及び利活用の促進
・ 国内特許を出願数が年 件を上回るよう努める。権利取得後の知的所有権について、権利維8

持の必要性等について検討を行い、効率的に管理し、研究所、公的機関等のホームページへ掲
載するとともに、各種展示会へ積極的に出展し、成果の普及や技術移転に努める。

実施結果（２０年度実績）
（１）情報発信の強化

森林・林業・木材産業に関する試験・研究および林木育種事業から得られた成果と業務全般を
広く紹介し、森林総合研究所への国民の理解と支援を得るため、平成 年 月に作成した広報活20 1
動方針に則し広報業務の充実に努めた。研究報告等の印刷物の刊行、成果の発表会や公開講座の
開催、シンポジウムの主催等に加え、新たに 一般向け広報誌「季刊森林総研」を創刊し、年度中
に 号を発行した。創刊号は 部すべてが配布済みとなった。また、月刊のメールニュース4 9,000
（メールマガジン）は、従来の内容に森林総合研究所が作成したデータベースの紹介を加えるこ

19 304 20 340とにより内容の充実を図った。購読者数は、平成 年度末の 名から平成 年度末には
名に増加した。

ホームページに関しては、所内に検討ワーキンググループを立ち上げ、ホームページの構成内
容の見直し等改訂方針を確定した。

森林農地整備センターにおいては、水源林造成事業等に係る情報発信を行うためセンターのホ
ームページを新設した。また、旧緑資源機構に係る平成 年度業務実績評価に当たり農林水産省19
独立行政法人評価委員会林野分科会から、ホームページ上の技術情報の充実や水源林造成事業の
内容等に係る積極的な説明姿勢を求める旨の意見が示されたことなどを踏まえ、センターのホー
ムページ上に技術情報コーナーを追加するとともに、新たに水源林造成事業のパンフレットを作
成しホームページ上でも閲覧できるようにした。

（２）成果の公表及び広報
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研究報告については、研究所の成果を以下の手段で公表した。

○ 印刷物 （※( )内は平成19年度実績。）
「研究報告」 (本所) ４回 （ ４回）
「年報」 (本・支所、林木育種センター) ８回 （ ８回）
「季刊 森林総研」 ４回 （ －）
「研究情報」等 (支所、林木育種センター、育種場) ４５回 （４５回）

○ ホームページへのアクセス件数 （※( )内は平成19年度実績。）
(本所) ３,１５８千件 （２,５５３千件）
(支所) ２,２９０千件 （２,４４８千件）

( )(林木育種センター) ３１千件 ４０千件
( )(育種場) ２８千件 ２８千件

合 計 ５,５０６千件 （５,０６９千件）

森林総合研究所研究職員の各種学会誌への投稿論文の内容を、分かりやすくまとめて、掲載に
合わせて迅速に情報提供するためのホームページ「研究最前線」コーナーには計 件を掲載し、17
最新研究情報の発信システムとして定着した。さらに 「 地下水の流れる音を探知して山崩れの、
場所を予測する 「小笠原に生息する絶滅危惧種の鳥「メグロ」は狭い海峡を越えずに独自の進」、
化を遂げている？ 「リグニンからエポキシ樹脂の 倍の強度をもつ接着剤を開発」等のプレス」、 3
リリースを 件（平成 年度： 件）行った。25 19 19

また、林業に有用な精英樹特性表の充実を図り、民間を含め広く利用されやすい形にまとめた
こと、雪害抵抗性スギ品種の開発、ヒノキの花粉症対策品種を各県と連携して開発したこと等に
ついて林木育種センターや育種場においてプレスリリースし、積極的な広報活動を行った。

研究情報についての新聞報道は 件であり、 ・ラジオによる報道は 件であった。主な171 TV 43
話題の対象となったキーワードは、山崩れ予測、無花粉スギ、木材バイオエタノールなどが挙げ
られる。

1,074 19 1,259国内外の学会 シンポジウム等に参加し 口頭及びポスターにより 件 平成 年度：、 、 （
件）の発表を行った。

主な大会としては、 （第 回木質構造国際会議 、第 回欧州バイオマス会議、WCTE 2008 10 16）
第 回北米森林土壌会議、 （ 天然資源利用に向けて環境的に健全な11 IUFRO ALL-D3-Conference 「

11 23 Silvilaser 2008 LiDAR技術を探る 、第 回国際齧歯類生物学会議、第 回国際昆虫学会議、 （」）
リモートセンシングによる森林計測に関する国際研究集会 、 （木材科学国際シンポ） IAWPS 2008
ジウム 、 （水文環境変化と水管理に関する国際シンポジウム 、第 回国際沙） ）HydroChange 2008 9
漠技術会議、 （熱帯林業）国際会議、アジア太平洋地域の地すべり国際会議、第 回バFORTROP 5
イオマス・アジアワークショップ、日本森林学会大会、日本木材学会大会、日本生態学会大会、
林業経済学会大会、日本哺乳類学会大会、日本植物生理学会年会、日本土壌肥料学会大会、水文
・水資源学会大会、日本きのこ学会大会、樹木医学会大会、日本花粉学会大会、日本木材加工技
術協会年次大会等である。

○ 学会等での発表件数の推移
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

学会等発表件数 １,３１５ ８８７ １,０２８ １,２５９ １,０７４

95 34 61国際学会等が主催する国際研究集会での研究発表のため 名 運営費交付金 名 その他、 （ 、
名 （平成 年度： 名）を海外へ派遣したほか、研究交流法で 名（平成 年度： 名）が） 19 96 34 19 28
国際学会等に参加した。

○ 国際学会等参加者数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

国際学会参加者数 １０７ １０５ ８９ １２４ １２９
※研究発表及び研究交流法参加者の合計数である。
※平成19年度から林木育種センターの件数が加わっている。

「 」、林業と生物多様性の共存のための研究成果を解説した 林業地域における生物多様性保全技術
「オオタカの生態と保全－その個体群保全に向けて－」などを刊行した。また、水資源の研究と
管理に関する論文を収めた単行本「 」の執New Topics in Water Resources Research and Management
筆に加わり、世界各地の樹冠遮断研究のレビューに基づいて樹冠遮断の新しいメカニズムを明ら
かにした論文「 」を発表した。そのほUnveiled evaporation mechanism of forest canopy interception
か、自然公園の保全と管理を一般向けに解説した自然公園シリーズ「利用者の行動と体験 「登」、
山道の保全と管理 、や降水、浸透、流出、蒸発など水文現象の理論とプロセスを解説した「水文」
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科学」などの単行本の執筆に加わり、研究成果の普及に努めた。

研究者 人当たりの主要学術雑誌等掲載論文数の実績値は 報（査読審査を行っている原著1 1.06
論文 報、研究職員数 人）となり、目標値の年 報を上回った。452 428 1.0

Applied and Environmental Microbiology Biogeochemistry Bioscience,公表した主な学会誌等は、 、 、
Biotechnology, and Biochemistry Ecological Modelling Ecology Engineering Geology Entomological、 、 、 、

、 、 、 、 、 、Science Forest Ecology and Management Holzforschung Hydrological Processes IAWA Journal JARQ
Journal of Experimental Botany Journal of Parasitology Journal of Volcanology and Geothermal、 、

、 、 、 、Research Journal of Wood Chemistry and Technology Landscape and Urban Planning Mammal Study
、 、 、 、 、Mycological Research Ornithological Science Physiological Entomology Plant and Soil Plant Ecology

( )、 、森林総合研究所研究報告、日本森林学Proceedings of Royal Society B Biological Sciences Trees
会誌、森林利用学会誌、森林立地、木材学会誌、保全生態学研究、ランドスケープ研究、林業経
済研究、哺乳類科学、アジア研究、地学雑誌等である。

また、英文投稿数は 報（平成 年度： 報）であり、論文報告数に対する比率は ％268 19 251 59.3
（平成 年度： ％）となった。19 51.2

○ 論文報告数の推移
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

論文報告数 ４８９ ４４２ ４５１ ４９０ ４５２
（研究員一人当たり） １.０７ ０.９７ １.００ １.１１ １.０６

うち英語投稿数 ２１９ ２３６ ２５９ ２５１ ２６８
（英語投稿数の比率） ４４.８％ ５３.４％ ５７.４％ ５１.２％ ５９.３％

種苗生産者、森林所有者等への新品種等の広報については、関連団体の協力を得て、平成 年20
度に開発した品種の各育種基本区ごとの開発状況や育種基本区ごとに育種戦略を関係機関と協議
して策定した林木育種事業推進計画を掲載した林木育種センターの広報誌を配布した。また、関
連団体の機関誌である「山林 「グリーン・エージ」等に、マツノザイセンチュウ抵抗性育種な」、
どについて職員による記事を掲載した。

（３）成果の利活用の促進
プロジェクト等の研究成果の利活用を促進するため 「頻発する大規模山地災害はなぜ起きるか、

CDM－その発生予測と被害の軽減に向けて－ 木造住宅の温熱環境 省エネ技術の最新動向」、「 、 」、「
植林により熱帯林の生物多様性はどう変わるか 「北方林の環境と生態－温帯の常識は通じな」、
い！ 「地域の竹資源を活用した環境調節機能を持つ複合建築ボードの開発 「広葉樹林化への」、 」、
道－天然更新を考える－ 「航空写真と を活用した松枯れピンポイント防除法」など 回」、 GIS 23
のシンポジウム、研究集会、講演会等を開催した。

第 期中期計画成果として 件の成果報告「新しく使えるようになった樹木病害防除薬とその2 7
使用方法 「森林研究と自然学習とのコラボレーション（ ）コンセプトと活動事例 「新たな」、 」、1
農林水産政策を推進する実用技術開発事業「地域の竹資源を活用した環境調節機能を持つ複合建
築ボードの開発」成果発表会資料集 「里山に入る前に考えること－行政およびボランティアに」、
よる整備活動のために－ 「森林教育って何だろう？ 森林での体験活動プログラム集(Ⅰ)(Ⅱ)」 -

Chemical Ecology of Wood-boring Insect 7(Ⅲ) 、及び穿孔性害虫の研究成果をまとめた「 」並びに」
件の研究成果の普及広報刊行物として「森林総合研究所北海道支所創立 周年記念誌 百年のあ100
ゆみ 「特定国内野生動植物種の保全に関する提案書－レブンアツモリソウをモデルとした研究」、
から－ 「マツノザイセンチュウ抵抗性品種を開発 「花粉症対策品種の開発 「独立行政法人」、 」、 」、
森林総合研究所 林木育種センター 、関西育種場「事業の概要(平成 年度) 「四国増殖保存」 」、20
園の概要」計 件の書籍及びパンフレットを刊行した。7

なお、研究成果の利活用が図られた具体例としては、
① 表土流亡の評価基準を作成し、これが林野庁の森林資源モニタリング調査において新しい指

標として採用されたこと、
② アルカリ蒸解法によるバイオエタノール製造手法が林野庁森林資源活用型ニュービジネス創

造対策事業に採択されたこと、
③ 木質建材からの つの （揮発性有機化合物）に関して業界団体が開始した自主規制の根4 VOC

拠資料として研究成果が活用されたこと、
④ 木製外構材の点検指針「木製外構材のメンテナンスマニュアル（日本木材保存協会、増補改

訂版 」に研究成果が活用されたこと、）
⑤ 気候変動枠組み条約の次期枠組みに向けた日本政府意見提出において、研究成果である世界
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林産物需給モデルに基づく主要国の森林の排出・吸収量将来予測が使用されたこと、
⑥ 「林業経営収支予測システム（ ）試用版」を森林総研ホームページに公開して、現FORCAS

場での利用に供したこと、
などが挙げられる。

一般公開等については、研究所の成果を以下の手段で公表した。

○ 一般公開等 （※( )内は平成１９年度実績。）
「一般公開」 (本・支所) ６回／４，７０８人 （６回／２,１９０人）

(多摩森林科学園) ４０，９１３人 （４９,０１３人）
「親林の集い」 （林木育種センター） １回／７００人（１回／６００人）

４回／３４８人（本所 ２７１人） （６回／９０６人）
「公開講演会」 (本所)
「研究成果発表会」 (支所)

一般公開については所全体で取り組みを行い、初めて金曜日と土曜日の 日間開催した。最近2
の研究成果から課題を選出し、正面玄関ホールにて最新の研究成果のパネル展示および現物の展

、 。 、示を行い その研究担当者が来訪者に説明を行った もりの展示ルームや研究施設の見学ツアー
樹木園案内及びミニ講演会は研究職員が説明者として対応した。

イベント等を通じた展示については、もりの展示ルームの昆虫や微生物の標本、野生動物の剥
製など展示内容を大幅に見直し、 法人の協力を得て説明を行った。NPO

また、イベントへ参加する未就学児童向けの積木コーナー（スギ材のサイコロ）を設置し、幼
児に木に触れてもらう機会を設けた。

○ イベント等を通じた展示
「森林の市」、「つくばリサーチギャラリーでの特別公開、アグリサイエンスセミナー」、「林野庁中央展示」、「つくば科
学フェスティバル」、洞爺湖サミット記念「環境総合展2008」、「うしくサイエンスフェスタ」、「水都おおさか森林の市」、
「アグリビジネス創出フェア2008」、「Bio Fuels World2008」、「いばらき産業大県フェア2008」、「うしくみらいエコフェ
スタ」、「食のブランドニッポン2008」、「牛久ゆめまちメッセ」、「科博連サイエンスフェスティバル」など

森林総合研究所が主催または共催したシンポジウム・研究集会、森林講座などのイベントは、
54 14農林漁業生産者や消費者など一般国民を対象としたものが 件、青少年を対象としたものが

件などであった。

○ 森林教室等 （※( )内は平成19年度実績。）
「森林講座」 (多摩・北海道) １６回 （１６回）
「森林教室」 (関西育種場) ７回 （ ８回）
「つくばちびっ子博士」 １回 ／１，６０６人 （1回／２,１７２人）
「つくば科学フェスティバル」 １回 （ １回）
「サイエンスキャンプ」 （本所、九州支所、多摩、育種センター） ４回 （３回）

( )「子ども樹木博士」（本所、関西育種場） ２回 ２回
( )「夏休み昆虫教室」 １回 １回
( )「育種講座」 （関西育種場） ０回 ３回
( )「体験学習」 （関西支所、関西育種場） ４回 ３回
( )「森林体験講座」 （多摩森林科学園） ０回 １回

さらに、多摩森林科学園において、森林環境教育を以下の手段で行った （( )内は平成 年。 19
度実績 ）。

○ 森林環境教育指導者研修等
林野庁森林総合研修所、日本大学等の依頼による研修等

○ 森林体験学習等 ２７回／８８７人
「科学園及び連光寺・赤沼実験林における森林体験学習」講師 （２２回／５５２人）

○ 森林・林業教育セミナー
高校の先生が対象

森林農地整備センターにおいても、自治体、団体主催の一般国民向けの森林・林業、農業・農
村等に係る各種イベントに参加し、水源林造成事業等の概要説明や農林業の体験学習指導等を行
っている（主催・協賛イベント 件 。26 ）
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（４）知的所有権の取得及び利活用の促進
平成 年度の特許出願数は、国内 件（平成 年度： 件 、国外 件（同： 件）で、登録20 15 19 9 6 5）

8 10 1 2 20 17数は国内 件 同： 件 国外 件 同： 件 であった 年度は特許出願に関する相談は（ ）、 （ ） 。
件（平成 年度： 件）あり、その内 件が年度内に出願済みである。また、他の 件につい19 16 14 3
ても平成 年度には出願する予定である。21

研究所が権利を所有する国際特許について維持見直し作業を行い、実施許諾の可能性の少ない
特許 件については放棄することとした。2

また、特許等研究成果の普及を目的として 「第 回アグリビジネス創出フェア」に 件 「つ、 、5 10
くばテクノロジー・ショーケース」に 件及び「第 回産学官連携推進会議」に 件出展したほ4 7 1
か、新たに特許となった 件を茨城県中小企業振興公社のホームページ「特許情報」に情報提供7
するなど、企業への技術移転に取り組んだ。なお、平成 年度新規に実施許諾契約を 件締結す20 1
ることができた。

さらに、当所の著作物の転載許可申請が 件（平成 年度： 件）あり、全て（同： 件）3 19 14 12
に対応した。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由
一般向け広報誌を新たに創刊したほか、月刊のメールニュース（メールマガジン）の内容の充

実を図りメールマガジン読者を増加させたこと、
水源林造成事業等の情報発信を行うため森林農地整備センターのホームページを新設し、入札

・契約情報、情報公開等及び技術情報を充実させ、情報発信の強化に努めたこと、
ホームページでの情報発信を増やすとともにプレスリリースを多くする等、多様な情報発信の

場を適切に利用して多くの研究成果を発信したこと、
国内外の学会、シンポジウム等に積極的に参加したこと、
専門誌や一般誌等へ研究成果の解説や紹介を積極的に行ったほか、単行本による一般読者への

普及啓発に努めたこと、
原著論文の一人当たりの報告数が中期目標の 報を上回ったこと、1.0
平成 年度に開発した品種の特集や森林総合研究所の育種戦略を掲載した広報誌を配布したほ20

か、関連団体の機関誌にマツノザイセンチュウ抵抗性育種などについて記事を掲載したこと、
シンポジウム等の開催、成果報告書の発行、普及広報版の配布などを行って研究成果の利活用

の促進を図ったこと、
一般公開を休日にも行い見学者が来訪しやすいようにするとともに、説明方法の工夫など行っ

て見学者との双方向コミニュケーションを図ったほか、森林環境教育の機会を増やしたこと、
国内特許出願数の目標を達成し、特許等の普及への取組等に着実な成果が見られたこと、

などを評価して 「成果の公表及び普及の促進」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等
・ 成果の公表及び普及という情報発信を強化していることは評価できる。
・ 情報の受け手からの反応を把握し、その状況を情報発信に反映させるなど、情報発信のあり

方を常に点検し、その改善に努められたい。
・ 今までに出願した特許等の知的所有権の整理を含めて積極的な活用の提案を図られたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定



109

平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置

（中項目）６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

評価単位 ６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要
（１）分析及び鑑定
・ 民間、行政機関等からの依頼に応じ、林業用種子の発芽鑑定、木質材料の耐久性試験、木材

の鑑定等研究所の有する専門的知識が必要とされるものについて、分析及び鑑定を行う。
（２）講習及び指導
・ 国や団体等が主催する講習会等への講師派遣、情報の提供等を積極的に行う。
・ 大学、公立試験研究機関、民間等からの希望に応じて研修生を積極的に受入れる。海外から

の研修生・来訪者の受け入れ・対応を引き続き積極的に進め、人材育成に寄与する。
・ 新品種等の利用を促進するため、都道府県等に対し、各種協議会や現地における技術指導を

行うとともに、講習会を合計 回を目標に開催する。また、林木育種技術に関するデータベー20
スの構築を進める。

・ 海外からの研修員の受け入れ及び専門家の派遣を進めるとともに、支援先機関の多様化、林
木育種分野の技術指導や技術開発に資するネットワークの支援・構築を進める。

（３）標本の生産及び配布
・ さく葉・材鑑標本等を作成し、要請に応じて学術研究機関等に配布する。
（４）国際機関、学会等への協力
・ 要請に基づき国際機関の会合及び国内外の学会等に専門家を派遣するとともに、海外の研究

機関・大学、国際機関等との連携・協力を引き続き積極的に進める。また、国が行う国際協力
・交流に積極的に協力する。

実施結果（２０年度実績）
（１）分析及び鑑定

林業用種子の発芽効率の鑑定（ 件 、線虫検出検査（ 件 、木材の鑑定（ 件 、難燃剤を53 44 46） ） ）
8 20 227 19 243注入した木材の燃焼量測定試験（ 件 、昆虫の鑑定（ 件）等合計 件（平成 年度：）

件）の依頼があり、犯罪を立証するための 分析等の依頼分析及び鑑定を実施した。DNA

○ 分析、鑑定依頼件数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

分析・鑑定依頼件数 ２０１ １４４ １８５ ２４３ ２２７

（２）講習及び指導
外部からの依頼により研修講師として 人（平成 年度： 人）の派遣を行った。315 19 376
主な依頼元は、森林技術総合研修所等の国の機関、他の独立行政法人、都道府県等地方公共団
、 、 、 、 、 、体 国立大学法人 公益法人 等多岐にわたっており 本所のほとんどの研究領域 全支所NPO

林木育種センターで対応している。
研修内容についても、低コスト作業路企画者養成研修、木材乾燥講習会、林木バイオテクノロ

ジーに関する講義、大学のエンカレッジ推進のための研修会等、多様な要請に対応している。

○ 講師派遣件数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

講師派遣件数 ２６９ ２９８ ３７８ ３７６ ３１５

、 （ ） 、 、受託研修生受入れ制度等により 名 平成 年度： 名 を研修生として受け入れ 独法107 19 92
県の研修生に対しては高度な研究調査手法や実験技術について、大学の学生に対しては研究の基
礎的方法について指導を行った。

、 「 」研修終了時に研修生に対して行ったアンケート調査では 多くの研修生が 研修に満足できた
と回答している。アンケート結果については、今後の研修生の受け入れ態勢を検討する際に参考
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とするなど、ニーズに応えた研修を実施できるよう積極的に取り組んだ。

○ 依頼元別の受入人数 （ ※（ ）内は平成１９年度。 ）

依 頼 元 受入人数

１． 国 （林野庁九州森林管理局） １９ （ ５）

２． 独立行政法人 （東北農業研究センター） １ （ １）

３． 県 （宮崎県林業技術総合センター他） ２５ （１８）

４． 大学 （東京大学他） ５８ （５９）

５． 民間 （住友林業筑波研究所他） ４ （ ９）

合 計 １０７ （９２）

、（ ） （ ）、 （ ）海外からの研修生の受け入れについては 独 国際協力機構 国際熱帯木材機関JICA ITTO
351 1 3 1 2 91 1 257等の個別研修で 名 うち ヵ月以上： 名 ヵ月間未満～ 日間以上： 名 日間：（ 、 、 、

名 、 集団研修「森林環境・資源コース」で 名（カンボジア、スリランカ、ベトナム、ミ） JICA 4
ャンマー 、 日墨交流計画研修「森林研究コース」で 名の計 名を受け入れた。各研修） JICA 1 356
員については、研究業務の推進をサポートすることにより、国際交流・友好関係の進展に貢献し
た。また、長期間の研修生に対し、 と連携してアンケート調査を行い、研修制度の点検を行JICA
った。

○ 研修生受け入れ数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

受託研修生 １０９ ９５ １１４ ９２ １０７

９９（３５６）
海外研修生

７０（２２８） ６０（２７７） ５６（２３９） ７７（３２７）(JICA等)

合 計 １７９（３３７） １５５（３７２） １７０（３５３） １６９（４１９） ２０６（４６３）

※注：（ ）は１日間（日帰り）の研修者数を計上した数値である。

新品種等の利用を促進するため、要請等に応じて北海道、東北、関東、関西及び九州の各育種
基本区ごとに開催される林木育種推進地区協議会等において、花粉症対策品種の増殖方法、マツ
ノザイセンチュウ抵抗性育種方法等について技術指導を行った。また、都道府県等を対象にマイ
クロカッティングによる苗木生産方法等の講習会を 回開催するとともに、現地（巡回）指導、23
来所（場）者に対する個別指導を実施した。

林木育種技術に関するデータベースの構築については、情報収集源となる苗木生産及び林木育
種に関する文献約 点について内容の分析及び整理を行った。500

なお、平成 年度の林木育種センター及び育種場の講習・指導の実施状況を参考資料 に付20 2
した。

JICA 28林木育種事業に係る研修員の受入れについては、 （国際協力機構）から、個別研修で
名、集団研修で 名（うち、 名は林木育種センターでの長期受入れ）の計 名を受け入れ、26 1 54
更に国内の海外派遣予定者 名の研修員に対し、それぞれの目的に応じたプログラムにより技術1
指導を行った。なお、 の海外研修員 名に対し、研修の内容、項目毎の評価に関するアンJICA 35
ケート調査を実施したところ、 割以上から 「非常に満足 「満足」の回答を得た。9 、 」、

JICA 2専門家の派遣については、従来より実施中の 日中協力林木育種科学技術センター計画に
名の長期専門家を派遣し、また、同計画及びインドネシアの 林木育種計画に 名の短期専JICA 2
門家を派遣した。さらに、ケニア半乾燥地社会林業強化計画に運営指導調査団員として 名を派1
遣した。

、 「 」ネットワークの構築等については ベトナムのハノイで開催された チークネット運営委員会
に出席し、併せて、ベトナム森林科学院林木改良研究センターとのアカシア等の共同研究の可能
性について打合せを行った。また、中国の湖北省林業局と「新品種の開発及び遺伝資源の評価」
に関する共同研究、安徽省林業庁と「バビショウのマツノザイセンチュウ抵抗性育種」に関する

20 10共同研究の覚書、契約書の締結をそれぞれ行った。さらに、マレーシアにおいて、平成 年
月に種苗法規則が施行され、アカシア・ハイブリッドの品種登録に関して共同研究パートナーの
申請書作成を指導し、品種登録出願書が平成 年 月に受理された。21 2

（３）標本の生産及び配布
3 515 19樹木の標本採集調査を 地点（佐賀県、長野県木曽郡、滋賀県）で実施し、 個体（平成

年度： 地点 個体）からさく葉・材鑑標本を採集し、保存した。4 416
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また 外部からの要請に対応し 材鑑 さく葉 マツノザイセンチュウ等の標本を 点 平、 、 、 、 （4,087
成 年度： 点）配布した。主な配布先は、大学、国公立博物館、公立試験場、民間企業、19 4,185
等である。

○ 標本作成・標本配布数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

標本作成数（個体） ３０４ ３６７ ３３３ ４１６ ５１５

標本配布数(点) ４,５３４ ９,６１５ ２,５４０ ４,１８５ ４,０８７

（４）国際機関、学会等への協力
ISO ITTO日本の政府機関や法人 外国機関等との国際協力を進めるため 要請により 国際機関、 、 、 （ 、

等）主催の専門家会合委員、国際協力機構（ ）の長期・短期専門家及び調査団員、国際林業JICA
研究センター（ ）のプロジェクトリーダー、国際農林水産業研究センター（ ）林業CIFOR JIRCAS
プロジェクト短期在外研究員等として、 名（平成 年度： 名）の専門家を カ国へ派遣し95 19 98 30
た。

○ 国際協力のための専門家（職員）の派遣先・種別と派遣人数 ※（ ）内は平成１９年度。 ）（

派遣先・種別 派遣人数

１． 国際機関（ＩＳＯ、ＩＴＴＯ等）主催の専門家会合等 ２３（１１）

２． 国際協力機構（ＪＩＣＡ）の長期専門家 ３（ ３）

３． 国際協力機構（ＪＩＣＡ）の短期専門家 １１（１１）

４． 国際協力機構（ＪＩＣＡ）の調査団員 ２（ ５）

５． 国際林業研究センター（ＣＩＦＯＲ）のプロジェクトリーダー １（ １）

６． 国際農林水産業研究センター（ＪＩＲＣＡＳ）の林業プロジェクト短期在外研究員 １１（１６）

７． 森林総合研究所受託出張制度 ４４（５１）

合 計 ９５（９８）

※（ISO：国際標準化機構、 IＴＴＯ：国際熱帯木材機関）

○ 国際協力のための専門家（職員）の派遣対象国

アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、オーストラリア、カンボジア、ケニ

ア スリランカ、タイ、チュニジア、ドイツ、ニュージーランド、ネパール、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フラン、

ス、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マダガスカル、ミャンマー、マレーシア、ロシア、韓国、中国

、 及び の国際技術協力・共同研究プロジェクトについては、プロジェクトJICA CIFOR JIRCAS
1 JICAごとに「所内支援委員会」を設け、プロジェクト推進を積極的に支援するとともに、 件の

プロジェクトにおける「国内支援委員会」に委員等として参画し、プロジェクト推進を積極的に
支援した。

また、海外の大学や国際研究機関等と連携・協力し、合計 件（平成 年度： 件）の共同71 19 67
研究やプロジェクト研究を実施し、合計 名（同 名）の研究者を受け入れた（対象国：アメ29 27
リカ、マレーシア、韓国、中国、台湾、ラオス、インドネシア、フランス、タイ、バングラデシ
ュ、カナダ 。）

、 （ ） （ ）、 （ ）これらの内訳は 国際林業研究センター 件 平成 年度： 件 国際協力機構CIFOR 1 19 1 JICA
2 2 2 25 20プロジェクト 件 同： 件 交付金プロジェクト 件 外部資金等プロジェクト 件 同：（ ）、 、 （

件 、科学技術協力協定等に基づく二国間共同研究 件（同： 件）である。また、受託プロジ） 41 44
ェクトや交付金プロジェクトによる招へい研究員等 名（同： 名）及び日本学術振興会フェ22 19
ローシップ 名（同： 名）を受け入れた。7 8

なお、現在締結している （覚書： ）及び （合意書MOU LOAMemorandum of Understanding
）の数は、平成 年度末現在で 件（平成 年度： 件）であり、新：Letter of Agreement 20 18 19 14

たに北京林業大学と締結し交付金プロジェクトを行った。

○ 共同研究等及び招へい研究員受入件数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

共同・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ件数 ６２ ５９ ６７ ６７ ７１

招へい研究員受入総人数 ５２ ３１ ３４ ２７ ２９

○ 共同研究、プロジェクト研究の種別・相手機関と実施件数 ※（ ）内は平成１９年度）（

種別・相手機関 実施件数

１．国際共同研究覚書（ＭＯＵ等）による共同研究 １８（１４）

２．国際共同研究プロジェクト
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１） 国際研究機関（国際林業研究センター（ＣＩＦＯＲ）) １（ １）

２） 国際協力機構（ＪＩＣＡ） ２（ ２）

３） 交付金プロジェクト ２（ ０）

３） 環境省、文部科学省等外部資金等プロジェクト ２５（２０）

４） 科学技術協力協定等に基づく二国間共同研究 ４１（４４）

合 計 ７１（６７）

○ 受入研究者の種別と受入人数 （※（ ）内は平成１９年度）

種 別 受入人数

１．招へい研究員 ２２（１９）

２．日本学術振興会フェローシップ等 ７（ ８）

合 計 ２９（２７）

なお、海外出張については、出張者に出発前に情報を徹底するなど、以下のように所員の海外
出張時の健康・安全対策の強化を図った。
① 「外務省最新渡航情報」を逐次「所員用サイボウズ掲示板」に転載し 「外務省海外安全ホー、

ムページ」等と併せて活用をすすめた。また、治安状況不穏や流行病発生時等には、別途、当
該国・地域への出張予定者に対して“安全・健康注意喚起”を発出した。

② 所員の海外出張にあたっては、従前通り「渡航連絡票」を提出させ、緊急時の連絡先（宿泊
先、訪問先等）を的確に把握できるようにした。

③ 平成 年度より全ての海外出張者を対象に団体海外旅行保険へ加入し、出張期間中の健康・19
安全対策を強化した。

国内の学会等への協力については、 件（平成 年度： 件）の依頼出張を行った。具体117 19 135
的には、日本木材学会、日本接着学会、森林利用学会、日本森林学会、日本エネルギー学会等の
役員、専門委員会委員に就任してこれらの業務分担を行うなど、学会活動に参加し、積極的に貢
献した。

○ 国内の学会への対応件数の推移 （依頼出張）

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

国内学会対応件数 １１６ １３６ １５５ １３５ １１７

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由
行政及び民間からの要請に応えて、分析、鑑定及び標本配布業務を着実に実施していること、
国内での講師派遣や研修生の受入など活発な活動が認められること、

の集団・個別研修による研修生等を積極的に受け入れ、国際的な人材の育成に寄与したこJICA
と、

幅広く林木育種の技術指導を実施し、講習会を合計 回以上開催したこと、20
林木育種技術に関するデータベースを構築するための情報収集等を進めることができたこと、
マレーシアにおけるアカシア・ハイブリッドの品種登録に関する技術指導を行い、出願書類が

正式に受理されたこと、
要請に応えた専門家派遣が着実に行われ、専門家派遣支援活動を積極的に実施したこと、

、 、共同研究や外国人研究者受入れを着実に行い 国際連携・協力・交流に積極的に協力したこと
職員の海外安全対策を進めたこと、
国内の学会等に役員や委員として参加するなど積極的に貢献したこと、

などを評価して 「専門分野を活かしたその他の社会貢献」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等
、 、・ 森林総研は 我が国で唯一多数の森林・林業分野の研究者が在籍する大変貴重な組織であり

森林総研でしかできないことがあるので、今後も継続して取り組まれたい。
・ 海外からの日本に対する評価として、戦略化を図られたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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参考資料２

平成２０年度 林木育種センター・育種場別の講習・指導の実施状況

区 分 回 数

林木育種センター（関東育種基本区担当）

会議での指導 １８

講習会 ６

現地（巡回）指導 ９

文書での指導 ２９

来所（場）者への指導 １９

北海道育種場

会議での指導 １

講習会 ４

現地（巡回）指導 ８

文書での指導 １

来所（場）者への指導 １

東北育種場

会議での指導 ４

講習会 ４

現地（巡回）指導 １１

文書での指導 ４４

来所（場）者への指導 ３

関西育種場

会議での指導 ６

講習会 ５

現地（巡回）指導 ８

文書での指導 １４

来所（場）者への指導 １０

九州育種場

会議での指導 １７

講習会 ４

現地（巡回）指導 ７

文書での指導 ３

来所（場）者への指導 ５
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平成２０年度 講習及び指導の実施状況の概要

講習・指導 対象者 人数又は 講習・指導の内容（例示）

形態 回数

（回数）

会議での指 都道府県担当者 １２５ 育種による品種改良

導 森林管理局署担当者 １１５ 花粉の少ないスギの特性

（４６回） 試験研究機関研究者 ２８８ 花粉の少ないスギの増殖方法

団体 ６５ マツノザイセンチュウ抵抗性育種

種苗生産業者 １２４ クヌギ精英樹の活用

その他 １３１ 稀少樹種の増殖・保存

（計） ８４８

講習会 都道府県担当者 １０１ スギのマイクロカッティング技術

（２３回） 森林管理局署担当者 １０ 採種園の管理方法

試験研究機関研究者 １１５ ミニチュア採種園造成・管理方法

種苗生産業者 １３８ マツノザイセンチュウ接種方法

その他 ２６１ 検定林調査方法

（計） ６２５

現地(巡回) 都道府県担当者 ９６ 育種集団林の造成

指導 森林管理局署担当者 ６２ スギのさし木増殖技術

（４３回） 試験研究機関研究者 ７４ ミニチュア採種園の管理方法

その他 １１６ 採穂園の管理方法

（計） ５６ 種子特性調査方法

４０４

文書での指 都道府県担当者 １０ アカマツのＤＮＡ分析

導 森林管理局署担当者 ６ スギの増殖方法

（９１回） 試験研究機関研究者 ６１ スギの交配方法

その他 １４ トドマツ実生苗の病害

（計） ９１

来所(場)者 都道府県担当者 ３ スギのさし木方法

への指導 試験研究機関研究者 １３ 広葉樹の苗木生産

（３８回） 大学・高校生等 １４４ マツノザイセンチュウ接種方法

団体 ４４ 広葉樹のつぎ木方法

種苗生産業者 ３５ スギ材質簡易測定方法

その他 ９６ 種子・花粉の採取及び保存方法

（計） ３３５
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平成２０年度評価シ－ト(共通評価単位用)

（大項目）第３ 財務内容の改善に関する事項

（１）試験・研究及び林木育種事業

評価単位 ① 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

実施結果（２０年度実績）

、 、経費節減については 限られた資金の有効利用が重要課題であるという基本的な考え方により

予算の現状、経費削減の取り組み事例、施設・設備の老朽化対策の促進等について、諸会議を通

じて理解を深め、その徹底に努めた。

経費（業務経費及び一般管理費）節減に係わる具体的な取り組みとしては、

① 玄関棟の照明器具を省エネ型に更新すると共に、冷暖房の温度設定等をこまめに調整するこ

とで、電気、ガスの使用量を削減、

② 本所の契約電力を から に下げることにより、基本料金の経費を節約、3,300KW 3,200KW
③ 車両の更新時に稼働日数及び走向距離等を考慮し、所全体で 台を削減することにより、車8

両に係る経費を節減、

、 、④ 本所及び北海道支所の研修生宿泊施設を廃止することで 施設維持に要した委託経費を節減

などを実施した。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

一般管理費等について引き続き予算執行体制を強化し、業務の効率化を進め確実な経費の削減

を図っていること、

などを評価して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等

・ 着実に実施されており、今後も継続して進められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(共通評価単位用)

（大項目）第３ 財務内容の改善に関する事項

（１）試験・研究及び林木育種事業

評価単位 ② 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組み

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

実施結果（２０年度実績）

外部資金獲得及び自己収入の確保を積極的に進め、農林水産省や環境省等の研究プロジェクト

をはじめ林野庁の事業等に積極的に応募し、競争的研究費及び委託事業による事業費の獲得を図

った。

その結果、林野庁 課題、農林水産省 課題、環境省 課題等の新規委託を受けた。 また、文5 5 6
部科学省の科学研究費補助金に対して平成 年度も積極的に応募し、 課題の新規採択を受け20 25
た（研究分担課題及び延期課題を除く。また、 課題は海外留学のため辞退した 。なお、政府1 。）

受託の金額が増大した理由は、林野庁の大きなプロジェクト（木質バイオエタノール製造システ

19ム構築の実証事業 が開始したためであり その他の受託研究の金額が減少したのは 主に平成） 、 、

年度開始課題の 年目に当たる予算減額が影響しているためである。2

○ 外部資金の獲得状況 （ ※（ ）内は平成１９年度 ）
項 目 件 数 金額（百万円）

政府受託＊ ６０ （ ６２） １,６０５ （１,２７７）
その他の受託研究 ４７ （ ４９） ３４１ （ ５０２）
助成研究 ８ （ ９） ８ （ ２０）
科学研究費による研究 **９５ （ ９６） ２３３ （ ２４６）
合 計 ２１０ （２１６） ２,１８８ （２,０４５）

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

**科学研究費による研究９５件のうち２５件が平成２０年度新規課題である。

（ ※（ ）内は平成１９年度 ）＊政府受託の内訳
項 目 件 数 金額（百万円）

２２ （１９） ７３３ （ ４６３）林野庁
１７ （１８） ４５７ （ ４２９）農林水産技術会議
１９ （２０） ３８４ （ ３３８）環境省

２ （ ５） ３１ （ ４８）文部科学省
合 計 ６０ （６２） １,６０５ （１,２７７）

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

自己収入の主なものは、入場料収入（多摩森林科学園 、依頼出張経費収入、鑑定・試験業務収）

入である。

平成 年度において入場料収入が減少しているのは、 年 月 日の豪雨により園内の至る20 20 8 28
所で土砂崩れ等災害が発生し、人的災害防止のため 年 月 日から 年 月 日までの間を20 8 29 21 2 2
全面休園とし、 年 月 日から 月 日までは一部開園はしたものの、入場料については徴21 2 3 3 23
収していないためである。

○ 主な自己収入 （ ※（ ）内は平成１９年度 ）

項 目 金 額 （百万円）

入場料収入 １６（２０）

依頼出張経費収入 １８（１４）

鑑定・試験業務収入 ６（１０）

特許料収入 *** ０（ ０）

財産賃貸収入 ２（ ２）

林木育種事業収入 １（ １）

合 計 ４２（４７）

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。
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***特許料収入は463千円であるが、四捨五入の関係で0と表示している。

なお、外部資金獲得及び自己収入の状況の推移を参考資料 に示した。3

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

受託の件数は減少したが、政府受託の金額が大きく増加したこと、

などを評価して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等

・ 外部資金獲得額が着実に増加しており、評価できる。今後も研究成果等を積極的に公開し、
外部資金の獲得に努められたい。

・ 研究の目的が外部資金調達にならないように注意を払われたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定

参考資料３

○ 外部資金の獲得状況の推移

年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

件 金額 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額

項目 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円）

政府受託＊ 55 1,792 65 2,663 63 1,556 62 1,277 60 1,605

その他受託研究 20 136 18 160 23 169 49 502 47 341

助成研究 5 7 11 33 4 15 9 20 8 8

37 108 50 127 79 199 96 246 95 233
科学研究費による

研究

合 計 117 2,043 144 2,983 169 1,939 216 2,045 210 2,188

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

＊ 政府受託の内訳の推移

年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

件 金額 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額

項目 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円）

林野庁 16 767 18 1,584 16 454 19 463 22 733

農林水産技術会議 18 535 21 548 23 688 18 429 17 457

環境省 14 395 20 446 20 397 20 338 19 384

文部科学省 7 95 6 85 4 17 5 48 2 31

合 計 55 1,792 65 2,663 63 1,556 62 1,277 60 1,605

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

○ 主な自己収入内訳の推移

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

金額 金額 金額 金額 金額

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

入場料収入 ３３ ２７ ２２ ２０ 1６

依頼出張経費収入 １１ １２ １３ １４ １８

鑑定・試験業務収入 ８ ８ ８ １０ ６

特許料収入 ２ ２ １ ０ *** ０

財産賃貸収入 ２ １ １ ２ ２

林木育種事業収入 (１) (１) (１) １ １
＊＊

合 計 ５８ ５０ ４５ ４７ ４２

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

**（ ）書きは旧林木育種センターについて表示している。

***特許料収入は463千円であるが、四捨五入の関係で0と表示している。
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平成２０年度評価シ－ト(共通評価単位用)

（大項目）第３ 財務内容の改善に関する事項

（１）試験・研究及び林木育種事業

評価単位 ③ 法人運営における資金の配分状況

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

実施結果（２０年度実績）

（資金の配分）

法人運営の資金配分については、研究に係わる業務費への重点的配分と林木育種事業の確実な

実施を念頭に取り組んだ。

一般管理費については、施設の保守等に必要な義務的経費を確保し、その他の経費を縮減する

という基本的な考え方にたって、項目毎に支出の必要性を精査した上で資金配分を行った。

業務費のうち交付金プロジェクトについては、新たに 課題及び 課題の を設定し資金配13 2 FS
分を行った。

その他の一般研究費については、課題毎の研究成果を加味した傾斜配分を行うとともに、評価

結果による原資の再配分を行った。

林木育種事業に関する業務費については、業務管理カードにより業務の進行状況等を把握し、

年度途中で配分調整を行い適切な予算執行を行った。

（利益剰余金の妥当性等、業務運営の適切性について）

、 、利益剰余金となる目的積立金には 入場料収入や依頼出張経費収入などの収入が対象となるが

前年度実績額を下回ったため計上には至らなかった。運営費交付金及び外部資金は、収支の均衡

を保ち、計画的かつ効率的に執行し、適切に業務運営を行った。

（人件費の削減に向けた取組状況や効果について）

「 」（ ）簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 平成 年法律第 号18 47
及び「行政改革の重要方針 （平成 年 月 日閣議決定）に基づき、国家公務員に準じた人」 17 12 24
件費改革に取り組み、平成 年度以降の 年間において、常勤役職員の人件費（退職金及び福利18 5
厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く ）につ。

いて ％以上削減することとしている。5
人件費の削減に向けた取組状況については、退職等による人員の減のほか、職員の新規採用を

抑制したことにより、人員数については対前年度 名の減となり、人件費については、前年度と25
、 、 （ ） 、 （ ）比し 千円の減額となり 人件費削減率 補正値 については 基準年度 平成 年度128,039 17

から ％の減となった。3.5
年度の退職者数等を勘案すると、 年度末には基準年度に対し ％を超える人件費削減が20 21 4.0

見込まれ、 年度末目標達成に向け引き続き新規採用の抑制等を行う。22

○ 人員数及び人件費削減の取組状況(単位：人・千円・％）

対前年度 対基準年度
基準年度 平成 平成

19年度 20年度(平成17年度)

人 員 数 816(6) 768(4) 743(4) △25(0) △73(△2)
*

人件費（給与・報酬等） 6,272,070 6,224,284 6,096,245 △128,039 △175,825
****

人件費削減率 △0.8 △2.8
**

人件費削減率（補正値） △1.5 △3.5
***

* 人員数は各年度の期末の人員数（平成20年度の人員数には、任期付研究員1名を含む。）であり、( )は役員数で内数

** 人件費削減率 ： （各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×100

***人件費削減率（補正値） ： （（各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×100）－（基準年度から各年度までの行

政職（一）職員の平均年間給与の増減率の和）

「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除

いた削減率 （平成18年、平成19年、平成20の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0％、0.7％、0％）
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****平成20年度の人件費（給与・報酬等）6,096,245千円は、運営費交付金により雇用される任期付研究員等が削減対象人件費

の範囲から除くこととされたことに伴い、当該任期付研究員にかかる人件費を除いた額

（給与水準の適切性等について）
研究所の給与体系は国家公務員と同一（給与法準拠）としている。
平成 年度のラスパイレス指数 は事務・技術職員は 、研究職員は となった。事務20 * 104.3 99.3

・技術職員については、平成 年 月に承継した旧緑資源機構の給与水準（平成 年度ラスパ20 4 19
イレス指数 ）を 年度から 年度にかけて段階的に引き下げることにより改善を図ること114.1 20 22
としている。

（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職(一）） １０４．３

（研究職員）

対国家公務員（研究職） ９９．３

＊ 当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準に置き換えた場合の給与水準を１００として、法人が

現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。

（レクリエーション経費等の取扱について）

「独立行政法人のレクリエーション経費について （平成 年 月 日行政管理局長通知）が」 20 8 4
発出され、独立行政法人が公的主体と位置付けされていることや国からの財政支出を受けている

ことを踏まえ、当法人においても国の取扱いに準じ、レクリエーション経費の支出を行わないこ

ととした。

（関連公益法人等に対する業務委託等の妥当性について）

関連公益法人として林木育種協会が該当するが、林木育種事業に係る業務委託については、随

意契約限度額を超えるものは全て競争契約又は企画競争により実施した。関連公益法人である林

木育種協会はこれらの入札に参加し業務を受託した。

（保有資産の見直し）

独立行政法人整理合理化計画（平成 年 月）に基づき、売却等対象資産以外の実物資産に19 12
ついて、資産の利用度等のほか、有効利用可能性の多寡といった観点に沿って、その保有の必要

性について見直しを行い、北海道支所宿泊施設、高萩実験林共同実験室等を除却処分とした。土

、 、 。地については処分すべき箇所はなかったが 今後も保有資産について点検 見直しを行っていく

資産（土地）の保有状況（H20.3.31現在）

建 物 敷 実 験 林 等 合 計

３６．９ｈａ ７７４．７ｈａ ８１１．６ｈａ

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

評価に基づく予算査定を行い、研究資源の効率的な運用を図ったこと、

項目毎に支出の必要性を精査し、一般管理費の縮減を図ったこと、

などを評価して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等

・ 全般的に着実に実施されており、今後も継続して積極的に進められたい。

・ 人件費の削減については、基準年度に比べ、 年度は ％減となり、 年度は ％をH20 3.5 H21 4.0
越える減と見込まれているなど、着実に推進されている。今後も引き続き ％削減に向け努力さ5
れたい。

100 100・ 給与水準のラスパイレス指数は、研究職員は を下回っているものの事務・技術職員は

を上回っている。事務・技術職員については、 年度は であったが、旧緑資源機構の職H19 97.6
員を承継したことによるものである。給与水準の適切性の観点から、旧緑資源機構職員の給与水
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準の段階的な引き下げにより確実に改善を図られたい。

、 、・ レクリエーション経費における対応 関連公益法人に対する業務委託における対応については

適切に対応していると考えられる。

・ 保有資産の見直しについては、整理合理化計画に基づき見直しを実施し、今後も保有資産につ

いて点検、見直しを行っていく、とされており評価できる。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(共通評価単位用)

（大項目）第３ 財務内容の改善に関する事項

（２）水源林造成事業等

評価単位 ① 長期借入金等の着実な償還

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

実施結果（２０年度実績）

一般管理費、人件費等業務運営に係る経費の抑制を図りつつ、長期借入金の償還原資である負
担金等を確実に徴収するため、常日頃より関係道府県及び受益者と連絡を密にするとともに、納
入請求の際には請求書を郵送するだけでなく必要に応じて持参し、請求相手方に面談して徴収に
対する理解と協力を要請した。結果として、関係道府県及び受益者から、負担金等を全額徴収す
ることができた。

これらの取組の結果、次のように長期借入金を着実に償還し、支払利息についても着実に返済
することができた。

【平成20年度長期借入金償還実績】 （単位：百万円） 【平成20年度債券支払利息実績】 （単位：百万円）

勘 定 元 金 支払利息 計 支払利息

水源林勘定 14,878 5,254 20,131 261

特定地域整備等勘定 15,956 3,986 19,942 273

特定地域等整備経理 11,124 2,327 13,451 174

林道経理 4,832 1,659 6,491 99

計 30,833 9,240 40,073 534

百万円を含む。注： 1 元金には繰上返済分1

2 債券の元金償還は10年満期一括償還であり、平成20年度は償還日未到来。

参考《平成20年度負担金等徴収実績》 （単位：百万円）

勘 定 負担金 賦課金 計貸付回収金

特定地域整備等勘定 20,812 1,803 77 22,692

特定地域等整備経理 15,577 51 15,628－
林道経理 5,236 1,803 26 7,065

注： 貸付回収金はNTT・A資金に係るもの。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

業務運営に係る経費の抑制を図りつつ、関係道府県及び受益者と連絡を密にし、負担金等の完

全な徴収の実施により長期借入金等を確実に償還できたこと、

を評価して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等

・ 借入金の償還は当然のことであり、的確な資金管理に努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(共通評価単位用)

（大項目）第３ 財務内容の改善に関する事項
（２）水源林造成事業等

評価単位 ② 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

実施結果（２０年度実績）
中期計画に基づき、業務の効率化を進め適正な運営を行なうため、平成 年度の水源林造成事20

業等においては主に次のような取組を推進し、その結果、予算計画を適切に実行・遵守できた。

（経費の抑制）
一般管理費については、本部事務所の１フロアー化による借上げ経費の削減、複写機の一括契

約による調達コストの削減等により、平成 年度比 ％の削減となった。19 25.6
人件費については、機構解散を受けた今後の事業の縮減を見越して人員数の削減に前倒しで取

り組むとともに、旧機構から承継した職員について研究所の給与体系を適用することとして段階
的に給与水準の引き下げを図る中で、平成 年度比 ％の削減となった。19 23.1

事業費については 「森林総合研究所コスト構造改善プログラム」を策定しこれに基づくコスト、
縮減を図りつつ効率的に事業を実施したほか、災害等による次年度への繰越が結果的に増加した
こともあって、平成 年度比 ％の削減となった。19 7.9

これらは、いずれも目標を上回る削減となった。

（業務体制の整備）
旧機構本部組織は６部・２室 課体制であったところ、森林農地整備センターの本部組織は３22

部１室 課体制に再編・縮減した。またこの再編に併せ、内部監査体制の強化、コンプライアン11
スの推進を図るため、監査室をセンターコンプライアンス室に再編した。

また、地方整備局における課の再編、事業の廃止・完了・進捗に伴う地方建設部（８箇所）や
建設事業所（１箇所）の廃止、調査事務所の建設事業所への再編（１箇所）を行うなど、本部・
地方組織の全般にわたり業務体制の整備を図った。

（電子入札の導入）
特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業における建設工事、測量・建設コンサルタン

ト等業務に係る入札事務については、全てを電子入札により実施した。
また、林道の保全事業においては、平成 年度中に試行的に電子入札を実施することとしてい20

たが、農用地関係事業での実施状況を踏まえ、予定を前倒しして本格的に実施した。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由
上記実施結果のとおり、業務の効率化を進め、予算の適正な執行を図ったこと、

を評価して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等
、 、・ 目標を上回る経費の抑制ができたことは機構廃止に伴う要因が大きいが その他の経費抑制

業務体制の整備、電子入札の導入などは着実に実施されている。
・ 業務の効率化や経費の削減につながるよう、事務所の移転なども含めた柔軟かつ幅広い検討に

努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(共通評価単位用)

（大項目）第４ 短期借入金の限度額

（２）水源林造成事業等

評価単位 ５０億円

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

実施結果（２０年度実績）

水源林造成事業等において、債券発行を市場状況から延期せざるを得なかったこと等のため、

一時的に資金不足が生じる見込みとなったことから、当該事業等の資金繰り資金として短期借入

を行なった。

なお、この短期借入金は、年度計画限度額（ 億円）の範囲内であり、全て年度内に確実に償50
還を行った（平成 年 月 日全額一括償還済 。21 3 4 ）

【平成20年度短期借入金借入実績】

（平成20年 9月24日借入分） 12億円 金利 0．99％

（平成20年10月28日借入分） 6億円 金利 0．99％

（平成20年11月19日借入分） 13億円 金利 0．92％

計 31億円

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

債券発行を市場状況から延期せざるを得なかったこと等のため、一時的な資金不足が発生して

短期借入を行ったが、年度内に確実に償還し、また、確実に事業を実行することができたこと、

を評価して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等

・ 借入金の償還は当然のことであり、的確な資金管理に努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(共通評価単位用)

（大項目）第５ 重要な財産の譲渡に関する計画

評価単位 計画以外の重要な財産の譲渡

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

実施結果（２０年度実績）

独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（以下「廃止法」という ）施行の際、現に緑資源機。

構が有する権利のうち、森林総合研究所等が承継する業務を確実に実施するために必要な資産以

外の資産は、廃止法施行時において国が承継（廃止法附則第 条第 項）することとされた。2 2
また、その範囲等については農林水産大臣が財務大臣に協議して定める（独立行政法人緑資源

機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第 条第 項）こととされた。23 1
これらの法令に基づき国が承継する資産の指定については、平成 年 月 日付け農林水産20 7 30

大臣から財務大臣あて協議が行われ、平成 年 月 日付け財務大臣から農林水産大臣あて「独20 8 3
立行政法人緑資源機構の解散に伴い国が承継する資産の指定」協議結果の通知が行われた。

この協議結果に基づき、年度計画上、売却対象物件として処分等を計画的に進めることとされ

ていた次の資産について国へ承継した。

１ 事務所

宮ノ森分室（札幌市）

２ 宿舎

職員共同住宅（３ＤＫ：盛岡市）

島崎分室（熊本市）

職員宿舎（３階建：熊本市）

職員宿舎（４階建：熊本市）

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

上記実施結果のとおり、保有資産を関係法令に基づき国へ承継し計画的に処分したこと、

を評価して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等

・ 引き続き、遊休資産について適切な処分に取り組まれたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(共通評価単位用)

（大項目）第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

（中項目）１ 施設及び設備に関する計画

① 中期計画に定められている施設及び設備について、当該事業年度における改修・
評価単位

整備前後の業務運営の改善の成果

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

中期計画の概要

・ 業務の適切及び効率的な実施を確保するため、研究の重点課題の達成、品種開発、省エネル

ギー対策等に必要な整備を行うほか、施設及び設備の老朽化等に伴う整備・改修を計画的に行

う。

実施結果（２０年度実績）

施設及び設備について、老朽化による業務への影響を考慮する観点から改修の箇所及び内容を

選定し、平成 年度において、下記の改修工事等必要な整備を計画どおり実施した。20
これらの改修により、中期計画に基づく研究分野での取り組みなどをより進展させるよう環境

整備を行った。

○ 四国支所研究本館耐震工事 【１３７，０４８千円】
耐震診断の結果、研究本館の耐震強度不足が判明したため外壁の補強、内壁の増設等を行い耐震性が確

保された。

○ 東北育種場多目的棟外整備 【２８，８０６千円】
、 、 （ ）建設後 年以上が経過し老朽化が著しい温室について 湿度 温度が調節できる増殖温室 ミスト温室50

を整備し、つぎ木等による増殖がより効果的・効率的に実施可能となった。

○ 東北支所共同研究棟改修 【４２，０００千円】
築後 年以上経過し、老朽化が著しい共同研究棟の外壁、建具等を改修し業務運営、研究の円滑な推進45

を図るための環境整備を行った。

○ 本所RI（放射線）実験棟改修 【８６，０００千円】
建設後約 年が経過し、施設、設備機器が経年劣化により安全性や機能の低下が著しいため、放射線監30

視システムおよび廃水処理施設の改修を行い、研究環境の整備を実施した。

【 ： 】○ 九州支所耐震関係改修 H19補正予算 １０８，７７６千円
耐震診断の結果、研究本館の耐震強度不足が判明したため外壁の補強、内壁の増設棟を行い耐震性を確

保した。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

中期計画に定められている施設設備について、平成 年度に予算化した施設の改修を計画どお20
り実施したこと、

を評価して「ａ」と評定した。

評価委員会の意見等

・ 着実に実施されているが、敷地の有効利用や安全確保の観点から老朽化等に伴う整備、改修

を引き続き計画的に行われたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

（中項目）２ 人事に関する計画

評価単位 ２ 人事に関する計画

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要

（１）人員計画

ア 試験・研究及び林木育種事業

・ 業務の効率的、効果的な推進を行うため、職員の重点配置等を行う。また、必要な人員削減

を行うとともに、適切な要員配置に務める。

イ 水源林造成事業等

・ 職員については、業務運営に沿った適切な配置を行う。また、セクションを超えた人事配置

等を実施する。

（２）人材の確保

・ 任期付任用の具体化を進めるとともに、必要な人材の確保に努める。

実施結果（２０年度実績）

（１）人員計画

ア 試験・研究及び林木育種事業

人件費について、独立行政法人においても平成 年度以降の 年間で、平成 年度における18 5 17
額からその 分の に相当する額以上を減少させることを基本として、人件費の削減に取り組100 5
むことが「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 （平成 年法律」 18
第 号）に明記された。47

このため、人事に関する計画については、人件費の削減に努めることとし、平成 年度の採用20
、 、 、を 名の任期付採用及び 名の選考採用の 名に抑制し 職員の退職 他法人への転出等により1 1 2

平成 年度期首の 人から 人減じ、平成 年度期末の実員を 人とした。20 764 25 20 739
また、業務を効率的、効果的に遂行できるよう各支所庶務課の係の平準化及び事務の効率化を

図るため東北支所の職員厚生係を廃止した。一方、平成 年 月の林木育種センターとの統合及19 4
び平成 年 月の旧緑資源機構の業務承継に伴う給与の格付け、昇給・昇格・退職金等の給与関20 4
係業務量が増加したこと、また、研究職員業績評価結果の処遇反映に係わる業務が新たに生じる

ことから本所職員課へ給与専門職を新設し、適切な人員配置に努めた。

なお、人員配置状況の経年比較を参考資料 に示した。4

イ 水源林造成事業等

森林農地整備センターにおいては、水源林造成事業等の内容・規模等に応じて本部及び地方事

務所の業務実施体制の整備を図ったところであり、職員については新組織に対応した適切な配置

を行うとともに、人材育成のため、森林、農用地業務部門及び管理部門のセクションを超えた人

事配置を行った。

なお、人員配置状況の経年変化を参考資料５に示した。

（２）人材の確保

任期付採用については、研究所内の研究者で対応できない専門的な分野で、かつ短期間に集中

して研究を推進し、研究成果を早期に得る必要のある課題（中国を中心とする東アジアの森林政

策・林産物市場の動向分析）について 名の任期付採用を行った。1
また、林木育種部門における課題（集団選抜育種による林木の育種）を実行するため 名の選1

考採用を行った。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定
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評定理由

試験・研究及び林木育種事業において、業務内容や業務状況に即した要員配置に努めるなど適

、 、切な要員管理を行ったこと 及び業務に必要な要員を適材適所を旨として人事管理を行ったこと

水源林造成事業等の職員については、新たに設置した森林農地整備センターの組織に対応した

適切な配置を行うとともに、セクションを超えた人事配置も行ったこと、

任期付研究員を採用したこと、

などを評価して 「人事に関する計画」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等

・ 研究職員の年齢構成がいびつになっている中、人材育成等を考慮し、年齢構成に配慮した採

用に努められたい。また、若手職員の不足に対し任期付採用の増加によって対処する等の措置

を講じられたい。

・ 研究スタッフの減少傾向が避けられない中、適切な人材の配置、所内研修に努め、森林と木

材の専門領域で、従来に比べて守備範囲の減少にならないように努められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定

参考資料４

○ 試験・研究及び林木育種事業における人員の配置状況の経年比較（期首／期末）

年 度
１８年度 １９年度 ２０年度

区 分

１２９ １４１ １３４
《２０》 （９） （８）

総務部門
１２３ １３５ １２７
《１９》 （６） （８）

５１ ５７ ５８
《６》 （５） （６）

一般職員 企画部門
５３ ５５ ５３
《６》 （５） （５）

－ ６８ ６４
《６６》 （６８） （６４）

育種部門
－ ６３ ６０

《６５》 （６３） （６０）

２５ ２７ ２５
《４》 （４） （４）

技術職員
２４ ２７ ２５
《４》 （４） （４）

４４８ ４９４ ４８３
《４９》 （４８） （４６）

研究職員
４５０ ４８４ ４７４
《４９》 （４５） （４６）

０.５ ０.５ ０
再雇用職員 《１.５》 （０） （０）

（再任用職員） ０.５ ０.５ ０
《１.５》 （０） （０）

６５３.５ ７８７.５ ７６４
《１４６.５》 （１３４） （１２８）

合 計
６５０.５ ７６３.５ ７３９

《１４４.５》 （１２３） （１２３）

（注）
１．期首は各年度の４．１現在の職員数
２．期末は各年度の３．３１現在の職員数
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３．再雇用（再任用）職員については、週２４時間勤務であるため、１人当たり０．５人と換算
４．《 》は旧林木育種センター職員で外書、（ ）は林木育種センター職員で内書

○ 平成２０年度森林総合研究所常勤職員総数の状況

期 首 １，３３４人（内 森林農地整備センター ５７０人）

期 末 １，３０２人（内 森林農地整備センター ５６３人）

参考資料５
○ 水源林造成事業等における人員の配置状況の経年比較（期首／期末）

年 度
１８年度 １９年度 ２０年度

区 分

７３７ ７２０ ５７０
《 》

水源林造成事業等
（３６） （３６） ３４

７２８ ６９８ ５６３〔旧緑資源機構〕
（３６） （３１）

（注）
１．期首は各年度の４．１現在の職員数
２．期末は各年度の３．３１現在の職員数
３．18年度及び19年度は旧緑資源機構の職員数、20年度は森林農地整備センターの職員数
４．（ ）は旧海外農業開発事業の職員で内書、 平成20年４月に(独)国際農林水産業研究《 》は

センターに承継された職員で外書
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等
（中項目）３ 環境対策・安全管理の推進

評価単位 ３ 環境対策・安全管理の推進

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要
・ 放射線障害予防規定等に基づき、環境対策と安全管理を推進する 「エネルギーの使用の合理。

化に関する法律」及び「森林総合研究所温室効果ガス排出削減実施計画」に基づき省エネルギ
ー対策に努める。環境配慮等に関する国民の理解を深めるために、研究及び事業活動に係る環
境報告書を作成・公表する。廃棄物分別収集の徹底を図り、資源の有効利用に努める。老朽設
備の更新により効率的な運転を図るとともに、省エネ型照明器具の導入箇所を増やすなど、引
き続き省エネを図る。

・ 森林農地整備センターの安全衛生委員会において点検、管理、施設整備等に取り組むととも
に、教育・訓練を実施する。

実施結果（２０年度実績）
放射線障害予防については、放射線業務従事者に対し必要な教育訓練を行った。また、 実験RI

棟の排水設備が老朽化したため、改修工事を行った。
環境対策については 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」および「森林総合研究所温室、

効果ガス排出削減実施計画」に基づき、省エネルギーの推進に努めた。また、平成 年度の森林19
総合研究所の環境対策について「環境報告書 」において公表した。2008

施設等については、設置後 年を経過し効率が悪くなった研究本館の照明器具について、玄関30
棟の照明器具を昼光センサー付き省エネ型器具へ更新するとともに、外部窓の気密性をあげる改
修工事等を行い、省エネルギーの推進を図った。また、日常の業務遂行の中での省エネルギーを
推進するため、サイボウズに職員啓蒙用の省エネコーナーを掲載すると共に意識アンケートを実

、 。 、 、 。施し 意識高揚を図った さらに 冷 暖房運転の室内温度の適正管理による省エネを実施した
有害固形廃棄物の分別及び処分方法について、職員に周知した。
森林農地整備センターにおいて、平成 年度の旧緑資源機構の環境対策について「平成 年19 19

度環境報告書」としてとりまとめ公表した。

森林農地整備センターに安全衛生委員会を設置し、その審議結果を踏まえ、産業医（非常勤）
による月 回( 月、 月を除く)の健康相談室の開設、職場内の巡視等を実施し、健康診断結果に1 8 1
対する適切な指導及び職場内の安全対策等を図った。

また 「全国安全週間 （ 月 ～ 日）及び「全国労働衛生週間 （ 月 ～ 日）の期間中、、 」 」7 1 7 10 1 7
職場内へのポスター掲示及びイントラネットへの記事掲載により労働安全衛生の徹底を図るとと

11 14 23もに 外部講師を招きセンター本部において 健康体力づくりセミナー を実施 月 日、 「 」 （ 、
名）し、その伝達を通じて職員の健康管理及び体力づくりを図った。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由
放射線障害の予防に努めたこと、
老朽化した照明器具を省エネ型器具に更新するなどして省エネルギーの推進を図ったこと、
平成 事業年度分に係る環境報告書を作成し、ホームページへ公表したこと、19
安全衛生委員会を設置し、健康相談室の開設等の取り組みを推進したこと、

などを評価して 「環境対策・安全管理の推進」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等
・ 着実に実施されている。また、掲載事項の他、各施設の整理整頓、現場作業時の服装等安全

対策には注意を払われたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度評価シ－ト(評価単位用)

（大項目）第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

（中項目）４ 情報の公開と保護

評価単位 ４ 情報の公開と保護

評価単位にかかる業務の実績に関する概要

年度計画の概要

・ 文書資料の電子管理による情報公開の迅速な対応に努める。個人情報の保護に関して、職員

への周知・啓発を図るとともに、情報の公開と保護について、適正な処理に努める。

実施結果（２０年度実績）

法人文書の管理及び情報公開ファイル管理簿のデ－タ等について電子化による管理に努めると

ともに、完結文書のデータベースへの追加登録の準備を行った。

個人情報保護等に関する研修会に総務課担当者を参加させ、情報管理の適正化について認識を

深めた。個人情報保護に関して、職員への周知を図るため資料の作成に着手した。

また、法人文書の開示請求への対応に当たって、必要に応じ類似案件に係る情報公開・個人情

報保護審査会の答申例を参照するなど、情報の公開と保護について、独立行政法人情報公開法等

の関係法令に基づく適正な処理に努めた。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 定

評定理由

個人情報の保護について職員への啓発を図るなど、情報の適正な取扱の確保に努めたこと、

などを評価して 「情報の公開と保護」の単位を「ａ」と評定した。、

評価委員会の意見等

・ 着実に実施されており、今後も継続的に進められたい。

ｓ ａ ｂ ｃ ｄ評 価 委 員 会 評 定
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平成２０年度 具体的指標の自己評価シート 総括票

具体的指標の評価結果評価

不十分 未達成
大項目

単位 予定 概ね やや
以上 達成 不十分中項目（評価単位） 評定

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため
とるべき措置

２１ 経費の抑制 ａ
５２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用 ａ

１１３ 資源の効率的利用及び充実・高度化 ａ
３４ 管理業務の効率化 ａ
３５ 産学官連携・協力の促進・強化 ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

４
*ｱｱa 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸

ａ収源の評価・活用技術の開発

１ ２
*ｱｱb 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利

ｓ用システムの開発

１ ３
*ｱｲa 生物多様性保全技術及び野生生物等による被

ｓ害対策技術の開発

２
*ｱｲb 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減

ａ技術の開発

２
*ｱｲc 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技

ａ術の開発

２ １
*ｱｲd 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源

ｓ利用技術の開発

３
*ｱｳa 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開

ａ発

１ ２
*ｱｳb 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利

ａ用技術の開発

２*ｲｱa 森林生物の生命現象の解明 ａ
２*ｲｱb 木質系資源の機能及び特性の解明 ａ
２*ｲｲa 森林生態系における物質動態の解明 ａ

２*ｲｲb 森林生態系における生物群集の動態の解明 ａ
２1(2) 研究の基盤となる情報の収集と整備の推進 ａ
１1(3) きのこ類等遺伝資源の収集及び保存 ａ

１ ４2 (1) 林木の新品種の開発# ａ
４2 (2) 林木遺伝資源の収集・保存# ａ
１2 (3) 種苗の生産及び配布# ａ
３2 (4)# 林木の新品種の開発等に附帯する調査及び研究 ａ
１2 (5) 森林バイオ分野における連携の推進# ａ
１3 (1)ｱ 事業の重点化の実施@ ａ
１3 (1)ｲ(ｱ) 公益的機能の高度発揮@ ａ
１3 (1)ｲ(ｲ) 期中評価の反映@ ａ
２3 (1)ｲ(ｳ) 木材利用の推進@ ａ
４3 (1)ｲ(ｴ) 造林技術の高度化@ ａ
１3 (1)ｲ(ｵ) 事業内容等の広報推進@ ａ
１3 (1)ｳ 事業実施コストの構造改善@ ａ
２3 (2)ｱ(ｱ) 事業の計画的な実施@ ａ
１3 (2)ｱ(ｲ) 期中評価の反映@ ａ

３3 (2)ｲ(ｱ) 環境の保全及び地域資源の活用に配@ ａ
慮した事業の実施

１ １3 (2)ｲ(ｲ) 新技術・新工法の採用@ ｓ
１3 (2)ｳ 事業実施コストの構造改善@ ａ
１3 (3)ｱ 債権債務管理業務の実施@ ａ
１3 (3)ｲ 保全管理業務の実施@ ａ
２４ 行政機関等との連携 ａ
８５ 成果の公表及び普及の促進 ａ
７６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献 ａ
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第３ 財務内容の改善に関する事項

１(1) ①^ 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み ａ
１(1) ②^ 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組み ａ
１(1) ③ 法人運営における資金の配分状況^ ａ
１(2) ① 長期借入金の着実な償還" ａ
１(2) ②" 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守 ａ

第４ 短期借入金の限度額

－(1) 試験・研究及び林木育種事業（２０年度実績なし）

１(2) 水源林造成事業等 ａ
第５ 重要な財産の譲渡に関する計画

１計画以外の重要な財産の譲渡 ａ
第６ 剰余金の使途

－(1) 研究・育種勘定（２０年度実績なし）
－(2) 水源林勘定（２０年度実績なし）
－(3) 特定地域整備等勘定（２０年度実績なし）

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する
事項等

１１ 施設及び設備に関する計画 ａ
３２ 人事に関する計画 ａ
２３ 環境対策・安全管理の推進 ａ
１４ 情報の公開と保護 ａ

（中項目） １．研究の推進 （１）重点研究領域*
# （中項目） ２．林木育種事業の推進

（中項目） ３．水源林造成事業等の推進 （１）水源林造成事業、（２）特定中山間保全整備事業及@
び農用地総合整備事業、（３）緑資源幹線林道に係る債権債務管理、その他の債券債務管理
及び緑資源幹線林道の保全管理業務の実施

（１）試験・研究及び林木育種事業^
（２）水源林造成事業等"
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平成２０年度 大項目の評価

大項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

評定 評価単位

ａ 経費の抑制

ａ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

ａ 資源の効率的利用及び充実・高度化

ａ 管理業務の効率化

ａ 産学官連携・協力の促進・強化

達成割合 ｓ( ×4)＋a(5×3)＋b( ×2)＋c( ×1)＋d( ×0)
＝３．０

５

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

意見等
評価単位の評価シートに記載
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№１

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置

評定 評価単位

ａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

ａ 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発

ｓ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

ａ 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

ａ 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

ａ 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

ｂ 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発

ａ 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発

ａ 森林生物の生命現象の解明

ａ 木質系資源の機能及び特性の解明

ａ 森林生態系における物質動態の解明

ａ 森林生態系における生物群集の動態の解明

ａ 研究の基盤となる情報の収集と整備の推進

ａ きのこ類等遺伝資源の収集及び保存

ａ 林木の新品種の開発

ａ 林木遺伝資源の収集・保存

ａ 種苗の生産及び配布

ａ 林木の新品種の開発等に附帯する調査及び研究

ａ 森林バイオ分野における連携の推進

ａ 事業の重点化の実施

ａ 公益的機能の高度発揮

ａ 期中評価の反映

ａ 木材利用の推進

ａ 造林技術の高度化

ａ 事業内容等の広報推進

ａ 事業実施コストの構造改善

ａ 事業の計画的な実施

ａ 期中評価の反映
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№２

ａ 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

ｓ 新技術・新工法の採用

ａ 事業実施コストの構造改善

ａ 債権債務管理業務の実施

ａ 保全管理業務の実施

ａ 行政機関等との連携

ａ 成果の公表及び普及の促進

ａ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

達成割合 ｓ(2×4)＋a(33×3)＋b(1×2)＋c( ×1)＋d( ×0)
＝ ３．０

３６

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）
評価単位の評価シートに記載
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大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項

評定 評価単位

ａ 経費(業務経費及び一般管理費)節減に係る取り組み

ａ 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組み

ａ 法人運営における資金の配分状況

ａ 長期借入金等の確実な償還

ａ 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守

達成割合 ｓ( ×4)＋a(5×3)＋b( ×2)＋c( ×1)＋d( ×0)
＝ ３．０

５

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）

評価単位の評価シートに記載

大項目 第４ 短期借入金の限度額に関する事項

評定 評価単位

ａ 短期借入金の限度額（水源林造成事業等）

達成割合 ｓ( ×4)＋a(1×3)＋b( ×2)＋c( ×1)＋d( ×0)
＝ ３．０

１

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）

評価単位の評価シートに記載

大項目 第５ 重要な財産の譲渡に関する計画

評定 評価単位

ａ 計画以外の重要な財産の譲渡

達成割合 ｓ( ×4)＋a(1×3)＋b( ×2)＋c( ×1)＋d( ×0)
＝ ３．０

１

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）

評価単位の評価シートに記載
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大項目 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

評定 評価単位

ａ 施設及び設備に関する計画

ａ 人事に関する計画

ａ 環境対策・安全管理の推進

ａ 情報の公開と保護

達成割合 ｓ( ×4)＋a(4×3)＋b( ×2)＋c( ×1)＋d( ×0)
＝ ３．０

４

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）

評価単位の評価シートに記載



138

平成２０年度 総合評価 №１

評定 評価単位

ａ 経費の抑制

ａ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

ａ 資源の効率的利用及び充実・高度化

ａ 管理業務の効率化

ａ 産学官連携・協力の促進・強化

ａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

ａ 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発

ｓ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

ａ 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

ａ 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

ａ 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

ｂ 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発

ａ 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発

ａ 森林生物の生命現象の解明

ａ 木質系資源の機能及び特性の解明

ａ 森林生態系における物質動態の解明

ａ 森林生態系における生物群集の動態の解明

ａ 研究の基盤となる情報の収集と整備の推進

ａ きのこ類等遺伝資源の収集及び保存

ａ 林木の新品種の開発

ａ 林木遺伝資源の収集・保存

ａ 種苗の生産及び配布

ａ 林木の新品種の開発等に附帯する調査及び研究

ａ 森林バイオ分野における連携の推進

ａ 事業の重点化の実施

ａ 公益的機能の高度発揮

ａ 期中評価の反映

ａ 木材利用の推進

ａ 造林技術の高度化

ａ 事業内容等の広報推進

ａ 事業実施コストの構造改善

ａ 事業の計画的な実施

ａ 期中評価の反映

ａ 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

ｓ 新技術・新工法の採用

ａ 事業実施コストの構造改善

ａ 債権債務管理業務の実施

ａ 保全管理業務の実施

ａ 行政機関等との連携

ａ 成果の公表及び普及の促進
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平成２０年度 総合評価 №２

評定 評価単位

ａ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

ａ 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み

ａ 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組み

ａ 法人運営における資金の配分状況

ａ 長期借入金等の確実な償還

ａ 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守

ａ 短期借入金の限度額（水源林造成事業等）

ａ 計画以外の重要な財産の譲渡

ａ 施設及び設備に関する計画

ａ 人事に関する計画

ａ 環境対策・安全管理の推進

ａ 情報の公開と保護

達成割合 ｓ(2×4)＋a(49×3)＋b(1×2)＋c( ×1)＋d( ×0)
＝ ３．０

５２

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）

評価結果総括的意見に記載



平成２０年度業務の実績に関する

評価シート補足資料

独立行政法人森林総合研究所
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補足説明資料

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 経費の抑制

（１）試験・研究及び林木育種事業

1 実績と年度計画で大きな差があり、数字だけをみるとそれなりの成果となっている

が、組織の改変など条件が当初と異なってきている。必要に応じ、計画を途中でも実

体に即したように見直すよう心がけ、効果の程度をわかりやすく示してもらいたい。

独立行政法人は、所管大臣（農林水産大臣）が定めた中期目標を達成するために中期

計画を策定し、その中期計画を年度ごとに具体化するために年度計画を定め、所管大臣

に届け出ることとなっている。

中期計画予算は、作成時に想定された予算の状況及び運営交付金以外の財源（受託収

入、その他）の前中期計画期間の実績により作成されている。

年度計画は、中期計画を達成するための計画であり、中期計画予算の範囲内で年度計

画予算額が計画されることから実績額と乖離する場合が生じるが、独立行政法人の財務

運営に特段の問題が生じる以外は中期計画の変更は行われないと考えている。

なお、育種部門の統合、旧緑資源機構の業務の承継など、大幅な組織の改編等を行っ

た際には中期目標、中期計画が変更され、年度計画予算についても適宜見直しを行って

いる。

（２）水源林造成事業

2 水源林造成事業における経費の抑制について、次のような観点から詳しく説明され

たい。

資料1「平成 年度評価単位自己評価シート」p の評定の数値（一般管理費/人件・ 20 2

費/事業費）は旧緑資源機構分のうち森林総研移管分か。移管に伴う当然の減少分と

いうのはないのか。一般管理費 ％減、人件費 ％減にもかかわらず、その説25.6 23.1

明が極めて不足している。森林総研努力分を明示できないか。

・小項目( )水源林造成事業等における経費削減は、機構廃止に伴う要因が大きいと2

考えられる。

・実績と年度計画で大きな差があり、数字だけをみるとそれなりの成果となっている

が、組織の改変など条件が当初と異なってきている。必要に応じ、計画を途中でも実

体に即したように見直すよう心がけ、効果の程度をわかりやすく示してもらいたい。

・水源林造成事等の部分は特殊事情によるので評価困難。
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平成 年度計画における「経費の抑制」については、国際農林水産業研究センター20

に承継された海外農業開発事業関係経費や、機構廃止に伴い特別に発生した経費を削減

対象外とし、さらに各経費について抑制に取り組み、一般管理費(機構廃止に伴い特別

に増加する経費を除く。)について ％(△ 百万円相当)、人件費については ％(△8 94 13

、 。760 6 5,485百万円相当) 事業費については ％(△ 百万円相当)削減する計画を策定した

１．一般管理費については、

① 平成 年度計画は、センター本部事務所の フロア化による事務所借上料の節20 1

減等を織り込み、平成 年度予算額 百万円に対し平成 年度予算額 百19 1,093 20 998

万円（削減率△ ％）とした。8

② 平成 年度は、計画に即した経費の抑制に取り組んだ結果、上記の年度計画上20

の削減に加え、さらに、

・自ら実施することによる入札参加資格申請定時受付システム構築等の委託費の

削減（△ 百万円）22

・複写機の一括契約等競争原理の活用による調達コストの削減（△ 百万円）16

8・本部公用車を廃止し これに係る運行管理業務委託費及び燃料費等の削減 △、 （

百万円）

7・汎用ソフトの利用に切り替えたことによる法規集加除管理等委託費の削減 △（

百万円）

・郵便による文書の送付から電子メール・イントラネットの活用による通信運搬

費の削減（△ 百万円）0.3

等、自助努力による削減を行った。

③ そのほかに、定量的に分析することは難しいが、平成 年度の定年前退職が多19

数（ 人）生じ、その補充を行えない状況にあったことから、平成 年度の49 20

期首実人員に欠員を抱えたなかで事業を実行したこと等の影響が、様々な事務経

20費を抑制する効果を生んだものと思料され、結果的に、一般管理費全体で平成

年度の実績として、削減額△ 百万円、削減率△ ％となった。280 25.6

２．人件費については、

① 平成 年度計画は、機構廃止に伴う直接的な影響である国際農林水産業研究セ20

ンターに承継された要員数を除く平成 年度要員 人に対し平成 年度要員19 684 20

人として、積算を行った。616

さらに、組織の移管に伴う給与制度の変更による減として△ ％を見込み、平6

19 5,851 20 5,131 13成 年度予算額 百万円に対し平成 年度予算額 百万円（削減率△

％）とした。

② このような計画のもとで、平成20年度がスタートしたが、平成19年度の定年前

退職が多数（49人）生じ、その補充を行えない状況にあったことから、平成20年

度の期首実人員に欠員46人（要員616人に対し実員570人）を抱えたなかで事業を

実行した。

③ この結果、年度計画上の削減に加え、更なる給与水準の引き下げ（△ 百万388

円：△ ％ 、欠員不補充による削減 （△ 百万円：△ ％）を行い、平成6.6 243 4.2）

20年度の実績として、削減額△ 百万円、削減率△ ％となった。1,351 23.1
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３．事業費については、

「 」 、① 森林総合研究所コスト構造改善プログラム に基づくコスト縮減に努めつつ

効率的に事業を実施し、平成 年度予算額 百万円に対し平成 年度予算19 90,102 20

額 百万円（削減率△ ％）とし、目標どおり事業を実施した。84,616 6

② このほかに、災害や許認可手続き等の現場事情から次年度への繰越が結果的に

前年度よりも増加（約 億円 （△ ％）した。15 1.8）

20 7,102③ このことから 結果的に 事業費全体で平成 年度の実績として 削減額△、 、 、

百万円、削減率△ ％となった。7.9

等から 「a」と評定としているところである。、

４ なお、平成 年度計画については、上記で説明したように組織改変に伴う影響． 20

は織り込んだ上で策定している。

また、経費の抑制については、年度計画に織り込んだ削減目標について、計画を

1 3着実に実行することで、経費の抑制を達成しているところであるが、その他 ～

で述べたとおり、年度途中の事業実行において、更なる経費抑制を行ったこと等の

結果として、計画の目標値を超えた削減を行った。

今後も経費抑制については、定められた目標について達成されるよう、計画の着

実な実行を心がけ、さらに必要に応じ見直すべき点があれば見直すように対応して

まいりたい。

（参考） （単位：百万円，％）

１９年度 ２０年度 ２０年度 当初削減 ２０年度計画に対 対１９年度削減

区 分 計 画 額 計 画 額 実 績 額 (B)－(A) する削減 (C)－(B) 実績 (C)－(A)

(A) (B) (C) 金 額 率 金 額 率 金 額 率

一般管理費 1,093 998 813 △ 94 △ 8 △185 △17 △280 △26

人 件 費 5,851 5,131 4,500 △720 △13 △631 △11 △1,351 △23

事 業 費 90,102 84,616 83,000 △5,486 △ 6 △1,616 △ 2 △7,102 △ 8

（注１）各計数を四捨五入しているため、削減額及び削減率が一致しないところがある。

（注２）削減率については、１９年度計画額に対しての比率である。

２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

3 研究課題の設定・見直しは研究機関にとって重要なものと考えられるが、重点課題

とは森林総研として、どのような位置付けにあるものなのか。重点課題基本計画の見

直しは、どのような過程で行われたのか。

森林総合研究所では、開発研究（ア：森林・林業・木材産業における課題の解決と新

たな展開に向けた開発研究）及び基礎研究（イ：森林生物の機能と森林生態系の動態の

解明に向けた基礎研究）を基幹に、農林水産大臣が定めた中期目標のもとに 重点分野5

を定め、かつ研究所が作成した中期計画に基づき 重点課題を定めて、 の研究課題12 32

群ごとに年度計画を立てて研究を運営・管理している。したがって、重点課題とは中期
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計画で位置づけられた当研究所の研究計画の基本となるものということができる。

また、平成 年度は、森林総合研究所第 期中期計画における中間年に当たり、目20 2

標の達成に向けた点検が必要であること、及び平成 年度に閣議決定された「整理合19

理化計画」における事務及び事業の見直しにおいては 「平成 年度に研究課題の重点、 20

化に向けた点検を実施する」ことが定められたところであり、平成 年度計画におい20

ても同文を記述していることから、重点課題基本計画の見直しを実施したものである。

具体的には、以下の手順で実施した。

20年9～10月に各重点課題ごとに推進会議を開催して中期目標の達成に向けた点検を実施

11月13日の研究所会議で各重点課題の中間見直し結果を報告し全体討議

21年3月11日の研究推進評価会議で重点課題基本計画を改訂

重点課題基本計画の具体的な改訂内容としては、

効率的な林業の生産流通システムの開発について、既存の３課題を統合し重点強化

交付金予算を「安全快適住宅」、「スーパー樹木」の課題に重点的に配分

などの重点化を行った。

4 評価については着実に実施している。活用については年度計画は達成されているも

のの、中期計画の確実な実施に向けて、活用法の検討を加速すべきである。

中期計画の確実な実施に向けた評価結果の活用法については、研究評議会や重点課題

評価会議等で外部評価委員から受けた評価結果について、対応方針と対応状況を年度ご

とに検討して積み上げていき、第 期中期計画期間の最終年度にそれらをまとめて検討2

することとしているが、平成 年度には、研究ニーズ調査委員会を設置して第 期以20 1

降の研究成果に関する事後評価（フォローアップ)と、研究開発に対する研究ニーズの

点検を中期計画及び年度計画に沿って行うなどして、これまでの評価で指摘された研究

成果の普及と活用についてもフォローアップを行っているところである。

5 評価のやり方、研究者へのフィードバックなど工夫が認められる。ただ、各テーマ

の目標は明記されているが、定性的なものが多く、その難易度がわからず、評価が難

しいことがある。そのため、各テーマの目標設定をできるだけ定量的で、難易度も示

すことによって評定もやりやすく、その結果もわかりやすくなるのではないか。例え

、 、 「 」 「 」ば 難易度が中以下テーマで ほぼでできたというものであれば 普通 として ｂ

評価とか。

、 「 」、研究課題の自己評価にあたっては 課題設定時の事前評価において 目標の明確性

「森林・林業・林産業への貢献度 「計画の妥当性（規模、期間設定 「計画の達成」、 ）」、

可能性」の 項目について外部評価委員による評価を受けている。評価結果に応じて、4

目標等の課題内容を見直すことにしているので、課題によって目標の難易度が大きく異

なることはないと考えている。
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19 3また 平成 年度には 研究課題の達成度の自己評価方法を改善する視点から 第、 、 、

期科学技術基本計画や日本学術会議対外報告等を踏まえて、自己評価方法及び評価指標

について見直しを行い、自己評価におけるｓ評価とａ評価についての考え方およびその

評価指標について開発研究と基礎研究に分けて整理した。

３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

6 職員の研修は、職員の業務遂行上の必要性に即したものとなっているのか。

研究職員の研修については、例えば中堅研究職員研修においては、研究課題の企画立

案指導やコンプライアンスについての講義、さらには農林水産技術会議及び林野庁から

重要政策課題の講義を受けるなどして直ちに業務遂行に活かすことができる研修内容と

しており、また、英語研修では発表技術や質の高い論文作成技術の指導を受けて、直ぐ

に実戦に活かすことができるようにするなど、職員の業務遂行上の必要性に即したもの

としている。

研究業務の遂行に必要な資格の取得については、研究支援業務の強化、業務実施の際

の安全確保並びに職員資質向上の視点から、業務を遂行する上で必要な免許・資格の積

極的取得を職員に奨励しているところである。また、現在、直接その業務に従事してい

ない職員についても、適正な人事配置等を円滑に行う観点からも必要であると考えてい

るところである。

森林農地整備センターにおいては、官庁等が主催する外部講習会に職員を参加させ資

質の向上を図ったところであり、その種別、内容等は次のとおりである。

平成20年度における外部講習会の内容（森林農地整備センター）

研 修 名（参加者数） 内 容

政府出資法人等内部監査業務講習会(1) ・会計検査制度、予算編成とその執行、財務諸表監査

の視点と会計基準 等

政府関係法人等会計事務職員研修(3) ・国の予算制度、簿記会計、会計学 等

換地処分研修(2) ・区画整理、暗渠排水などの「面的整備事業」及び農

全国農村振興技術連盟夏期計画セミナー(5) 業用道路、用排水施設などの「線的整備事業」を実

全国農村振興技術連盟東京フォーラム(2) 施するための必要な知識及び技術の習熟

畑地かんがい施設技能研修(5)

官庁契約・公共工事と会計検査講習会(2) ・会計事務に関する指摘事例（過大積算等 、施工の）

不適切・不良事例 等

以上のとおり各講習内容は何れも、職員の業務遂行上に必要な知識及び技能を取得さ

せるためのものと考えている。

7 科研費の採択率の変化はどうなっているか。

科学研究費補助金への応募および採択状況の推移は下表の通りである。
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○ 科学研究費補助金への応募状況推移

応募年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

応募件数 １２１ １６０ １４１ １７４ １６３

契約年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

採択（契約）数 ２２ ４０ ２８ ２７ ４１

（採択率 ％） (１８.２) (２５.０) (１９.９) （１５.５） （２５.２）

※当所職員が研究代表者として獲得した課題である（分担者分は含まない）。

※採択（契約）は、応募した翌年度に決定。

※平成20年度には「新学術領域」に3件の応募があったが、採否未決があるため応募件数から除いた。

※応募年度平成19年度以降は林木育種センターを含む。

8 外部資金の獲得は大いに評価できるが、本来のやるべきテーマか資金獲得のための

テーマか十分検討してもらいたい。本来やるべきテーマで外部資金を当てにしないと

いけないものであれば予算の立案の方法がまずいのではないか。

研究課題については、中期目標及び中期計画で研究分野と重点課題を位置づけて研究

を行っているところであり、その範囲の中で、研究をより発展また深化させる目的にお

いては、積極的に外部資金を獲得できることとしている。

４ 管理業務の効率化

9 法人統合による間接業務の統合等に関する取組みについて明記されたい。

１ 平成 年 月の法人統合（旧森林総研及び旧林木育種センター）に伴い、管理部19 4

門の効率化の観点から、両法人に配置されていた部・課・室を統合し、管理部門の組織

の統合・再編を行った。

また、平成 年度から、会計システム及び給与システムについてそれぞれ本部のシ19

ステムに一元化し、共済業務についても筑波支部の共済システムに一元化した。

さらに、職員研修や健康診断を合同で実施している。

２ 平成 年 月の旧緑資源機構の業務の一部承継にあたっては、当研究所は当該業20 4

務を暫定的な業務として実施する経過措置法人の位置づけではあるが、厚生年金（社会

保険）から国家公務員等共済への移行に伴い、つくば本所の共済システムの端末器を川

崎センタ－本部に置くとともに、つくば本所に共済事業の職員を常駐させることで、公

務員等共済へのスム－ズな移行及び共済事業運営の連携が図られた。

10 文献検索利用者（FOLIS)が減少傾向でありその原因分析が必要ではないか。
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の利用状況に関する所内アンケートの結果に基づき、要望の多かった古い文献FOLIS

情報の遡及入力を実施することとした。

５ 産学官連携・協力の促進・強化

11 促進・強化の実施策については記載しているが、それがどの様な効果を生み出して

いるか、そもそも何を目的として連携しているかに注目すべき。

産学官連携数値実績が自己目的化しないように、産学官連携を行うことにメリット

を確認しながら進めるべき。

民間企業等との連携について

研究所と民間企業等との共同研究では、研究課題を分担し、技術・知識を交換して効

率的な課題実行を目指している。共同研究では、両機関の研究ノウハウやこれまでの研

究蓄積を活用できるとともに、研究組織・機械等を相互に利用できる。提案された共同

研究や民間企業等からの受託研究は研究戦略会議の審議をへて決定されており、常に中

期目標の達成を意識して課題の選定を行っている。共同研究の成果としては、学会発表

等の研究成果の公表の他に特許の共同出願がある。平成 年度は 件の共同出願があ20 13

り、当所の国内出願件数の ％を占めた。87

森林管理局等との連携について

国有林は、北は北海道から南は西表島、小笠原にまで全国に広がるとともに、原生的

な天然林を多く有し、野生生物の生息・生育の場として重要な森林も多く含まれること

から、森林管理局等と連携を図ることにより貴重なデータ等の入手が可能となり、研究

推進上重要であるとともに研究成果は国有林の管理経営にも反映される。

都道府県立林業試験研究機関との連携について

平成 年 月に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画においては、当所の講19 12

「 、 、 、ずべき措置の一つとして 林業研究開発推進ブロック会議等を通じて 都道府県 大学

民間企業などの関係機関との連携を推進するとともに、課題設定においても役割分担を

徹底する 」と定められており、都道府県立林業試験研究機関との連携・協力を推進し。

ている。連携については、例えば農林水産技術会議の実用技術開発事業課題の応募に当

たっては、当所が中核機関となって議論を行い、各都道府県が合同で地域的な問題をと

りまとめて課題化するなどの方法で進めている。

林木育種推進地区協議会について

林木育種推進地区協議会は、林野庁長官が定めた「林木育種戦略」に基づき、国、都

道府県、森林総合研究所、民間団体等の林木育種関係機関・団体の緊密な連携の下、林
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木育種の効率的な推進とその普及を図ることを目的に、 つの育種基本区毎に設置され5

、 、「 」 、ており 育種基本区毎の実情に応じて作成された 林木育種事業推進計画 に即して

毎年度、実施状況等について、協議、調整、情報交換を行っているところであり、計画

的な事業の推進に寄与している。また、本協議会等を通じて、花粉症対策品種、マツノ

ザイセンチュウ抵抗性品種等の新品種開発、原種の配布等に当たっての森林総合研究所

と都道府県との連携が図られているところである。

12 産学官連携推進室について、組織体制及び現在までの取組。

森林総合研究所は、森林・林業・木材産業に係わる研究開発型独立行政法人として、

森林産業再生と新たな価値を生み出す産業創出の加速を目指して、平成 年 月にバ21 1

ーチャルな組織として産学官連携推進室を設置した。組織体制は以下の通りである。

室長 理事（企画総務担当）

室メンバー員 研究コーディネータ（8名）、研究企画科長、研究協力科長

産学官連携推進室長の指名する者

事務局 研究管理科長

現在までの取組としては、当所のホームページに、過去 年間に行った共同研究や受5

託研究の課題一覧や当所が所有する特許権の一覧を掲載するとともに、生物機能利用、

木材利用及びバイオマス利用の各分野における最近の研究成果を紹介することにより、

当所と民間企業や大学等との研究連携が図られるよう努めている。

13 カナダ等の研究機関のように完全に民間との共同研究（資金はすべて企業が負担し

て、成果を同意なくして外部には公表しない）をすることも産学官の連携のなかで将

来考えているのか。

、 、資金は全て企業が負担し 同意なくして成果の公表を行わない形態の研究については

当所においても既に受託研究として実施しているところである。
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第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

アアａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

14 炭素循環、CDM植林が生物多様性に与える影響の予測など、地球温暖化・森林管理

問題についての貢献が期待される成果である。さまざまな人為的・非人為的影響を分

析できるよう、算定ベースやデータベースを整理して、関係部局の分析などに応用が

できるようにするのが望ましいと思う。データの不足をモデルで補強したシミュレー

ションはどうしても精度を欠くことになるので、各サブモデルが十分な量と質の基礎

データにもとづいたものかどうかの記述がほしい。

日本の森林全体をカバーした精度の高い予測モデルの完成にもっと集中すべきであ

る。

わが国の森林の吸収量の算定（土壌等を含む）に関しては、国家森林資源データベー

スとして林野庁と森林総研に配置しており、行政部局が分析を行い気候変動枠組み条約

事務局に報告できるようになっている。開発中の森林セクタ全体の炭素循環モデルに関

しても関係部局とデータベースの共有を協議していきたい。各サブモデルの開発に当た

っては信頼のできる十分なデータの収集に最大限の努力を行っているが、可能な範囲で

予測精度の検証を行う予定である。

15 「温暖化が森林に及ぼす影響」に関しては、当然予測される現象の検証にとどまっ

ている。もっと複雑なシステムを取り扱ってほしい。

温暖化が種子の生産や更新・遷移過程に及ぼす影響等について、温暖化が生物の分布

・繁殖や季節現象等に及ぼす影響のレビューを進めつつ、引きつづき課題化を進めてい

きたい。

16 炭素収支モデルや循環モデル、違法伐採探知など継続的にデータ収集が必要で地道

なテーマである。今後とも、データ集積に努め、地球温暖化防止の提言の策定に貢献

してもらいたい。テーマが多岐にわたり担当者の力が分散していないか、集中して一

つ一つ仕上げていく方法がないか検討してもらいたい。

温暖化対策が地球規模の喫緊の課題であることから、森林総研への期待が大きくテー

マが多岐にわたっている面があるが、担当者の力ができるだけ分散しないような方法に

ついて、次期中期計画に向けて検討していきたい。
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アアｂ 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発

17 国産材の利用拡大は単に技術的な問題ではなく、経済社会システムに深く関わる問

題であり、社会科学的分析も並行して行う必要があるのではないか。

国産材の利用拡大については、技術開発と並行して、川上から川下を連携する新しい

木材経済システムをつくる必要があり、アウａにおいて林業・木材利用全般に関する社

会科学的分析を行っている。

また、バイオマスについては、岐阜県高山市、北海道下川町を対象地域としたバイオ

マス利用モデルを構築する課題の中では、社会科学的分析も並行して取り組むことを計

画している。

18 国の施策に直結する課題であり、この分野における我が国の中核機関としてのリー

ダーシップの発揮が期待されるため、関連府省庁、研究機関等の連携を強化し、社会

的な位置づけを明確にしつつ、さらに人員・経費を投入して推進してもらいたい。

糖化酵素の選定、発酵酵母の探索・作出については、他大学と連携して研究を進めて

いる。また、プラント実証については、大学や民間企業出身者から成る外部委員会の助

言を頂き、社会の意見を反映させる体制をとっている。今後も、政府系の研究資金獲得

および他独法との共同研究推進を通じて、関連府省庁との連携強化を図っていく。

19 木質バイオエタノール関係技術の開発は以前からの課題である。今回の前進は画期

的か。

平成 年度の成果は次の 点において、画期的な前進と考える。①前年度までのア20 2

ルカリ蒸解・酵素糖化法に酸素酸化を導入することにより、酵素の回収率が大幅に向上

したことから、酵素コストの大幅な低減が期待できるようになった。②北秋田市で実証

プラントの建設に着手したことにより、酵素糖化法による木質バイオエタノール製造の

実証が初めて可能になった。

アイａ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

20 里山再生等でボランティアの参加も多くなっていることから、専門家でなくても診

断できるマツノザイセンチュウ同定キットの安価での普及を望む。

平成 年 月に発売された同定キットの市販価格は 検査当たり約 円で、従来21 6 1 900
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の鑑定費（ 検査当たり 円）に比較して、画期的に安価となり今後の普及が期待1 5,000

される。

21 キットはもっと早くできなかったか。

マツノザイセンチュウの 解析については平成 年度から取り組んできたが、純DNA 14

粋な を抽出する方法の開発に時間を要し、平成 年度に線虫の皮膚クチクラのDNA 18

に着目することにより、純粋な を抽出する基本的な技術をほぼ完成した。そDNA DNA

の後、キットの製品化に至るまでに 件の特許申請が必要であったことから、またこの2

うち判定のための発色に関する特許権は森林総研と今回の発売元以外の第 者の企業が3

持っていたために 者間の調整が必要であったことから、製品発売に時間を要した。3

アイｂ 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

22 これまで森林の状態、森林管理と水循環、災害予測の関係といった分野で明らかに

されてきたことを概観した上で、間伐が短期の水循環に与える影響の貢献（ネットコ

ントリビューション）を示してほしい。

森林は、洪水や渇水を緩和して水流出を平準化する機能、森林土壌の侵食や表層崩壊

の防止等の国土保全機能を持つことが知られている。これまでに、森林の皆伐による低

水流量の減少や土壌侵食の増大等が報告されている。また、間伐の影響については、林

内の一部を対象とした調査研究事例はあるが、数ヘクタール規模の一つの小流域全体を

対象とした間伐に伴う水の循環や流出量の変化については、これまでは実証的な研究事

例がみられなかった。そのため、交付金プロジェクト課題として実施してきた「水流出

に及ぼす間伐影響と長期変動の評価手法の開発 （平成 ～ 年度、アイｂ１１１）」 18 20

及びこれを引き継いだ農水省実用技術開発事業課題「間伐促進のための低負荷型作業路

開設技術と影響評価手法の開発 （平成 ～ 年度、アイｂ１１７）において、多雪」 21 24

地帯の秋田県（スギ人工林）と非積雪地帯の茨城県（ヒノキ・スギ人工林）で小流域規

模での間伐が降水の地表への到達量、蒸発散量や樹冠での遮断量、水流出量等に与える

短期的影響を評価し、間伐の効果を実証的に検証することとしている。

23 間伐の影響の研究については水源林造成事業と連携すべきである。

間伐等を含む森林施業と水土保全研究に関しては、平成 年 月に森林総研の研究20 7

担当者と森林農地整備センターの水源林造成事業担当者が研究の状況や水源林造成事業

21の現状等について意見交換を行い、連携を深めるための検討を行った。また、平成
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年 月に札幌市で森林総研の研究部門および森林農地整備センターの関係者等が参加10

して「豊かな水を育む森林－水源林の役割－（仮題 」として一般市民を対象としたシ）

ンポジウムを開催し、研究部門と森林農地整備センター相互の連携を深めることとして

いる。

水流出への間伐影響に関する課題は、これまで森林総研の交付金プロジェクトとして

推進してきたが、本年度からこの課題を含む形で農林水産省の実用技術開発事業プロジ

ェクトで実施することとなり、水源林造成事業等における間伐推進に資する実用的な成

果に繋がる研究に取り組んで参りたい。

アイｃ 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

24 森林セラピーの効果の実証は、森林になじみの薄い日本人の森林への関心を喚起す

る効果が期待できる。実際どのように社会に定着させられるのか、といった社会科学

的な研究とセットにすると、よりよいのではないか。

もともと森林セラピー研究は、森に触れることが少なくなっている日本人を、より森

に入ってもらうことを目的として、様々な医学的効果を実証してきた。こうした効果を

もとに、全国で 箇所のセラピー基地が、それぞれ地域の活性化や住民の健康維持・40

改善に活用しようとしているところである。それらをどう社会に定着させるか、社会科

学系の研究者との連携を図りつつ方策を考えて参りたい。

25 被験者に女性を加えられたことは評価したいが、看護師13名の結果について「働く

女性の免疫機能を高めストレスホルモンを低下できた」と成果として発表するのは、

少し大げさではないか。今後は様々な職種での実験に取り組んで欲しい。

年に「森林浴がヒト （ナチュラル・キラー）細胞を活性化する：お疲れサラ2005 NK

リーマンには森林浴がおすすめ」として、林野庁で記者発表を行っている。過去 年間3

の免疫能の実験では男性被験者のみで、ホルモンバランスが影響を与える女性を被験者

としたのは今回が初めてであり、また、この成果は「森林浴による女性の 細胞およNK

び抗がんたんぱく質の増加」として、英文誌に発表した内容でもあるので強調して記載

することとした。今後は、ご指摘に従い、さらに様々な属性の被験者で効果を検証して

いきたい。

26 ｱｲc2のプロジェクト間の関係やｱｲc2とｱｲc1との関係が明瞭でなく、本重点課題全体

として中期計画を達成するためには、より一層のコーディネートの強化が望まれる。
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森林の社会文化的価値という観点から、里山の保全手法と環境教育及びガイド付き森

林浴の人への効果などの成果を結びつけた研究を推進し、中期計画の達成に資するよう

推進会議などで議論を進めて参りたい。

27 森林のセラピー機能について成果が認められるが、その他の自然（海･川 、リラ）

ックスできる都会環境（公園 、映像･音楽での生理反応などと比較して森林の特徴）

的機能を明確にしてもらいたい。また、森林のセラピー機能の具体的な活用について

提案してもらいたい。

、 、 、平成 ～ 年度の交付金プロジェクトで 林相の異なる森林や 身近な森林の効果21 22

また森林と海岸、草原のセラピー効果の比較を実施することとしており、平成 年度22

の交付金プロジェクト終了時には森林セラピー効果の特徴を明らかにする。森林セラピ

ー機能の活用については、全国の市町村で 箇所のセラピー基地が、地域の活性化や40

地域住民の健康保持を主たる目的として、森林総研の協力のもと活動を行っている。長

野県の町では医療機関と連携して森林浴と人間ドックを組み合わせたり、東京都の町で

は都の教育庁と連携して教師のストレス軽減に森林セラピー活用を図るなどしている。

今後とも、効果的な森林セラピー活用プログラムを開発して、各地域や森林セラピスト

に提案していく計画である。

アイｄ 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

28 研究成果は理解できるが当該研究結果を活用しうる社会的ニーズはどの程度存在す

るのか。

話題性はあるが実用性はどうか。

1500木橋のみに対象を限定すれば、社会ニーズのベースとなる数値は現存している

～ 橋程度であり、木橋の設計施工に関わる企業のみならず、維持管理に関わる関2000

係自治体等からの要求は大きいものがある。しかし、それだけに留まらず、ここで得ら

れた非破壊検査の手法や耐候性に関する知見等は体育館や木造校舎のような大型の木質

構造物をはじめとして一般の木造住宅にも適応できることになるので、社会ニーズは非

常に大きいと考えている。

、 。 、29 木造構造物が粘りをもち 変形に耐えることは経験的に知られている したがって

さまざまな構造物の危険性を予測するための汎用性のあるデータの蓄積を期待する。

製材品の強度データベースについては森林総合研究所ですでに開発しており、実験デ
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ータの量を増やしているところである。実際の構造物では接合部の変形が性能に大きく

影響するため、実用的には接合部の変形データベースが求められている。ただ、個々の

大学・試験場だけではデータの量に限界があるので、フォーマットの統一を含めて、接

合部に関する全国ベースでの取り組みが（財）住宅・木材技術センターを中心に始まっ

ており、森林総合研究所ではこれに協力している。

30 木造建築への太陽熱利用については他分野で進んでおりその連携を検討してはどう

か（木造建築でなければならぬという意義が小さいのでは 。）

実験住宅の設計・建設に関するフィージビリテイスタディの中で、太陽熱利用を含め

た温熱環境に関する公開シンポジウム等を実施し、学識者のみならず、各住宅メーカー

の技術者から意見を頂いた。また、実施した設計コンペの中では様々なアイデアを収集

することが出来た。これらの中で木造建築の構造を活用した太陽熱利用は省エネに大き

く寄与すると判断された。本年より始まる交付金プロでは、この方面に詳しい大学の先

生を評価委員として迎え、ご指導を頂きながら、住宅メーカー等との連携を図っていく

予定である。

アウａ 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発

31 本研究は実用化にむけての取り組みが不十分であることから平成19年度にb評価さ

れたと思われる。平成20年度の取り組みがこうした懸念を十分払拭しうるものであっ

たのかどうか。これにより実務で活用される事例が出てきているのか？

現場サイドに密接に関係したテーマ課題であり、評価は現場で活用して効果があっ

たかどうかが大きなポイントになると考える。そのため、現場での活用状況のフィー

ドバックをお願いしたい。

森林総研がホームページに公開している研究成果品である （林業経営収支予FORCAS

測システム 、 （システム収穫表）は九州での新生産システムモデル事業を進める） LYCS

上で、素材の安定供給計画作成等に使用され始めている。

森林資源の持続的管理の基礎となる山村振興方策について、調査地とした山形県金山

町で研究成果を公表するワークショップを開催し、各種地域振興活動の中心となる主体

形成の方策を地域住民や行政担当者に提示するとともに、山形県外の起業家を交えた討

論会を主催し情報交換の中心的な役割を担った。その結果、金山町役場から金山スギを

利用した金山型住宅による町並み景観作り作業の参考資料として研究結果の提供要請が

あり、今後町の事業に活用される可能性が高い。

熊本県南部を対象として、大面積皆伐・再造林放棄の起こる原因、放棄された場合の

植生回復、災害発生ポテンシャルを経営、生態、防災の 分野から研究し、対策のガイ3
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ドラインを提示した。この研究成果を熊本市でシンポジウムを開催して一般に広く公表

した結果、地方自治体の林野行政部局が伐採届に関する指導を強化し、伐採届の提出率

が大幅に向上した事例に繋がった。

社会問題化しているスギ花粉の発生源を特定するため、アメダス情報を用いた普遍的

なスギ雄花生産量の推定法を開発し、首都圏に強い影響を及ぼすスギ花粉発生源を特定

。 、 「 」する手法を開発した これら一連の成果は 林野庁の スギ花粉発生抑制対策推進方針

に基づく事業展開に今後活用できると考えられる。これに加えて、雄性不稔スギのデー

タベース化に取り組み、関係試験研究機関に配布するとともに森林総合研究所ホームペ

ージに公開するなど、研究成果の社会還元に努めた。

32 中期計画にある長期的な木材価格の下落と担い手の減少から日本の山村振興・森林

管理がどうあるべきか、という大枠の中で、それぞれの研究がどのような前提と位置

づけをもつのか、をもう少し明らかにした上で、分析を行うべきではないだろうか。

個々の研究内や複数の研究間でやや論点に矛盾が見受けられる。例えば大規模皆伐に

おける災害に対応するために作業路の規制が必要という現実と、林産企業の規模拡大

を前提とした山村振興は相互にどういう位置づけになるのか。農林業においては、加

工段階の大規模化は要素市場における加工業者の寡占化・需要独占を招き、買い取り

価格が低めに設定されるのは、経済理論では必然的であるが、山村振興と買い手市場

の問題の位置づけはどうなるのか。また山村振興という場合、林業セクターを単独で

考えるのではなく、他産業との関係、都市との関係の中で捉えなければ、担い手の減

少を改善する方向は見えないのではないだろうか。

研究計画全体の大枠と個々の研究の関係については、中期計画にある活力ある林業を

再生させる手法開発の一つとして、システムダイナミクスを用いた「日本林業モデル」

を構築することとしており、昨年度に完成したプロトモデルを用いて山形県金山町を対

象地としてシミュレーションを行った結果、山元への利益還元を図るためには、林野庁

の進める新生産システムなどで目指している流通経路の短縮が有効な方法であることを

示した。その際、大規模加工は買い手寡占化の問題があるため、現在、国内の「協議会

方式」による価格形成の手順や内容、海外における事例を調査中であり、次年度以降、

取り組む予定である。また、山村活性化プロジェクト（交付金）では、地域住民との議

論の場を設けながら地域振興の問題を考えてきた。また、技術会議の実用化事業等の外

部資金プロジェクトでは、産学官を巻き込んだ研究体制を取るように心がけている。さ

らに、林業生産技術の開発・改良による森林作業の省力化と森林管理技術の高度化を図

るため、林野庁委託研究その他で伐出機械技術や路網開設手法に関する研究を実施して

いるほか、交付金プロジェクトや外部資金プロジェクトによって大面積皆伐に関するガ

イドラインの策定や間伐作業等の技術開発に取り組んでいる。持続可能な森林管理技術

の開発についても、リモートセンシング技術の高度化や基準と指標を適用した森林計画

、 。 、手法の開発に取り組んでおり 常に中期計画の達成を念頭に研究を進めている 今後も

中山間地域の林業研究は地域の他産業との関係を考慮しながら進めて参りたい。
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33 「大面積皆伐対策の指針」作成は県との共同研究か。

交付金プロジェクト研究課題「大面積皆伐についてのガイドラインの策定 （研究期」

間：平成 ～ 年度）の担当部署は九州支所（そのほかに林業経営・政策研究領域、18 20

関西支所、四国支所が 年間担当 、外部参画機関は熊本県林業指導所、熊本大学であ2 ）

る。

本プロジェクトでは、熊本県南部を対象として、大面積皆伐・再造林放棄の起こる原

因、放棄された場合の植生回復、災害発生ポテンシャルを経営、生態、防災の 分野か3

ら研究し、対策のガイドラインを提示した。

特に、大面積皆伐の後の再造林放棄や伐採地の災害発生等のマイナス要因に対する対

策を講じる必要があることから、林業経営を巡る社会経済的状況の分析と、森林法の遵

守の状況調査を行った。この社会科学的視点からの調査で、森林法で定められている伐

採の事前届出が森林所有者から林野行政機関にほとんど提出されていないために、伐採

による災害発生の可能性を事前に検討できなかったことが基本的な問題であることが判

明し、対策のガイドラインに反映させた。

外部参画機関である熊本県林業指導所は、実施課題名「大面積皆伐跡地の植生回復手

法の開発」を分担した。

そのほかに、大分県農林水産部林務管理課とも情報交換を行い、プロジェクト推進に

活用した。

34 日本林業モデルの記述がないが、どうなったのか。

平成 年度の評価シートには、年度計画に従って山村活性化分野の研究成果を書き20

込んだが、日本林業モデルの研究を中止したわけではない。

平成 年度までにプロトモデルとして開発した「日本林業モデル」は、約 の構19 450

成要素から成り、伐出生産性・同コスト、素材業者マージン、流通コスト（運材費、市

売手数料、選別・積込料等 、立木利用率、曲がり材率、径級別構成、直曲・径級別価）

格比（基準価格を柱取丸太の市売価格とした各素材の価格倍率 、在庫調整方式、製材）

歩留・生産性、木造住宅での部材使用原単位、等々の各種パラメーターを組み込んでい

20 3,360る。平成 年度は山形県金山町のスギ民有人工林を一括団地化した仮想経営（約

）を想定し、モデルの現地適用を試みた。また交付金プロジェクト「スギ一次加工」ha

（平成 ～ ）において、当モデルの製材・ 加工・木造住宅利用のサブシステム18 20 KD

の拡張ができ、木材利用部門と連携した日本林業モデルとして改良が進んだ。

このように、日本林業モデルの開発研究は順調に進んでおり、平成 年度は九州・21

東北地域での事例分析を行い、モデルの改良を図る。また平成 年度は、新たな森林22

施業技術と木材加工技術の革新による低コスト・高生産性のパラメータを組み込んでモ

デルの更なる改良を行い、このモデル分析を用いて森林所有者への利益還元を最大にす

るための林業の成立条件を提示する。
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35 ｱｳa1に関しては、進捗が遅れているように見えるため、中期計画の達成への道筋を

明示した上、適確なコーディネートと資源の投入を行う必要がある。本重点課題全体

として目指す目標は非常に高く、十分な人員と経費の投入して推進する必要がある。

アウａ１に関して、研究項目アウａ１０１の 実行課題を出口研究を行う 課題に絞3 1

り、研究資源を重点投入した。また、プロジェクト化にも取り組んでいきたい。

36 「２担い手不足・・」に関する研究は内容が散漫であり、しかも過去に多くの研究

事例があり、独創性が見られない。

林業生産技術に関係する多様なプロジェクト課題が研究課題群の中に含まれており、

散漫と受け取られる原因になっていると思われるが、めまぐるしく変化する社会状況の

、 、中で 地域性の異なる我が国の森林を対象に新たな森林施業技術を研究していくことは

今後とも森林総研の役割である。その中で研究課題群の中期計画に沿った成果を出して

、 。 、いくように 研究の進行管理に務めて参りたい 林業機械開発や伐出技術のシステム化

効率的路網整備等の課題は、個別技術が進歩する中で常により良いシステム化技術の開

発を行っていく必要があることから、林野庁の受託事業への毎年の対応を含めて実施し

ているところである。

37 熊本市で開催されたシンポジウムで一般に公開されたことが伐採届の提出率の大幅

向上に繋がる具体的な内容及び林野庁の「スギ花粉発生抑制対策推進方針」に基づく

事業展開に利用されている具体的な内容は？

九州各県では、大分県をはじめ伐採届出の適正化に積極的に取り組んでいるが、本研

究成果を熊本市でシンポジウムを開催して一般に広く公表したことや、研究遂行過程で

の各地の行政担当者等との交流を通じて啓発を行った結果、大分県の担当部課では、伐

採届出率が従前の 倍の ％程度まで上昇したとしている。また、熊本県の担当部課3 90

、 、 。では 具体的数値は把握していないものの 届出率は年々上昇していると認識している

スギ花粉発生源を特定する手法について再確認したところ、現状では林野庁の「スギ

花粉発生抑制対策推進方針」に基づく事業に利用されていないが、今後活用できるもの

と考えている。

アウｂ 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発

38 本重点課題の性質上、たとえリスクを負っても製品化につながる新規性の高い研究
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開発を継続して行って欲しい。

基本的に、ある程度目鼻がついた研究課題でないと、大きなプロジェクト化は難しい

ので、萌芽研究的で外部資金が獲得できるものについては、小プロジェクトで実施して

いる。その他、リスクが大きくて外部資金が獲得できないようなものについては、実行

課題の中で実施するようにしている。いずれにしても、ご指摘のように新規性の高い研

究の必要性は十分認識して、積極的に取り組んでいるところであり、今後も推進してい

きたい。

39 得られた成果は現場でも活用が期待される。そのため、次年度以降、成果が活用さ

れるための普及と改善にも精力的に努めてもらいたい。成果が論文だけでなく、現場

で使えるようにして完成としてもらいたい。

本重点課題では、研究成果が見えやすい課題、例えば成果がＪＡＳに反映されたよう

なものや、ウイルス検出キットが市販されたといったものがある一方、経済的評価手法

の開発といった、研究成果が直接目に見えないようなものがある。前者に関しては、成

果の普及という面で特に問題は無いと思われるが、後者に関しては、ご指摘のように、

より現場に近いところで活用できるような形で、今後とも情報発信していく。

イアａ 森林生物の生命現象の解明

40 ポプラ・スギ以外のスーパーツリーの検討を拡大してもらいたい。将来につながる

基本事項のデータ収集がなされ、今後の実用化レベルの成果を期待したい。

社会ニーズ・行政ニーズの高い課題を最優先し、樹木ではゲノム研究が最も進展して

いるポプラと、スギ花粉症対策が急がれるスギについて、遺伝子情報の収集と遺伝子組

換えによる新たな形質付与技術の開発を進めている。

この他にも、全陸地面積の ％にも及ぶ荒漠地等の環境保全・修復を目指し、環境30

ストレス耐性を備えたスーパー樹木の開発を進めている。

イアｂ 木質系資源の機能及び特性の解明

41 内装材への利活用を考えれば、スギ以外の樹種も対象として検討すべきである。乾

燥割れについては現場の状況を十分把握した上で課題を抽出して対応してもらいた

い。割れの原因が、装置の操作ミスによる乾燥スケジュールの不備かもしれない。
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内装材利用の重要性はご指摘の通りであるが、広葉樹材の中温乾燥スケジュールにつ

いてはかなりの研究蓄積があり、また厚さが薄いものについては乾燥割れはあまり問題

になっていない。多くの県の高温乾燥現場から、標準的なスケジュールでは乾燥割れが

生じてしまうとの問題が上がってきており、主たる要因のひとつとして材質の問題が考

えられている。本課題においては、収縮率など材質が異なるスギ品種の乾燥スケジュー

ルを検討し、材質の違いに対応したスケジュールを確立することを目的として研究を行

っている。

イイａ 森林生態系における物質動態の解明

42 森林生態系の内外の物質循環の解明は、マクロ的な政策にもつながっていくものだ

と考える。さまざまな森林生態系の中で、人工林を対象としているが、他方で天然林

の生態系における物質循環の解明は進んでいるのか、この研究とどのような関係にあ

るのか、についても言及してほしい。

広葉樹林、異なる林齢、地域など、今後、データ集積に努め精度の高い解析につな

げてもらいたい。

森林の渓流水質の形成や水質保全機能に強く関わる多様な物質の循環に関しては、

スギやヒノキ、カラマツ等の人工林とともに、北海道の針広混交林、山形県のスギ・広

葉樹混交林、長野県の亜高山帯針葉樹天然林、京都府の落葉広葉樹二次林、高知県のモ

ミ・ツガ天然林等を対象として、降水や渓流水の長期水質モニタリングを行い、その成

果をデータベースとして森林総合研究所のホームページで一般に公開している。また、

渓流水質や樹木の成長等に強く関与する窒素の動態に関しては、北海道から沖縄県に至

る全国の 箇所（天然林 、二次林 、人工林 ）において、土壌窒素の無機化速度の15 8 4 3

解析を進めている。これらは、気候や地質等の多様な立地環境にある代表的な森林にお

ける物質循環に関する基礎的研究であり、今後の解析や取りまとめ等を通じて、森林が

持つ水質保全等の公益的機能の発揮技術の向上に対応する研究に成果を受け渡して参り

たい。

さらに、地球温暖化に関わる二酸化炭素の吸収量や炭素収支に関わる研究の一環とし

て、北海道と岩手県の落葉広葉樹林、山梨県のアカマツ天然生二次林、京都府の落葉広

葉樹二次林、熊本県のスギ・ヒノキ人工林等の地域、気候帯、森林タイプが異なる森林

で観測・研究を実施しており、得られた成果は多様な森林への炭素収支モデルの適用範

囲の拡大に貢献している。

今後とも多様な立地環境にある多様な森林を対象として、データの集積や高い精度で

の解析を行い、環境変動が森林生態系に与える影響の評価や各種公益的機能の維持向上

に関連する技術開発研究に成果を受け渡して参りたい。
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イイｂ 森林生態系における生物群集の動態の解明

43 呼吸に関する研究の位置づけ等、本重点課題が全体として目指すものや達成への道

、 、 。筋が明瞭でなく 他の重点課題との関連を含め 適確なコーディネートが求められる

独法研究機関における研究は、シーズ開発研究としての多様な基礎研究を行うととも

に、ニーズに対応した開発研究に発展させることが求められる。そうした観点で 年20

度に運営の見直しを行った結果、今中期研究期間で成果の核となるテーマを選定し、そ

れらの開発研究への発展方向も含めた工程表により重点的な課題運営を行うこととし

た。今後も見直しを継続する予定である。

44 基礎研究、特に生物群集の研究における課題の設定の自由度如何。

本重点課題は、資金の大部分が運営費交付金と科研費補助金でまかなわれているが、

運営費交付金による課題だけでなく科研費応募においても、課題設定に当たっては中期

計画のなかでの位置付けをできるだけ明確にして課題化することとしている。しかしな

がら、基礎研究には、シーズ研究として幅広く展開した中から有望な研究を本格研究に

発展させ重点化するなどして開発研究につなげる大きな目的があるので、課題設定に当

たってはある程度の自由度を持たせることも可としている。

１（２） 研究の基盤となる情報の収集と整備の推進

45 ほとんどの項目について全国各地のデータが収集されているが、森林水文モニタリ

ングは２か所なのはなぜか。全国のさまざまな森林水文をカバーできているといえる

のだろうか。

森林水文モニタリングは全国 ヶ所（北海道定山渓、山形県釜淵、群馬県宝川、岡山5

県竜ノ口、宮崎県去川）の理水試験地で実施している。データの整理に時間を要するた

、 。め 今期中期計画では ～ 年の観測データを整理し公表する計画を立てている2001 2005

平成 年度は釜淵、竜ノ口試験地のデータの整理・公表を完了したが、残りの試験地20

のデータについては、 年度、 年度に順次公表する。なお、 ～ 年の観測デ21 22 2006 2010

ータについては、次期中期計画において整理・公表する予定である。

１（３） きのこ類等遺伝資源の収集及び保存

46 Ｈ１９年度の収集・保存数が非常に増え、Ｈ２０年度はまた元のレベルに戻ったの
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はなぜか。

中期目標には『きのこ類等遺伝資源を 点検索・収集するとともに、遺伝資源の増500

、 。』 、 。殖・保存 特性評価等を推進する とされ 年度計画では 点を目標とされている100

平成 年度が 点と他年度と比較して検索・収集が多いのは、この年の担当者がナ19 176

ラタケ菌の系統樹に関する研究を行う目的で特に多量の菌株を収集したためである。平

成 年度は検索・収集菌株と保存委託株が同一で 点である。20 104

２（１） 林木の新品種の開発

47 さまざまな新品種の開発目的以外の特性の解明を並行して行うのが望ましいのでは

ないか。たとえば、ＣＯ２固定能力が高いということは、早生樹種ということだとす

ると、一般に水分吸収量が多いが、これは水源涵養機能としてはどうなのか、など。

水源涵養機能は森林状況のほか、土壌、基岩、傾斜、降雨量等多くの自然・地形要因

によって変化する。森林状況についても現況のみならず、これまでの遷移に影響を受け

るなど、複雑な要因によって規定されている。 固定能力の高いスギ品種について、CO2

個別に水源涵養機能を調査したことはないが、開発品種の特性は種のレベルを超えるも

のではなく、健全に管理されたスギ品種の場合、水源涵養機能は十分に期待できるもの

である。

ご指摘いただいた「新品種の開発目的以外の特性の解明」については、例えば、少花

粉のスギ品種の開発に際して、成長や通直性等についても優良であることを確認した上

で品種としている。

48 スギ・ヒノキ中心の造林からの変革を期待して、広葉樹等の新品種開発に精力的に

取り組んでもらいたい。

広葉樹については主にケヤキについて優良木の選抜を行っているが、広葉樹造林の具

体的な動きが少ない状況にある。今後とも、広葉樹種苗の動向やニーズを把握し、ニー

ズに対応した新品種開発に取り組んで参りたい。

２（１） 林木の新品種の開発

２（２） 林木遺伝資源の収集・保存

49 指標を整理すべきである。
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。 、指標は中期計画に基づいて設定しているところである 中期計画は中期目標に基づき

林木育種戦略を反映させて作成していることから、現中期計画期間中はそのままとし、

次期中期計画策定に向けて指標の見直しを検討して参りたい。

２（２） 林木遺伝資源の収集・保存

50 遺伝資源の配布について地域固有種の生物多様性を乱すことがないよう注意を払っ

てもらいたい。

林木遺伝資源は、使用目的を試験研究用に限定して配布している。また、配布にあた

っては、使用者に、配布された遺伝資源を試験研究以外に使用しないこと、第３者に譲

渡しないこと等を義務づけ、地域固有の生物多様性を乱すことがないよう注意を払って

いるところである。

２（４） 林木の新品種の開発等に付帯する調査及び研究

51 海外の育種技術について、その内容がいつでも検索してみることができるように管

理してもらいたい。

海外での育種技術に関する情報や共同研究の成果については林木育種センターのホー

ムページ上で、公表してきており、毎年 件程（平成 ～平成 年度の平均）の37,000 18 20

アクセスがある。また、本年 月には、西表熱帯林育種技術園独自のホームページも立7

ち上げ、関連情報の提供を開始したところである。

加えて、本年度より、規制改革会議第三次答申を踏まえて、我が国の林業のコスト削

減に資する品種開発に関する海外情報の収集を開始し、これに関する情報提供をホーム

ページにて開始したところである。

今後とも、多岐に渡る海外の育種技術に関する情報の管理と提供に努めて参りたい。

２（５） 森林バイオ分野における連携の推進

52 これまで以上に研究部門との連携を取り、必要な基礎研究を林木育種部門から提案

するような積極的な姿勢で臨んでもらいたい。

森林総合研究所と林木育種センターとの統合後、森林バイオ研究センターを設置し、

育種部門と研究部門との連携強化を図ったところであり、更に、連携強化を図るための

委員会や勉強会を開催しているところである。これらを最大限に活用し、これまで以上
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に共同プロジェクト研究を提案するなど、連携の推進に積極的に取り組んで参りたい。

３（１）ア 事業の重点化の実施

53 平成20年度の新規契約数及び面積は、平成19年度以前と比べてどの様に変化したの

か、件数、面積、コストの重点化による変化がこの資料だけでは理解できないので、

何か資料はあるのか。

水源林造成事業については、事業を効果的に推進していく観点から、前中期計画(計

画期間 平成 ～ 年度)で「 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム・水: 15 19 2

道施設の上流など特に水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内の箇所へ植栽を

重点化することとし、植栽面積に占める重点化箇所の割合を平成 年度の ％から最14 83

終年度（平成 年度） ％へ 増加させる」こととして取り組んだ結果、平成 年度19 88 19

には ％になったところである。94.5

植栽面積の推移 （単位：ha,％）

年度 総 数 重点化

うち重点化対象 重点化 実施率

重要流域 ダム等の 小計 対象外

①=②+③ 上流など ② ③ ④=②/①

15 4,505 3,557 254 3,811 694 84.6

19 4,126 3,301 595 3,897 229 94.5

注）小計が一致しないのは、四捨五入による。

このような事業の重点化の取組をより一層推進するため、平成 年度を始期とする20

今中期計画では 「 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の上流など特、 2

に水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内の箇所に限定して新規契約を行う」

として、契約時点から重要性が高い流域内に特化することに徹底して取り組んでいる。

新規契約における 年間の締結状況は、次表のとおりである。3

契約件数、面積の推移 （単位：件、ha）

年度 契約全体

重要流域 ダム等の上流など 重点化対象外

件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

18 216 3,114 178 2,484 37 585 1 45

19 317 5,260 251 3,953 66 1,307 －－ －－

20 226 4,061 179 3,299 47 762 －－ －－

実施箇所の限定化によるコスト縮減を定量的に把握することは困難ではあるが、新規

契約の対象区域を重要流域等に限定し、その中でのみ事業を進めることにより、現地踏

、 、 、 、査 検査 機材運送等の事業に附帯する経費の縮減に寄与していると考えられ 効果的

効率的な事業の推進に貢献しているものと考えている。
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54 重点化の条件が、日本における水源林造成のネックにならないよう留意すべきでは

ないか。

水源林造成事業については、事業を効果的に推進していく観点から、中期目標におい

て「新規契約については、水源かん養機能の強化を図る重要性の高い流域内の箇所に限

定する」とされたことを踏まえ、平成 年度から中期計画や年度計画において「 以20 2

上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の上流など特に水源かん養機能の強化

を図る重要性が高い流域内の箇所に限定して新規契約を行う」こととして、事業の重点

化に取り組んでいるところである。

この事業の重点化については、平成 年度に新たにパンフレットを作成して地方公20

共団体や地域の森林・林業関係者に配布、説明し理解を得つつ、地元からの要望に対し

ては、要望地がダムや水道施設の上流に位置しているかなどを調べ、丁寧な対応に心が

けてきたところである。

引き続き、この重点化の考え方の普及を図るとともに、ダム、水道施設の状況等地域

の実態を適確に把握することで適正な運用に努めて参りたい。

55 全国で水源涵養機能の強化を図る流域はどのくらいの面積があって、現状契約がど

の程度（割合）完了しているのか示してもらいたい。

全国 流域のうち 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域は 流域あり、こ218 2 122

の流域内にある民有林の水源かん養保安林は約 万ｈａである。271

このような中、水源林造成事業においては、植栽面積について 万ｈａを目標面積51

として事業を実施しており、平成 年度末で 万 千ｈａ植栽しており、目標面積に20 45 7

対して ％の進捗となっている。89.5

56 水源林造成事業の重点化について、次のような観点から詳しく説明されたい。

・重要性が高い地域と見なす根拠は何か。

・重点流域の概念は、複数（2以上）流域等というよりは、特に水源かん養機能の強

化が重視されているのか。

重要性が高い流域とは 「 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域」や「ダム等、 2

の上流など」の特に水源かん養機能の強化を図る箇所としているところである。

2 25 1このなかで 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域 とは 森林法第 条第、「 」 、

項で「 以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要2

。」 （ ）な流域で農林水産大臣が指定するものをいう と規定されている重要流域 流域122

と同一であり、この重要流域内の ～ 号の民有保安林（水源かん養保安林、土砂流出1 3

防備保安林及び土砂崩壊防備保安林の民有林）は、国の関与の下で農林水産大臣に指定



25

・解除権限がある （重要流域以外の ～ 号の民有保安林は知事権限である ）水源林。 。1 3

造成事業は ～ 号の民有保安林を対象としているが、事業の重点化に当たっては、全1 3

国組織である独立行政法人が行う事業であることから、この考え方を準用して重点化を

図る箇所として位置付けている。

また 「ダム等の上流など」とは、ダム等の利水施設の上流及び渇水等の被害のあっ、

た市町村の上流であり、水源かん養機能の発揮が特に求められる森林であることから、

独立行政法人移行後、農林水産大臣の認可を受けて作成する中期計画では、一貫して重

点化を図る箇所として位置付けてきたところである。

以上のように 「 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域」と「ダム等の上流な、 2

ど」の双方とも、特に水源かん養機能の強化を図る箇所と位置づけて重視しているもの

である。

57 造成から更新の時代に入っている。長期的な視点から事業見直しも必要。

「森林・林業基本計画」においては、公的な関与による森林整備の推進の中で水源林

造成事業が位置付けられるとともに、事業実施に際しては、立地条件を踏まえ針広混

交林化等を推進するとされ、また、平成 年 月に閣議決定された「独立行政法人整19 12

理合理化計画」においては、今後の新規契約については、公益的機能を高度に発揮する

観点から、事業のリモデルを行い、契約内容・施業方法を抜本的に見直すとされたとこ

ろである。

水源林造成事業においては、これらの考え方を踏まえ、森林の有する公益的機能を持

続的かつ高度に発揮させるとの観点から、今中期計画（平成 ～ 年度）では新たに20 22

「今後の新規契約については、契約内容等を見直し、広葉樹等の現地植生を活かした長

伐期で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化した施業内容に限定した契約とする。既

契約分については、より公益的機能の高度発揮を図るため、長伐期化、複層林化を推進

する」として、事業の見直しを行い、従来の 年程度で針葉樹単層林を育成する事業50

から長伐期の針広混交林や複層林という多様な森林を育成する事業にリモデルして平成

年度から取り組んでいるところである。20

３（１）イ（ア） 公益的機能の高度発揮

58 公益的機能の高度発揮については研究の途上であり、研究部門と連携して公益的機

能のモニタリングと評価を行い、施業方法の見直しによる効果を国民に提示すべきで

はないか。

水源林造成事業により発揮される水源かん養機能等の公益的機能に関する効果の発現

を調査するため、森林総合研究所の研究職員等の指導の下、長野県飯田市及び兵庫県南
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あわじ市の水源林造成地において平成 年度に水文データの観測機器を設置し、デー16

タの収集を行うとともに、観測地周辺のダム等の観測データの収集も行っているところ

である。

、 、水文データは 気候及び地形・地質の影響を受けることから長年の集積が必要であり

設定後数年のこれまでの間は、主に施業実施前のデータの蓄積に取り組んできたが、今

後、研究部門とも連携しながら施業による影響、効果等についてのデータの収集、解析

に取り組んでいく考えである。

また、水源林の造成による地域への貢献での事例等については、引き続き積極的に広

報して参りたいと考えている。

59 広葉樹に偏重しすぎないよう、現地の諸条件を勘案して多様な水源林造成に留意す

べきではないか。

水源林造成事業においては、水源をかん養するため無立木地、散生地、粗悪林相地等

において急速かつ確実に森林の造成を行うことを目的として、スギ、ヒノキ等の針葉樹

の人工植栽により森林を造成することを基本としている。

（平成 年度は、針葉樹 ｈａ、広葉樹 ｈａ、計 ｈａを植栽）20 3,295 5 3,300

広葉樹については、契約地内の尾根筋や谷筋等にある前生広葉樹の稚樹等を主体とし

て存置させて活用し、植栽した針葉樹とともに育成し針広混交林に仕立てることに努め

。 、 。ている なお 契約地内で広葉樹がモザイク状に占めている面積は ～ 割程度である2 3

なお、針広混交林に加え、複層林の造成にも取り組んでいるところである。

60 水源林造成事業の公益的機能の高度発揮について、次のような観点から詳しく説明

されたい。

・既契約の見直しについてどの程度まで進んでいるか、全体の割合を示してもらいた

い。

・数値的に目標を設定し、今年度目標を達成したとみたのか。

水源かん養機能等の森林の有する公益的機能を持続的かつ高度に発揮させる観点か

ら、今中期計画（平成 ～ 年度）及び平成 年度の年度計画から新たに「新規契20 22 20

、 、 、約については 広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で かつ主伐時の伐採面積を減少

。」 、分散化した施業内容に限定した契約とする こととして新規契約に取り組んだところ

平成 年度の新規契約は、すべて長伐期で締結でき、目標を達成しているところであ20

る。

また、既契約についても、今中期計画（平成 ～ 年度）及び平成 年度の年度20 22 20

計画から長伐期化、複層林化を推進することとして、契約変更を進めており、契約変更

に当たっては一方的に契約内容を変更することができないことから、契約当事者に説明

して、合意が得られた箇所から、順次契約変更を行っている。
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今中期計画期間（平成 ～ 年度）は、今中期計画末（平成 年度末）までに主20 22 22

伐期を迎える 件について、契約変更を行うか、契約に基づき主伐を行うかなど、そ504

20 58の方向性を明らかにしていくこととしており、 年度中に契約変更を終えたものが

件、契約変更の意向を示しているものが 件あり、残りは引き続き協議中（造林地所127

有者の意向により、結果的に主伐を行わざるを得ないものを含む）であり、長伐期化へ

の方向性が明らかになったものが 年目で約 割（ 件 件）あることから、目標1 4 185 /504

を達成しているものと考えている。

なお、 年度に長伐期化、複層林化の契約変更を終えた 件は、今中期計画末（平20 200

成 年度末）までに主伐期を迎える 件以外にも、合意を得られるものについては先22 58

々に主伐期を迎えるものも積極的に手続きを進めており、その結果、変更契約を締結し

たものが 件あり、その合計の件数である。142

61 長伐期化、複層林化の地域ごとのガイドライン作成が必要。造林地への有用樹種侵

入植生の保全の周知

複層林化を図る森林は、水土保全上及び景観保全上等の理由から、長期にわたり高い

公益的機能の維持・発揮が求められる林分を対象に、また長伐期化を図る森林は、立地

条件が恵まれ生育良好で通常伐期での主伐意向が強い一部の林分以外を対象に、それぞ

れ施業群を設置して積極的に推進していくこととしている。

また、造林地への有用樹種侵入植生の保全については、植栽木の生育に影響のない広

葉樹等を積極的に保残・活用することとし、除伐等により伐除することのないよう造林

者を指導するとともに 「広葉樹林化した箇所」を施業の対象から除外していることを、

チェックシートにより確認することで、侵入した有用樹を保全し活用した施業を推進し

ている。

３（１）イ（イ） 期中評価の反映

62 従来、過去の期中評価結果は事業実施に当たりどの様に反映されてきたのか。平成

20年度に特記すべき事項はあったのか。

水源林造成事業の実施に当たっては、水源林造成事業評価委員会において毎年度実施

されている事業の期中評価結果を確実かつ早期に事業に反映させるため、年度計画にお

いて「過去に実施された期中評価の指摘事項を踏まえたチェックシートを活用し事業を

実施する」としている。

このチェックシートには過年度の期中評価において指摘された事項を反映させてお

り、平成 年度の事業実施に当たっては、平成 年度の期中評価において「雪害等に20 19

よって広葉樹林化した一部の林分については、侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ
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変更し、また、植栽木の生育が遅れている一部の林分については、植栽木の成長を見守

りつつ、当分の間必要最小限の保育等にとどめる」との指摘を踏まえてチェックシート

に改良を加え、このチェックシートを活用して広葉樹林化した箇所、生育不良の箇所及

び施業対象物が少ない箇所等を除伐等の施業から除外し、適切な施業の実施に取り組ん

できたところである。

また、平成 年度の期中評価に当たっても、広葉樹林化した一部の林分について必20

要最小限の保育にとどめるべき等の意見が出されたが、チエックシートを改めることに

なるような特段の指摘はなかったことから、従前のチエックシートを活用して事業を実

施することとなった。

なお、期中評価の指摘事項の事業への反映状況については、水源林造成事業事業評価

（期中の評価）委員会においてご審議いただいているところである （別添参照）。
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期中評価チェックシートの例

【保育間伐】

指 摘 事 項 等 ： 広葉樹林化した一部の林分については、侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、生育不

良の一部の林分については、当分の間施業は見合わせる

対 応 方 針 ： 広葉樹林化した一部の林分及び生育不良の一部の林分にあっては、原則として、施業を行わない

森林調査区分 ： １．未済 ２．済

植 栽 地 現 況 ： １．生育良好・・・植栽木の ｈａ当たり成立本数が限界成立本数以上で、かつ、樹高が周辺の1

平均的な山林と比較して 倍以上の林分0.8

森林調査実施地においては、植栽木の樹高、もしくは、 ｈａ当たりの材積が1

収穫予想表の 等地の数値の ％以上の林分5 90

（ただし、下記 に該当する林分を除く）3

２．生育不良・・・植栽木の ｈａ当たり成立本数が限界成立本数未満、もしくは、樹高が周辺1

の平均的な山林と比較して 倍未満の林分0.8

森林調査実施地においては、植栽木の樹高、もしくは、 ｈａ当たりの材積が1

いずれも収穫予想表の 等地の数値の ％未満の林分5 90

３．広葉樹林化・・・広葉樹等の後生天然林性樹木の樹幹占有率が過半( ％以上)を占める林分50

対 応 策 ： １．広葉樹林化した林分を除外

２．生育不良の箇所を除外

３．過去 年間に施業実施済地又は今後 年間に施業実施予定地を除く5 5

４．利用間伐により施業実施済地又は今後施業実施予定地を除く

（注）備考欄に列状間伐により実施済又は予定の面積（内数）を記載

５．今後 年以内に間伐の必要性がない箇所を除外5

６．その他（備考欄に内容を記載）

（単位：ｈａ）チェックシートの記載例

契約 契約 植栽 森林 植栽地の現況 実施 対応策別除外予定面積

調査 生育 生育 計 予定 １ ２ ３ ４ ５ ６ 計 備考広葉樹

番号 年度 年度 区分 良好 不良 面積林化

50 50 8.73 0.61 9.34 8.73 0.61 0.35 0.96●● ２

50 51 12.12 1.33 0.44 13.89 7.62 0.44 1.33 4.50 6.27▲▲ ２

計 －

チェックシートによる事業への活用状況

（水源林造成事業事業評価（期中の評価）委員会資料）

独立行政法人森林総合研究所
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63 チェックシートが機能しているか、具体的にどのような活用がなされているかの報

告が必要。

水源林造成事業の実施に当たっては、水源林造成事業評価委員会において毎年度実施

されている事業の期中評価結果を確実かつ早期に事業に反映させるため、年度計画にお

いて「過去に実施された期中評価の指摘事項を踏まえたチェックシートを活用し事業を

実施する」としている。

このチェックシートには過年度の期中評価において指摘された事項を反映させてお

り、平成 年度の事業実施に当たっても、平成 年度の期中評価において「雪害等に20 19

よって広葉樹林化した一部の林分については、侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ

変更し、また、植栽木の生育が遅れている一部の林分については、植栽木の成長を見守

りつつ、当分の間必要最小限の保育等にとどめる」との指摘を踏まえてチェクシートに

改良を加え、このチェックシートを活用して広葉樹林化した箇所、生育不良の箇所及び

施業対象物が少ない箇所等を除伐等の施業から除外し、適切な施業の実施に取り組んで

きたところである。

64 膨大な植林地の契約単位毎の途中評価が実によく行われており、そこでの指摘事項

が翌年度以降の施業実施によく反映されており、十分ｓ評価に値する。

期中評価の結果を確実かつ早期に事業実施に反映させるためチェックシートの活用を

15図っているところである このチェックシートは期中評価委員会の意見を踏まえ平成。

年度から作成しているもので、以降、改善を重ね、現在では、コスト縮減に努めつつ公

益的機能の高度発揮を図るために重要なツールとなっている。

この取組について、中期計画においては「チェックシートを作成・活用し事業を実施

する」としており、平成 年度における実施結果はそのとおり実施したというもので20

ある。このため、評価基準において 「中期計画に対して業務が順調に進捗している」、

場合を「ａ 「大幅に上回り進捗している」場合を「ｓ」と評定することとしている」、

ことを踏まえ、自己評価においては「ａ」評定としたものである。

３（１）イ（ウ） 木材利用の推進

65 間伐材の有効利用方法の確立は日本林業経営・森林保全業にとって最重要課題と思

われるが、産学官連携に主要なテーマとして取り組む必要はないのか。

間伐材の有効利用は、間伐の促進とともに間伐材の販売による林業収入の増加につな

がるものであり、重要な課題であると考えているところである。
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間伐材の利用を進めるためには、搬出コストを削減等し、間伐材の販売による収益の

確保が重要となってくる。

このため、水源林造成事業においては、搬出コストの削減に大きな役割を果たす作業

道について、新たに基幹作業道を整備することとして、その構造や配置について森林総

合研究所の研究職員の指導を得て進めているところである。

今後、基幹作業道の事業実施に当たっては、研究職員からの助言等を参考にし森林農

地整備センターが現場に対して指導・普及に努めつつ、整備については造林者によって

行われる予定であり、このような連携により間伐材の有効利用の確立に取り組んでいく

考えである。

また、林野庁においては、平成 年度に「森林資源活用型ニュービジネス創造対策20

」 、 、 、 、事業 を創設し 全国の民間企業 研究機関 大学等に存在する先進的な技術を活用し

産学官の連携を図りながら、林地残材や間伐材等、未利用森林資源のエネルギーやマテ

リアル利用に向けた実証を行い、全国的に普及可能な基本となるシステムを構築するこ

ととしており、森林総合研究所においても本事業により、東京大学、早稲田大学、秋田

県立大学と共同で平成 年度から 年度までの 年間にわたり、木質バイオエタノー20 24 5

ル製造の実証プラントを設置して技術実証及び施設改良に取り組んでいる。

その他に、森林総研の木材利用部門では、間伐材をはじめとする国産材の土木分野へ

の需要拡大を図るため、木製ガードレールの開発、木製落石防護柵の開発、木橋の維持

保全技術の開発、木製杭による地盤改良などに関する研究が、産学官の連携の下で既に

実施されている。このような研究成果を森林農地整備センターの事業にも必要に応じて

取り入れ、一層の産官学連携を図っていく。

66 丸太組工法による作業道への間伐材利用のメンテナンスコストは高くないか。

丸太組工法は、切取土量の削減、開設幅が狭いことによる環境負荷の抑制、開設後の

修理費の削減等のメリットがあり、特に急傾斜地については積極的に導入しているとこ

ろである。

また、丸太組工法では、空気、気温、水分などの変化の影響が少ない土中埋没材が多

いことから材質劣化の進行が遅く、間伐材等の丸太のメンテナンスがほとんど必要ない

ところである。

加えて、丸太組工における最下段の桁丸太（作業道の進行方向に敷設する丸太）を地

山に敷設していること、盛土部分を締め固めていること等から盛土部分の法面崩壊の危

険性が少なく、長期にわたる安定的利用にも寄与しているところである。

なお、大雨等により洗掘や土砂崩壊が生じた箇所については、必要な修理を行ってい

るが、丸太組工法の実施箇所で大規模な修理が増えているような状況にはない。

67 利用間伐を積極的に推進し、目標以上に取り組めたことは評価できる （手法等に。

ついてあらゆる場で発表し、民有林でも取り組めるようにしたらどうか 。）



32

利用間伐の一つの手法である列状間伐について、平成 年度は中部整備局が中部森19

林管理局主催の国有林及び民有林合同の研究発表会において「列状間伐の列設定・測樹

についての取り組み」と題し、トランシーバーやレーザー距離計等の機材を使用した効

率的な列の設定方法等について発表している。

また、平成 年度においては津水源林整備事務所と三重県が主催する林業技術の向20

上に向けた現地検討会において津水源林整備事務所が 「ハイリード式列状間伐の導入、

経緯と選木について」と題し、地形に応じたより効果的な間伐方法としてのハイリード

式列状間伐について発表したところであり、これまでもご指摘の趣旨に積極的に取り組

んできたところである。

68 間伐材をウッドチップにしたらどうか。

搬出して利用される間伐材は、一般に建築用材や製紙用のチップ等として利用されて

いるところである。

細くて切り捨てられている間伐材や林地残材については、搬出コストがかさむため、

これまでウッドチップ等の原料としての購入要望はなかったが、今後、路網の整備の進

展等により、近隣の工事現場や公園等での利用としての購入要望があれば、積極的に対

応して参りたい。

69 計画通りに進行中とのことだが、丸太組工法は原則として急傾斜地の作業道すべて

で実行が完了し、今後同様の施工はないということか示してもらいたい。

平成 年度において急傾斜地（地山勾配 度以上）を含む 路線で丸太組工法を20 30 406

施工したところである。

水源林造成事業地は、総じて一般民有林よりも奥地に位置しており、造林作業の能率

の向上あるいは今後増加する収穫事業に対応するためには路網の整備が必要な状況であ

り、平成 年度以降においても新規の路線あるいは継続の路線として作業道の開設を21

予定しており、特に急傾斜地を含む箇所で作業道を開設する場合にあっては、丸太組工

法を施行することとしている。

70 間伐材のコスト削減を課題としているが、間伐材を有効利用するような需要を創出

する取り組みの視点が欠けているのではないか。

間伐材の有効利用を推進するため、基幹作業道等からなる路網の整備をより一層進め

て間伐材の搬出コストの削減に努めるとともに、水源林造成事業を実施するに際して、

自らも間伐材を有効利用して需要を創出する観点から、急傾斜地で開設している作業道
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で採用している丸太組工法の施工に当たっては、間伐材の活用に積極的に努めてきたと

ころであり、平成 年度は約 万 千㎥の間伐材等を利用したところである。また、20 4 9

特定中山間保全整備事業や農用地整備事業においても、安全柵や土砂流出防止柵等に

㎥利用し、農林道施工延長当たりの使用量では平成 年度は昨年度の 倍となっ138 20 1.1

ている。

さらに、森林総合研究所本所においては、間伐材をエネルギー分野など新たな利用方

策を開拓することで新規需要を創出するため、産学官の連携の下で、間伐材等を用いて

木質バイオエタノールを製造するためのプラントを設置した実証研究に取り組むととも

に、木製ガードレールや木製落石防護柵の開発、木橋の維持保全技術の開発、木製杭に

よる地盤改良など間伐材の需要拡大に寄与する研究に、積極的に取り組んでいるところ

である。

71 丸太組工法の耐用性を実績から実証し、各種補助体系との整合を図る必要がある。

丸太組工法についての耐用性については、空気、気温、水分などの変化の影響を受け

にくい土中埋没材が露出材に比べて材質劣化が遅いと言われており、当センターにおい

ても松山水源林整備事務所が調査して、平成 年 月の四国森林管理局主催の研究発21 1

表会において「作業道における丸太組工法の桁丸太劣化度評価について」と題し発表を

行って、材質劣化の状況等に関するデータ収集に努めているところである。

丸太組工法は各種補助事業でも実施されていることから、丸太組工法の耐用状況につ

いての各種機関との情報交換にも努めて参りたい。

３（１）イ（エ） 造林技術の高度化

72 検討会・研修会の開催は研修者にとって有効だったどうかのアンケートを取って今

後の研修等に活かしてもらいたい。

、 、森林農地整備センターで実施している検討会・研修会は 造林技術の高度化に向けて

平成 年度においては、①森林病虫獣害等に係る検討会、②列状間伐に係る研修会、20

③複層林施業に係る検討会及び④低コスト路網の普及に向けた検討会を整備局単位で実

施してきたところである。

これらの検討会・研修会を通じて、職員間で造林に関する情報の交換や共有化が図ら

れており、より一層の造林技術の高度化が進み、検討会・研修会による効果が一層高ま

るよう、今後は研修者にアンケートをとって今後の研修等に活かして参りたい。
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３（１）イ（オ） 事業内容等の広報推進

73 本所研究部門とのシナジー効果を発揮すべきではないか。

平成 年 月に札幌市で森林総研の研究部門および森林農地整備センターの関係者21 10

等が参加して「豊かな水を育む森林－水源林の役割－（仮題 」として一般市民を対象）

としたシンポジウムを開催し、研究部門と森林農地整備センター相互の連携を深めるこ

ととしている。

、 、水源林造成事業においては 平成 年度に東北北海道整備局及び山形水源林事務所16

また、平成 年度に盛岡水源林整備事務所が、公的機関が主催する研究発表会におい20

て、雪害抵抗性品種である「出羽の雪」について、林木育種センター東北育種場等の知

見等を参考に現地調査・考察した内容について発表したところである。

さらに、搬出コストの削減に大きな役割を果たす作業道について、新たに基幹作業道

を整備することとして、その構造や配置について森林総合研究所の研究職員の助言や指

導等を得て進めているところである。

今後とも、相乗効果の発揮の観点から必要に応じ研究部門や育種部門と連携した取組

に努めていきたいと考えている。

３（１）ウ 事業実施コストの構造改善

74 事業規模の縮小によるコスト縮減なのか。それとも事業規模は不変で効率化による

純粋なコスト縮減なのか。

公共事業のコスト縮減は、コスト縮減対策を講じる前の従来の標準的な事業費と講じ

た後の事業費の差の算定や将来の維持管理費の縮減の効果算定等により行われており、

水源林造成事業においては、①切取土量の削減に寄与する丸太組工法の導入推進、②枝

打実施箇所の厳選、③安価な再生砂利の使用、④長伐期化推進によるライフサイクルコ

ストの改善によりコスト縮減を図っているところであり、効率化によるコスト縮減であ

る。

75 丸太組工法による作業道への間伐材利用のメンテナンスコストは高くないか。

丸太組工法は、切取土量の削減、開設幅が狭いことによる環境負荷の抑制、開設後の

修理費の削減等のメリットがあり、特に急傾斜地については積極的に導入しているとこ

ろである。

また、丸太組工法では、空気、気温、水分などの変化の影響が少ない土中埋没材が多

いことから材質劣化の進行が遅く、間伐材等の丸太のメンテナンスがほとんど必要ない
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ところである。

加えて、丸太組工における最下段の桁丸太（作業道の進行方向に敷設する丸太）を地

山に敷設していること、盛土部分を締め固めていること等から盛土部分の法面崩壊の危

険性が少なく、長期にわたる安定的利用にも寄与しているところである。

なお、大雨等により洗掘や土砂崩壊が生じた箇所については、必要な修理を行ってい

るが、丸太組工法の実施箇所で大規模な修理が増えているような状況にはない。

３（２）ア（ア） 事業の計画的な実施

76 事業の必要性を十分検討した上で計画の実施可否を決めてもらいたい。

農用地関係事業の実施に当たっては、事業の必要性、技術的可能性、投資の効率性、

費用負担の可能性などについて十分な検討を行なった上で、旧農用地整備公団法(農用

地総合整備事業)及び旧緑資源機構法(特定中山間保全整備事業)に基づき、受益者の同

意、関係自治体との協議など必要な手続きを経て、農水大臣によって事業計画が認可さ

れ、事業着手している。着手後においても、期中評価において、当該事業をとりまく諸

情勢の変化等を踏まえ、事業実施の妥当性について総合的かつ客観的に評価し、事業の

継続、又は変更の方針を決定し、その後の事業の実施に反映させている （別紙参照）。
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77 中山間地保全の重要性をもっとＰＲすべき

森林農地整備センターの実施する特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業は

いずれも中山間地域における農林業の基盤整備と農山村の振興を目的として実施してお

り、事業の計画・設計・実施の各段階でそのＰＲに努めているところである。

第三者の有識者による事業の再評価にあたっては、事業の中山間地域の保全の重要性

も含め、事業の必要性・効果について報告書をとりまとめ、農水省のホームページ等で

公表し、ＰＲに努めている。

さらに事業の実施にあたっては、当センター事業と中山間地域直接支払制度との連携

を図り、地域住民による鳥獣害防止柵の設置などに取り組み、中山間地保全対策の効果

を高めている。

３（２）ア（イ） 期中評価の反映

78 従来、過去の期中評価結果は事業実施にあたりどの様に反映されていたのか。平成

20年度に特記すべき事項はあったのか。

（１） これまでの期中評価の反映

期中評価は、事業採択後一定期間ごとに、当該事業をとりまく諸情勢の変化を

踏まえ、事業実施の妥当性について総合的かつ客観的に評価し、事業の継続、縮

小その他の変更、休止又は中止の方針を決定するものである。

期中評価制度が始まった平成 年度以降の農用地関係事業においては、期中評10

価の結果は、以下のとおり事業に反映されている。

評価年度 区域名 事業の実施方針

【事業の継続・計画変更】

Ｈ１０ 奥久慈 計画変更（Ｈ１０年度変更）

Ｈ１０ 広島中央 計画変更（Ｈ１０年度変更）

Ｈ１０ 吾妻利根 計画変更（Ｈ１１年度変更）

Ｈ１１ 宮古 事業の継続

Ｈ１２ 幕別 計画変更（Ｈ１３年度変更）

Ｈ１２ 直入庄内 計画変更（Ｈ１４年度変更）

Ｈ１３ 下北中央 計画変更（Ｈ１３年度変更）

Ｈ１３ 羽咋 計画変更（Ｈ１４年度変更）

Ｈ１３ 都城 計画変更（Ｈ１４年度変更）

Ｈ１４ 利根沼田 計画変更（Ｈ１５年度変更）

Ｈ１４ 大隅中央 計画変更（Ｈ１５年度変更

Ｈ１４ 泉州東部 計画変更（Ｈ１６年度変更）

Ｈ１５ 根室東部 事業の継続

Ｈ１５ 美濃東部 計画変更（Ｈ１６年度変更）

Ｈ１６ 南丹 計画変更（Ｈ１６年度変更）

Ｈ２０ 郡山 計画変更（Ｈ２０年度変更）

Ｈ２０ 美濃東部 事業の継続
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（２） 平成 年度の期中評価結果20

平成 年度の期中評価の 区域については、以下のように事業の実施方針が示20 2

され、これに基づき事業実施に努めている。

①郡山区域： 事業実施計画の見直し案に基づく計画変更の手続きを速やかに開始し、「

今後とも、一層のコスト縮減や環境との調和へ配慮するとともに、事業効果発現に

向け、事業を着実に推進する」

②美濃東部区域： コスト縮減や環境との調和へ配慮に努めるとともに、事業効果の「

早期発現を図るため、平成 年度の事業完了に向けて、事業実施計画に基づき事業24

を着実に推進する」

79 具体的に事業コスト縮減がどのような形で行われたのか。他方で事業の内容（質）

が犠牲になっていたならば、コストベネフィットでマイナスということもありうるの

で、この点のもう少し具体的な記述が必要ではないか。

平成 年度評価の実績として挙げた 区域については、事業の内容（質）は維持し20 2

つつ、以下のとおりコスト縮減を図ったものである。

①郡山区域については、現場の地形や地質条件を踏まえ、農業用道路のルート及び縦

断勾配を見直し、土工量、法面工、構造物の縮減を図るとともに、建設残土を盛土

材に活用、根株をチップ化したものを農業用道路の法面保護材に活用する等の工夫

を積み重ね、コスト縮減を行った。

②美濃東部については、建設残土を農地造成の基盤造成の盛土材に活用、根株をチッ

プ化したものを農業用道路の法面保護材に活用する等の工夫を積み重ね、コスト縮

減を行った。

３（２）イ（ア） 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

80 CO2固定量の算定については、利用した木材量＝CO2固定量という計算であるが、木

材利用した分、森林において炭素固定が行われていなければ、そのような計算になら

ないのではないか。

農用地関係事業においては、土砂流出防止柵、転落防止柵等の施設整備への木材利用

の推進を図っているところである。

木材は、鉄やコンクリート等の資材とは異なり、光合成によって固定された炭素を貯

蔵していることから、森林から適切に生産された木材を土砂流出防止柵、転落防止柵等

の施設整備のために利用することは、木材中の炭素を長期間にわたって維持することに

つながるものと考えている。
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３（２）イ（イ） 新技術・新工法の採用

81 地域住民への説明を行うことによって、現実に良好な維持管理へ実現できているか

どうか、ということについての記述がほしい。

平成 年度実施の、郡山区域における木製転落防止柵の設置（防護柵Ｌ＝ ｍ）20 2,800

及び邑智西部における鳥獣害防止柵の設置（Ｌ＝ ｍ）については、地域住民が自3,200

ら行う直営施工で実施されており、施設に対しての愛着心が醸成され、日常点検や簡易

な補修等、良好な維持管理が行われていると考えている。

さらに、両区域では、平成 年度の直営成果が地元関係者に認識されたことから、20

平成 年度における直営施工の拡大実施に向けて調整が行われているところである。21

82 新技術・新工法の採用について、次の観点から詳しく説明されたい。

新技術・新工法によってどの程度効果があったか（コストダウン等）示してもらい・

たい。工事箇所１箇所だけであればトライアルとしての評価にならざるを得ない。

・新技術の積み重ねによるコンクリート二次製品の使用などにより、コスト縮減と工

期短縮につながったことは評価する。

・新技術・新工法のうち採用工事箇所の多い薄型多数アンカー工法及びプレキャスト

ガードレール基礎工法の２工種の施工内容や導入効果について具体的に説明された

い。

平成 年度においては、事業費(量)が縮減している中、経済的な事業執行(薄型多数20

アンカー工法、プレキャストガードレール基礎工法等)、及び自然環境の保全(アンカー

6付き自然石空積み工法等)の見地から、各区域積極的に取り組んだ。その結果として、

工法の新技術・新工法を の工事箇所で実施しており、幅広く応用されたと考える。14

具体的な効果の事例を挙げると

●薄型多数アンカー工法（別紙参照）

壁面材を軽量化したことにより、施工性が向上し、約 ％（直接工事費ベース）の14

コスト縮減を達成。

●プレキャストガードレール（別紙参照）

8コンクリート既製品のガードレール基礎を活用することにより 工期が短縮され 約、 、

％（直接工事費ベース）のコスト縮減を達成。さらに、コンクリート打設に伴う汚水発

生、型枠等の廃棄物や施工機械による環境への負荷の軽減を実現。

●アンカー付き自然石空積み工法

自然石にアンカーを取り付けた石積み工法を採用することにより、土圧や流水力に抵

抗できる強固な構造を確保するとともに、魚類等の生態系や良好な景観に配慮。
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83 新技術・新工法を採用した箇所について、必要に応じて追跡調査を実施し、今後の

事業に活かせるものにしてはどうか。都道府県等でも参考になるはず。

当センターの技術検討委員会において新技術・新工法の採用の検討を行うとともに、

組織内で普及・指導を行っている。また、これらの工法は、農林水産省の新技術導入推

進農業農村整備事業に登録しており、国営・都道府県営・団体営等の農業農村整備事業

への普及にも貢献していると考えている。

事業実施コストの構造改善３（２)ウ

84 事業規模の縮小によるコスト減少なのか？それとも事業規模は不変で効率化による

純粋なコスト減少なのか。

平成 年度のコスト縮減については、事業規模の縮小によるものではなく、新技術20

の導入（薄型多数アンカー工法等 、計画・設計・施工の最適化（地形や地質等の現場）

条件に即した縦断勾配の見直し 、資源循環の促進（根株等をチップ化し、法面保護基）

盤材に使用等 、ライフサイクルコストの縮減（橋梁に耐候性鋼材を使用等）といった）

事業の効率化によるコスト縮減である。

85 社会情勢が変化する中、すでに着手箇所の重要性を検討しながら、場合によっては

設計変更も視野に入れ、合理性を図られたい

事業実施コストの構造改善については、実施箇所の重要性を検討し、必要に応じ設計

変更を行いつつ、新技術の導入（薄型多数アンカー工法等 、計画・設計・施工の最適）

化（地形や地質等の現場条件に即した縦断勾配の見直し 、資源循環の促進（根株等を）

チップし、法面保護基盤材に使用 、ライフサイクルコストの縮減（橋梁に耐候性鋼材）

を使用）といった事業のコスト構造改善を図り、合理性に努めているところである。

今後も、引き続き事業実施コストの構造改善に努めて参りたい。

３（３）イ 保全管理業務の実施

86 安全を重視し、保全管理に努めてもらいたいが、経費の無駄のないようにしてもら

いたい。

保全管理業務の実施にあたっては、関係地方公共団体と連絡調整を図りつつ必要な維
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持、修繕、管理を実施しているところである。

保全工事の内容としては、移管が終了していない箇所での法面復旧工事、舗装工事等

の限られた工事であるが、幹線林道事業の実行により培われた技術を活用し、今後も、

安全性を重視しつつ、関係方面との連絡を密にして、経費の無駄とならないよう適切に

実施して参りたい。

87 各自治体財政難の中で、工法、規格構造、配置等、計画のチェックをつねに図られ

たい

保全管理業務の実施にあたっては、関係地方公共団体と連絡調整を図りつつ必要な維

持、修繕、管理を実施しているところである。

、 、保全工事は関係地方公共団体の負担を求めず 全額国費で実施しているところであり

工事内容としては、移管が終了していない箇所での法面復旧工事、舗装工事等の限られ

た工事であるが、関係地方公共団体と工事計画について連絡調整を図りつつ、適切に実

施してまいりたい。

４ 行政機関との連携

88 地震などの災害への専門家派遣はどういう部署が対応しているのか。どのように派

遣されているのか。

水土保全研究領域等に所属する山地災害の研究者が林野庁や地方自治体等の依頼に基

づいて出張するなど、下記のように対応している。

１．岩手県岩手郡雫石町地すべり（平成 年 月 日発生）20 4 20

平成 年 月 日に岩手県岩手郡雫石町の葛根田川上流右岸斜面において地すべり20 4 20

が発生し、葛根田地熱発電所の配管を破壊した後、県道西山生保内線を覆って一時的に

4 22葛根田川を閉塞した。本災害に対して、林野庁から緊急調査の派遣要請があり、 月

日に山地災害研究室長が林野庁および東北森林管理局の担当官とともに現地調査を実施

し、発生機構と緊急対策のあり方について報告書をとりまとめ、林野庁および東北森林

管理局に提出した。緊急調査等の様子については、岩手日報などの新聞やテレビ岩手等

で報道された。

２．岩手・宮城内陸地震による土砂災害（平成 年 月 日発生）20 6 14

)平成 年 月 日に発生した岩手・宮城内陸地震災害については、発生直後に林1 20 6 14

野庁から緊急調査の要請があり、その日の夕刻に山地災害研究室長および同主任研究員

名を現場に派遣した。翌朝、林野庁および東北森林管理局の担当官とともにヘリによ1

る空中踏査を実施し、植樹祭出席のため秋田出張中の林野庁長官に災害の概要を報告し

た。その後、 月 日から林野庁の調査団として水土保全研究領域長、山地災害研究6 20
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室長、同主任研究員 名らが現地調査を行い、山地災害の概要や特徴、緊急調査やとる1

べき応急対策などを報告書にとりまとめ、林野庁に提出するとともに、一部は森林総研

ホームページでも公開した。また、東北森林管理局や岩手・宮城県などの対策委員会に

参画し、数々の技術的アドバイスも行っている。委員会活動等については、毎回、マス

コミ取材が多数あり、地元の岩手日報（ 月 日）のほか、 や全国紙などでも広7 31 NHK

く報道された。

)平成 年 月 日に発生した岩手・宮城内陸地震災害については、被災地の栗原2 20 6 14

市長から東北森林管理局および東北地方整備局を通して林野庁と国土交通省に対し、民

家裏山の安全性について専門家による調査を実施して欲しいとの強い要望が出された。

これに対し、平成 年 月 日に水土保全研究領域長らが国土技術政策総合研究所20 10 22

と合同で現地調査を行い、危険度の評価や対策が必要な箇所などについて栗原市長に説

、 。 、 ）明するとともに 記者会見に応じた これらは 宮城テレビや河北新報( 月 日付10 23

など、多数のマスコミを通じて報道された。

５ 成果の公表及び普及の促進

89 成果の公表及び普及という情報発信を強化していることは評価できるが、この情報

の受手からのレスポンスの状況は如何か？

、 、広報誌では毎号読者アンケートを挟み込んで配布し 読者からの意見を広報誌の特集

研究紹介など編集に反映させている。その他に、一般公開等においても来場者にアンケ

ート票記入を依頼し、所の広報活動に活用している。

また、森林総合研究所の業務に対する国民の意見を把握するため、 、民間団体、NPO

行政機関等を対象として研究ニーズに関するアンケート調査を平成 年 月に実施し21 2

た。研究ニーズ調査票は 件発送し、 件の回答を得た。研究ニーズとして地球1155 423

温暖化への対応、林業の活力向上、木材製品の性能向上などへの要望が多いことがわか

った。アンケートの調査結果は、競争的資金への応募や、次期中期計画策定に活用する

こととしている。

90 イベント・一般公開・ホームページによる普及啓発をよくされていると思うが、学

会での発表や論文報告数（１人あたり）が去年に比べ減っている。

平成 年度の学会等発表件数及び研究員一人当たりの論文報告数は、 年度以降の20 16

過去 年間で比較するといずれも中央値となっており、研究プロジェクトの開始・終了5

などに伴う年次変動の範囲内と考えているが、今後も研究領域等の組織単位で研究指導

や論文作成指導を行い、研究発表の能力および実績の向上に取り組んでいく。



45

91 本所研究部門とのシナジー効果を発揮してほしい。

平成 年 月に札幌市で森林総研の研究部門および森林農地整備センターの関係者21 10

等が参加して「豊かな水を育む森林－水源林の役割－（仮題 」として一般市民を対象）

としたシンポジウムを開催し、研究部門と森林農地整備センター相互の連携を深めるこ

ととしている。

、 、水源林造成事業においては 平成 年度に東北北海道整備局及び山形水源林事務所16

また、平成 年度に盛岡水源林整備事務所が、公的機関が主催する研究発表会におい20

て、雪害抵抗性品種である「出羽の雪」について、林木育種センター東北育種場等の知

見等を参考に現地調査・考察した内容について発表したところである。

さらに、搬出コストの削減に大きな役割を果たす作業道について、新たに基幹作業道

を整備することとして、その構造や配置について森林総合研究所の研究職員の助言や指

導等を得て進めているところである。

今後とも、相乗効果の発揮の観点から必要に応じ研究部門や育種部門と連携した取組

に努めていきたいと考えている。

92 印刷物全体のあり方と効果的な配布方法・配布先の見直しが必要。

刊行物のホームページ上での公開を進め、印刷物の配布がなくても必要な情報がイン

ターネット上から入手できるように進めているところであるが、今後はホームページ掲

載情報の広報に努めていくこととする。配布先については、情報を必要とするところに

適切に届くように見直しを行っていく。

93 今までに出願した特許等の知的所有権の整理を含めて積極的な活用の提案をしても

らいたい。

当所の所有する特許及び公開された特許出願については、ホームページ『産学官連携

推進室 に特許一覧として公表し 年 回更新している また 最新の特許についは 最』 、 。 、 『1

TLO AFFTIS新の研究紹介』としてホームページに掲載するともに、農林水産大臣認定

アイピーの特許カタログに掲載し、広報活動に努めている。

94 効果の判定はどのように行っているか。

研究ニーズ調査委員会を立ち上げ、支所や研究領域などの組織単位で第 期の中期計1

画期間の 年間及び第 期の中期計画期間の中間年までの 年間について、研究成果の5 2 3

普及及び使われ方について調査を行っている。調査は、各課題ごとに成果品を論文・学
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会発表、講演・セミナー、公刊図書、製品、特許などの十数項目に分け、また、ユーザ

ーについては行政や関係団体など 項目に分けて、成果の具体的な内容及び使われ方に7

ついて記録し、分析する方法で進めている。

６ 専門分野を生かしたその他の社会貢献

95 研修生受入/標本/共同プロジェクトの増加は認めるが、それ以外については減少し

ており、機構としてこの点をどの様に評価するか。

平成 年度の件数等が平成 年度よりも減少したもののうち、分析・鑑定依頼件数20 19

20 16 18と国際協力のための専門家派遣人数については、平成 年度の値は平成 年度から

年度までの値と比較すれば増加しており、平成 年度からの減少幅も小さく、活動自19

体は継続して積極的に行っているので年次変動の範囲内と考えている。

○ 分析、鑑定依頼件数の推移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

分析・鑑定依頼件数 ２０１ １４４ １８５ ２４３ ２２７

○ 国際協力のための専門家（職員）派遣人数

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

派遣人数 ６１ ５６ ７２ ９８ ９５

また、講師派遣件数と国内学会役員、委員等への対応件数については、平成 年度18

以来、減少を続けているが、これは依頼元の財政・経営状況によるものと考えていると

ころであり、今後も依頼があれば積極的に対応していく。

第３ 財務内容の改善に関する事項

（２）②業務の効率化を反映した予算計画の実施及び遵守

96 事務所の移転も含めて経費の削減の検討ができないか。

平成 年度においては、センタ－本部事務所の フロア化など経費削減化を図ると20 1

ともに、地方事務所については、平成 年度末で事業完了した泉州東部建設事業所を19

平成 年 月 日をもって廃止するなど、事業の進捗、事業の内容等に応じた業務実20 4 1

、 。施体制の整備を進めているところであり 今後も効率的な業務の推進に努めて参りたい

なお、水源林造成事業については、独立行政法人整理合理化計画等に基づき今後の組

織再編が検討されており、その状況を踏まえて効率的な業務実施体制について検討して

参りたい。
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第５ 重要な財産の譲渡に関する計画

97 引き続き遊休資産について適切な処分に取り組まれたい。

21 1 8平成 年度においては、修繕・維持経費等を勘案した結果、 物件（職員宿舎第

号）を処分することとしており、今後も保有する職員宿舎等については、利便性、必要

性の他、賃借等による経済面での比較も含め、その取扱いについて検討を行い、必要な

処分を行うこととしている。

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等

１ 施設及び設備に関する計画

98 老朽化設備で陳腐化して今後の使用に見込みが極めて低い設備は処分してはどう

か。敷地の有効活用や安全の確保につながると思われる。

研究設備機器については、つくば移転後 年が経過し、老朽化してきていることか30

ら、平成 年度より実態調査を行い、老朽陳腐化による安全性、性能の低下等により19

使用不能な設備機器については順次撤去を行い、建物内のスペースの有効利用に努めて

いる。

２ 人事に関する計画

ア 試験・研究及び林木育種事業

99 過去3年間の人員配置を示した参考資料４によると、研究職員の過去三年間の変動

が激しい。組織改編の関係かもしれないが、H18年度からH19年度にかけて急増し、H1

9年度、H20年度と10名ずつ減少している理由は何か。研究機関において、研究職の配

置は重要な事項と考えられるので、説明がほしい。

平成 年度期首に研究職員が急増しているのは、林木育種センターと統合したこと19

による。

また、人件費は、 年間で ％削減を求められていることから、人員については職員5 5

の採用を抑制した結果、定年退職等により連続して減少している。

100 研究者の年代別人員構成および今後の採用計画。

20年度の採用が２名であり、全体の年齢構成が気になる。
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人員構成に配慮した採用計画を立て、着実に実行努力すべきである。

長期の人員配置計画を策定し、人員の計画的配置、特に技術の伝承等を考慮し、年齢

構成を含めた人員の計画的配置を進められたい。特に研究部門については、この分野の

研究の長期性を鑑み、人員の不足に対し任期付採用の飛躍的な増加によって対処する等

の措置を、外部資金の間接経費収入を充てる等により講じられたい。また、外部資金によ

る特別研究員（PD)の積極的な雇用や裁量労働制の導入により、研究所の活力を高めて頂

きたい。

今後も継続的に進めてもらいたいが、研究スタッフ減少の傾向は避けられない。そのた

め、適切な人材の配置、所内研修に努め、森林と木材の専門領域で、従来に比べて守備

範囲の減少にならないように心がけてもらいたい。

研究者の年齢分布（平成 年 月 日現在）は下表の通りである。非常勤特別研究20 4 1

員のうち 名は外部資金による雇用である。この他に、日本学術振興会特別研究員 名8 4

（平成 年 月 日現在）を受け入れている。20 4 1

○ 研究職員年齢分布（平成20年4月1日）

年齢 28～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 計

人数 ５ ５８ １１９ １０７ ７２ ７８ ４４ ４８３

＊任期付研究員1名を含む（30歳）

○ 非常勤特別研究員年齢分布（平成20年4月1日）

年齢 28～29 30～34 35～39 40～44 計

人数 ３ ６ １ １ １１

森林総合研究所の中期計画において、平成 年度以降の 年間で人件費（退職金及18 5

び福利厚生費並びに人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く）について、平成 年度17

比で ％以上削減することとしている。5

森林総合研究所においては人件費削減のため人員を減少させてきているが、この目標

を達成するため、現在の第 期中期計画期間中は退職者が生じても、新規採用を行うこ2

とは困難な状況にある。

このため、平成 年度末には研究職の定年退職者が 名生じるが、仮に退職者数だ21 9

けを減とすると平成 年度の研究職職員数は 名となる （平成 年度 名）22 461 18 497。

平成 年度から始まる第 期中期計画の職員数は、平成 年度の職員数がベースと23 3 22

なると考えられるが、平成 年度以降の人件費削減が国においてどの様に示されるか23

、 。は不明であり 平成 年度以降新規採用をどの程度とするかは今後の検討課題である23

また、第 期の重点研究課題をどの様にするかの検討とも関連する課題と考えている。3

なお、任期付研究職員については昨年 ％人件費削減の対象とはしないとされたこと5

から、今後総人件費（退職金及び福利厚生費並びに給与改定分を含めた人件費総額）の

見込みを検討しつつ、任期付き研究職員の採用について検討を行う考えである。

裁量労働制については、平成 年 月 日から研究職員に導入しているところであ21 7 1

るが、研究職員の働き方の多様性を高めるとともに、業務の効率化と一層の研究成果の
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創出に貢献するものと期待している。

101 裁量労働制となっている研究職員については、その適性について十分に配慮し、企

画部門、育種部門への配置換えを含めて柔軟に対処し、労働環境の改善に努められた

い。

裁量労働制については、平成 年 月 日から研究職員に導入しているところであ21 7 1

るが、研究職員の働き方の多様性を高めるとともに、業務の効率化と一層の研究成果の

創出に貢献するものと期待している。なお、裁量労働制の導入によって勤務時間がより

弾力的になるが、各領域長等に所属職員の勤務状況の把握に努めるよう指導するととも

に、働き過ぎの者が出た場合の健康管理について周知徹底することとしている。

研究職員の適性に配慮した配置については、今後も、本人の意向を尊重した上で、能

力発揮と人材育成の観点から適材適所で活用していくこととしている。

イ 水源林造成事業

102 長期の人員配置計画を策定し、人員の計画的配置、特に技術の伝承等を考慮し、年

齢構成を含めた人員の計画的配置を進められたい。

森林農地整備センターにおいては、独立行政法人整理合理化計画を踏まえた政府の取

り組み等により、平成 年 月期までに 法人へ 人移籍したところであり、今後21 4 11 34

も引き続き雇用対策が必要な状況となっている。

今後、このような対策の進展等をも見極めつつ、職員の資質及び年齢構成等を考慮し

適切な人員計画を検討して参りたい。

３ 環境対策・安全管理の推進

103 本所の研究成果を生かすなど、先進的な取組みに努力してほしい。

本所では、屋上緑化の軽量化と木材利用の推進を図るため、屋上緑化用木質ボードを

開発したところであり、同ボードを活用した省エネの推進について検討して参りたい。

また、水源林造成事業の実施に当たっては、平成 年度から新たに路網の根幹とな21

る基幹作業道を整備することとし、その構造や配置について森林総合研究所の研究職員

の指導を得て進めているところである。

今後とも、森林農地整備センターの事業に本所の研究成果を積極的に取り入れること

により、環境に配慮した事業の推進に努めて参りたい。
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総合評価

（ ） 、 、 、104 大項目第２の１ 1 については 各重点分野 重点課題の中期目標の達成に向け

研究課題群を構成する個々のプロジェクトの重点課題内での位置付けを各年度ごとに

明確にして頂きたい。

個々のプロジェクト課題については、まずプロジェクト課題の開始時に研究推進会議

において議論を行って中期計画の達成の観点から重点課題での位置付けを明確にし、ま

た、年度ごとに行われる研究推進会議及び重点課題評価会議等においては、年度ごとの

計画の達成の視点で重点課題の位置付けを議論してプロジェクト課題の位置付けを明確

にしてから研究課題を遂行することとしている。



平成２０年度業務の実績に関する

追加資料（分冊１）

試験・研究及び林木育種事業

独立行政法人森林総合研究所
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独立行政法人森林総合研究所の平成２０年度業務の実績に関する追加資料

（試験・研究及び林木育種事業）

「１ 政府方針等」について

１－１ 次の点について特に留意する。

20 19● 平成 年度が実質的に初年度に当たる「独立行政法人整理合理化計画」(平成

年 月 日閣議決定。以下「整理合理化計画」という。)についての法人の取組12 24

状況

取組状況を別紙に記載した。

● 当委員会が主務大臣に通知した勧告の方向性のうち、平成 年度において取り組20

むこととされている事項についての法人の取組状況

これまでの勧告の方向性のうち、平成 年度において取り組むこととされている事項20

は無い。

● 平成 年度業務実績評価における各法人に共通する個別的な視点に関する指摘事19

項への対応

（契約の適正化について）

政策評価・独立行政法人評価委員会指摘の「森林総合研究所契約事務規程において、緊

急の場合以外にも、一般競争入札における公告期間を国の基準（ 日）より短縮できる10

としている」ことについては、平成 年 月 日付けで同規程を改正し、国の基準にな21 2 2

い公告期間の短縮条件を削除した。

（総人件費改革について）

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 （平成 年法律第 号）」 18 47

及び「行政改革の重要方針 （平成 年 月 日閣議決定）に基づき、国家公務員に準じた人件費」 17 12 24

改革に取り組み、平成 年度以降の 年間において、常勤役職員の人件費（退職金及び福利厚生費18 5

（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く ）について ％以。 5

上削減することとしている。

人件費の削減に向けた取組状況については、退職等による人員の減のほか、職員の新規採用を抑制

したことにより、人員数については対前年度 名の減となり、人件費については、前年度と比し、25

128,039 17 3.5千円の減額となり、人件費削減率（補正値）については、基準年度（平成 年度）から

％の減となった。
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年度の退職者数等を勘案すると、 年度末には基準年度に対し ％を超える人件費削減が見込20 21 4.0

まれ、 年度末目標達成に向け引き続き新規採用の抑制等を行う。22

○ 人員数及び人件費削減の取組状況(単位：人・千円・％）

対前年度 対基準年度
基準年度 平成 平成

19年度 20年度(平成17年度)

人 員 数 816(6) 768(4) 743(4) △25(0) △73(△2)
*

人件費（給与・報酬等） 6,272,070 6,224,284 6,096,245 △128,039 △175,825
****

人件費削減率 △0.8 △2.8
**

人件費削減率（補正値） △1.5 △3.5
***

* 人員数は各年度の期末の人員数（平成20年度の人員数には、任期付研究員1名を含む。）であり、( )は役員数で内数

** 人件費削減率 ： （各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×100

***人件費削減率（補正値） ： （（各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×100）－（基準年度から各年度までの行

政職（一）職員の平均年間給与の増減率の和）

「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を踏まえた官民の給与格差に基づく給与改定分を除

いた削減率 （平成18年、平成19年、平成20の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0％、0.7％、0％）

****平成20年度の人件費（給与・報酬等）6,096,245千円は、運営費交付金により雇用される任期付研究員等が削減対象人件費の

範囲から除くこととされたことに伴い、当該任期付研究員にかかる人件費を除いた額

（平成20年度評価シート（評価単位用）第３－（１）－③）

（給与水準について）

研究所の給与体系は国家公務員と同一（給与法準拠）としている。

平成 年度のラスパイレス指数は事務・技術職員は 、研究職員は となった。20 104.3 99.3

20 4 19事務・技術職員については、平成 年 月に承継した旧緑資源機構の給与水準（平成

年度ラスパイレス指数 ）を 年度から 年度にかけて段階的に引き下げることに114.1 20 22

より改善を図ることとしている。

（平成20年度評価シート（評価単位用）第３－（１）－③）

「２ 財務状況」について

２－１ 当期総利益又は当期総損失については、次の点に特に留意する。

● １億円以上の当期総利益がある場合において、目的積立金を申請しなかった理由

の分析

目的積立金の申請については、利益を上げるのみならず、その利益が経営努力によって

もたらされたものであることが要件とされているが、平成 年 月 日付け総務省行政19 7 4

管理局からの「独立行政法人の経営努力認定について」において、認定の基準として「経

営努力認定の対象案件の利益が原則として前年度実績額を上回ること」との考え方が示さ

れている。

平成 年度における研究・育種勘定の当期総利益は 百万円と１億円を超えている20 110
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が、自己収入のうち経営努力認定の対象案件の額は 百万円と前年度実績額 百万円を41 46

。下回ることから、目的積立金の申請は行っていない

、● 経常損益では損失を計上していたものが最終的に利益計上となった場合において

その経緯の分析

平成 年度、当法人は経常利益を計上しているため、該当なし。20

● １億円以上の当期総損失がある場合において、その発生要因と業務運営上の問題

の有無の分析

平成 年度、当法人は当期総利益を計上しているため、該当なし。20

２－２ 利益剰余金又は繰越欠損金については、次の点に特に留意する。

● 法人又は特定の勘定で、年度末現在に 億円以上の繰越欠損金を計上している100

場合において、当該繰越欠損金の解消計画の策定状況及び当該解消計画の進捗状況

とそれらに係る分析

平成 年度末現在、当法人は繰越欠損金を計上していないため、該当なし。20

● 法人又は特定の勘定で、年度末現在に 億円以上の利益剰余金を計上している100

場合において、当該利益剰余金の発生要因と業務運営上の問題の有無についての分

析

平成 年度末現在、当法人は 億円以上の利益剰余金を計上していないため、該当20 100

なし。

20 90２－３ 運営費交付金債務は、平成 年度に交付された運営費交付金の執行率が

％以下の法人・勘定の分析について、特に留意する。

平成 年度に交付された研究・育種勘定の運営費交付金の執行率は ％のため、該当20 98

なし。
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「３ 保有資産の管理・運用等」について

３－１ 個別法に基づく事業としての資金運用及びそれ以外の資金運用で時価又は為替相

場の変動等の影響を受ける可能性のあるものの評価の取組が十分かについて特に留意す

る。

３－２ 非金融資産については、次の点に特に留意する。

● 財務諸表における減損又はその兆候の注記を把握した上での、減損又はその兆候

に至った固定資産について、減損等の要因と法人の業務運営との関連の分析・評価

平成 年度には、以下の 資産について減損処理を行ったが 「中期計画等で想定した20 4 、

業務運営を行わなかったことによって生じたもの」には該当せず、減損の要因がいずれも

法人の業務運営に支障を及ぼすものではない（中期計画の想定の範囲内）ことから、会計

処理は費用を計上せず損益外処理とした。

① 九州支所の二酸化炭素観測施設（老朽化で建て替えのため、取り壊し）

② 北海道支所の外来宿泊施設（使用をしないことを決定したため、取り壊し）

③ 本所の舗床（バレーコート）（研究施設の建築のため、取り壊し）

④ 高萩実験林の共同実験室（老朽化のため、取り壊し）

● 整理合理化計画で処分等することとされた資産について、処分等の取組の評価

研究・育種部門においては、整理合理化計画で処分等するこことされた資産について該

当なし。なお、同計画の趣旨を踏まえ、売却等対象資産以外の実物資産について、資産の

利用度等のほか、有効利用可能性の多寡といった観点に沿って、その保有の必要性につい

て見直しを行い、北海道支所宿泊施設、高萩実験林共同実験室等を除却処分とした。土地

については処分すべき箇所はなかったが、今後も保有資産について点検、見直しを行って

いく。

資産（土地）の保有状況（H20.3.31現在）

建 物 敷 実 験 林 等 合 計

３６．９ｈａ ７７４．７ｈａ ８１１．６ｈａ

（平成20年度評価シート（評価単位用）第３－（１）－③）

「４ 人件費管理」について

４－１ 福利厚生費について、次のような法人の活動の必要性にかんがみ、当該活動の評

価の取組が十分かについて特に留意する。
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● 「独立行政法人のレクリェーション経費について （平成 年 月 日行政管理」 20 8 4

局長通知）において、レクリェーション経費について求められている国におけるレ

クリェーション経費の取扱いに準じた予算執行、予算編成作業

「独立行政法人のレクリエーション経費について （平成 年 月 日行政管理局長通」 20 8 4

知）が発出され、独立行政法人が公的主体と位置付けされていることや国からの財政支出

を受けていることを踏まえ、当法人においても国の取扱いに準じ、レクリエーション経費

の支出を行わないこととした。

（平成20年度評価シート（評価単位用）第１－３）

（参考） 平成１８年度支出額 ８７６千円

平成１９年度支出額 ４９４千円

平成２０年度支出額 － 千円

● レクリェーション経費以外の福利厚生費（法定外福利費）について、経済社会情

勢の変化を踏まえた、事務・事業の公共性・効率性及び国民の信頼確保の観点から

の法人の見直し等の活動

当法人におけるレクリェーション経費以外の福利厚生費（法定外福利費）は、法令等に

基づく職員定期健康診断等経費、労働安全の確保のための救急薬品の常備、蜂毒アレルギ

ー用自動注射器の交付に係る経費などがある。

職員の安全確保、心身の健康保持のため真に必要なものではあるが、国民の信頼確保の

観点から経費の効率的な執行に更に努めていく。

なお、当法人においては、職員に対する福利厚生事業等を実施する互助組織は、該当な

し。

（参考） 平成１９年度支出額 １３，３２０千円

平成２０年度支出額 １２，５８５千円

４－２ 給与水準の厳格なチェックに当たっては、国と異なる諸手当の適切性につい

て、特に留意する。

当法人には、国と異なる諸手当がないため、該当なし。

「５ 契約」について

５－１ 契約手続きの執行体制や審査体制の整備状況に関する評価の取組が十分かについ

て、特に留意する。その際、次の点に留意する。
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● 審査体制の整備方針（整備していない場合は整備しないこととした方針）

当法人においては、契約の適正化を図るため、以下の委員会を設置している。

１ 契約審査委員会

予定価格 万円を超える工事又は製造その他についての請負契約の場合にお1,000

いて、落札者となる相手では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが

あると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にその者を落

札者としないことの適否を審査し、書面をもって意見を提出する。

２ 入札監視委員会

工事及び測量・建設コンサルタント等業務の契約を対象とし、入札及び契約手続

きの運用状況の適否について調査、審議を行う。委員の構成は、外部委員 名以上3

とし、公共工事に関する学識経験等を有し、かつ、公正中立の立場を堅持できる者

の中から選定する。

平成 年度に委員会の設置要領を制定しており、平成 年内に第 回委員会を20 21 1

開催する予定。

３ 指名競争参加者選定委員会

随意契約限度額を上回る競争入札対象契約のうち、一定の限度額以下であり指名

競争入札(原則 者以上)を行う契約について、当該業務運営上必要な事項を審査10

し、同入札への参加者を選定する。

４．随意契約審査委員会

下記理由により随意契約によることが出来る限度額を超えて随意契約を行おうと

する際に、その適否について審査する。

(１) 契約の性質又は目的が競争を許さない場合

(２) 緊急の必要により競争に付すことが出来ない場合

(３) 競争に付すことが不利と認められる場合

● 契約事務における一連のプロセス

＜入札を伴わない少額な物品調達の場合＞

① 要求書(契約依頼票)作成※ ⑪ 検 収
⑫ 要求物品

要 求 者 検 収 担 当 係

② 要求書提出 （契約依頼票） ⑩ 納 品

⑤ 見積書依頼
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③ 内容審査

契 約 担 当 係 ⑥ 見積書提出 業 者（複 数）

⑦ 内容審査

⑨ 発注(注文書)

④ 要求書決裁 ⑧ 契約決議書決裁

物品管理責任者 契 約 責 任 者

＜入札等を伴う物品調達の場合＞

① 要求書(契約依頼票)作成 ⑫ 検 収
⑬ 要求物品

要 求 者 検 収 担 当 係

② 要求書提出 ⑪ 納 品

仕様書添付 ⑤ 入札公告（ ）

③ 内容審査、

契約方式の 契 約 担 当 係 ⑥ 入 札 業 者（複 数）

決定※ ⑨ 契約書締結

⑦ 落札決定

⑩ 発 注

④ 要求書決裁 ⑧ 契約書決裁

物品管理責任者 契 約 責 任 者

注 工事及び役務についても流れ的には同じとなる。

※ 契約方式とは、一般競争、指名競争、企画競争、随意契約 のこと。etc.

● 執行、審査の担当者（機関）の相互のけん制

● 審査機関から法人の長に対する報告等整備された体制の実効性確保の考え方

会計監査人から監査対象事務所における入札・契約事務に係る内部統制の状況について

書面による監査を受けている。

５－２ 法人の契約の適正性の確保の観点から、随意契約についての評価の取組が十分か

について、特に留意する。その際、次の点に留意する。

●「随意契約見直し計画」の進捗状況及び計画の効果についての分析・評価

● 随意契約の金額、件数及びこれらの割合の対平成１９年度比の増減。増加してい
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る場合の要因分析と評価

平成 年度「随意契約見直し計画」により真にやむを得ない随意契約を除き一般競争18

入札等に移行しており、更に平成 年度 月、随意契約によることができる額を国の基19 10

準に引き下げる規程改定を実施したことから、競争性のない随意契約は金額、件数とも着

実に減少している。

今後とも「随意契約見直し計画」の達成に向けて着実に努力していくこととしている。

随契見直し計画 平成18年度 平成19年度 平成20年度

契約総数（Ａ） ５２１ ５２１ ４７４ ４１３

件 競争性のない随契（Ｂ） ２１２ ４８５ ３７４ １９０

一般競争入札等（Ｃ） ３０９ ３６ １００ ２２３

数 Ｂ／Ａ ４０．７％ ９３．１％ ７８．９％ ４６．０％

Ｃ／Ａ ５９．３％ ６．９％ ２１．１％ ５４．０％

契約総数（Ａ） ２，７７４ ２，７７４ ３，０４７ ３，２４１
金

競争性のない随契（Ｂ） ８４０ １，８７４ １，８７６ １，２６９
額
・ 一般競争入札等（Ｃ） １，９３４ ９００ １，１７１ １，９７２
百
万 Ｂ／Ａ ３０．３％ ６７．６％ ６１．５％ ３９．２％
円

Ｃ／Ａ ６９．７％ ３２．４％ ３８．５％ ６０．８％

● 随意契約の相手方が第三者に再委託している状況の把握。再委託理由と随意契約

理由との関係。法人と随意契約の相手方との継続的な関係の有無。法人による承認

等手続きの履践状況。

当法人においては、随意契約に限らず受託業者から第三者への再委託については該当な

し。

５－３ 法人の契約の適正性の確保の観点から、一般競争入札であって一者応札となった

、 。 、 。契約についての評価の取組が十分かについて 特に留意する その際 次の点に留意する

● 応札条件。応札者の範囲拡大のための取組

ほとんどの入札案件において応札業者の競争参加資格ランクを予定金額に該当するラン

クの直近上・下位まで拡大しているほか、応札者の少ないことが予想される案件について

はランクの指定を行わないなど、より多くの者が応札できるようにしている。

また、該当する市町村に入札案内の掲示を依頼するとともに、関連する業界新聞等へ公

示の掲載を行うなど、公示範囲の拡大に努めている。
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● 第三者に再委託している状況の把握。当該契約に係る一般競争入札の導入事情。

法人と契約の相手方との継続的な関係の有無。法人による承認等手続きの履践状況

当法人においては、一者応札に限らず受託業者から第三者への再委託については該当な

し。

５－４ 契約方式等に係る規程類については 「独立行政法人における契約の適正化、

（依頼 （平成 年 月 日総務省行政管理局長事務連絡）において講ずるこ）」 20 11 14

ととされている措置の状況について、特に留意する。

当法人においては 「独立行政法人における契約の適正化（依頼 」の趣旨を踏まえ、、 ）

、 。真にやむを得ないものを除き一般競争入札等に移行するなど 契約の適正化を図っている

契約の適正化に向けた具体的取組については以下のとおりである。

具体的取組（計画） 取組状況（実績）

総合評価方式の導入拡大 総合評価方式の導入拡大の検討を行い、平成２０年度に木質バイオエタノール製造実

証プラント施設建設工事について、総合評価方式による契約を行った。

複数年度契約の拡大 複数年度契約の拡大の検討を行い、既に複数年度契約を行っているコピー機及びリー

ス車に加え、平成２０年度に研究用機器の凍結ミクロトーム等のリースについて複数年

度契約を行った。

入札手続きの効率化 入札手続きの効率化の検討を行い、平成１９年度から入札説明書・仕様書及び工事設

計書類等について、電子媒体で配布することにより業務量の削減を図った。

関連公益法人等に対する業務委託等の妥当性について

関連公益法人として林木育種協会が該当するが、林木育種事業に係る業務委託について

は、随意契約限度額を超えるものは全て競争契約又は企画競争により実施した。関連公益

法人である林木育種協会はこれらの入札に参加し業務を受託した。

（平成20年度評価シート（評価単位用）第３－（１）－③）

「６ 内部統制」について

６－１ 次のアプローチを注視する。

● 「２ 財務状況」から「５ 契約」までの取組に限らず、整理合理化計画を踏まえ

て内部統制の向上のためにとられた措置の把握、評価

● 法人の規模、特性等に応じた内部統制の在り方の検討を促す評価
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役職員の法令遵守を徹底するため 「森林総合研究所コンプライアンス推進規程 「本、 」、

所コンプライアンス推進委員会運営要領」及び「森林総合研究所公益通報処理規程」を制

定し、本所（研究及び林木育種部門を対象とする ）に外部有識者を含めたコンプライア。

ンス推進委員会を設置した。

本所推進委員会においては、コンプライアンスの実践を確保するため「行動規範」を策

定するとともに、コンプライアンスに係る教育・研修の実施計画等について審議した。

研究・林木育種部門を対象に本所に設置した「本所コンプライアンス推進委員会」にお

、 、「 」いて 役職員によるコンプライアンスの実践を確保するため 森林総合研究所行動規範

を制定して職員へ周知した。

（平成20年度評価シート（評価単位用）第１－３）

「７ 関連法人」について

７－１ 次の点に特に留意する （なお、関連法人に対する業務委託については 「５。 、

契約」において対応）

● 出資等に関する規程等の整備状況とその内容（出資目的を達成した場合における

措置等が明記されているか）の適切性についての評価

● 出資目的の達成度、出資先の経営状況を踏まえた上で、出資を継続する必要性に

ついての評価

● 出資先の経営状況の分析と出資先に対する法人の指導状況についての評価

当法人においては、関連法人への出資は該当なし。

「９ 業務改善のための役職員のイニシアティブ等についての評価」について

９－１ 次のアプローチを注視する。

● 法人業務に対する国民のニーズを把握して、業務改善を図る取組を促すアプロー

チ

森林総合研究所の業務に対する国民の意見を把握するため、 、民間団体、行政機関NPO

等を対象として研究ニーズに関するアンケート調査を実施した。

● 法人における職員の積極的な貢献を促すための取組（例えば、法人の姿勢やミッ

ションを職員に徹底する取組や能力開発のための取組等）を促すアプローチ
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研究所では新たに理事長賞を設けて、優れた技術開発、研究業績、社会貢献、業務遂行

などを対象として、職員個人及びグループに授与した。

（平成20年度評価シート（評価単位用）第１－２）

、 。 、農林水産省 林野庁等が主催する各種行政研修などに職員を積極的に参加させた また

所内においても引き続き中堅研究職員研修・所内短期技術研修等を実施したほか、英語等

、 （ ） 、の研修を実施するなど 併せて 件の研修に 名 平成 年度： 名 を受講させ72 264 19 353

職員の資質向上を図った。

また、研究職員の知的財産権取得に関する啓発のため、講演会、研修会等の案内を「サ

イボウズ 掲示板 「連絡調整会議」等で周知し、 件（平成 年度： 件）の講演会等」、 4 19 3

に、延べ 名（同： 名）が参加した。5 6

海外留学については、外国機関の経費保証による研究員派遣及び在外研究員制度等を活

用し、 名の若手研究員を海外研究機関へ ～ 年間派遣した。また、流動研究について4 1 2

は、国内留学・流動研究制度により、北海道大学低温科学研究所に 名の研究員を ヶ月1 3

間、東京工業大学に 名の研究員を約 ヶ月間派遣した。1 2

文部科学省科学技術振興調整費女性研究者支援モデル育成事業によるエンカレッジモデ

ルにおいて、家族責任を持つ研究者に対し、自宅からアクセスできる文献情報サービスの

開始、研究用 及びソフトウエアの貸与、研究補助員の雇用などの研究支援を行うととPC

もに、病後児などに対応できる一時預り保育室を本所に開設した。また、男女共同参画意

識の啓発とエンカレッジモデルの普及のため、職員研修（新規採用者、中堅研究職等）で

の講義の他、所内セミナー、公開シンポジウムを開催した。

学位の取得や資質の向上に向けて研究職員のモチベーションを高めるため、学位取得者

を全所に通知するとともに学会賞等の受賞者をホームページで公表した。

研究・林木育種部門においては、研究支援業務の遂行に必要な免許及び資格を取得させ

るとともに、各種の講習会等に参加させた。また、研究業務の遂行に法律上必要な資格を

取得させることによって、職員の資質の向上を図った。

（平成20年度評価シート（評価単位用）第１－３）
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別紙整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）に対する平成２０年度の対応状況

整理合理化計画 平成２０年度の森林総合研究所の対応

Ⅰ 各独立行政法人の事務・事業及び組織等について講ずべき措置

１ 検討の基本的考え方
(1) 事務・事業の見直し等
(2) 法人の廃止、民営化等
(3) 統合、他機関・地方への移管

(4) 非公務員化

２ 各独立行政法人について講ずべき措置
、 （ ） 。各独立行政法人について講ずべき措置は 別表 以下 のとおりである

(1) 事務及び事業の見直し

① 緑資源機構の水源林造成事業、特定中山間保全整備事業、農用地総合 独立行政法人緑資源機構を廃止する法律（平成２０年法律第８号）の施行（平
整備事業、緑資源幹線林道に係る債権債務管理及び保全管理業務を承継 成２０年４月1日）に伴い、平成２０年４月に水源林造成事業、特定中山間保全整
する。 備事業、農用地総合整備事業、緑資源幹線林道に係る債権債務管理及び保全管理

業務を承継したところである。

② 林業研究開発ブロック会議等を通じて、都道府県、大学、民間企業な 平成20年度の林業研究開発推進ブロック会議において、地域における研究ニー
、 、どの関係機関との連携を推進するとともに、課題設定においても役割分 ズを各都道府県から聴取することにより 都道府県との連携を推進するとともに

担を徹底する。 課題の設定において森林総研と都道府県との役割分担を図った。
また、大学や民間企業等との連携に関しては、その促進を図るため、森林・木

材・環境アカデミー及び社団法人日本林業協会との共催で産官学連携シンポジウ
ム「森が支えるサステナブル 」を開催するなど、産学官連携の推進を図NIPPON
った。
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③ 平成２０年度に研究課題の重点化に向けた点検を実施する。 平成２０年度は現中期計画期間の中間年であることから、社会情勢や行政ニー
ズの変化を踏まえ研究課題の点検を実施した。これにより、

・効率的な林業の生産流通システムの開発について、既存の３課題を統合し重
点強化

・交付金予算を「安全快適住宅 「スーパー樹木」の課題に重点的に配分」、
するなどの重点化を行った。

(2) 組織の見直し
全国９３カ所に設置している試験林の３割減及び全国４カ所に設置し 試験林については、平成20年度までに10か所を廃止することとしていた当初予

ている増殖保存園の要員の配置についての見直しを前倒しで実施する。 定を前倒しし、平成18年度に７か所、平成19年度に11か所、平成20年度に３か所
の計21か所を廃止した（平成18～20年度で２割減。３割減を達成するための試験
林の廃止は平成22年度末までに実施予定 。）

増殖保存園の要員配置については、平成１９年度に１名の減員を実施し、平成
２０年度には、平成２１年度以降に予定していた１名の減員を前倒しして実施し
た。

(3) 運営の効率化及び自立化

① コンプライアンス委員会を設置する。 平成２０年度に、コンプライアンス推進委員会を設置して、体制の整備を図っ
た。

② 出版物について対価徴収を行う。 出版物の対価徴収にあたっては、平成１９年度に当所の業務方法書を改訂する
とともに、平成２０年度は関連する諸規程の点検を実施し、対価徴収を行う体制
の整備を図った。
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Ⅱ 独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置

１ 独立行政法人の効率化に関する措置

(1) 随意契約の見直し

① 独立行政法人の契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企 随意契約限度額については、関係規程の改正を行い、平成１９年１０月から国
画競争・公募をいい、競争性のない随意契約は含まない。以下同じ ）に と同額の基準に引き下げた。。
よることとし、各独立行政法人は、随意契約によることができる限度額

、 。等の基準について 国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置する

② 各法人が策定する随意契約見直し計画において、独立行政法人全体で 当法人の契約は、少額の場合又は随意契約によることが真に止む得ないものを
平成１８年度に締結した競争性のない随意契約約１兆円のうち、約７割 除き、一般競争入札等に移行している。
（０．７兆円）を一般競争入札等に移行することとしており、これらを 随意契約見直し計画における競争性のない随意契約の目標値は件数ベースで40.
着実に実施することにより、競争性のない随意契約の比率を国並みに引 7％、金額ベースで30.3 であり、平成２０年度契約実績は件数ベースで46.0％、%
き下げる。 金額ベースで39.2％であった。一般競争入札等への移行は着実に進めているが、

今後も見直し計画達成に努める。

③ 各独立行政法人は、契約が一般競争入札等による場合であっても、特 競争入札、企画競争及び公募を行う場合の応募条件等は、競争性確保の観点か
に企画競争、公募による場合には、真に競争性、透明性が確保される方 らホームページ等で公表。また、企画競争による場合は、審査委員会による厳正
法により実施する。 かつ公正な審査を実施している。

、 、 。なお 契約の実績については 透明性の確保の観点からホームページ上で公表

④ 随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施につ 入札及び契約の適正な実施状況については、監事監査規程（第２条）に基づく
いて、監事及び会計監査人による監査、評価委員会による事後評価にお 各年度の監査対象としており、定時監査等において適切に監査を実施。
いて、それぞれ厳正にチェックする。 また、契約関係資料を評価委員会に提出している。

⑤ 各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブ 森林総合研究所のウェブサイトに契約情報として、平成２０年７月に「平成１
サイトに公表し、フォローアップを実施する。 ９年度における随意契約見直し計画のフォローアップ」を公表した。
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⑥ 総務省は、独立行政法人における随意契約見直しの取組状況を取りま －
とめ、公表する。

(2) 保有資産の見直し

① 各独立行政法人は、基本方針及び専門調査会の議論等を踏まえ、保有 －
する合理的理由が認められない土地・建物等の実物資産の売却、国庫返
納等を着実に推進し、適切な形で財政貢献を行う。このため、所要の条
件整備を行う。

② 各独立行政法人は 上記の売却等対象資産以外の実物資産についても 売却等対象資産以外の実物資産について、平成２０年度にその保有の必要性に、 、
引き続き、資産の利用度等のほか、本来業務に支障のない範囲での有効 ついて点検・見直しを行い、北海道支所宿泊施設、高萩実験林共同実験室等を除
利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、 却処分とした。今後も所に設置している委員会等で土地、建物の有効利用及び効
その保有の必要性について不断に見直しを実施する。その際、継続する 率的利用について点検を行うこととしている。
事務・事業に当該資産が必要と判断される場合であっても、証券化等に
よる資産圧縮について検討する。

③ 各独立行政法人は、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立金 －
の国庫返納を行うとともに、既存貸付金の売却・証券化の検討・促進や
不良化している貸付けの早期処分等により金融債権について圧縮の方向
で見直しを行う。また、金融資産の運用については、運用の効率性の向
上に向けて、運用体制の確立と運用方針の明確化を図る。

④ 保有資産の見直しの状況については、監事による監査、評価委員会に 保有資産の点検・見直しについて、監事には、財務諸表の監査を通じて固定資
よる事後評価において、それぞれ適切にチェックする。 産の減損状況のチェックを受けるとともに、実地監査の際に保有資産の利活用状

況についてチェックを受けた。
、 、 、 。また 評価委員会には 見直しの結果について評価シートに記載し 提出した

(3) 官民競争入札等の積極的な適用 －
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第5

1号）に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の
提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図る。
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(4) 給与水準の適正化等

① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人
、が公的主体と位置付けられることや財政支出を受けていることも踏まえ

以下の点について対応する。

ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 （平成18」
沿って着実に削減に取り組むこと。 年法律第47号）及び「行政改革の重要方針 （平成17年12月24日閣議決定）に基づ」

、 、 （ ） 。き 人件費総額については 基準年度 平成17年度 に比して3.5％の減となった

イ 主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して、そ 森林総合研究所の給与体系は国家公務員と同一（給与法準拠）としている。
の水準が高い理由及び講ずる措置について公表し、国民に対して納得 平成20年度のラスパイレス指数は事務・技術職員は104.3、研究職員は99.3とな
が得られる説明を行うとともに、社会的に理解が得られる水準とする った。事務・技術職員については、平成20年4月に承継した旧緑資源機構の給与水
よう要請すること。 準（平成19年度ラスパイレス指数114.1）を20年度から22年度にかけて段階的に引

き下げることにより改善を図ることとしている。

、 、 、ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法 森林総合研究所は 国からの財政支出である運営費交付金 施設整備費補助金
、 、人に対して、給与水準が適切なものかどうかを検証の上、十分な説明 受託収入等で運営されており 支出予算の総額に占める国からの財政支出割合は

責任を果たすものとし、国民の理解が得られないものについては、水 ６６．４％となっている （支出予算の総額１０４，２５９百万円、うち国からの。
準そのものの見直し等適切に対応するよう要請すること。 財政支出額６９，２０１百万円）また、累積欠損金はない。

平成20年度のラスパイレス指数は事務・技術職員は104.3、研究職員は99.3とな
った。事務・技術職員については、平成20年4月に承継した旧緑資源機構の給与水
準（平成19年度ラスパイレス指数114.1）を20年度から22年度にかけて段階的に引
き下げることにより改善を図ることとしている。

エ 主務大臣は、各独立行政法人に対して、独立行政法人の長の報酬を 当法人の理事長の報酬額は、事務次官の給与の範囲内となっている。
各府省事務次官の給与の範囲内とするよう要請すること。



17

オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情 平成１９年度の「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方
報保護にも留意しつつ 法人の長と同様に 個別の額を公表すること 法等について（ガイドライン 」に基づき、役員の報酬等の支給状況に理事・監事、 、 。 ）

の個別の報酬額を平成２０年６月３０日に公表済みであり、平成２０年度の役員
の報酬額等については、平成２１年６月３０日に公表している。

② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職 平成２０年度の研究管理職員の業績評価結果について、平成２１年度に処遇反
員の給与等にその業績及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員に 映することとした。また、一般研究職員の業績評価結果の処遇への反映について
ついては、当該役員の各期の業績が適切に報酬額に反映されることが必 具体的方法を検討した。さらに、一般職員については、新たな人事評価制度の試
要である。 行を実施した。

なお、役員については、独立行政法人評価委員会による総合評価結果を踏まえ、
報酬額に反映している。

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか 給与水準に関しては、監事に対し給与水準についての資料を提示し、チェック
等の観点から、監事による監査、評価委員会による事後評価において、 を受けている。
それぞれ厳格にチェックする。 また、評価委員会には、給与水準について資料を提出している。

２ 独立行政法人の自立化に関する措置

(1) 内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備

① 業務遂行体制の在り方
ア 各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理の導入等によ 平成２０年度は、研究職員の業績評価の処遇反映にあたっては、まず研究管理

、 、 、り適切な人事評価を行うとともに、その業績及び勤務成績等を給与・ 職員を対象に目標設定型の評価を導入し また 一般研究職員の評価についても
退職金等に一層反映させることにより業務遂行へのインセンティブを 目標設定型の評価方法の導入について検討を行った。さらに、一般職員等につい
向上させる。また、主務大臣は各独立行政法人の長について、また、 ては、目標管理型の新たな人事評価制度の試行を実施した。
各独立行政法人の長は当該法人の役員について、職務の執行が適当で なお、役員については、独立行政法人評価委員会による総合評価結果を踏まえ、
ないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、当該役員に引き 報酬額に反映している。
続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは解任事由となり
得ることを再確認する。

イ 各独立行政法人は 民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ 役職員の法令遵守を徹底するため 「森林総合研究所コンプライアンス推進規、 、 、
独立行政法人における役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部 程 「森林総合研究所公益通報処理規程」等を制定するとともに、外部有識者を」、
統制について、会計監査人等の指導を得つつ、向上を図るものとし、 含めたコンプライアンス推進委員会を設置した。
講じた措置について積極的に公表する。
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ウ 独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方につ 独法通則法改正法の成立後における検討課題とした。
いて、第三者の専門的知見も活用し、検討を行う。

エ 特定独立行政法人以外の独立行政法人は 特定独立行政法人に準じ 勤務時間その他の勤務条件をホームページ等で公表するよう準備を進めた。、 、
その職員の勤務時間その他の勤務条件を公表するよう努める。

、 、 、オ 各独立行政法人は、その業務・マネジメントに関し国民の意見募集 森林総合研究所の業務に対する国民の意見を把握するため ＮＰＯ 民間団体
を行い、業務運営に適切に反映させる。 行政機関等を対象として研究ニーズに関するアンケート調査を実施した。

カ 独立行政法人の長の任命について、内閣の一元的関与を強化すると －
ともに、監事及び評価委員会の委員の任命についても内閣の一元的関
与を図ることを速やかに実施する。

② 関連法人等との人・資金の流れの在り方
ア 国から独立行政法人への再就職については、従来の総量規制（長の1 －

/2、役員の1/2）は達成されたところであるが、引き続き、その在り方
を検証する。

イ また、独立行政法人から関連法人等への再就職についても、いわゆ －
る官製談合問題などの問題が露呈したことから、その在り方を検証す
る。

ウ 独立行政法人の長等の役員については、公募制の積極的活用等によ －
り、適材適所の人材登用を徹底する。

エ 各独立行政法人は、独立行政法人と関連法人との間における人と資 森林総合研究所のウェブサイトに法定公開情報として、当研究所から関連法人
金の流れについて、透明性を確保するため、独立行政法人から関連法 等への補助・取引等及び再就職の状況を公表している。
人への再就職の状況及び独立行政法人と関連法人との間の補助･取引等
の状況について、一体としての情報開示を実施する。総務省は、各法
人の情報公開状況を総覧可能な状況に置くものとする。
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オ 各独立行政法人は、関連法人への再就職に関連して不適正な契約の 関連法人への再就職に関連して不適正な契約の発生等はなかった。
発生等がある場合には、その責任において、人と資金の流れについて
適正化を図る。

カ 随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況につ 入札及び契約の適正な実施状況については、監事監査規程（第２条）に基づく
いて 監事及び会計監査人による監査で厳格にチェックするとともに 各年度の監査対象としており、定時監査等において適切に監査を実施。、 、
評価委員会において事後評価を行う。 また、契約関係資料を評価委員会に提出している。

③ 管理会計の活用及び情報開示の在り方
ア 各独立行政法人は、管理会計の活用により、事務・事業別、部門別 管理会計に必要な財務情報を研究業務費と一般管理費ごとに単位における費用
といった単位における費用を明確にしつつ、費用対効果の分析を適切 を明確にし、経年比較を行っている。また、費用対効果の分析に努め、資源の適
に行うこと等により、経営の効率化を図る。 切な配分に活用している。

イ 各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメ セグメント情報については、独立行政法人会計基準に基づき、財務諸表の附属
ント情報の開示を徹底する。 明細書に記載している。

なお、平成19年度の事業報告書から業務内容と関連づけたセグメント情報を記
載している。

ウ 総務省は、事業報告書について、主要な損益の発生要因等を明らか －
にするなど、独立行政法人の運営状況等について国民に分かりやすい
形での情報開示を行うため、標準的な様式を定める。

④ 監事監査等の在り方
ア 主務大臣は、監事の機能を強化するため、在任期間の延長を検討す 常勤監事１名、非常勤監事２名が任命されている。
るほか、責任の明確化の観点から、決算関連業務を考慮した任命を行
う。また、規模の小さい法人の負担等を考慮する必要はあるものの、
常勤監事を置くよう努める。その際、マネジメントの肥大化を招くこ
とのないよう、配慮すべきである。

イ 監事の独立性、専門性強化の観点から、その任命について内閣の一 －
元的関与を図る。
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ウ 各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を含めた入札・契約の 監事による財務諸表の監査が行われているほか、入札・契約関係資料、給与水
状況 給与水準の状況 内部統制の状況及び情報開示の状況について 準の状況等に関する資料を提出しチェックを受けている。、 、 、
監査で厳格にチェックする。また、このために必要な監査体制を適切
に整備する。

エ 各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・連携を強化する。 試験研究独立行政法人相互間の情報交換・連携を強化する。

オ 評価委員会は、監事による監査の状況を踏まえ、連携して評価に当 －
たる。

カ 監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的 独法通則法改正法の成立後における検討課題とした。
知見も活用し、検討を行う。

⑤ 外部監査の在り方
ア 会計監査人は、随意契約の適正化を含めた入札・契約状況及び内部 会計監査人による財務諸表等の監査が行われている。
統制の状況について、独立行政法人の財務諸表等について行う監査の
中で厳格にチェックする。

イ 主務大臣は、会計監査人の独立性の確保のため、選任の透明性を確 －
保するとともに、その責任を明確化する。

⑥ 事後評価の在り方
ア 主務大臣は、中期目標について、その達成度を厳格かつ客観的に評 農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会が、業務の実績に関する評価基
価するため、法人の業務の全般にわたり可能な限り網羅的かつ定量的 準を定め、中期計画に即して評価単位を設定するとともに、評価の基礎とするた
な指標を設定するなど、法人が達成すべき内容や水準を明確化及び具 めの具体的な指標を法人が設定し、自己評価を実施している。
体化する。また、中期目標の達成状況等に応じて、当期又は次期の中 平成１９年４月の独立行政法人林木育種センターとの統合により、また平成２
期目標の内容や期間について必要に応じ柔軟に検討する。 ０年４月から旧緑資源機構が行っていた事業の一部を承継したことにより、効率

的かつ適切な事業実施を図るよう中期目標が変更された。

イ 評価委員会は、関連法人を有する独立行政法人について、連結財務 平成１９年度財務諸表に、関連公益法人である（社）林木育種協会の概要、財
諸表、個別財務諸表等の情報を関連法人に関するものを含めて的確に 務状況、基本財産等の状況について記載して、評価委員会に提出した。
把握した上で評価を実施する。
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ウ 評価委員会の評価については、評定区分を統一する。その上で、評 －
価基準の統一を検討する。

エ 評価委員会は、独立行政法人の評価の際、業務・マネジメント等に 農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会は、平成１９年度に係る独立行
係る国民の意見募集を行い、その評価に適切に反映させる。 政法人森林総合研究所及び独立行政法人緑資源機構の事業報告書に関する意見募

集を林野庁ホームページを通じて行った。

オ 各独立行政法人は、評価結果を役職員の給与・退職金等の水準、そ 役員については、独立行政法人評価委員会による総合評価結果を踏まえ、報酬
のマネジメント体制等に反映させる。 額に反映しているところである。

マネジメント体制への反映については、優れた研究成果にインセンティブを与
えて課題担当者に研究費配分を増額するなどの体制をとっている。

カ 現行の各府省ごとの評価体制について、内閣全体として一元的な評 －
価機関により評価する仕組みに改めるとともに、各独立行政法人の長
及び監事の人事について、評価機関が評価結果を反映させて関与する
仕組みとする方向で早急に検討を進め、平成２０年のできるだけ早期
に結論を得る。

⑦ 情報開示の在り方
ア 独立行政法人に関する情報開示については、国民の理解が得られる 情報開示について、国民へ分かり易く説明することとしている。
よう、分かりやすく説明する意識を徹底する。

イ 国民の情報へのアクセスの円滑化のため、例えば、財務諸表上のデ ホームページで提供する情報については、法定公開情報をはじめ、調達情報等
ータについて一覧性ある形で情報開示するほか、独立行政法人のウェ について随時速やかな掲載・更新に努めている。
ブサイトにおける情報へのアクセスを容易化する。

ウ 独立行政法人の業務及びマネジメントに係るベストプラクティスを －
公表する。
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(2) 国から独立行政法人への財政支出
国から独立行政法人への財政支出は、３．５兆円（平成１９年度当初 業務経費及び一般管理費について、前年度比１％及び３％の経費削減を達成す

予算ベース）であるが、事務・事業の見直し、随意契約の見直し等によ るため、業務の優先度に基づく執行や資金の使途ごとの支出限度額の設定による
る費用削減を図ることはもとより、寄附金募集の拡大に向けた取組の強 目標管理等、執行予算の管理体制を引き続き強化した。
化など、自己収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的
には国への財政依存度を下げることを目指す。

Ⅲ その他

１ 今後の課題 －
Ⅰ及びⅡで継続検討とされた課題については、原則として１年以内に結

論を得るよう努める。

２ 整理合理化計画の実施

(1) Ⅰ及びⅡで取り組むこととされた事項について、原則として平成２２年 －
度末までに措置する。

(2) 各独立行政法人の取組状況について、評価委員会等関連会議におけるそ －
れぞれの活動の中でフォローアップを実施する。

また、全体の取組状況について、関係府省の協力を得て有識者会議によ
るフォローアップを実施する。

３ 雇用問題への対処 －
独立行政法人の廃止（大幅な職員数の削減を伴う事務・事業の廃止を含

む ）等に伴う職員の雇用問題について、以下のとおり対処する。。

(1) 廃止等を行う独立行政法人における労使協議及び独立行政法人にまたが －
る労使の団体間における個々の法人の労使の独立性・自立性を尊重した協
議を進めること。

(2) 他の独立行政法人（特に同一の主務大臣の所管に係る法人）及び政府関 －
、 。係機関等における受入れ措置等により 横断的な雇用確保に努力すること
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(3) 廃止等を行う独立行政法人の職員の受入れに協力する独立行政法人等に －
ついて、行政改革推進法に規定する人件費一律削減措置の適用関係を整理
すること。

４ その他
以上のほか、独立行政法人の整理合理化に関し、会計検査院の決算検査 －

報告、研究開発を担う独立行政法人に係る総合科学技術会議の方針等にお
いて指摘等された事項について、引き続き、所要の施策の検討を進める。



平成２０年度業務の実績に関する

追加資料（分冊２）

水源林造成事業等

独立行政法人森林総合研究所
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独立行政法人森林総合研究所の平成２０年度業務の実績に関する追加資料

（水源林造成事業等）

「１ 政府方針等」について

１－１ 次の点について特に留意する。

20 19● 平成 年度が実質的に初年度に当たる「独立行政法人整理合理化計画 （平成」

年 月 日閣議決定。以下「整理合理化計画」という ）についての法人の取組12 24 。

状況

状況を別紙に記載した。取組

● 当委員会が主務大臣に通知した勧告の方向性のうち、平成 年度において取り20

組むこととされている事項についての法人の取組状況

19 12 11「 」（独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性 平成 年 月

日付け政委第 号）の中で、緑資源機構に関しては、その廃止に当たっての、①事務及27

び事業、②組織面及び③保有資産の 点の見直し事項が掲げられている。3

これらの見直し事項については、追って閣議決定された整理合理化計画の中に全て盛り

込まれ、これに基づき緑資源機構及び機構廃止後に業務を承継した森林総合研究所におい

て取り組んでいることから、その状況を別紙（Ⅰ ２ ( )～( )）に記載した。- - 1 3

● 平成 年度業務実績評価における各法人に共通する個別的な視点に関する指摘19

事項への対応

「平成 年度における農林水産省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果19

等についての意見について （平成 年 月 日付け政委第 号）の別紙 のうち【所」 20 11 26 27 1

管法人共通】として掲げられた個別的な視点に関する各指摘事項については、それぞれ次

のように対応した。

（評価の基準の明確化等）

旧緑資源機構の事業を承継後の独法評価に対応するため、平成 年 月 日に「独立21 3 25

行政法人森林総合研究所の業務の実績に関する評価基準」が改訂され、評定区分や評価基

準が統一された。

なお、今後の評価基準のあり方については、政策評価・独立行政法人評価委員会及び農

林水産省独立行政法人評価委員会において議論が行われているところであり、その結果を

踏まえ適切に自己評価を行うこととしたい。

（保有資産）

整理合理化計画の策定時において緑資源機構の廃止が予定されていたことから、当時機

構が保有していた全ての固定資産について処分等が計画されたところであり、その後の処

、 （ 【 】）分等の取組状況については 別紙 Ⅰ ( )運営の効率化及び自立化 保有資産の見直し-2- 3
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のとおりである。

また、保有資産の点検・見直しについて、監事については、固定資産の減損状況をチェ

ックするとともに、実地監査の際に保有資産の利活用状況をチェックした。

（官民競争入札等）

21官民競争入札については 内閣府に設置された 官民競争入札等管理委員会 から平成、 「 」

年 月に公共サービス改革報告書( 年～ 年)が出されており、当法人の事業につ5 2006 2009

いては、対象となっていない。

（内部統制（コンプライアンス体制の整備 ））

森林農地整備センターに設置した「センターコンプライアンス推進委員会」において、

コンプライアンス推進のための年度計画等を審議した結果に基づき、センター版「緑の行

動規範」の制定、コンプライアンス推進月間の設置、コンプライアンス研修の実施、コン

プライアンス・自己診断の実施、毎月の職員向けニュースレターにコンプライアンスの違

反事例を掲載しての注意喚起の実施などにより、職員に法令遵守や倫理教育の徹底を図っ

た。

（平成 年度評価単位評価シート（評価単位用）第１－３）20

（事業としての資金運用）

当法人は、個別法に基づき事業として資金の運用を行っている法人には該当しない。

（給与水準及び総人件費改革）

旧緑資源機構の職員が国の一般職給与法に準拠した森林総合研究所に承継されたことに

より、研究所の給与基準を適用することとしたが、労働条件の不利益変更の円滑な実施の

観点より、平成 年度から平成 年度にかけて段階的な給与水準の引き下げを図ってい20 22

る。

また、旧緑資源機構における総人件費改革については、計画的な要員の削減等により、

解散直前の平成 年度において基準年度である平成 年度比▲ ％の人件費を削減し19 17 8.5

ており、行政改革推進法の規定に基づく目標である▲ ％以上の削減を達成している。5

１－４ 法人の監事との連携状況

平成 年度業務実績評価にあたり、監査の実施状況等について評価委員会（林野分科19

会）に関係資料を提出するとともに、平成 年 月の評価委員会（林野分科会）に監事21 3

が出席し平成 年度監事監査報告書の概要等を報告した。20

（平成 年度評価シート（評価単位用）第１－３）20

１－５ 国民からの意見募集について

森林農地整備センターのホームページにおいて、お問合せ用の電話番号と電子メールア

ドレスを掲示しており、随時、業務に関するご意見を承っている。
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「２ 財務状況」について

２－１ 当期総利益又は当期総損失については、次の点に特に留意する。

● 億円以上の当期総利益がある場合において、目的積立金を申請しなかった理由1
の分析

目的積立金の申請については、利益を上げるのみならず、その利益が経営努力によって

もたらされたものであることを要件としているが、平成 年 月 日付け総務省行政管19 7 4
理局からの「独立行政法人の経営努力認定について」において 「法人全体の利益が年度、

計画予算を上回ること（ただし、区分経理がなされている場合には、当該勘定における利

益も年度計画予算を上回ることが必要 」とされている。）

平成 年度における水源林勘定の当期総利益は 百万円、特定地域整備等勘定の当20 303
期総利益は 百万円と、いずれも 億円を超えているが、水源林勘定の当期総利益の発427 1
生要因の主なものは、還付消費税（ 百万円）及び職員宿舎貸付料（ 百万円）などの192 41
雑益であり経営努力の結果ではないこと、また、特定地域整備等勘定については、当期総

利益（ 百万円）の決算額が年度計画（ 百万円）を上回っていないことなどから、427 500
目的積立金の申請は行っていない。

● 経常損益では損失を計上していたものが最終的に利益計上となった場合におい

て、その経緯の分析

平成 年度、当法人は経常利益を計上しているため、該当なし。20

● 億円以上の当期総損失がある場合において、その発生要因と業務運営上の問題1
の有無の分析

平成 年度、当法人は当期総利益を計上しているため、該当なし。20

● 法人又は特定の勘定で、年度末現在に 億円以上の繰越欠損金を計上している100
場合において、当該繰越欠損金の解消計画の策定状況及び当該解消計画の進捗状況

とそれらに係る分析

平成 年度末現在、当法人は繰越欠損金を計上していないため、該当なし。20

● 法人又は特定の勘定で、年度末現在に 億円以上の利益剰余金を計上している100
場合において、当該利益剰余金の発生要因と業務運営上の問題の有無についての分

析

平成 年度末現在、当法人は 億円以上の利益剰余金を計上していないため、該当20 100
なし。

20 90２－３ 運営費交付金債務は、平成 年度に交付された運営費交付金の執行率が

％以下の法人・勘定の分析について、特に留意する。

水源林勘定及び特定地域整備等勘定においては運営費交付金は交付されていないため、

該当なし。
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「３ 保有資産の管理・運用等」について

３－１ 個別法に基づく事業としての資金運用及びそれ以外の資金運用で時価又は為

替相場の変動等の影響を受ける可能性のあるものの評価の取組が十分かについて特

に留意する。

「個別法に基づく事業としての資金運用」は行っていない。

また、余裕金については、独立行政法人通則法第 条及び平成 年 月 日農林水47 20 3 31

産省告示第 号に規定された有価証券及び金融機関により効率的な運用を行っている。531

３－２ 非金融資産については、次の点に特に留意する。

● 財務諸表における減損又はその兆候の注記を把握した上での、減損又はその兆候

に至った固定資産について、減損等の要因と法人の業務運営との関連の分析・評価

独立行政会計基準の 別冊 の 固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準 及び 固（ ） 「 」 「

定資産の減損に係る独立行政法人会計基準注解」に基づき、以下の 資産について減損処8

理を行った。

①から⑥の資産については、センター本部を フロアーから フロアーに集約したこと2 1

に伴い使用しないことを決定したため、減損の兆候有りと判定し、減損を認識した。

また、⑦及び⑧の資産については、資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じた

ため、減損の兆候有りと判定し、減損を認識した。

これらの資産については、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じ

たものであることから、会計処理は費用計上せず損益外処理とした。

① センター本部の間仕切（フロア集約に伴い、廃棄処分）

② センター本部の電灯設備（フロア集約に伴い、廃棄処分）

③ センター本部の空調機器（フロア集約に伴い、廃棄処分）

④ センター本部の光ケーブル（フロア集約に伴い、廃棄処分）

⑤ センター本部のスイッチ、ラック（フロア集約に伴い、廃棄処分）

⑥ センター本部の移動式書庫（フロア集約に伴い、廃棄処分）

⑦ センター本部他の電話加入権（ソフトバンクテレコム「おとくラインサービス」利

用に伴い、ＮＴＴ回線の利用休止）

⑧ 盛岡事務所の職員宿舎用地（事業の縮小に伴い、職員宿舎を倉庫として利用）

● 整理合理化計画で処分等することとされた資産について、処分等の取組の評価

整理合理化計画で処分等することとされた資産の処分等の取組状況については 別紙 Ⅰ、 （

２ ( )運営の効率化及び自立化【保有資産の見直し ）に記載した。- - 3 】

３－３ 債権の管理等については、次の点に特に留意する。
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● 融資等業務による債権及び融資等業務以外の債権で貸借対照表計上額が 億円100

以上のものについて回収状況等の評価

特定地域整備等勘定又は水源林勘定に係る債権のうち、貸借対照表への計上額が 億100

円以上のものとしては、特定地域整備等勘定における農用地整備割賦売掛金（ 百万82,038

円）及び林道割賦売掛金（ 百万円）がある。24,370

これらの割賦売掛金は、特定中山間保全整備事業、農用地総合整備事業及び旧緑資源幹

線林道事業に係る負担金、賦課金等を内容とするものであり、受益者との連絡を密にして

請求相手方への理解と協力を求めることにより 平成 年度において回収すべき全額 農、 （20

用地整備割賦売掛金 百万円及び林道割賦売掛金 百万円）を回収した。12,847 3,085

● 融資等業務以外の債権のうち、関連法人に対する貸付金は、当該貸付の必要性に

ついての評価

平成 年度においては特定地域整備等勘定又は水源林勘定に関係する関連法人は存在20

しなかったことから、該当なし。

「４ 人件費管理」について

４－１ 福利厚生費について、次のような法人の活動の必要性にかんがみ、当該活動

の評価の取組が十分かについて特に留意する。

● 「独立行政法人のレクリェーション経費について （平成 年 月 日行政」 20 8 4

管理局長通知）において、レクリェーション経費について求められている国に

おけるレクリェーション経費の取扱いに準じた予算執行、予算編成作業

平成 年 月の行政管理局長通知を受け、当法人においても国の取扱いに準じ、レク20 8

リエーション経費の支出を行わないこととした。

（参考）平成18年度支出額 ４９８千円

平成19年度支出額 － 千円 （以上、旧緑資源機構）

平成20年度支出額 － 千円 （森林総合研究所森林農地整備センター）

● レクリェーション経費以外の福利厚生費（法定外福利費）について、経済社

会情勢の変化を踏まえた、事務・事業の公共性・効率性及び国民の信頼確保の

観点からの法人の見直し等の活動

法定外福利費については、職員宿舎賃貸借料、法令等に基づく職員の定期健康診断

料、労働安全確保のための救急薬品の常備及び蜂毒抗体検査費用に係る経費などがあ

るが、国民の信頼確保の観点から経費の効率的執行に更に努めて参りたい。

（参考）平成19年度支出額 ４１９，７５９千円 （旧緑資源機構）

平成20年度支出額 ３３９，７７０千円 （森林総合研究所森林農地整備センター）
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４－３ 給与水準の厳格なチェックに当たっては、国と異なる諸手当の適切性につい

て、特に留意する。

当法人には、国と異なる諸手当がないため、該当なし。

「５ 契約」について

２－５－１ 契約手続きの執行体制や審査体制の整備状況に関する評価の取組が十分

かについて、特に留意する。その際、次の点に留意する。

● 審査体制の整備方針（整備していない場合は整備しないこととした方針）

森林農地整備センターにおいては 「入札談合再発防止対策実施方針 （平成 年 月、 」 19 8

旧緑資源機構策定。以下 「実施方針」という ）に基づき、入札契約制度や組織・人事、 。

の見直しに取り組んでおり、入札については、災害復旧等の緊急やむを得ない場合又は少

額の場合の随意契約を除いて、すべて一般競争により実施している。

一般競争入札に参加する者に必要な資格及び競争参加資格の有無について業者等選定審

査会において審査するとともに、総合評価方式による一般競争入札を行う場合には技術審

査会において審査している。

、「 」 、 、また 実施方針 に基づき 入札監視委員会の機能の強化を図っているところであり

平成 年度においては、入札契約に係る内部監査によるチェックの結果を年 回入札監20 3

視委員会に報告しモニタリングを受けるとともに、従来、森林部門及び特定中山間部門に

分かれていた入札監視委員会を 本化するなどの改善を講じた。1

なお、少額又は災害復旧等緊急やむを得ないもの等を除く随意契約を行おうとする場合

には、随意契約審査委員会においてその適否について審査している。

（平成 年度業務実績評価結通知後の対応状況（旧緑資源機構）別紙）19
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● 契約事務における一連のプロセス

＜建設工事に係る一般競争入札（総合評価方式）＞

① 工事の実施に係る起案文書作成 ⑭ 完了検査

工 事 担 当 係 検 査 員

② 設計図書の作成 ⑬ 工事完成
④ 入札公告

③ 設計図書の
審査 契 約 担 当 係 ⑤ 業 者競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書

及 び 確 認 資 料

競 争 参 加 資 格 確 認 通 知 書⑥

⑦ ( )入 札 工 事 費 内 訳 書 添 付

⑫ 発注

施 工⑧ ﾋｱﾘﾝｸﾞ(
)体 制 確 認 型 の み

⑨ 報告
⑩ 落札者決定

契 約 責 任 者 技 術 審 査 会
⑪ 契約書決裁

＜測量・建設コンサルタント業務に係る一般競争入札＞

① 業務の実施に係る起案文書作成 ⑫ 完了検査

業 務 担 当 係 検 査 員

② 設計図書の作成 ⑪ 工事完成
④ 入札公告

③ 設計図書の
審査 契 約 担 当 係 ⑤ 業 者競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書

及 び 確 認 資 料

競 争 参 加 資 格 確 認 通 知 書⑥

⑦ ( )入 札 業 務 費 内 訳 書 添 付

⑩ 発注

⑧ 落札者決定
契 約 責 任 者

⑨ 契約書決裁
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＜物品・役務に係る一般競争入札＞

① 物品・役務に係る起案文書作成 ⑫ 検 収
⑬ 要求物品

業 務 担 当 係 検 収 担 当 係

② 積算資料作成 ⑪ 納 品
⑤ 入札公告

③ 内容審査、
契約方式の 契 約 担 当 係 ⑥ 入 札 業 者
決定※

⑨ 契約書締結
⑦ 落札決定

⑩ 発 注

④ 起案文書決裁 ⑧ 契約決議書決裁

経 理 責 任 者 契 約 責 任 者

＜入札を伴わない少額な物品調達の場合＞

① 要求書作成 ⑪ 検 収
⑫ 要求物品

業 務 担 当 係 検 収 担 当 係

② 要求書提出 ⑩ 納 品
⑤ 見積書依頼

③ 内容審査
契 約 担 当 係 ⑥ 見積書提出 業 者

⑦ 内容審査
⑨ 発注

④ 要求書決裁 ⑧ 契約決議書決裁

経 理 責 任 者 契 約 責 任 者
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● 執行、審査の担当者（機関）の相互のけん制

● 審査機関から法人の長に対する報告等整備された体制の実効性確保の考え方

森林農地整備センターにおいては、入札・契約事務について監事による監事監査、

センターコンプライアンス室による内部監査を実施しており、その結果は理事長に報

内部監査による入札・契約に関する監査結果を入札監視委員会に報告し告されている。

監査による指摘事項はセンター幹部会等において報告さモニタリングを受けている。

れ、イントラネットへの掲載により全職員に周知されている。

また、会計監査人から監査対象事務所における入札・契約事務に係る内部統制の状況に

ついて書面による監査を受けている。

２－５－２ 法人の契約の適正性の確保の観点から、随意契約についての評価の取組

が十分かについて、特に留意する。その際、次の点に留意する。

● 「随意契約見直し計画」の進捗状況及び計画の効果についての分析・評価

● 随意契約の金額、件数及びこれらの割合の対平成 年度比の増減。増加し19

ている場合の要因分析と評価

森林農地整備センターにおいては 「入札談合再発防止対策実施方針 （平成 年 月、 」 19 8

旧緑資源機構策定。以下 「実施方針」という ）に基づき、入札については、災害復旧、 。

等の緊急やむを得ない場合又は少額の場合の随意契約を除いて、すべて一般競争により実

施していることから、随意契約の件数及び金額は着実に減少してきており、今後とも「随

意契約見直し計画」の達成に向けて着実に努力していくこととしている。

なお、競争性のない随意契約額の契約総額に占める割合が平成 年度 ％に対して平19 1.0

成 年度は ％に増加しているが、これは森林農地整備センター事務所のフロア統合及20 1.2

び地方事務所の統合に伴う原状回復工事や改装工事として 件で 百万円の臨時経費が5 48

発生したためであり、現状回復やレイアウト変更にあたり賃貸借契約で貸主の指定業者に

請け負わせる約定となっていることや通信施設を変更するにあたり設定等熟知している施

工業者である必要があったために随意契約を行ったものある。この臨時経費を除くと競争

性のない随意契約額は 百万円となり契約総額に占める割合は ％となる。121 0.8

随契見直し計画 平成18年度 平成19年度 平成20年度 参 考

契約総数（Ａ） ６２５ ６２５ ３１２ ３２３ ３１８
件

一般競争等（Ｂ） ５８６ ５２５ ２５７ ２７３ ２７３

競争性のない随契（Ｃ） ３９ １００ ５５ ５０ ４５
数

Ｃ／Ａ ６．２％ １６．０％ １７．６％ １５．５％ １４．２％

金 契約総額（Ａ） ２９，０７３ ２９，０７３ ２０，９１１ １４，５８６ １４，５３９

額 一般競争等（Ｂ） ２８，９９７ ２８，５０６ ２０，７１０ １４，４１８ １４，４１８
・
百 競争性のない随契（Ｃ） ７７ ５６８ ２０１ １６８ １２１
万

Ｃ／Ａ ０．３％ ２．０％ １．０％ １．２％ ０．８％円

注） 参考数値は平成20年度実績から臨時経費分を除いたものである。
金額は、それぞれ四捨五入しているため契約総額に一致しない場合がある。
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● 随意契約の相手方が第三者に再委託している状況の把握。再委託理由と随意

契約理由との関係。法人と随意契約の相手方との継続的な関係の有無。法人に

よる承認等手続きの履践状況。契約事務における一連のプロセス

受注者が第三者に再委託する場合は、あらかじめセンターの承諾が必要となってい

ることから、届け出により再委託の状況を把握しており、平成 年度の随意契約に20

係る再委託は 件である。1

平成 年 月 日契約「 邑智 江津埋蔵文化財発掘調査業務」につい具体的には、 20 5 1 20

て、委託先である江津市から(株)エイテックに一部業務が再委託されたものであり、再委

託理由と随意契約理由との関係等については次のとおりである。

再委託理由と随意契約理由との関係①

埋蔵文化財の発掘調査には、文化財に精通した学芸員が主となり調査することとなって

いることから、江津市（教育委員会）と委託契約を実施することとした。

しかしながら、同業務の最終段階で空中写真測量が必要となり、同市では、空中写真の

撮影は不可能とのことから、空中写真測量を履行できる業者に一部再委託したいというも

のであった。

②法人と随意契約の相手方との継続的な関係の有無

無し。

③法人による承認等手続きの履践状況

平成 年 月 日付で江津市から近畿北陸整備局へ一部再委託の申請（再委託の相手21 2 24

方の名称、再委託を行う業務内容及び理由、金額）があり、近畿北陸整備局の随意契約審

査会において審査を行い、一部再委託を承認した。

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 再 委 託 業 者森 林 農 地 整 備

① 随意契約 ②承認 ⑧再委託 ⑨納品

承認申請 ③ 見積書依頼

整 備 局 ④ 見積書提出 委 託 業 者

⑤ 発注(契約書)

⑥ 再委託申請

⑦ 再委託承認



- 11 -

２－５－３ 法人の契約の適正性の確保の観点から、一般競争入札であって一者応札

となった契約についての評価の取組が十分かについて、特に留意する。その際、次の

点に留意する。

● 応札条件。応札者の範囲拡大のための取組

建設工事の 者応札については、平成 年度 件に対し、平成 年度は 件と増加1 19 10 20 28

した。

入札監視委員会での「 者応札が増える傾向から、センターとして 者入札の分析をし1 1

、センターにおいて、入札辞退者等からアンケートを含てはどうか 」との提案を受け。

めた 者応札の原因分析を行い、以下のような改善策を定め、平成 年度から実施1 21

することとしたところである。

① 参加許容ランクの拡大

② 本支店等の地域要件緩和

③ 同種工事の実績要件の緩和

④ 総合評価方式の技術提案書類の簡素化

⑤ 発注時期の集中による配置予定技術者の不足を回避するため、計画的かつ早期

発注に努める。

⑥ 四半期毎に発表している発注予定情報の充実

● 第三者に再委託している状況の把握。当該契約に係る一般競争入札の導入事

情。法人と契約の相手方との継続的な関係の有無。法人による承認等手続きの

履践状況

受注者が第三者に再委託する場合は、あらかじめセンターの承諾が必要となってい

ることから、届け出により再委託の状況を把握しており、一般競争入札による受注者

から第三者への再委託の該当なし。

５－４ 契約方式等に係る規程類については 「独立行政法人における契約の適、

正化（依頼 （平成 年 月 日総務省行政管理局長事務連絡）において講）」 20 11 14

ずることとされている措置の状況について、特に留意する。

公告期間、予定価格の作成の基準については、国と同様の基準を定めており、包括的随

意契約条項または公益法人随意契約条項については設定していない。また、総合評価方式

のマニュアルを整備している。なお、平成 年度には、複数年度契約を明確に定めるこ21

ととし、企画競争の要領の整備を行うこととしている。



- 12 -

「６ 内部統制」について

６－１ 次のアプローチを重視する。

● 「２ 財務状況」から「５ 契約」までの取組に限らず、整理合理化計画を踏ま

えて内部統制の向上のためにとられた措置の把握、評価

● 法人の規模、特性等に応じた内部統制の在り方の検討を促す評価

役職員の法令遵守を徹底するため、 月 日 「センターコンプライアンス推進委員会6 19 、

運営要領」を制定し、森林農地整備センターに外部有識者を含めたコンプライアンス推進

委員会を設置した。

センター推進委員会においては、コンプライアンスを推進するため、コンプライアンス

研修、職員による自己診断等の年度実施計画を審議・決定し、その結果に基づき、センタ

ー版「緑の行動規範」の制定、コンプライアンス推進月間の設置、コンプライアンス研修

の実施、コンプライアンス・自己診断の実施、毎月の職員向けニュースレターにコンプラ

イアンスの違反事例を掲載しての注意喚起の実施などにより、職員に法令遵守や倫理教育

の徹底を図った。

（平成 年度評価シート（評価単位用）第１－３）20

「７ 関連法人」について

。（ 、 、２－７－１ 次の点に特に留意する なお 関連法人に対する業務委託については

「５ 契約」において対応）

● 出資等に関する規程等の整備状況とその内容（出資目的を達成した場合にお

ける措置等が明記されているか）の適切性についての評価

● 出資目的の達成度、出資先の経営状況を踏まえた上で、出資を継続する必要

性についての評価

● 出資先の経営状況の分析と出資先に対する法人の指導状況についての評価

森林農地整備センターにおいては、関係法人への出資の該当なし。
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「８ 中期目標期間終了時の見直しを前提にした評価」について

８－１ 次の点について特に留意する。

● 中期目標において、目標期間中に取り組むこととされている事項のうち、取組時

期等が明記されていないものについて、目標達成に向けた各年度における具体的取

組状況の評価

中期目標において目標期間中に取り組むこととされている事項については、取組時期等

が明記されていないものも含め、中期計画及び平成 年度計画において取組の考え方を20

記載しており、平成 年度計画に基づく具体的な取組状況について評価シートや参考資20

料の中で記述した。

８－２ 次のアプローチを注視する。

● 業務実績の評価にとどまらず、業務の必要性や新たな業務運営体制の考察に踏む

込むアプローチ

水源林造成事業においては、平成 年度からの新規契約について、公益的機能を高度20

に発揮させる観点から事業のリモデルを行い、契約内容・施業方法を抜本的に見直すこと

としており、平成 年度までの間は新たなモデルの検証期間とし、本格的な導入への対21

応を進めることとしている。このため、平成 年度においては、今後の検証に資するた20

め、契約要望者の意見や要望を整理、記録を行った。

また、特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業については、現在実施中の区域

の事業完了をもって廃止することとしていることから、平成 年度においても各区域の20

事業の進捗を図るとともに、事業の内容・規模に応じて、地方整備局の課の統合や建設事

業所の閉鎖等の業務実施体制の整備を行った。

「９ 業務改善のための役職員のイニシアチブ等についての評価」について

９－１ 次のアプローチを注視する。

● 法人業務に対する国民のニーズを把握して、業務改善を図る取組を促すアプロー

チ

20 PR水源林造成事業については、平成 年度から実施した事業のリモデルについて広く

するとともに、平成 年度の新規契約は、契約内容・施業方法を見直し、広葉樹等の現20

地植生を活かした、長伐期で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散した契約内容に限定し

た契約締結を行った。このことについて、契約相手方全員を対象として、意見や要望など

を整理、記録したところであり、今後、新たなモデルの検証に役立てることとしている。

また、特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業においては、関係地方公共団体
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等の事業関係者に対して、前年度事業実施結果、当該年度事業実施計画又は事業実施状況

等を説明するとともに、市町村長等との意見交換により、事業の実施内容について理解と

協力を得て、着実に事業を実施した。

（ （ ） ）平成 年度評価シート 評価単位用 第２ ３ ( ) イ (ｱ)及び第２ ３ ( ) ア (ｱ)20 - - 1 - - - - 2 - -

● 法人における職員の積極的な貢献を促すための取組（例えば、法人の姿勢やミッ

ションを職員に徹底する取組や能力開発のための取組等）を促すアプローチ

平成18年度に発生した入札談合事件の結果として組織廃止に至った責任を重く受け止

め 「入札談合再発防止対策実施方針 （平成 年 月旧緑資源機構策定。以下「実施方、 」 19 8

針」という ）に基づき、入札契約制度や組織・人事の見直しに取り組み、この中で、一。

般競争入札への切替、コンプライアンス・マニュアルを含む「緑の行動規範」の作成など

主要な対策については平成 年度中に実施した。19

平成 年 月の機構解散、森林総合研究所への業務承継後においても、業務適正化に20 4

よる事件の再発防止が不可欠との自覚をもって 「実施方針」に基づく改善措置の定着化、

、 、 、や成果の早期発現に努めており 平成 年度においては 電子入札の本格導入の前倒し20

全職員によるコンプライアンス・自己診断等の取組を実施した。

特に、コンプライアンスの推進については、森林農地整備センターに設置した「センタ

ーコンプライアンス推進委員会」において、コンプライアンス推進のための年度計画等を

審議した結果に基づき、センター版「緑の行動規範」の制定、コンプライアンス推進月間

の設置、コンプライアンス研修の実施、コンプライアンス・自己診断の実施、毎月の職員

向けニュースレターにコンプライアンスの違反事例を掲載しての注意喚起の実施などによ

り、職員に法令遵守や倫理教育の徹底を図った。

また、同方針の実施状況については、今般の業務実績評価を通じたチェック活動の一環

として、フォローアップを実施し、改善措置による成果の発現の状況を確認した。

このほか、業務運営の一層の適正化・効率化に努める観点から、例えば、一括契約化の

推進による経費節減、職員からの提案募集による事務・業務改善等に取り組むとともに、

一般民間企業における組織運営の潮流を把握し、今後の取組に資する観点から、会計監査

人を講師とする民間企業の内部統制をテーマとする役員・幹部職員向け勉強会を開催し

た。

（平成 年度業務実績評価結果通知後の対応状況（旧緑資源機構）19

（平成 年度評価単位評価シート（評価単位用）第１－３）20
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別紙整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）に対する平成２０年度の対応状況
〔旧緑資源機構からの承継業務関係〕

整理合理化計画 平成20年度森林総合研究所（森林農地整備センター）の対応

Ⅰ 各独立行政法人の事務・事業及び組織等について構ずべき措置
１ 検討の基本的考え方
(1) 事務・事業の見直し等
(2) 法人の廃止、民営化
(3) 統合、他機関・地方への移管
(4) 非公務員化

２ 各独立行政法人について構ずべき措置
各独立行政法人について講ずべき措置は、別表（以下）のとおりである。

(1) 事務及び事業の見直し

【緑資源幹線林道事業】
独立行政法人の事業としては廃止する。

平成20年４月１日の独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成20年法律第８
号。以下「廃止法」という ）の施行により、独立行政法人の事業としては廃止され。
た。

【水源林造成事業】
、 （ 「 」 。）費用便益分析の方法の在り方について抜本的に検討するとともに、水源林造 廃止法の施行により 業務は独立行政法人森林総合研究所 以下 研究所 という

成事業が国有林野事業の一部を移管する独立行政法人に承継される予定の平成 に承継された。
22年4月の前までに、事業の在り方がより適切なものとなるよう抜本的に見直 事業効果に関する知見の蓄積を図りつつ、その結果を踏まえ、費用便益分析の公益
す。 的機能の評価手法について、代替法以外の適用可能性、その場合の評価手法の確立を

具体的には、事業効果に関する知見の蓄積を図りつつその結果を踏まえ、費 図るため、林野庁において調査を実施している。
用便益分析を含む評価手法について見直しを検討するほか、今後の新規契約に また、研究所中期計画において 「水源かん養機能等の森林の有する公益的機能を、
ついては、公益的機能を高度に発揮させる観点から、事業のリモデルを行い、 持続的かつ高度に発揮させる観点から、今後の新規契約については契約内容・施業方

、 、 、契約内容・施業方法を抜本的に見直すこととし、設立が予定されている国有林 法を見直し 広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で かつ主伐時の伐採面積を縮小
野事業の一部を移管する独立行政法人へ本事業が継承されるまでの間に、検証 分散化する施業内容に限定した契約とする。なお、平成21年度までの間は、新たなモ
を行いつつ、その検証結果に基づき、同独立行政法人においてその本格的な導 デルの検証期間とし、その契約状況等について検証を行い、本格的な導入への対応を
入を行う等の措置を講じる。 進める。また、既契約分については、長伐期化、複層林化などの施業方法の見直し等

により、公益的機能の高度発揮を図る 」こととしており、同計画に従い実施してい。
る。

【特定中山間保全整備事業、農用地総合整備事業】
現在実施中の区域の事業完了をもって廃止する。 廃止法の施行により、実施中の区域に係る業務は研究所に承継された。

廃止法による改正後の独立行政法人森林総合研究所法（平成11年法律第198号 ）附。
則第９条及び１１条では、研究所が実施できるのは、現在実施中の事業に限定されて
いる。このため、研究所中期目標に定めているとおり「実施中の区域の事業完了をも
って廃止する 」こととなる。。
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【海外農業開発事業】
独立行政法人国際農林水産業研究センターにおいて、現在実施中の事業終了 廃止法の施行により、業務は国際農林水産業研究センターに承継された。

により、開発途上にある海外の地域における農業に関する試験・研究等の業務
の中に再編・統合する。

(2) 組織の見直し
【法人形態の見直し】

平成19年度限りで法人を廃止する。 廃止法の施行により、平成19年度限りで法人を解散した。

【組織体制の整備】
各事業の廃止時のスケジュールに合わせ 必要最小限の実施体制へ再編する 各事業の廃止時のスケジュールに合わせ、平成19年度末に８地方建設部を全て廃止、 。

するなど、必要最小限の実施体制へ再編することとしており、今後も研究所中期目標
のとおり「機構から承継した地方事務所については、各事業の終了時に合わせ、速や
かに事務所を廃止するとともに、事業の進展、事業の内容等に応じた業務実施体制に
整備する 」こととしている。。

(3) 運営の効率化及び自立化
【保有資産の見直し】 廃止法の施行により、緑資源機構が保有する資産は、国に承継する資産を除き、研

究所に承継された。

・ 奈良水源林整備事務所は、現在の場所に立地する必要性等、建物の老朽化を ・ 奈良水源林整備事務所は、今後の組織再編に伴う業務の承継と併せ、その取扱い
も考慮しつつ検討する。 を検討中である。

・ 宮ノ森分室は、平成20年度内に売却する。 ・ 宮ノ森分室は、平成20年４月に国に承継した。

・ 宿舎（成城ほか５件）については、今後の組織再編に伴う業務の承継と併せ、そ
・ 宿舎のうち、成城のほか５件については、現在の場所に保有する利便性、必 の取扱いを検討中である。職員宿舎第１号（杉並区）ほか７件のうち１件について

要性等も含め検討を行い、職員宿舎第１号（杉並区）ほか７件については事業 は、平成20年４月に一部を国に承継し、その他の物件については、事業の縮小に伴
の縮小に伴い処分の検討を行い、職員宿舎第１号（札幌市）ほか１件について い処分を検討中である。職員宿舎第１号（札幌市）ほか１件については、平成20年

。 （ ） 、 。は平成19年度内に売却し、熊本ほか１件については平成20年度内に売却する。 ３月に売却した 宿舎 熊本ほか１件 については 平成20年４月に国に承継した

・ いずみ倉庫については、借り上げとの費用対効果を含め検討する。 ・ いずみ倉庫については、平成20年度に実施した当該資産の鑑定評価額を前提とし
て借り上げとの費用対効果に係る分析結果を踏まえ、当面、保有を継続し有効活用
することとしたが、今後においても、地価及び賃借料の動向等を踏まえ不断に見直
ししていく。

Ⅱ 独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置

１ 独立行政法人の効率化に関する措置

(1) 随意契約の見直し

、 、 、① 独立行政法人の契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競 平成18年度に発生した入札談合事件を受けて 平成19年度より 契約に当たっては
争・公募をいい、競争性のない随意契約は含まない。以下同じ ）によるこ 少額の場合または災害復旧対応等止むを得ない場合を除き、すべて一般競争入札とし。
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ととし、各独立行政法人は、随意契約によることができる限度額等の基準に た。
ついて、国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置する。 平成20年度の実績：該当無し（業務の一部を森林総合研究所及び国際農林水産業研究

センターに承継）
平成21年度第一四半期（4月～6月）の実績：該当無し（業務の一部を森林総合研究所
及び国際農林水産業研究センターに承継）

② 各法人が策定する随意契約見直し計画において、独立行政法人全体で平成 競争性のない随意契約は、平成18年度の約568百万円（森林総研が承継した事業に
１８年度に締結した競争性のない随意契約約１兆円のうち、約７割（０．７ 係る分）に対し、平成20年度は168百万円となり７割減となった。
兆円）を一般競争入札等に移行することとしており、これらを着実に実施す
ることにより、競争性のない随意契約の比率を国並みに引き下げる。

③ 各独立行政法人は、契約が一般競争入札等による場合であっても、特に企 「公共調達の適正化について（平成18年8月25日財計第2017号 」等に基づき実施す）
画競争、公募による場合には、真に競争性、透明性が確保される方法により ることとし、平成19年度より、契約に当たっては、少額の場合または災害復旧対応等
実施する。 止むを得ない場合を除き、すべて一般競争入札とした。また、契約実績については、

透明性確保の観点からウェブサイト上での公表を実施。
契約実績公表リンク先アドレス
http://www.green.go.jp/green/keiyaku/keiyaku-ichiran.html

④ 随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施につい 入札及び契約の適正な実施状況については、各年度監事監査計画の監査項目の対象
て、監事及び会計監査人による監査、評価委員会による事後評価において、 としており、定時監査において適切に監査を実施している。
それぞれ厳正にチェックする。 また、会計監査人は、入札・契約の状況及び内部統制の状況について、財務諸表等

について行う監査の中でチェックしている。
さらに、契約関係資料を評価委員会に提出している。

⑤ 各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイ 森林農地整備センターのウェブサイト上の契約情報として、平成20年７月に「平成
トに公表し、フォローアップを実施する。 19年度における随意契約見直し計画のフォローアップ」を公表した。

⑥ 総務省は 独立行政法人における随意契約見直しの取組状況を取りまとめ －、 、
公表する。

(2) 保有資産の見直し

① 各独立行政法人は、基本方針及び専門調査会の議論等を踏まえ、保有する 平成20年度においては廃止法施行の際、現に緑資源機構が有する権利のうち、研究
合理的理由が認められない土地・建物等の実物資産の売却、国庫返納等を着 所等が承継する業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、廃止法施行時
実に推進し 適切な形で財政貢献を行う このため 所要の条件整備を行う において国が承継することとされ、その範囲等については農林水産大臣が財務大臣に、 。 、 。

協議して定めることとされた。
これに基づき、農林水産大臣から財務大臣あて協議が行われ、協議結果に基づき、

宮ノ森分室ほか４物件（職員宿舎）を国へ承継した。

② 各独立行政法人は、上記の売却等対象資産以外の実物資産についても、引 森林農地整備センターにおける売却等対象資産以外の実物資産については、可能な
き続き、資産の利用度等のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可 限り有効利用するとともに、修繕・維持経費等を勘案し、現在の場所に保有する利便
能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の 性、必要性等も含め、その取扱いについて検討を行っている。
必要性について不断に見直しを実施する。その際、継続する事務・事業に当
該資産が必要と判断される場合であっても、証券化等による資産圧縮につい
て検討する。
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③ 各独立行政法人は、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立金の国 旧緑資源機構の積立金98億円のうち森林総合研究所第２期中期目標期間繰越額50億
庫返納を行うとともに、既存貸付金の売却・証券化の検討・促進や不良化し 円を除く48億円を平成20年７月に国庫納付した。なお、保有する金融資産は、林道の
ている貸付けの早期処分等により金融債権について圧縮の方向で見直しを行 負担金等の未回収債権や退職給与引当金であり、将来の借入金の返済や退職金の支払
う。また、金融資産の運用については、運用の効率性の向上に向けて、運用 いに充てるものであることから不要な金融資産には該当しない。また、ＮＴＴ－Ａ型
体制の確立と運用方針の明確化を図る。 無利子貸付金については、貸付先の財務状況により「破産更生債権等」に計上してい

るものの、これまで全額回収しており、早期処分の必要性はない。

④ 保有資産の見直しの状況については、監事による監査、評価委員会による 保有資産の点検・見直しについて、監事より、財務諸表の監査を通じて固定資産の
事後評価において、それぞれ適切にチェックする。 減損状況のチェックを受けるとともに、実地監査の際に保有資産の利活用状況につい

てチェックを受けた。
また、本資料（Ⅰ-２-(3)【保有資産の見直し ）を評価委員会に提出している。】

(3) 官民競争入札等の積極的な適用
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 平成18年法律第51号 官民競争入札については、内閣府に設置された「官民競争入札等管理委員会」から（ ）

に基づく官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供する 平成２１年５月に公共サービス改革報告書(2006年～2009年)が出されており、当法人
財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図る。 の事業については、対象となっていない。

(4) 給与水準の適正化等

① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公
的主体と位置付けられることや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の
点について対応する。

ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に沿っ 旧緑資源機構においては、計画的な要員の削減等により、解散直前の平成19年度に
て着実に削減に取り組むこと。 おいて基準年度である平成17年度比▲8.5％の人件費を削減しており、行政改革推進

法の規定に基づく目標である▲5％以上の削減を達成した。

イ 主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して、その水 旧緑資源機構の職員が国の一般職給与法に準拠した研究所に承継されたことによ
準が高い理由及び講ずる措置について公表し、国民に対して納得が得られ り、研究所の支給基準を適用することとしたが、労働条件の不利益変更の円滑な実施
る説明を行うとともに、社会的に理解が得られる水準とするよう要請する の観点より、平成20年度から平成22年度にかけて段階的な給与水準の引き下げを図っ
こと。 ており、その内容はウェブサイトで公表している。

ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人に 旧緑資源機構の職員が国の一般職給与法に準拠した研究所へ承継されたことによ
対して、給与水準が適切なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果 り、研究所の支給基準を適用することとしたが、労働条件の不利益変更の円滑な実施
たすものとし、国民の理解が得られないものについては、水準そのものの の観点より、平成20年度から平成22年度にかけて段階的な給与水準の引き下げを図っ
見直し等適切に対応するよう要請すること。 ている。

エ 主務大臣は、各独立行政法人に対して、独立行政法人の長の報酬を各府 緑資源機構の理事長の報酬額は、平成19年度において事務次官の給与の範囲内とな
省事務次官の給与の範囲内とするよう要請すること。 っている。なお、緑資源機構は平成19年度限りで解散した。

オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保 平成19年度の「独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与の水準の公表方法等につ
護にも留意しつつ、法人の長と同様に、個別の額を公表すること。 いて（ガイドライン 」に基づき、役員の報酬等の支給状況に理事・監事の個別の報）

酬額を平成20年６月30日に公表済であり、平成20年度の役員の報酬額等については、
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平成21年６月30日に公表している。

② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の 現中期計画に、職員について新たな評価制度の導入を検討することとしており、平
給与等にその業績及び勤務成績等を一層反映させる 特に 役員については 成20年度においては、新たな人事評価制度の試行を実施した。。 、 、
当該役員の各期の業績が適切に報酬額に反映されることが必要である。 なお、研究所の役員給与規程により、役員の業績を考慮して必要があると認めると

きは期末特別手当を増額又は減額することとしており、承継業務の担当役員について
も本規程が適用されている。

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の 監事監査において、給与水準の状況についてチェックを受けている。
観点から、監事による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ また、評価委員会に給与水準に係る関係資料を提出している。
厳格にチェックする。

２ 独立行政法人の自立化に関する措置

(1) 内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備

① 業務遂行体制の在り方
ア 各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人 平成20年度は、職員について目標管理型の新たな人事評価制度の試行を行なった。

事評価を行うとともに、その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層 また、役員報酬のうち期末特別手当の額について、当該役員の業績を考慮して必要
反映させることにより業務遂行へのインセンティブを向上させる。また、 があると認めるときは、増額又は減額することとしているとともに、役員退職手当の
主務大臣は各独立行政法人の長について、また、各独立行政法人の長は当 支給に当たっては、業績勘案率を乗じて支給額を算定することとしている。
該法人の役員について、職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が
悪化した場合であって、当該役員に引き続き職務を行わせることが適当で
ないと認めるときは解任事由となり得ることを再確認する。

イ 各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独 平成19年度に緑資源機構が策定した「入札談合再発防止対策実施方針」に基づき、
立行政法人における役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制に コンプライアンスの徹底など内部統制の強化を図るため 「緑の行動規範」を作成し、
ついて、会計監査人等の指導を得つつ、向上を図るものとし、講じた措置 役職員への定着を図るとともに、監事、内部監査部門及び会計監査人は緊密な連携と
について積極的に公表する。 情報交換を図り監査体制の強化を図っている。

平成20年４月の緑資源機構の解散に伴い研究所に業務を承継した後においても 入、「
札談合再発防止対策実施方針」に基づく取組を継続するとともに、外部有識者を含む
「森林農地整備センターコンプライアンス推進委員会」を設置して体制整備を図り、
審議結果に基づきコンプライアンス研修等の具体的な取組を推進した。

また、今後の取組に資する観点から、会計監査人を講師とする民間企業の内部統制
をテーマとする役員・幹部職員向け勉強会を開催した。

なお、平成20年度業務実績評価を通じたチェック活動の一環として 「入札談合再、
発防止対策実施方針」の実施状況のフォローアップを実施して、関係資料を評価委員
会に提出したところであり、評価結果の提示後は他の評価関係資料ともに公表するこ
ととしている。

ウ 独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方につい 独法通則法改正法の成立後における検討課題とした。
て、第三者の専門的知見も活用し、検討を行う。

エ 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、特定独立行政法人に準じ、そ 勤務時間、その他の勤務条件を森林総合研究所のウェブサイト上で公表した。
の職員の勤務時間その他の勤務条件を公表するよう努める。
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オ 各独立行政法人は、その業務・マネジメントに関し国民の意見募集を行 森林農地整備センターにおいては、ウェブサイト上に問合せ用の電話番号及び電子
い、業務運営に適切に反映させる。 メールアドレスを掲示し、随時、業務に関する意見を受け付けている。

カ 独立行政法人の長の任命について、内閣の一元的関与を強化するととも －
に、監事及び評価委員会の委員の任命についても内閣の一元的関与を図る
ことを速やかに実施する。

② 関連法人等との人・資金の流れの在り方

、 （ 、ア 国から独立行政法人への再就職については 従来の総量規制 長の1/2
役員の1/2）は達成されたところであるが、引き続き、その在り方を検証
する。

イ また、独立行政法人から関連法人等への再就職についても、いわゆる官 平成19年度に緑資源機構が策定した「入札談合再発防止対策実施方針」基づき、林
製談合問題などの問題が露呈したことから、その在り方を検証する。 道事業に係る測量等業務関連の受注法人への再就職は引き続き自粛している。また、

平成20年度においては森林農地整備センターとの取引関係のある営利企業等に再就職
した事例は認められなかった。

ウ 独立行政法人の長等の役員については、公募制の積極的活用等により、 －
適材適所の人材登用を徹底する。

エ 各独立行政法人は、独立行政法人と関連法人との間における人と資金の 旧緑資源機構の関連法人は平成19年度末までに解散している。
流れについて、透明性を確保するため、独立行政法人から関連法人への再
就職の状況及び独立行政法人と関連法人との間の補助･取引等の状況につ
いて、一体としての情報開示を実施する。総務省は、各法人の情報公開状
況を総覧可能な状況に置くものとする。

オ 各独立行政法人は、関連法人への再就職に関連して不適正な契約の発生 旧緑資源機構の関連法人は平成19年度末までに解散している。
等がある場合には、その責任において、人と資金の流れについて適正化を
図る。

カ 随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況 情報開示の状況について 入札及び契約の適正な実施状況については、各年度監事監査計画の監査項目の対象、 、
監事及び会計監査人による監査で厳格にチェックするとともに、評価委員 としており、定時監査において適切に監査を受けている。
会において事後評価を行う。 また、会計監査人が財務諸表等について行う監査の中で、入札・契約の状況及び内

部統制の状況についてチェックを受けている。
さらに、契約関係資料を評価委員会に提出している。

③管理会計の活用及び情報開示の在り方

ア 各独立行政法人は、管理会計の活用により、事務・事業別、部門別とい 各事業別に収支管理を行い、その結果を分析・活用している。
った単位における費用を明確にしつつ、費用対効果の分析を適切に行うこ
と等により、経営の効率化を図る。
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イ 各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント セグメント情報については、独立行政法人会計基準に基づき、財務諸表の附属明細
情報の開示を徹底する。 書に記載している。

なお、平成19年度の事業報告書から業務内容と関連づけたセグメント情報を記載し
ている。

ウ 総務省は、事業報告書について、主要な損益の発生要因等を明らかにす －
るなど、独立行政法人の運営状況等について国民に分かりやすい形での情
報開示を行うため、標準的な様式を定める。

④ 監事監査等の在り方

ア 主務大臣は、監事の機能を強化するため、在任期間の延長を検討するほ 常勤監事１名が森林農地整備センターに配置されている。
、 、 。 、か 責任の明確化の観点から 決算関連業務を考慮した任命を行う また

規模の小さい法人の負担等を考慮する必要はあるものの、常勤監事を置く
よう努める。その際、マネジメントの肥大化を招くことのないよう、配慮
すべきである。

イ 監事の独立性、専門性強化の観点から、その任命について内閣の一元的 －
関与を図る。

ウ 各独立行政法人の監事は 随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況 監事による財務諸表の監査が行われているほか、入札・契約関係資料、給与水準の、 、
給与水準の状況、内部統制の状況及び情報開示の状況について、監査で厳 状況等に関する資料を提出しチェックを受けている。
格にチェックする。また、このために必要な監査体制を適切に整備する。

エ 各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・連携を強化する。 他の法人の監事と監事連絡会の部会において情報及び意見を交換している。

オ 評価委員会は 監事による監査の状況を踏まえ 連携して評価に当たる 平成19年度業務実績評価にあたり、監査の実施状況等について評価委員会（林野分、 、 。
科会）関係資料を提出するとともに、平成21年３月の評価委員会（林野分科会）に監
事が出席し平成20年度監事監査報告書の概要等を報告した。

カ 監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見 独法通則法改正法の成立後の検討課題とした。
も活用し、検討を行う。

⑤ 外部監査の在り方

ア 会計監査人は、随意契約の適正化を含めた入札・契約状況及び内部統制 会計監査人が財務諸表等について行う監査の中で、入札・契約の状況及び内部統制
の状況について、独立行政法人の財務諸表等について行う監査の中で厳格 の状況についてチェックを受けている。
にチェックする。

イ 主務大臣は、会計監査人の独立性の確保のため、選任の透明性を確保す －
るとともに、その責任を明確化する。

⑥ 事後評価の在り方



- 22 -

ア 主務大臣は、中期目標について、その達成度を厳格かつ客観的に評価す 農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会が、業務の実績に関する評価基準を
るため、法人の業務の全般にわたり可能な限り網羅的かつ定量的な指標を 定め、中期計画に即して評価単位を設定するとともに、評価の基礎とするための具体
設定するなど、法人が達成すべき内容や水準を明確化及び具体化する。ま 的な指標を法人が設定し、自己評価を実施している。
た、中期目標の達成状況等に応じて、当期又は次期の中期目標の内容や期 なお、平成20年４月から旧緑資源機構が行っていた事業の一部を承継したことによ
間について必要に応じ柔軟に検討する。 り、効率的かつ適切な事業実施を図るよう中期目標が変更された。

イ 評価委員会は 関連法人を有する独立行政法人について 連結財務諸表 旧緑資源機構の関連法人は平成19年度末までに解散している。、 、 、
個別財務諸表等の情報を関連法人に関するものを含めて的確に把握した上
で評価を実施する。

ウ 評価委員会の評価については、評定区分を統一する。その上で、評価基 旧緑資源機構の事業を承継後の独法評価に対応するため、平成21年３月25日に「独
準の統一を検討する。 立行政法人森林総合研究所の業務の実績に関する評価基準」が改訂され、評定区分や

評価基準が統一された。

エ 評価委員会は、独立行政法人の評価の際、業務・マネジメント等に係る 農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会は、平成19年度に係る独立行政法人
国民の意見募集を行い、その評価に適切に反映させる。 緑資源機構の事業報告書に関する意見募集を林野庁ウェブサイトを通じて行った。

オ 各独立行政法人は、評価結果を役職員の給与・退職金等の水準、そのマ 平成20年度は、職員について目標管理型の新たな人事評価制度の試行を行なった。
ネジメント体制等に反映させる。 また、役員報酬のうち期末特別手当の額について、当該役員の業績を考慮して必要

があると認めるときは、増額又は減額することとしているとともに、役員退職手当の
支給に当たっては、業績勘案率を乗じて支給額を算定することとしている。

カ 現行の各府省ごとの評価体制について、内閣全体として一元的な評価機 －
関により評価する仕組みに改めるとともに、各独立行政法人の長及び監事
の人事について、評価機関が評価結果を反映させて関与する仕組みとする
方向で早急に検討を進め、平成２０年のできるだけ早期に結論を得る。

⑦ 情報開示の在り方

ア 独立行政法人に関する情報開示については 国民の理解が得られるよう 情報開示について、国民へ分かり易く説明することとしている。、 、
分かりやすく説明する意識を徹底する。

イ 国民の情報へのアクセスの円滑化のため、例えば、財務諸表上のデータ ウェブサイトで提供する情報については、法定公開情報をはじめ、調達情報等につ
について一覧性ある形で情報開示するほか、独立行政法人のウェブサイト いて随時速やかな掲載・更新に努めている。
における情報へのアクセスを容易化する。

ウ 独立行政法人の業務及びマネジメントに係るベストプラクティスを公表 －
する。

(2) 国から独立行政法人への財政支出
国から独立行政法人への財政支出は、３．５兆円（平成１９年度当初予算 平成20年度における経費抑制策としては、森林農地整備センター本部の借上げフロ

ベース）であるが、事務・事業の見直し、随意契約の見直し等による費用削 アの縮減等による一般管理費の削減、退職者不補充や給与水準の段階的引き下げによ
減を図ることはもとより、寄附金募集の拡大に向けた取組の強化など、自己 る人件費の削減、コスト構造改善による事業費の削減等の取組を推進した。
収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的には国への財政依 また、自己収入を増大に向けた取組としては、水源林を林道事業用地に供する場合
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存度を下げることを目指す。 の損失補償金の有償化、間伐木の販売収入額の増加等の取組を推進した。

Ⅲ その他

１ 今後の課題
Ⅰ及びⅡで継続検討とされた課題については、原則として１年以内に結論を －

得るよう努める。

２ 整理合理化計画の実施

(1) Ⅰ及びⅡで取り組むこととされた事項について、原則として平成２２年度末 －
までに措置する。

(2) 各独立行政法人の取組状況について、評価委員会等関連会議におけるそれぞ －
れの活動の中でフォローアップを実施する。

また、全体の取組状況について、関係府省の協力を得て有識者会議によるフ
ォローアップを実施する。

３ 雇用問題への対処
（ 。）独立行政法人の廃止 大幅な職員数の削減を伴う事務・事業の廃止を含む

等に伴う職員の雇用問題について、以下のとおり対処する。

(1) 廃止等を行う独立行政法人における労使協議及び独立行政法人にまたがる労 緑資源機構の廃止及び研究所に承継した事業の縮小等に当たっては、適切な労使協
使の団体間における個々の法人の労使の独立性・自立性を尊重した協議を進め 議に努めている。
ること。

(2) 他の独立行政法人（特に同一の主務大臣の所管に係る法人）及び政府関係機 平成20年２月に関係府省による雇用対策連絡会が設置され、その取組の下で旧緑資
関等における受入れ措置等により、横断的な雇用確保に努力すること。 源機構職員の他法人への受け入れ措置を講じていただいた結果、平成21年４月期には

11法人に34人の職員が採用された。今後もこの枠組の下での職員の受け入れ措置を要
請していくこととしている。

、 、(3) 廃止等を行う独立行政法人の職員の受入れに協力する独立行政法人等につい 平成20年６月に 協力独法等に係る人件費一律削減措置の適用関係の整理が行われ
て 行政改革推進法に規定する人件費一律削減措置の適用関係を整理すること 関係府省による雇用対策連絡会の場で周知の上、これを前提として職員の受け入れ措、 。

置が進められている。

４ その他 －
以上のほか、独立行政法人の整理合理化に関し、会計検査院の決算検査報告、

研究開発を担う独立行政法人に係る総合科学技術会議の方針等において指摘等さ
れた事項について、引き続き、所要の施策の検討を進める。


